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平成２２年上富良野町予算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２２年３月１７日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２２年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２２年度上富良野町老人保健特別会計予算 

議案第 ４号 平成２２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ５号 平成２２年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ６号 平成２２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２２年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ９号 平成２２年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第１０号 平成２２年度上富良野町病院事業会計予算 

議案第２０号 上富良野町十勝岳地区振興基金の一部支消の件 

議案第２１号 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長            長谷川 徳 行 君   副 委 員 長            岩 田 浩 志 君                      

   委 員            岡 本 康 裕 君   委 員            村 上 和 子 君                      

   委 員            谷   忠 君                     委 員            米 沢 義 英 君                      

   委 員            今 村 辰 義 君                     委 員            一 色 美 秀 君    

   委 員            岩 崎 治 男 君                     委 員            中 村 有 秀 君                      

   委 員            和 田 昭 彦 君                     委 員            渡 部 洋 己 君                      

   委 員            佐 川 典 子 君                   

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）         ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長                向 山 富 夫 君                       副 町 長                田 浦 孝 道 君                  

 教 育 長                北 川 雅 一               君     会 計 管 理 者                新 井 久 己 君 

 総 務 課 長                服 部 久 和               君     町民生活課長                田 中 利 幸 君 

 健 康 づ く り 担 当 課 長                岡 崎 智 子 君     保健福祉課長                岡 崎 光 良 君                   

 公 園 整 備 担 当 課 長                菊 地 昭 男 君     技 術 審 査 担 当 課 長               松 本 隆 二 君 

 建 設 水 道 課 長                北 向 一 博 君     ラ ベ ン ダ ー ハ イ ツ 所 長                大 場 富 蔵 君                   

 町立病院事務長  松 田 宏 二 君     教育振興課長                前 田   満 君 

 農 業 委 員 会 事 務 局 長                菊 池 哲 雄 君 

 関係する主幹・担当職員等 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長                中 田 繁 利 君                       主 査                深 山  悟 君                   

 主 査                遊 佐 早 苗 君 



 ― 2 ― 

午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○事務局長（中田繁利君） おはようございます。 

 予算特別委員会に先立ちまして、議長と町長か

らごあいさつをいただきたいと思います。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから平成２２年度の予算特別委員会とい

うことで、それぞれきょうまで各委員会を通して、

内容についても十分精査をされてきただろうと思

います。 

 昔から言われるとおり、議会と行政、車の両輪

ということで、お互いに対等な立場で町の住民の

福祉と生活の向上のために進んでいくわけであり

ますけれども、車の両輪の関係、離れ過ぎてもだ

めですし、また近づき過ぎてもだめでありまして、

やはりそれぞれの立場できちっとその責務を果た

しながら、議会としての義務と責任を果たしてい

くということが大事なのかなと思っております。 

 向山町長にとりましては、１年経過して初めて

の、本当の町長として予算なのかなと受け取って

おりますけれども、目立った事業もない中で、町

の行政の推進に当たって予算化しているわけであ

りますけれども、予算の多い少ないであることよ

りも、どういう形で取り組みをされているのか、

それが住民にとってどういう効果を上げ、また成

果があるのかということが大事な視点かなと思い

ます。そういう視点からも皆さん方の活発な内容

の精査と、質問等を皆さん方に御期待を申し上げ

たいと思うところであります。 

 ちょっと言葉足らずまことに申しわけございま

せんけれども、これから４日間、大変長丁場なり

ますけれども、予算特別委員長を中心にひとつよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

○事務局長（中田繁利君） 続きまして、町長か

らごあいさついただきます。 

○町長（向山富夫君） 皆さんおはようございま

す。 

 本日から予算特別委員会ということで、大変皆

様方にはお忙しいところ会議を開いていただきま

して大変ありがとうございます。 

 ただいま議長のほうからお許しを賜りましたの

で、予算特別委員会開会に当たり一言お願いとご

あいさつを申し上げたいと思います。 

 ただいま議長のごあいさつにもいただきました

ように、私といたしまして、最初から手がけさせ

ていただきました初めての予算編成ということで、

今回御提案させていただいたところでございます。 

 非常に財政状況が限られた中で予算を組まさせ

ていただきましたが、いずれにいたしましても、

こういうときこそ本当にしっかりと足固めを、基

礎固めをするべきだなということに意を用いて予

算を組まさせていただきました。 

 平素、議会のほうから賜っております御意見等

を十分踏まえた中で反映させていただいたという

ふうに思っております。どうか質疑を通じてさら

に御理解を深めていただきまして、御承認を賜り

ますよう心からお願い申し上げまして、開会のご

あいさつとさせていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（中田繁利君） 正副委員長の選出で

ございますが、３月９日の定例会におきまして、

議長を除く１３名の委員をもって予算特別委員会

を構成しておりますので、正副委員長の選出につ

きましては議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出につい

てお諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長には総務産建常任委員長ということで御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員会の委員長には、長谷川

徳行君、副委員長には岩田浩志君と決しました。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、長谷川委

員長は委員長席へ御着席願います。 

 それでは、長谷川委員長からごあいさついただ

きます。 

○委員長（長谷川徳行君） 皆さんおはようござ

います。 

 一言ごあいさつ申し上げます。 

 本第１回定例町議会において、平成２２年度の

予算案が予算特別委員会に付託され、先例により

まして、委員会の委員長に就任いたしました。 

 このたび上程されました一般会計予算６２億３,

０００万円は、ピーク時、平成９年の１０２億円

から見ると４０億円少ない、平成１９年予算と同

程度で、各会計総額では平成元年に匹敵する前年

度８億９,０００万円減の予算となっております。

本予算は、平成２０年度決算特別委員会意見を十

分かんがみまして予算編成されたと思っておりま

す。 

 また、現下の厳しい財政事情の中で、財政の健

全化に目配りする一方、最少の経費で最大の効果

を上げ、いかに住民の生活や福祉の向上に寄与で

きる予算となっているかが必要不可欠な要素と思

っております。委員皆様の十分な審議を臨むとこ



 ― 3 ― 

ろでございます。 

 委員並びに執行部の皆様の特段の御理解を得ま

して、４日間にわたり円滑な委員会運営に努める

所存でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会を

開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程について、事務局長から説

明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２２年第１回定例会に

おいて付託されました議案第１号平成２２年度上

富良野町一般会計予算、議案第２号平成２２年度

上富良野町国民健康保険特別会計予算、議案第３

号平成２２年度上富良野町老人保健特別会計予算、

議案第４号平成２２年度上富良野後期高齢者医療

特別会計予算、議案第５号平成２２年度上富良野

町介護保険特別会計予算、議案第６号平成２２年

度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、

議案第７号平成２２年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算、議案第８号平成２２年度上富良野

町公共下水道事業特別会計予算、議案第９号平成

２２年度上富良野町水道事業会計予算、議案第１

０号平成２２年度上富良野町病院事業会計予算及

び議案第２０号上富良野町十勝岳地区振興基金の

一部支消の件並びに議案第２１号上富良野町国民

健康保険財政調整基金の一部支消の件の１２件で

あります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元の

議事日程表のとおり、会期は本日より３月２３日

までの７日間とし、本日は、正副委員長、分科長

を選出し、議案第１号及び議案第２０号の補足説

明と歳入歳出予算事項別明細書の歳出４款までの

質疑を行います。 

 分科会の構成は、議事日程表のとおり、第１分

科会は議席番号１番から６番まで、第２分科会は

議席番号７番から１２番までの、それぞれ６名の

委員となります。 

 ２日目の１８日は、議案第１号歳入歳出予算事

項別明細書の歳出５款から予算調書までの質疑を

行います。 

 ３日の１９日は、議案第２号、議案第２１号及

び議案第３号から議案第１０号までの補足説明と

質疑を行い、散会後、分科会ごとに審査意見書案

を作成し、その後、全体審査意見書案を作成しま

す。 

 ４日目の２３日は、本委員会の最終日で、全案

件の審査意見の調整と各議案ごとに討論、表決の

順で御審議を賜りたいと存じます。 

 審議の順序につきましては、議事日程表のとお

りであります。 

 なお、本委員会の説明員は、町長を初め議案審

議に関係する課長、主幹並びに担当職員となって

おります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説

明のとおりといたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説

明のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員

長の許可といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱

いは委員長の許可とすることに決しました。 

 これより分科会を開催し、分科長の選出を行っ

ていただきます。 

 分科会の会場は、第１分科会は議長室で、第２

分科会は議員控室で行います。 

 暫時休憩いたします。 

○事務局長（中田繁利君） 休憩時間を１５分間

といたしまして、再開時間を９時２５分からとい

たします。 

─────────────── 

午前 ９時１０分 休憩 

午前 ９時２５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 先ほど開催されました分科会におきまして、第

１分科会の分科長に村上委員、第２分科会の分科

長に中村委員が選出されました。 

 これより、議案第１号平成２２年度上富良野町

一般会計予算及び議案第２０号上富良野町十勝岳

地区振興基金の一部支消の件を、関連があります

ので一括して議題といます。 

 初めに、追加配付附属資料について説明の申し
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出がありますので許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） 予算特別委員会の事

前配付資料につきまして、一括して簡単に御説明

申し上げます。 

 まず、目次をごらんいただきたいと思います。

目次には資料１から資料４まで表記しております

ので、それぞれの資料ごとに順番に説明させてい

ただきます。 

 最初に、資料１でありますけれども、平成２２

年度の地方財政計画についてです。１ページ目は

そのポイント、２ページ目は歳入歳出一覧、３ペ

ージ以降につきましては、概要について網羅した

ところでございます。 

 地方財政対策につきましては、税収等の減収な

どから１８兆２,０００億円程度の大幅な財源不足

が発生しまして、それを地方交付税の増額、臨時

財政対策債の増発等で補てんをしている状況にあ

ります。 

 この中で、地域活性化雇用等臨時特例費の創設

を含め、地方主権改革の第一歩として、地方の自

由度を高めるため１兆１,０００億円の地方交付税

の増額を初め、臨時財政対策債を加えました実質

的な地方交付税の大幅な増額が確保された内容と

なっております。 

 次に、資料２は、平成１５年度から平成２４年

度までにおける本町の代表的な財政指標の推移と

将来推計を示したものであります。 

 厳しい経済状況を反映して、町税収入など主要

な一般財源は減少傾向で推移していくことが予想

される中ではありますが、公債費償還がピークを

越えたこととあわせまして、補償金免除による繰

上償還の効果も見込まれますことから、今後にお

いては徐々に数値の改善が予想されるところであ

ります。 

 次に、資料３は、第５次上富良野町総合計画実

施計画であります。 

 これまでと同様に３カ年間の実施計画としてま

とめたものでありまして、毎年ローリング方式に

よりその内容を見直しながらとり進めてまいりま

す。 

 まず、１ページから２ページは実施計画の総括

表で、現時点における総合計画期間、１０カ年の

全体事業費におけます３カ年分の予定事業費とそ

の財源内訳を掲載したものであります。また、３

ページから５ページは３カ年の予定事業費を想定

した年度別の収支見込みを資金計画として示した

ものであります。さらに、７ページ以降が３カ年

の予定事業の内容となっておりますので御参照お

願いいたします。 

 最後に、資料４は、行財政改革の状況について

ですが、まず、平成２１年度をもって終了となる

行財政改革実施計画に基づくその実践効果を示し

たものであり、平成１６年から平成２０年度につ

いては効果実績額、また、平成２１度につきまし

ては、取り組み項目と効果見込額を記載しており

ます。 

 また、今後の取り組みにつきましては、健全な

財政基盤を維持しつつ、協働を町民共有のキーワ

ードとしたまちづくりを進めていくための町政の

運営のあり方についてまとめました町政運営改善

プランに基づき対応を図ってまいることとしてお

ります。 

 同プランにつきましては、さきの両委員会を通

じて配付させていただきましたので、御参照を願

いたいと思います。 

 そのほか、予算特別委員会の要求資料につきま

しても配付いたしましたので、委員会の審議の参

考としていただきたいと思います。 

 以上、このたびの予算特別委員会におきまして、

審議の参考としていただく資料内容につきまして

御説明申し上げました。 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で附属資料の説

明を終わります。 

 委員並びに説明員にあらかじめお願い申し上げ

ます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明

確にし、簡潔に御発言くださいますようお願いい

たします。 

 なお、委員におかれましては、質疑区分ごとに

一問一答方式により１項目ごとに質疑を行います

ので、質疑のある場合は挙手の上、議席番号を告

げ、委員長の許可を得てから自席で起立して、ペ

ージ数と質疑の件名を申し出て発言してください。 

 時間の関係もございますので、さきの委員の質

問と重複することのないように質問をしていただ

きたいと思います。 

 また、説明員は挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し説明をしてくださ

い。 

 それでは、ただいまの附属資料の説明について

の質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで附属資料関係の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代をいたしますので少々お

待ちください。 

 これより、議案第１号平成２２年度上富良野町
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一般会計予算の１ページから６ページまでの質疑

を行います。 

 質疑の際は、ページ数と質疑の案件を告げて発

言してください。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 歳入の２ページ、１０款

の地方交付税でございますけれども、ことしは７,

８００万円増の２８億１,４００万円と、このよう

に見込んでおりますけれども、増額なので結構で

すけれども、これは、国の地方交付税の１兆１,０

００億円の増額による算定のあれかと思いますけ

れども、この数字につきましてはほぼこのような

感じになるのでしょうか。 

 それと、算定の台帳を、資料３をいただきまし

たけれども、この中に、指定区分の中に、７番目

の限定特定行政庁設置市町村、このようになって

いるのですけれども、これにつきましてちょっと、

このことで何か。 

 それと、特別防災区域というのは、どういった

ところがそういう区域になるのかちょっとお聞き

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 まず１点目が、地方交付税の予算の増額につい

ての御質問でありますけれども、先ほど資料の説

明の中でも申し上げましたとおり、地方財政対策

の説明の中で申し上げましたように、地方財政全

体では、非常に税収等の落ち込みがあって財源不

足が発生いたしました。それを埋めるために地方

交付税の大幅な増額、特に、臨時財政対策債を含

めた部分の増額であります。 

 今回、２ページにお示ししております普通交付

税につきましても、それらの国の増額等を示され

たものをもとに推計をいたして、一定額の増額を

図ったところであります。 

 ２点目の限定特定行政庁でありますけれども、

これにつきましては、建設水道課でやっておりま

す建築確認業務、これがその業務に該当いたしま

す。 

 ３点目の防災の関係ですけれども、ちょっと後

ほど説明をさせていただきたいと思います。申し

わけありません。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで一般会計予算の１ページから６ページまで

の質疑を終了いたします。 

 次に、一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳

入１款町税の３６ページから１１款交通安全対策

特別交付金まの４３ページまでの質疑に入ります。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今年度は、町民税等の予

算という形で、前年度、農業関係の所得が大幅に

落ち込む状況の中で、こういう予算が計上された

というふうな話かというふうに思います。非常に

今、税収が落ち込むという状況の中で、税の確保

という点では、大変地方自治体にとっては大切な

状況になってきていると思います。 

 そこで、お伺いしたいのは、町民税等の収納率

等の設定というのは大体何％ぐらい、平年でした

ら９割かそのぐらい見込んでいるのかなというふ

うに思いますが。 

 それとあわせてお伺いしたいのは、今、国のほ

うで、後のページにも出てくるかと思いますが、

子ども手当の支給という形の中で、子ども手当の、

これはいいことだというふうに私は思いますが、

しかし一方で、所得税関係では、平成１１年度か

ら１月、住民税は平成１２年６月から扶養控除等

の廃止がなされるとしておりますが、実際こうい

う状況が起きた場合に、手当は受けたとしても、

いわゆる増税になる人が一方でふえる、そういう

世帯が出てくるかというふうに思いますが、こう

いった具体的な部分での算定はされているのか、

そこら辺お伺いしたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米澤委員の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、町税の個人町民税の収納率でございます

が、予算につきましては、現年度分９８.５％の収

納率を算定しているところであります。 

 また、滞納繰越分につきましては、計算がなか

なか難しいですが、おおむね２０％の収納率を計

上しているところであります。 

 また、次の子ども手当支給に伴います扶養控除

の影響の関係でございます。実は、国のほうにお

きましても扶養控除に伴いますその他の影響、特

に、例えば就園補助金の影響ですとか、他に及ぼ

す制度上の影響につきまして、今、国ではほかに

影響のないような形で、他省庁の調整を図ってい

るというふうに情報が入ってございます。 

 税金の控除に伴います影響額につきましては、

実際に平成２４年度からの住民税に影響する状況

でございまして、今のところまだ国の確定もしな

い中での試算はまた行っていないところでありま

す。 

 以上であります。 
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○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 仮に試算はしなくても、

いわゆる子供さんがいない世帯にとっては増税に

なる部分があるという認識でよろしいでしょうか。 

 また、月額１万円受けたとしても、従来、子ど

も手当が支給されておりますから、そういった部

分で言えば、またこういう世代であっても増税に

なる部分も出てくるという可能性もあるという状

況は見受けられますか、上富良野町で。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問でございますが、増税という考えももちろ

んありますが、実は、現物で支給される部分、国

ではそういう制度を考えています。いわゆる、例

えば高校無償化になった場合に、その扶養控除は

１２万円ですが、その分に見合いの部分を控除か

ら外すと、国ではそういう言い方をしてございま

す。 

 もともと子供のいない世帯については、これら

の扶養控除は受けられない状態ですから、それを

増税という解釈にするのかどうかというのは、な

かなか難しい解釈になりますが、いずれにいたし

ましても、国では、そのような子ども手当を支給

するかわりに、それに見合いの控除分を廃止する

のだというような制度だというふうに言っている

ところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） いずれにいたしましても、

そういった、将来的には扶養控除の廃止、見直し

という形の中で、国の制度としてうたわれてきて

おりますので、来年度以降も子ども手当の財源に

ついては、今年度限りという予算の中で、非常に

印象としては、負担がふえる世帯と、逆に子ども

手当をもらっても税がふえる世帯というのは確実

に出てくるのではないかなというふうに感じてお

ります。そういう意味では、やはりこういった扶

養控除の、子ども手当を支給して、一方で何がし

かの配偶者控除や扶養控除を廃止するようであっ

ては、逆に町民や国民に新たな負担を求めるのと

同じですから、この点は、町長、改善を時の政権

に対しても求めるべきだというふうに思いますが、

改めてこの点、町長の見解をお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えさせていただきたいと思い

ますけれども、今、担当課長のほうから御説明申

し上げましたように、国におきましては、子育て

支援という施策を、社会がそれを支えるというこ

とのようでございまして、今の財源構造、税構造

を根本から見直して、今、前段で申し上げました

ような施策を税源で支えるということでございま

すので、過渡的にはふえる、減るということも生

じるかと思いますが、今、前段で申し上げました

ようなことでございますことから、私どもこうい

う自治体の立場では、国のそういう取り組みをし

っかり見守っていくということで受けとめさせて

いただいていますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ３８ページの入湯税、平

成２２年度の見積もりでは１０万円増加している

と。その理由は、宿泊関係が１０万円ということ

であります。 

 そこで、お聞きしたいのですけれども、宿泊関

係の入湯税がふえるということは、観光客が増加

するというふうに見積もっているのかどうか。だ

とすれば、吹上温泉の保養センター、資料、３３

ページを見ると減少するように見積もっているわ

けです。上富良野町のどの宿泊施設に宿泊するよ

うに見積もっているのか。 

 また、吹上温泉はいろいろ改修を行いましたね。

ヒートポンプ導入、ＬＥＤの照明導入、こういっ

たものをやるにもかかわらず、宿泊客も日帰りも

減るというふうに見積もっていますけれども、そ

の理由についてお聞かせしてほしいというふうに

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹。 

○税務班主幹（北川和宏君） ６番今村委員の質

問にお答えしたいと思います。 

 昨年の予算から宿泊客で１０万円増という見積

もりをしておりますが、委員御指摘のとおり、年

々宿泊客等についても減少しておりまして、昨年

算定いたしました宿泊客の減の見込みが少し大き

かったことから、ことしの実績が昨年の実績によ

りも落ちてはいるのですけれども、その下げ幅が

小さかったということで、その率を今回も見積も

りまして、予算上では昨年よりふえている状況に

ありますけれども、現状としては宿泊客は減少し

ている傾向にございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ３９ページの町税との関

係でございます。先ほど同僚議員が質問をいたし

ましたけれども、ただ、資料の説明の関係で、昨

年は、例えば均等割、５,３００人いて３,０００
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円で、収納率９８.５％というような具体的な数字

が入っていたのです。今年度はこの中に全然入っ

ていないものだから、できれば、我々が町民に町

民税はどのぐらいで、どういう構成でどうなって

いるかということを含めていくと、こういう均等

割の内訳、それから所得割の内訳、当然、固定資

産税等もそうなのですけれども、できればそうい

う形で出していただくのが適切でないかと思いま

すけれども、詳細をつくらなかった経過はどうい

う理由なのですか、ちょっとそこを明らかにして

いただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 この掲載をことし省略されている部分の理由で

ございますけれども、基本的にスペースの部分の

話であります。今、御指摘いただきましたように、

より詳しくという部分で欠けている部分ございま

すので、次年度からは計算式を前の形に戻す方法

で対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 総務課長、そういう答弁

でございましたので、現実の問題として、やはり

こういう形で内訳が明らかになっているほうがい

いのかな。 

 それから、関連でございますけれども、滞納部

分の関係で２００万円、個人町民税でありましょ

うし、固定資産税でも２００万円ということで、

前年度は８００万円に対して２０％で１６０万円

という計上があったのです。したがって、今年度

の滞納額は１,０００万円ということで、２０％と

いうことで、滞納額は１,０００万円ということで

考えているのだろうと思うのですけれども、その

点、確認をしたいと思うのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問でございます。 

 委員おっしゃるように、滞納の部分につきまし

ては、前年分で８００万円の２０％、今年度につ

きましては１,０００万円の２０％でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 一つは、聴覚障がい者の

２級の関係で、一応、町民税の減免というような

ことで４万３,８００円がありました。それに対す

る、今、裁判でもなっいてますし、特に、上富良

野町の個人名まで出て、新聞にも２月２５日に判

決が出たという掲載もありましたので、この減免

にされたものの回収というか、返還というものは

どう措置をされているのか、その点、確認をした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問で、聴覚障がい者にかかわる問題の御質問

でございますが、委員御承知のように、上富良野

町においては５名の聴覚障がい者の不正受給に疑

惑を持たれている方々の対象がございます。 

 これは、重度心身障がい者の医療給付の既に給

付したものにつきましては、既に返還を求め、４

名につきましては完納をしたところであります。

１名につきましては、分納誓約書をとりながら、

今、既に分納を開始しながら回収をしているとこ

ろであります。 

 また、税にかかわりましては、この５名の方の

５年間さかのぼりながらの税を計算をいたしまし

て、これら該当する者につきましては請求をして

いるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 医療の関係はまた別な形

で質問しようと思って、今、課長から答弁があっ

て、重度心身障がい者の医療調整で５１万７,００

１円ということですけれども、４名分が返還をさ

れたというのは、その金額はお幾らなのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 中村委員の御質

問でございますが、今、手元に詳細な数字を持っ

ておりませんが、この５名の重度心身障がい者の

医療費にかかわります返還部分につきましては約

１００万円ちょっとになりますが、そのうち北海

道から補助を受けている５０％、これらにつきま

しては、町が収納して北海道に返還をするという

手続がございますので、町が請求いたしておりま

すのは約１００万円ちょっとの金額でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうしますと、１００万

円ぐらいで、２分の１が道ということで、請求し

てあれなのだけれども、最終的に今４名の方が返

納されたという金額は後ほど教えていただきたい

と。私のほうの資料では５１万７,００１円という

ことで承知をしているものですから、そのうちの

何ぼが返納されたのかなということでお聞きをし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問でありますが、後ほど正確な数字でお答え



 ― 8 ― 

をさせていただきたいと思いますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員の補足説明、

総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員から御

質問ありました特別防災区域について御説明いた

します。 

 この特別防災区域につきましては、石油コンビ

ナートがある都市、地域について、大変コンビナ

ートの大きなもの、１０万キロリットル以上の容

量のあるタンクが設置されている都市に指定され

るものであります。道内で指定されている地域に

つきましては、釧路、苫小牧、室蘭、石狩等が地

域指定として該当しております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 今の答弁で。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 広域連合で今、消防の本

部が上富良野にございますので、全くそういうの

は関係ないわけですか。今おっしゃった基準しか

ないわけですか。そこら辺とどうなるのかなと、

そういうところに発展できれば、またそういうも

ので加算とかというので、交付税として算定され

るのかなと思ったものですから、その基準以外は

もうないのでしょうか、そういうことは考えられ

ませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） 現在、特別防災区域

として認められているのは、石油コンビナートと

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ３８ページの国有資産等

所在地交付金が８７８万円という形で計上されて

おりますが、これの根拠はどういうものに基づい

て納付、いわゆる歳入見込みという形になってい

るのかお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 税務班主幹。 

○税務班主幹（北川和宏君） ５番米沢委員の、

国有資産等所在地交付金の算定についてでありま

すが、これにつきましては、国有財産施行令とい

うのがございまして、５年ごとに、３月３１日現

在において、財務大臣の定めるところにより評価

されたものが国有財産の台帳に記載されまして、

その価格によって、うちのほうに毎年１１月３０

日まで所管するところから通知が参ります。その

額をもって、それぞれの機関から町のほうに納付

される仕組みになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 前からこれは問題になっ

ている部分かと思いますが、いわゆる固定資産税

にかかわる税率が、国等の関係で若干落ちている

部分があるのかなというふうに思うのですが、そ

れは、実際の標準税率からしてみれは、これなの

かちょっとわからないのですが、若干、１.４から

下がって評価されている部分があるような気がす

るのですが、これはこの部分に当たるのでしょう

か、ちょっとお伺いいたします。 

 例えば弾薬庫だとか建物、そういうものに評価

されて納付されるのかで、お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 まず、今、御質問いただいた国有資産等所在市

町村交付金及び納付金、これにつきましては、通

常の固定資産税の税率相当額、同額が来ておりま

す。もし、そのとおり来ていないというお話の部

分でありましたら、それについては、国有提供施

設等所在市町村助成交付金と思われます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） それで、そういう状況で

助成交付金が、施設のほうなのですが、やはりこ

の部分、従来から課税評価額を従前の、いわゆる

一般的な課税評価に戻してほしいというような、

そういう声があったかというふうに思いますが、

その点は、基地協なんかにおいても改善を求める

要望等が出されていたかと思いますが、この点は

改善されつつあるのかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 国有提供施設等所在市町村助成交付金について

の御質問にお答えいたします。 

 この交付金につきましては、もう既に委員御存

じのとおり、自衛隊が使用します飛行場、演習場、

弾薬庫、燃料倉、通信施設で、対象の土地、建物、

工作物に対して交付の対象とするものであります。 

 過去から固定資産税率どおり来ていないのでは

ないかという部分で、国のほうにも申し上げてい

るところであります。 

 ただ、これにつきましては、地方交付税の基準

財政収入額の除外対象になっておりまして、それ

ら計算しますと、必ずしも税率から大きく下がっ

ているものではありません。ただ、引き続き、固

定資産税と見合いのものをということで要望等は

しているところであります。 
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 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 下がってはいないけれど

も、実際下がっているということですから、その

点ぜひ要望していただきたいというふうに思いま

す。 

 次、４２ページの地方交付税が今回、前年度か

ら見ても７,８００万円、要素としてふえていると

いう形になってきております。これは、地方交付

税は、いわゆる税の落ち込み等々によって、これ

がカウントされるということも含めて、今回７,８

００万円増額になったのかどうなのか、この点。 

 町民税等の落ち込みや地方譲与税等の落ち込み

等も、こういった数字の中にカウントされている

のかどうなのか、その点お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 交付税につきましては、譲与税だとか、いろい

ろなほかの歳入科目の減額した部分に対して、全

体として補てんされる仕組みになっております。 

 したがって、この項目の中で、その他の減額さ

れている減収補てん特例交付金だとか減額になっ

ておりますけれども、これらを減額した部分の補

てん対応を含めて、普通交付税が増額になったと

ころであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、全体的に

は、いろいろな要素の中でふえた部分と、地方交

付税の全体的な国の予算がふえたという実態には

なっているけれども、実際いろいろな落ち込み要

素の中で、これは当然財政措置としては増額され

るべき要素のものであったというふうな認識でよ

ろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 本年につきましては、冒頭の中でも若干お話し

しましたけれども、増額の大きな理由、先ほど収

入の落ち込んだ部分の補てんはもちろんですけれ

ども、それプラス地方の主権改革の第一歩という

ことで、地方の自由度を高めるために１兆円の地

方交付税の増額が国のほうでされました。それの

ふえた部分というのが、町においても大きく伸び

た理由の一つとなっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

歳入１款の町税から１１款の交通安全対策特別交

付金についての質疑を終了いたします。 

 次に、１２款分担金及び負担金の４４ページか

ら１３款使用料及び手数料の４９ページまでの質

疑に入ります。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ４４ページの民生費の負

担金で、保育料金の体系の問題でお伺いしたいの

ですが、今年度からなのでしょうか、国のほうで

は、保育料金体系を見直すという形の中で、７段

階から８段階にするという動きがあったかという

ふうに思いますが、これは今年度なのか来年度か

ら適用されるのか、この点お伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

保育料の設定の御質問でございます。 

 平成２２年度から新たな階層として８段階がで

きるということで、設定する方向で進めておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 保育料については、従前

どおり町も前年度の、前の年の保育料金の体系を

もとにして策定はされておりますが、しかし、全

体では、やはりこの機に、そういった保育料金の

収納体系が変わるということであれば、あわせて、

やっぱり高いという話もありますので、そういっ

たいわゆる見直しと同時に、独自の保育料体系と

いうのも設定する必要があるのではないかなとい

うふうに思いますが、この点は、軽減は実際して

いるといえばしているのですが、実際高いという

状況にもありますので、この点はどうなのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

保育料にかかわります御質問でございます。 

 これにつきましては、御承知のように前年度の

額の９５％ということで、額的にはそういう額を

設定しておりますところで、これも継続の形で今

後もこういった形の徴収をしていくというふうに

考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 町長にお伺いしたいので

すが、毎回質問していることで申しわけないので

すが、この点、確かに９５％の設定だとかになっ

ております。やはりいろいろな所得の落ち込み等、
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あるいは中間層が比較的多いという上富良野の、

階層別に見ましたら、そういう状況になっており

ます。やはり所得の高い人ほど、当然応分の負担

ということで、能力に応じてという形になってい

るのでしょうが、非常に負担感が多いという状況

になっていますので、この点、国の制度の改編と

あわせて、町の設定の見直しというのも一定行う

必要があるのではないかと。今、子育てという形

の中で、多面的にいろいろな手当てがなされてお

りますが、こういったところにも、そういった支

援策というのを講ずる必要があると思いますが、

この点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えさせていただきたいと思い

ますけれども、先ほどもお話ありましたように、

今、国も、この年度は暫定でございますけれども、

子ども手当でしっかり国の子育て支援という、そ

ういう制度設計があるようでございますので、平

成２３年度に向けてどのようになるのか、そうい

うことを見定めながら、町としましても、今、地

域の中で子育て支援の施策をいろいろな、多面的

な施策を講じてございますけれども、国の役割、

それから地域での実態を十分検証して、トータル

で子育て支援の不足している部分については対応

しなければならないというふうに考えてございま

すので、そういう観点からすると、しっかり検証

する課題の一つだというふうに受けとめてござい

ますので、そのようにひとつ御理解いただきたい

と思います。 

 いずれにしましても、国の平成２３年度以降の

恒久的な施策の見きわめをして、必要なものにつ

いては議論しなければならないというふうに認識

してございますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 子ども手当と、この部分

の問題というのは全く別個な話だと思うのです。

子ども手当というのは、本当に解釈のとりように

よっては、副町長おっしゃるように、その部分あ

るからこういった部分は別に減額しなくてもいい

のではないかという部分もありますし、それ以外

に、例えば子育てに対するいろいろな、医療費の

負担だとかがかかるという形も含めて、そういっ

た部分での手当ての応援という形になっています

ので、それを混同して、やはりこの部分、手当て

があるからこれは見直さなくてもいいのではない

かというような考えというのは、全く別な話だと

思うのですが、この点はどうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えさせていただきます。 

 今、私が述べたのは、国の動向を見ながら検証

する課題の一つだということで申し上げたところ

でございますので、見直ししないという断定的な

考え方ではございません。 

 ただ、私どももいろいろな実態に即して施策の

展開をするわけでございますけれども、国と同じ

ように、その活動原資については税金でございま

すので、税金の確保という観点も含めて、トータ

ルで対応しなければならないというふうに考えて

いるところでございます。 

 いずれにしましても、そういう観点からすると、

負担能力のある方については応分の負担をしてい

ただくということで、制度のバランスを図ってい

かなければならないということでございますので、

そういう意味合いで受けとめていただければとい

うふうに考えているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 先ほどの９番中村委員の質問に対して補足答弁

をいたさせます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

先ほどの聴覚障がいにかかわる御質問の件でござ

います。 

 ５名の返還対象部分の金額でございますが、１

０４万８,７７９円でございます。ただ、この中に

は、いわゆる補装具の給付が１件入ってございま

す。これにつきましては、保健福祉課と連携しな

がら、この補装具に関する返納も一緒に、本人と

面談をして、一括して還付をするようにというこ

とで進めてございましたので、今申し上げました

金額には補装具の部分も入っているということで

御理解をいただきたいと思います。 

 また、そのうち北海道と、一部、国であります

が、そこに返還する金額は、そのうち５４万４０

６円でございます。今、きょう現在、収納を完了

してございますのが７２万５,１２０円でございま

す。そのうち北海道と国に返還部分が３９万３,５

７７円でございます。その差額につきましては、

先ほど申し上げましたように、分納をすると、２

年半ほど実はかかる予定になっていますが、分納

をするということで約束をされているところであ

ります。 

 また、先ほどの発言の修正をお願いしたいので

すが、５名のうち４名が完納済みというふうに発

言をいたしましたが、実は１件、親子関係で対象

者がございます。その方につきましては、親の分
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も含めて分納するという約束になってございまし

たことから、完納済みは３名で、今、分納中は１

世帯２名が分納をしているというところに、先ほ

どの答弁を修正をお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、課長から答弁いただ

きまして、補装具の関係は、僕は別なところで言

おうと思って、今、課長のほうから出てきたので、

１万６,０１６円で、国が４分の２、町と道が４分

の１ずつということで理解をして、この金額とい

うことで理解していいのですね。はい、わかりま

した。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ４８ページの国庫補助金

の点で、ちょっとわからないから教えてほしいの

ですけれども、昨年は、防災のハザードマップの

件ですけれども、総合流域防災ハザードマップの

調査・作成ということで予算が計画されていまし

たよね。ことし、計画されていないということは、

その作成がもう終了したのか。したのであれば、

いつ町民にそれらをお知らせできるのかを聞きた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 昨年の予算でハザードマップの予算を組んでお

りまして、歳入のほうにも国庫として収入を見て

おりました。ハザードマップにつきましては、既

に完成しておりまして、町のほうに納品は終わっ

ております。４月に入りましてから各戸に配布を

予定しております。日にちにつきましては、４月

１０日か４月２５日の広報にあわせて各戸に配布

する予定になっております。１０日か２５日かは

ちょっと、どちらかにするかはまだ決まっていま

せん。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで１２款の分担金及び負担金から１３款の使

用料及び手数料についての質疑を終了いたします。 

 次に、１４款国庫支出金の４８ページから１５

款道支出金の５７ページまでの質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ５３ページ、民生費負担

金の障がい者介護給付費のところですけれども、

４,４４０万円、昨年と比べまして約１,０００万

円近く、９６０万円見込んでおりますが、一昨年

でしたか、なんか給付されなかったということで、

返還したことはなかったでしょうか。ふやされて

いるのはどういう、何人といいますか、どういう

ことで１,０００万円近く、昨年と比べましてふえ

ておりますけれども、そこら辺はどういうことで

しょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

障がい者介護給付の関係の負担金、国もあります

し、道もそうなのですけれども、給付額そのもの

の見直しが、平成２１年４月に遡及いたしまして、

５％アップとなってございます。このことに関し

ましては補正対応させていただいたところであり

ます。ということで、当初予算の比較、前年度と

比較しますと、給付費の負担金も増額を見込んで

いるということで御理解ください。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） もう少し細かく、ふえた

ところ、どのようなところ、ちょっと今のではわ

からないのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

御質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 歳出のほうとの関連ということでございまして、

例えば給付費の中の日中活動系の給付で言います

と、例えば居宅介護サービスであるとか短期入所、

就労Ｂという、そういったメニューの中の歳出が

日中系で、昨年度５,５６２万円の計上でありまし

たが、今年度は９,７９２万円の計上ということで、

４,０００万円弱の増額ということになります。こ

ういったことで、施設入所にいたしましても、何

割かの給付の増ということに伴いまして、国、道

の負担金も増額という見込みで計上させていただ

いております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ５５ページです。２１

世紀北の森づくり推進というふうにありまして、

例年同じ３２０万円ということになっております

けれども、森林の間伐等の実施促進に関する特別

措置法というのが出たと思います。平成２４年ま

でに間伐を実施するという計画とかがあると思う

のですけれども、その辺で、毎年同じ金額しか補

助が入らないものかどうか、その辺ちょっと詳し
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くお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻剛君） １２番佐川委員の

御質問にお答えいたしますが、この２１世紀北の

森づくり推進、これにつきましては、町内の民有

林の造林事業に対する道からの補助金でございま

して、間伐等はまたほかにございますが、これに

ついては、伐採後に植林をするというところで、

毎年、施業計画にのっとりまして、大体年間２５

ヘクタールの造林を予定しておりまして、毎年面

積が２５ヘクタールぐらいで固定されております

ので、決まった率に応じた補助が来ますので、そ

れで例年同じ金額ということで計上させていただ

いております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ５４ページの観光商工補

助という形で３,０００万円、これは適用されて、

ヒートポンプという形の中の設置に向けて予算が

計上されていると思うのですが、こういった環境

にかかわる部分の、国も支援されているかという

ふうに思いますが、この対象となる事業名という

のは、大体今後、町で、こういった環境の部分に

対する何か事業を起こそうとした場合に、どうい

ったものが対象になるのか、それわかればちょっ

とお伺いしておきたいと思います。もしも将来、

上富良野も事業計画の中に、環境問題に対する計

画も立てておりますし、そういうものを生かしな

がら、また、まちづくりもやれるのではないかな

と思いますので、この点お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

環境保全に関する御質問にお答えをしたいと思い

ます。 

 この観光費補助金の３,０００万円につきまして

は、委員御発言のとおりでございまして、国が臨

時的に交付されました、いわゆるグリーンニュー

ディール基金を活用した事業でございます。 

 今後これらの環境に優しい社会づくりという観

点では、例えば学校では、スクールニューディー

ルにかかわる補助金が創設されたところでありま

すし、また、今、政権交代によりまして、いわゆ

る地球温暖化防止対策にかかわる補助がそれぞれ

出てくるところかなというふうに想像してござい

ます。 

 今ある補助メニューでは、今申し上げましたぐ

らいのところでありますが、先ほども申し上げま

したように、今、国においてもこれらの補助が充

実されてくるのかなというふうに想定をされてい

るところであります。 

 委員御承知のように上富良野町におきましても、

これらのビジョンを策定中でございまして、これ

らの補助メニューが見えてきた段階では、町の、

特に公共施設の設備の更新時におきましても、こ

れらの対応を図っていきたいなというふうに考え

ているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで１４款の国庫支出金から１５款の道支出金

についての質疑を終了いたします。 

 次に、１６款財産収入の５６ページから２１款

町債の６５ページまで及び５６ページ、５７ペー

ジの１８款繰入金に関する議案第２０号上富良野

町十勝岳地区振興基金の一部支消の件について質

疑に入ります。 

 ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 財産収入の中で、土地の貸付

料と、それから建物の貸付料というふうに計上さ

れてございます。それぞれ１００万円強の金額が

計上されてございますけれども、この土地の所在

地、それから建物、これはリンクしているのかど

うか。建物はどこにあるのか、それの貸付料の基

準、それらについて御説明いただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ４番谷委員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、その他町有地の貸付料でございますけれ

ども、これにつきましては、ＮＴＴだとか北海道

電力の電柱の貸付料でございます。 

 もう一つのほうのその他町有建物貸付料につき

ましては、旧教員住宅の貸し付けにかかわるもの

でございます。 

 したがって、土地と建物がリンクしているとい

うことではございませんので、御理解をいただき

たいと思います。 

 それと、この算出の根拠でございますけれども、

行政財産の目的外使用に関します使用料徴収条例

がございます。これに基づいて個々積算をして対

応しているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） このほかに町の関連する土地
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だとか建物で無償で貸し付けるところがあるのか

どうかお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） 町の普通財産

等において、無償で貸し付けているような実態と

いうことだと思いますけれども、普通財産の中で、

例えば地域の、町の土地になっていますけれども、

地域で公園的な扱いをしているような部分に、そ

ういう部分を無償で貸し付けていたり、あと、記

憶にあるのは、例えばボーイスカウトの物置の小

屋があるわけですけれども、そういう部分の土地

を貸し付けているというような実態は、財産台帳

の中で確認することができるものとしては、そう

いうものがございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） それぞれ皆さん方も裁判等で

お聞きになっていると思うのですけれども、政教

分離の中で、町の敷地になっている部分というの

は何カ所かあるかというふうに思うのですけれど

も、これらについては、最高裁で判決が出て、差

し戻しということになりましたから、決定はして

いないのだろうというふうに思いますけれども、

そういった土地についてどういうふうにお考えに

なっているのかお聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ４番谷委員の御質問

にお答えいたします。 

 町内に現在、新聞等で報道になった後に、幾つ

あるのかということを実態の調査をいたしました。

町内に、現時点の個数でいいますと５カ所ほどご

ざいます。 

 基本的に、神社という形式のところに貸し付け

ているものではありませんけれども、地域の住民

会だとか、コミュニティと言ったらいいのですか、

地域のコミュニティがその管理をなさっていると

いうような状態のところに、結果としてお貸しし

ているような状態であります。 

 あと、そういう実態で、今、冬場でしたので、

図面上で調査をしたと。春になりましたら現地の

調査をして、用地がどういうふうに、若干入って

いるか、入っていないか、それら詳細な調査をし

たいと思っております。 

 あと、その対応でございますけれども、地裁の

ほうに裁判といいますか、その中身については、

貸し付けがいいのか、売買がいいのか、その他も

ろもろの方法を協議して決めていくという、裁判

で方向性が示されておりますので、その結果を踏

まえまして、当町もその取り扱いを慎重に行って

いきたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） そういう問題も社会問題化し

ている部分がありますから、できれば、地域によ

っては、例えば神社と位置づけされている等につ

いては、以前から地域における守り神の本尊とし

て信仰されて、よりどころになっているのだろう

と思います。有償で譲渡するなんていうことにな

らないように、できれば無償で譲渡するとか、そ

ういった方向の検討もぜひしていただきたいなと、

こんなふうに思っておりますので。これで終わり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ６３ページ、地域新エ

ネルギー、省エネルギービジョン策定ということ

で６００万円ということが計上されております。

平成２１年度、省エネルギービジョン計画の策定

と地域温暖化対策の推進計画、それと実行計画と

いうことで、同程度の交付金というか、独立行政

法人のＮＥＤＯというふうに記憶しておりますけ

れども、そこから入ってきたと思うのですけれど

も、そこで、今年度、新エネルギービジョンに関

して、事業仕分けでどのような形になるか、ちょ

っと予想もつけづらいとは思いますけれども、こ

の６００万円の内容、内訳というか、そういうの

があれば伺いたいなというふうに思います。 

 それとあわせて、後で聞いたほうがいいのかな

と思うのですけれども、国内クレジット制度とい

うのもあるのですけれども、それについてもちょ

っとお話しいただければなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹。 

○生活環境班主幹（林敬永君） １２番佐川委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどＮＥＤＯの関係につきましては、今現在、

募集要項はまだ出ておりません。３月２５日以降

に一般公開されるということで、事前情報としま

しては、それぞれ自治体にも、今まで定額補助と

いうことでしたが、一部負担を求めたいという考

えがあるというふうにお聞きしております。 

 また、補助の内容につきましては、謝金と先進

地視察の旅費、それとアンケート等の委託料とい

うことで、平成２１年度に策定しました省エネル

ギービジョンと同内容のものというふうに聞き及

んでおります。 

 また、国内クレジット制度につきましては、企

業や自治体がヒートポンプの導入をし、ＣＯ２削減

のための技術支援資金を行って生み出された排出

枠を大企業に売却するという仕組みというふうに

聞いてございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ６４ページの町債のとこ

ろで、臨時財政対策債という形で、前年度より１

億４,６００万円ふえるという状況にあります。こ

れは、国の制度で、たしかこの部分に対しては、

元本含めた償還に対する財政措置等があるかとい

うふうに思いますが、これは全額なのか、あるい

は充当７割か８割ぐらいなのかお伺いしておきた

いと思います。 

 こういう財政ということになれば、いろいろな

事業に充当していくわけですが、これにかかわっ

て当然返済というものも伴ってきますので、あり

がたい話ではありますが、いわゆる財源確保とい

う点では、国からの財政補てんというのはどうい

うふうになっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 臨時財政対策債につきましては、地方交付税で

１００％の財源措置がされるものであります。 

 しかしながら、地方における赤字債と言われて

おりまして、これが１００％全国で算入されるこ

とによりまして、普通交付税の中から差し引きさ

れますから、結果として、自分たちで自分たちの

足を食べてしまうという結果になることも危惧さ

れるものであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ５７ページ、財産貸付収

入の関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 教職員住宅の貸付料の関係です。今年度７２３

万円、昨年は７５０万円ということで、資料請求

した資料の中で、総体的に入居率は７６.４％とい

うことになっております。 

 それで、一つは、今、町外通勤ということも含

めて、資料をいただいておりますけれども、今後

の、入っていないから歳入も減っていくというこ

とだろうと思うのですけれども、その点で、今度

の人事異動等のかかわりもあるとは思いますけれ

ども、減った原因というのは、入らないというこ

とだろうと思うのですけれども、その点で、今後、

教員住宅の最低限の戸数というのは、これで適切

なのかどうかということで、ちょっと答弁をいた

だきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 教員住宅のまず空き戸数等については、既に資

料３で提供させていただいておりますように、旭

町ですとか、そういう部分で空き家がございます。

ただ、この空き家の部分においても、今年度もそ

うなのですけれども、それぞれ一般教員について

は、産休代替ですとか、そういう部分で、期限つ

けの職員等を採用する場合が相当出てきておりま

す。そういう対応も含めて、ここに入居させるよ

うにしております。 

 今の状態につきましては、委員も御存じのよう

に、旭川に住居を構える先生方も結構多くいらっ

しゃいます。上富良野という立地上の条件からい

って、通勤で来られる方もいらっしゃいます。 

 ただ、今、うちの教育長の方針も含めてなので

すけれども、できる限り地域に密着した、教員に

ついても地域に密着していただきたいというのも

含めて、上富良野に住んでいただくようにお願い

はしてございます。ただこれは、それこそ先生方

の権利の部分もございますので、強制はできない

ということで進めております。 

 ただ、今後の教員住宅のあり方等については、

基本的には、今後、新たに教員住宅をふやすです

とか、そういうことは今のところ考えてございま

せん。ただ、教員住宅の老朽度等を考慮したとき

に、今後の方針については、さらに煮詰めていか

なければならないのかなということで意識してご

ざいます。 

 ただ、各学校における管理職の住宅、要するに

校長、それから教頭住宅等については、それぞれ

地域に住んでいただくことが条件になってきてお

りますので、その部分についての整備計画等につ

いては、今後考慮していかなければならないのか

なというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 基本的には、教員の転勤

の関係で若干増減するというのは、これはある面

でやむを得ないのかなという気もしますけれども、

ひとつ清富地区、それから江幌地区の関係のやつ、

これはこのまま置いておくのかどうかということ

も含めてお尋ねしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の、

江幌地区、それから清富地区の教員住宅の扱い等

でごすけれども、まず、清富地区の教員住宅につ

きましては、今、普通財産に財産を移行しまして、

町のほうの管理で今行っております。 

 それから、江幌の教員住宅についても、４棟５
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戸ございますが、そのうちの１棟２戸については、

今のところ普通財産のほうへ移行し、町の管理と

いうことで移行しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） もしこういうことで、旧

教員住宅ということになろうかと思うのですけれ

ども、今回出されたものの図面を見ると、その点

で明確でなくて、下の欄を見ればわかるというよ

うな、下の小さく書いたところです。ですから、

もしできれば、現実には、旧教員住宅として存在

しているから、その部分の色分けをちゃんとでき

るような形での資料をお願いしたいというのと。 

 それから、私は、あいた教員住宅をできるだけ

普通財産に切りかえてということで、今回１４２

万円の収入見込みが出ています。ずっと平成１８

年から見ますと、トータル的に２６８万４,０００

円が収入の中に入っているということで、できる

だけそういう形で、遊休的な町の教育住宅等も含

めて有効活用を図っていくということで今後も進

めていただきたいというお願いと。 

 もう一つは、先般、住民会長さんとの懇談会の

中で、高校の教員住宅もあいている。それから、

上富良野の、特に旭町の教員住宅もあいていると。

そうすると、非常に環境衛生上、雑草等があって、

入っているところはある程度やっているかもしれ

ないけれども、現実の問題として、この図面を見

ると、ぽこぽこ、ぽこぽこ空き教員住宅になって

いるわけです。ですからこれは、住民会長さんか

らも強く言われましたので、これは、入っている

人も当然だし、それから、入れている教育委員会

としても十分な指導をして、やはりやっていただ

きたいということをお願いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の住

宅の管理状況等、ちょっと高校の関連については、

私どももちょっと掌握していない部分もございま

すけれども、一般の旭町等の教員住宅等につきま

しては、まず、空き家の部分等については、年に

２回程度ですけれども、教育委員会の職員によっ

て、それぞれ草刈りですとか環境整備を行ってお

ります。 

 それから、入居している住宅については、それ

ぞれ入居者が管理していただくよう、さらに学校

長を通じて管理の徹底を進めてまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番一色委員。 

○７番（一色美秀君） ６１ページになりますけ

れども、雑入のところで、他の市町村一般廃棄物

処理料負担という形で４,０００万円何がしの収入

がありますけれども、この点について３点ほどお

尋ねいたします。 

 まず１点は、どこの市町村かということと。 

 ２点目は、上富良野はまだまだ処理能力がある

のかどうなのか。そしてまた、今後の見通しは、

ふえるのかどうなのかという点と。 

 第３点は、公害といいますか、ＣＯ２の排出なん

かの問題はないかどうか。その３点についてお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ７番一色委員の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、他市町村の一般廃棄物の処理料負担金で

ございますが、これらにつきましては、この富良

野沿線５市町村との協定に基づきまして、それぞ

れ市町村ごとに役割分担をしているところであり

ます。上富良野町のクリーンセンターにおきまし

ては、粗大ごみと衛生ごみ、あと、南富良野町か

ら、２年前からでございますが、一般ごみの処理

を委託されたことから、南富良野町の一般ごみ、

これらの処理料の負担金を見込んだところであり

ます。 

 あと、今後これらの、上富良野町の処理量がふ

えるのかという御質問でございますが、実は、平

成１４年から有料化にしてから以降、上富良野町

で排出されるごみにつきましては、リサイクルも

進んできたことから、クリーンセンターの処理量

は、当初考えていた量よりもかなり減っている状

況でございます。これ以上、上富良野町における

ごみが今後ふえていくという見込みは今のところ

考えてございません。 

 あと、ＣＯ２の関係でございますが、最新の技術

を導入した処理施設になってございますので、い

わゆる有害物質につきましては、完璧に出ない状

態の処理施設でございますが、そのＣＯ２で言いま

すと、当然焼却をする部分につきましてはＣＯ２が

排出されているというふうに認識をしてございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ６３ページの今と同じ

欄の一番最後のところの環境対応車普及促進対策

費補助というのがありますけれども、これは多分
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エコカーの導入のことでよろしいのでしょうか、

今後の我が町の計画とか、近年中とかというので

もあれば、計画があれば、どんな感じになってい

くのか。今回の５５万円という内訳をまずはお聞

きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １２番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 環境対応車普及促進対策費補助でありますけれ

ども、委員おっしゃっていたように、エコカーの

購入にかかわるものでございます。 

 この補助の５５万円の内訳でございますけれど

も、１３年以上たった車に対して、新規に買うと

いうことで２５万円当たります。これが２５万円

掛ける２台であります。あと、その年数に満たな

いもののエコカーの購入ということで、軽自動車

を１台買います。これが５万円で、合わせて５５

万円です。 

 今後につきましては、若干エコカーについては

普通の車より高いのですけれども、役所として当

然いろいろな計画をつくっていますので、エコカ

ーを購入していく方針で考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ６１ページの教育費、貸

付元利収入の関係です。計上では７２万円という

ことでございます。昨年は９６万円ということで、

一応、平成２０年度の予算のときに、前田課長の

ほうで若干修正の関係があったのですけれども、

今までは対応はないかどうかということとあわせ

て、最終の就学資金の返済はいつまでなのかとい

うことで。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御

質問にお答えしたいと思いますが、まず、就学資

金の貸付金の返還でございますけれども、今年度

についても、今のところ滞納はないということで

承知しているところでございます。なお、７２万

円については、３名の方が今いらっしゃいますの

で、この方々それぞれ皆さん月２万円ずつ返納し

ていただいております。それも含めて３名分で７

２万円ということでございます。 

 それから、最終的には、今、私ども詳しい資料

持ってきていないのですけれども、平成２７年度

で償還が終わるというふうに認識しているところ

であります。その方は１名でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ６３ページ、広域連合事

務所消防本部使用料負担ということで１８７万３,

０００円、前年度１８９万円ということでござい

まして、これらの関係で１万７,０００円減ってい

るのは、同じ状況なのにどうなのかという関係を

１点お聞きをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 この広域連合事務所の使用負担につきましては、

庁舎の使用料、燃料費、電気、上下水道、あと、

管理委託の部分を案分計算等をして算出しており

ます。今回若干下がっておりますのは、電気料や

なんかを推計で見ていたものが、ことしの実績を

踏まえて精度を高めたという結果でございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） わかりましたけれども、

それでは、広域連合の予算の中で、消防施設使用

料、上富良野消防署分ということで、自動販売機

の設置料２万１,０００円入っているのです。その

中に電気と設置料が入っているということなので、

それで、電気料は個メーターをつけているのかど

うか、ちょっと私、承知をしていませんけれども、

それであれば、うちの財産のものを使用して、電

気も使用して、言うならば所場代も含めてあれで

すけれども、そうなると、そのときの私、説明を

受けたのは、電気料は１,５００円掛ける１２で１

万８,０００円、設置料は１,９００円というよう

なことであれしているので、それでは、うちの清

涼飲料水等の整合性はどうなのかというのが一つ

疑問は持っていたのですけれども、一つは、それ

はうちの財産収入の貸付収入のほうに入るべきで

はないのかなという感じはしているのです。とい

うことは、連合の事務所はあそこの部屋だけでし

ょう、広域連合消防本部のあれは。そうすると、

その点がどうなのかということで、本来的には広

域連合のほうに入るのではなくて、ある面で案分

すればあれですけれども、言うなれば上富の消防

長の話では、そういう答弁だったので、その点ち

ょっと確認をいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） 中村委員の御質問に

お答えいたします。 

 消防のほうにあります自動販売機の使用料につ

いてでありますけれども、先ほどお話しいたしま

した事務所の使用負担につきましては、消防本部

にかかわる部分の負担をいただいているというこ
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とであります。 

 あと、自動販売機の部分は、上富良野署の収入

にその部分が入っているということで御理解をい

ただきたいと思います。 

 そこで、町負担分の経費の中で、販売機の使用

料は上富良野支所のほうにお金が入って、上富負

担分が結果として少なくなるというふうな形にな

っていると認識しております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それは結局、広域連合の

あれを見ると２万１,０００円計上されているのさ、

それであれば、あそこに入るべきでなくて、うち

の場所だし、電気もそういうことであれば、うち

に入るべきでないかなという気がするのです。で

すから、今言う本部のあれと、署とのあれであれ

ば、署のほうでこれらも含めて、署だと言ったっ

て、あくまで広域連合の消防なので、そうすると、

金額は少ないけれども、やはりぴしっとしたほう

が、僕はすべきではないかなという気がするので

すけれども、その点ちょっと確認したかった。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 消防のほうの建物につきましては、広域連合の

ほうに無償貸与という形で契約を行っております。

その結果、広域連合のほうで予算措置をすること

で、前のときも一部事務組合のほうに同様な形で

無償貸与を行っておりまして、同様の経理処理を

しているということで御理解をいただきたいと思

います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それはある程度理解はで

きるのですけれども、現実の問題として、体協で、

社教センター、いろいろなところで置いている設

置料、電気料と、電気料は同じだと思うのですけ

れども、非常に差があるのです。ですから、広域

連合のときに、会議のときに教育委員会に電話し

てその数字を確認しようと思ったら、ちょっと確

認できなかった経過があったのですけれども、大

体あの程度のものであれば２万１,０００円ではな

いのですね。ですからそれは、電力のメーターと

所場代と相殺して見ればわかると思いますけれど

も、それは一度、１回確認してみてください。お

願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁はよろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ６３ページの雑入、ニト

リの応援金助成というところですけれども、これ

はどういうものなのか、平成２２年度は助成が来

ますけれども、平成２１年度はなかったですよね。

平成２０年度はまたあったのです。隔年ごとに来

るのか、あるいは業績が上向いているのでまた復

活したのか、そこもあわせて教えていただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ６番今村委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２２年度の事業につきましては、北海道１,

０００万本植樹計画というニトリの北海道応援事

業にかかわる補助金をちょうだいいたしました。

これにより、桜づつみの外周部に枯れた木が結構

ありますので、それの補植を行うと同時に、日の

出公園にも一部植樹、桜とほかの樹種を計画に組

んで今回申請する予定となっております。一応内

諾を得ておりますので予算計上してございます。 

 これは、毎年申請行為によって行うものでして、

今回、一応上富良野町で考えているのは、３カ年

継続で申請を出して、桜づつみ全体の枯損部分を

すべて補植するという計画を持っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） １点だけお伺いしたい。

６３ページの町史等の売り払いということで載っ

ているのですけれども、これは百年史も言うと思

うのですけれども、とりあえず百年史は今、残量

は幾ら残っているのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １１番渡部委員の御

質問にお答えいたします。 

 申しわけないのですけれども、資料を持ち合わ

せておりませんので、正しい数字についてはちょ

っと記憶がないのですけれども、決算特別委員会

のときにも資料等をお示ししたところで、かなり

の数が残っているところであります。後ほど正し

い数字についてお答えさせていただきます。 

 あと、今年度もそんなに多く売れていませんの

で、決算のときにお示しした数字から変わらない

数字が残っているということで御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 私もちょっと忘れたの

ですけれども、それで、これいつまでというか、

永久的に置いておくわけではないだろうけれども、
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ただ、置くところがあるから置いておけるのだろ

うけれども、これどうなのか、町民に周知して、

欲しい人に売却というか、知らない人もいると思

うのです、あること自体。そういったものを処分

と言ったらあれだけれども、そこら辺の考えとい

うのはないのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １１番渡部委員の御

質問にお答えいたします。 

 これまでにもいろいろ御意見をいただいて、な

い頭を絞りながらいろいろな方法を考えてチャレ

ンジしてみたのですけれども、結果として残数が

減らないというような状況であります。せっかく

の財産ですので、処分というふうなことにはなら

ないのかなというふうに考えておりまして、年数

をかけながら、そのうち、お宝鑑定団ではありま

せんけれども、値が出るかもしれませんし、いろ

いろその中で考えて、対応は当然していかなけれ

ばならないと思っていますけれども、当分の間、

工夫を考えながら対応していくという形で、御理

解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） つくったそのときの状

況というのですか、恐らく５,０００かそこらつく

ったのではないかと思うのです。ということは、

１戸に１冊ぐらいの割り当てでつくっていると思

うのですけれども、それが、多分余り高いので売

れなかったのかなという気がするのです。ですか

らそこら辺は、今さら価格安くして売るといった

ら先に買った人に怒られるだろうけれども、そこ

ら辺やっぱり。できたら、町民の方も知らない人

がいるので、そこら辺やっぱり周知する必要があ

るのではないかと思うのです。そこら辺ちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １１番渡部委員の御

質問にお答えいたします。 

 改めて皆様に、こういうものが、町史、こうい

うふうに余っておりますというか、こういう貴重

な資料が町にありますということを広報等を通じ

て、改めて広報させていただきたいなと考えてお

ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで一般会計歳入歳出予算事項別明細書の歳入

及び議案第２０号上富良野町十勝岳地区振興基金

の一部支消の件に対する質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１１時２５分からといたします。 

─────────────── 

午前１１時０７分 休憩 

午前１１時２４分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開します。 

 初めに、先ほど１１番渡部委員の町史の残につ

いて答弁をいたさせます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １１番渡部委員の御

質問の上富良野百年史の在庫の状況であります。

きょう現在で１,９６０冊残があります。 

 ちなみに、本年、平成２１年度で、今のところ

売れたのと、あと、贈呈している部分、合わせま

して３冊、平成２１年度で処理できております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 渡部委員、よろしい

ですか。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の歳出、１款

議会費の６６ページから２款総務費の１０１ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２款の総務費の８５ペー

ジ、自治会活動推進費ですが、ここのところが昨

年度と比べまして２５万円ぐらい減になっている

のですけれども、協働のまちづくりを町では進め

ているところでございますが、２５住民会のうち

９住民会が、昨年より交付金が減っているのです

けれども、これは、人口減によるものなのかと思

うのですけれども、そこら辺はどのように押さえ

ておられるのか。 

 それと、集会施設管理が、ここのところがかな

り昨年よりマイナスになっているのですけれども、

これはまた今までと違うような管理をすることな

のか。 

 それと、昨年は農事組合を完全に統合して、統

合促進費というのを組んでいたのですけれども、

この農事組合のほうは完全に統合されたのでしょ

うか、その点ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

３点の御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、自治活動推進事業交付金の関係でござい

ますが、１年前の９月３０日の人口によりまして

計算をするルールにしてございます。地区ごとに

人口が減少するところ、あるいは高齢者の交付金
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がプラスになるところ、増減はございますが、９

月末の人口をもって、いわゆる昨年の９月末の人

口をもって、各地区のルールごとに計算した結果

でございますことを御理解いただきたいと思いま

す。 

 また次に、集会施設の管理費でありますが、当

課で管理をしてございますしらかば会館、宮町会

館、丘町会館、東明会館の４施設につきまして予

算計上してございますが、１施設７万円の管理費

をもって各住民会に委託をしているところであり

ます。金額につきましては、昨年度と同様の金額

を計上させていただいているところであります。 

 また、３点目の農事組合の再編に伴う交付金で

ございますが、昨年は、島津地区の再編の交付金

を予算計上してございましたが、結果として再編

がならなかったことから、今年度、平成２１年度

につきましては、交付をする予定がございません

が、いわゆる人口減と少子高齢化の影響で、農事

組合等の再編につきましては、そういう状況が生

まれましたときには、一定程度の交付をするとい

うことでルール化しているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 農事組合促進費は使われ

なかったということですか、昨年度８万８,０００

円計上して。 

 それで、見通しはどうなのでしょうか、やっぱ

り平成２１年度、ちょっと難しかったとおっしゃ

ったのですけれども。 

 それと、２５住民会につきましては、やっぱり

高齢化が進んでいるところと、人口が流出してい

るところやらいろいろあると思うのですけれども、

それのほうの、随分このチェックは細かいなと思

うのです。これの部分については物すごく、算定

基準決めていますから、こうなるのかと思います

けれども、東中住民会なんかでは１００円マイナ

スということで、随分こういったところはチェッ

クが厳しいなと思っているのですけれども、農事

組合の見通しは立つのでしょうか、ちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、委員御承知のように、高齢化に伴います、

あるいは地区によっては、農業後継者の減少等の

理由により、一部の地区では、人口が過去に比べ

て相当少なくなっている現状は御案内のとおりか

と思います。 

 町といたしましては、なるべく集落のコミュニ

ティを守るという観点からは、一定程度の再編が

必要かなというふうに考えてございますが、いず

れにいたしましても、地域で長年培ったコミュニ

ティがございますので、町でこうしてくれという

ことにはならないかなというふうに考えておりま

す。 

 いずれにいたしましても、地域の方がそれぞれ

話し合いのもとで、これらの再編をどうするのか

ということを協議をいただくことが、まず最優先

かなというふうに考えてございます。 

 そういう話し合いのもとで、町に支援が必要だ

というふうに考えたときには、町のほうも一定程

度の応援をしていくという観点でございますこと

を、まず１点、御理解をいただきたいと思います。 

 また、自治活動推進交付金につきましては、先

ほど申し上げましたように、９月末の住民基本台

帳で人数が確定をいたしますので、それぞれの均

等割、あと、人口割、高齢者割、年少人口割とい

うふうに計算をいたしますと、まさにシビアに１

００円単位で計算がつくところでありますことも

御理解をいただきたいと思ってございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 住民会に委託をするとい

うことですけれども、集会の施設管理ですか、こ

れ、しらかば、宮町、東明ということで、これは

７万円ずつ予算計上ということですけれども、住

民会でもよく話し合いというのはされていらっし

ゃるのでしょうか。ある程度了解済みといいます

か、そういう状態になっているのでしょうか、進

め方をちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

集会施設にかかわる御質問でございますが、この

４施設につきましては、ごく最近建てたものでは

ございませんので、整備をした年から住民会と話

し合いのもとに、これらの７万円の施設管理を承

諾いただきながら、施設の管理を進めさせていた

だいているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ただいま同僚委員の住民

自治活動推進交付金の関連でちょっとお聞きした

いと思いますけれども、確かにシビアに基準に基

づいて算出するのはわかるのですけれども、この

表を見て、この程度の増減であれば、どの程度事

務的な経費がかかっているかわからないのですけ

れども、３年程度はそのままでということにした

ほうがいいのではないかというふうに見受けられ

るのですけれども、どの程度これを算出するのに
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事務的な経費がかかっているのか、ちょっとお聞

かせいただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の

御質問でございますが、この自治活動推進交付金

の経過につきましては、平成１９年度から、いわ

ゆる今まで各目的ごとに補助金を交付していたも

のを一括して交付をして、地域で自由度を増すと

いう点で、この交付金に切りかえてきた経過にご

ざいます。 

 さらに、一定程度の、先ほど言いましたような

ルールに基づきまして試算をした結果、大きく減

額になるところにつきましては、平成１９年度、

平成２０年度、２カ年の経過措置を持ちながら、

激変緩和措置を行ってきたところであります。 

 経過については、以上でありますが、かかって

いる事務経費につきましては、特に事務的な経費

はかかってはございません。先ほども申し上げま

したとおり、各地区の事項が決まりましたら、一

定程度のルール計算をいたしますと、さほど手間、

経費はかかるものではございません。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） それでは、職員、これを

算出するのにはそんなにかからないということで

すね。私は、一人一人、年齢だとかチェックしな

がら算出するのに、かなり事務的に経費がかかる

のかなというふうに想像したのですけれども、そ

んなにかかっていないということで、わかりまし

た。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の

御質問ですが、今、住民基本台帳がデータ化され

てございますので、これらを抽出しながら地区に

当てはめていきますと、機械的な計算が主にでき

ますので、これらにつきましてもさほどの事務手

続、複雑な事務手続にはなりません。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ７６ページの財産管理の

中で、庁舎の耐震診断という形で予算化されてお

ります。この計画を見ましても、学校と公共施設

等の耐震の事業予算という形で、平成２５年が最

終年度なのでしょうか。予算が３億円という形で

なっているかというふうに思いますが、これは、

状況としては、その結果についても当然公表しな

ければならないというふうに思いますが、手順と

してどういうふうに、この庁舎等の耐震診断を今

後実施されようとしているのか、あわせて、診断

が終わった後の結果の公表等についてもどのよう

に対応されるのか、この点お伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 予算のほうでは、耐震の診断の経費としてそれ

ぞれ、総務費でありましたら１,２００万円程度の

予算を計上しているところであります。 

 御質問の件には、実施計画のほうの１億円の数

字についてでよろしいでしょうか。そちらの実施

計画のほうに掲載しております各年度の１億円で

ありますけれども、今回、耐震診断、町として３

カ所予定しております。その診断結果については、

まだ予測がつかないところでありますので、とり

あえず、最低でも１億円はかかるだろうというこ

とで、実際の根拠に基づいてではありませんけれ

ども、概算として、各年度に１億円程度の一般財

源を実施計画のほうに計上しております。 

 あと、結果については、当然、耐震の結果が出

ましたら速やかに議会のほうに報告させていただ

きたいなというふうに考えているところでありま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、結果につ

いても公表するということで、万が一、耐震診断

の結果で、耐震に耐えないという状況の場合の、

そういった補助の対象になる制度というか、そう

いったものというのは現状の中ではあるのでしょ

うか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） 米沢委員の御質問に

お答えいたします。 

 庁舎については、補助金ということの対応はあ

りません。ただし、地方債という形式のもので、

その財源が措置される、また、借りた地方債につ

いては、交付税である程度の措置があるというこ

とであります。 

 あと、学校等につきましては、文科のほうの補

助金が対応できるということになります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ７３ページですけれども、

ある面で上富良野町の各課にわたる関係があろう
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かと思いますけれども、道だとか札幌、先般も釧

路の市立総合病院でも、業務用パソコンのソフト

ウエアの違法コピーということで報道されていま

す。 

 それで、確認をしたいのですけれども、上富良

野町はないということで理解していますけれども、

いかがなのか確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 私の認識としては、そのようなことがないとい

うことで認識しております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ９１ページの防災関係な

のですけれども、先般、一般質問させていただい

たのですけれども、自主防災組織のリーダー的な

ものの養成とか、災害時において、要援護者の救

助といいますか、対策といいますか、そういった

ものは非常に私も大事だし、やってほしいなとい

うふうに思っています。 

 それで、先般の質問で、危機管理官的な者の採

用とか、防災士の養成、そういったものを平成２

２年度中に検討するということでありました。見

ると、予算はまだ計上されていないような感じな

のですけれども、そこを確認したいのと。 

 そうしたら当然、いい方向に転んでもらって、

採用するとなれば、当然補正予算を組むと思うの

ですけれども、そこら辺の話も含めてお願いした

いというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 防災士の養成、あるいは危機管理士の採用等に

つきましては、先だっての一般質問の中でもお話

がされましたように、平成２２年度中に検討を進

めてまいるというお話があったかと思います。 

 現在、当初予算のほうにはございませんけれど

も、組織の見直し等の進みぐあい等によって、そ

れらの部分、予算につきましては、適時補正なり

もありますし、また、話の進みぐあいによっては、

平成２３年度の計上になるかもしれませんけれど

も、その辺、適時予算の対応をさせていただきた

いと考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 あと、自主防災組織でありますけれども、２５

住民会すべて完了しているということでありまし

た。一応安心しているのですけれども、中には、

やっぱり休眠状態のところも正直言ってあるので

はなかろうかというふうに思っています。そうい

ったものがどれぐらいあるのか、わかっていれば

教えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 ２５住民会すべてに自主防災組織が組織として

はございます。今村委員御質問のように、休眠状

態のところ、活動もまだ十分でないところも当然

あるように思っております。その実数については、

我々も十分数字的に上げられる部分ではありませ

んが、少しでも活性化を目指しまして、機会ある

ごとに各住民会長さんにお願いをして、活性化を

図っていくようにしたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） ８７ページ、国内外交

流ということでお聞きしたいなと思います。 

 この間、町長の執行方針の中でも話は聞いたの

ですけれども、町としては、ことし２５周年だか

ら対応したいということなのですけれども、それ

と同じように、これは教育の関係なのですけれど

も、青少年の国外交流というのですか、そんなこ

とで、３年に１回ということで予定しているので

すけれども、そこら辺というのは、住民に対して

どうなのか、それほどまで一緒にして、予算組ん

で行かなければならないのか。 

 私が言うのは、町が２５周年、これは対応する

のはいいとしても、教育のほうの青少年のほうは

１年ずらすとか、そういうことで対応できなかっ

たのかなと、お聞きしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １１番渡部委員

の国内外交流に関する御質問にお答えを申し上げ

たいと思います。 

 委員、今、御発言にありましたように、カナダ

のカムローズ市とは友好姉妹都市提携を結びまし

てから、１９８５年、昭和６０年に友好都市提携

を結びましたが、数えて今２５周年という節目を

迎えたところであります。 

 また一方、青少年の国外交流事業につきまして

は、青少年の見聞を深め、研修を深めながら人材

育成を図るという目的で、実は３年ごとに、中高

生を中心に募集をかけながら交流事業を一方では

していたところであります。 

 ちょうどこの２５周年の記念事業と、今申し上
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げましたような、３年ごとの青少年の海外派遣事

業とちょうど重なったことから、今回、８月２日

を予定してございますが、向こうの現地で、２５

周年を記念する調印式等の公式行事に、この子供

たちも一緒に参加をしながら交流を深めてくると

いう事業計画を持ったところであります。 

 住民に対する利益をどのようなことを考えてい

るのかという観点の御質問かと思いますが、これ

につきましては、２５年の長きにわたり異国との

交流を進めながら、人材交流をしながら、これら

の人材育成に寄与するという目的で２５年間来た

経過がございますことを御理解いただきたいとい

うふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 渡部委員、青少年の

ほうは、教育費のほうでお願いします。 

○１１番（渡部洋己君） それは、ちょっと言わ

せてください。私、言いたいのは、やはり横のつ

ながりというか、あくまでも縦割りで、総務は総

務で、国際交流２５周年だから行かなければなら

ない、青少年は青少年で行かなければ、両方でお

互いに行かなければならないという、そういうの

はどうなのかという、それを聞きたいのです。あ

くまでも話し合いできちっとやっているのかどう

なのか、そこら辺。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） １１番渡部委員の御質

問に私のほうからお答えさせていただきたいと思

います。 

 今、詳細は担当課長のほうから申し上げたとお

りであります。 

 また一方、受け入れるカナダ側のいろいろな都

合もありまして、こういう周年行事、もしくは、

教育委員会の３年サイクルでの行事の実施に向け

ましては、先方と事前の情報交換もしてございま

す。 

 今回も一緒、縦割りだと、それぞれがばらばら

でというような発言かと思いますが、その点は組

織の中で十分意思の疎通を図りながら、担当がそ

れぞれ違うものですから、２部署でやってござい

ますけれども、それぞれがばらばらでやっている

という、そういう認識は私どもではございません

ので、その辺は誤解のないようにひとつお願いし

たいと思います。 

 また、冒頭申し上げましたように、１年ずらす

とかという話もちらっとあったかと思いますけれ

ども、先方とのいろいろな関係から、先方のこと

も含めまして、あわせてやるということで進めて

ございますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 渡部委員、よろしい

ですか。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 質問させていただきま

す。 

 １５日の日にカムローズの国際交流ということ

で、文連の方たちと説明会があったというふうに

伺っているのですけれども、その説明会というの

は、どういう内容の説明をされたのかというのを

まず伺いたいと思います。 

 それと、事業計画というのですか、どこと、ど

ういうことに重きを置いて、６００万円近い金額

をおいているのか。あと、何人、最終的に予定し

ているのか。 

 あともう一つは、やはり友好ということを考え

ていきますと、いろいろな方に、行きたいという

人を町民の方から募って、そういう方も一緒に行

くとか、そういう計画は一切考えなかったのかど

うかということと。とりあえずそこを伺いたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員

の御質問にお答えを申し上げます。 

 まず、今月の１５日に文連の役員会にお邪魔を

して、経過につきまして御説明を申し上げたとこ

ろであります。この内容につきましては、実は、

２５周年記念事業に伴いまして、日本では、１０

周年、２０周年という刻みが、節目というイメー

ジがありますが、先方のほうでは、いわゆるハー

フ、クオーターという、５０周年、２５周年とい

うところに非常に節目の意味合いが多いというこ

とから、昨年の８月の末ですが、現地の交流の会

の会長が来日をして、この２５周年を盛大に現地

で祝いたいので、ぜひ友好都市の上富良野町から

の訪問団をお願いしたいという実は経過がござい

ます。 

 さらに、その中で、今回、上富良野町の文化を

発表する時間をおおむね１時間から１時間半ほど

用意をするので、上富良野町から文化披露できる

ような団体を派遣していただきたいという正式な

依頼がありました。 

 これに伴いまして、実は、文連のほうにこの趣

旨をお伝えしながら、文化団体の派遣について推

薦をいただくようなお話を文連のほうにしていた

経過がございます。 

 この予算が確定いたしましたら、８月ですので、

それぞれの団体さんの準備もございますことから、

実行委員会で、文連の推薦をいただいた団体につ

いて協議をいたしまして、ある程度申請いただい
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た団体の中から決定をしてきた経過にございます

ことから、この３月１５日の文連の役員会の折に、

これらの決定事項につきまして御協議をいただい

たという経過にございます。 

 さらにまた、一般町民を公募してはという御意

見かと思いますが、先ほど経過をお話ししたよう

に、今回につきましては、現地のほうの２５周年

の記念の依頼もございますことから、今回は文連

に絞りましての推薦をいただいたという経過にご

ざいますことを御理解いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） これ今、予算を立てて

いる時期に、無償で行けるということが、文連の

方たちがもう聞いているというのです。これはや

っぱり８月のことですので、ちょっと早過ぎるの

ではないかと。予算が通ってから本当のことを言

うべきなのではないかなというふうに思いますが、

その辺はどういうふうにお考えなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員

の御質問でございますが、当然予算が伴いますこ

とから、これらについては決定事項ではなくて、

あくまでも事前の準備ということで御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 同じページの自衛隊退職

者雇用対策というところなのですけれども、常日

ごろから非常に自衛隊の退職者に対して御尽力を

いただきまして、本当にＯＢとして感謝しており

ます。 

 平成２２年度、ことしは二十何名の退職者が出

て、来年は三十何名、再来年は四十何名と、ピー

クを迎えていくわけですけれども、非常に雇用の

ほうは大丈夫かなというふうにちょっと心配して

おりますが、大丈夫なのかどうかちょっと教えて

いただきたいなと。日ごろどのように努力されて

いるのかも、あわせてお聞きしたいなというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ６番今村委員

の自衛隊退職者の雇用関係についてお答えをさせ

ていただきます。 

 ただいま、２２、２３、２４年度の予定数のお

話がありましたけれども、平成２１年度も大体終

わりますが、経過について御説明をさせていただ

きますと、御存じのことかと思いますが、定年退

職者が１１名ということで、１０名の方が富良野

地区に再就職が決まっておられるということを聞

いております。１名の方につきましては、本州に

転出されまして、自分で仕事を見つけているとい

うような情報を得ております。 

 いずれにしましても、援護センターを通じまし

て、自衛隊の退職者の方については、定住も含め

て、この地域でというような活動もしております

ので、引き続き、この活動によって地元に再就職

できるような支援を進めていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） よろしくお願いしたいと

思います。 

 皆さん余り知らないかもしれませんけれども、

全国津々浦々の駐屯地と、命令でもって、行くと

きは国の予算がついているから来るわけです。例

えば上富良野に来ます。ただ、任期制で２年、４

年でやめたとき、あるいは定年でやめたとき、郷

里に帰るお金はくれません。ないです。自腹で帰

らなければいけないです。非常に厳しい。 

 定年で退職される方については、大体地元でい

い人を見つけて、ここに住もうかなというふうに

なって永住を覚悟していると思うのですけれども、

それはともかく、国を守るためにこうやって上富

に来ていただいてくれているわけですから、ひと

つよろしくお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要りますか。 

（「要りません」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩といたしま

す。 

 再開時間は、午後１時からといたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 ０時５８分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 引き続き、歳入歳出予算事項別明細書の歳出、

１款議会費の６６ページから２款総務費の１０１

ページまでの質疑を続けます。 

 ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 午前中にも質問あったか

と思うのですけれども、８７ページの交流促進費

の中のカムローズの件なのですけれども、課長の

ほうから若干説明があったのですけれども、確か

に、２５周年ということで、相手方の記念式典に

出席するということで、文化部分の出席者も募る

ということで、おおむね何名の方を予算して、こ

のような予算計上になっているのか。それと、内
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容をもう少し詳しくお聞かせいただきたいと。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の

国外交流の関係につきましての御質問にお答えを

したいと思います。 

 まず、人数規模でございますが、町長、議長ほ

か事務局を入れまして、国内外交流の会の２名も

含めまして、まず５名、それと文化団体につきま

しては１２名以内を予定して、総勢、この親善訪

問団にかかわります人数については１７名以内の

予算を計上させていただいているところでありま

す。 

 また、事業の内容でございますが、午前中若干

お話を申し上げましたが、この２５周年を迎えま

して、友好都市の継続する意思を明確にするため

に、盟約書の調印を予定しているところです。 

 また、その後には、現地の市民が大勢集まる機

会を向こうで用意をしていただいておりますので、

先ほど言いましたように、交流事業として、上富

良野町の文化であったり日本の文化を御披露しな

がら、向こうの市民の方に上富良野町との友好都

市を結んでいることのＰＲも含めてやろうという

ことで、今、計画をしているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 確かに記念式典というこ

とで、向こうからは、町長及び議長を含め、そう

いった文化関係方は来ていただきたいというお話

であろうなというふうに思います。その部分につ

いては、本来であれば、やはりそれぞれの予算が

削減される中で、やはり教育の予算の中で、前回、

町長は教育予算の中でたしか訪問されているかな

と思うのですけれども、そこに組み込んで、私は

せめてその金額の中でおさめていくべきでないか

と。その部分で若干子供たちの予算が、今回に関

しては若干減額されても、やはり町民の理解を得

るという点では、マックスが教育関係の七百数十

万円、その部分でおさめるべきでないかというふ

うに私は考えています。 

 本当に財政に余裕ある時代でしたら、こういう

こともいいのかなと思うのですけれども、ほかの

外郭団体だとか、さまざまな団体の予算を削って

いる中、また、各所管でもかなり苦労して予算編

成している中で、いや、うちの町は財政厳しいか

らということで、何も見え張って行くことないで

すよね。昨日、一般質問させていただいた各委員

の謝金とこれを比較したら、担当課長が一緒だと

いうのもちょっと皮肉な話なのですけれども、ど

ちらが重いのかと聞いたときに、２人やめれば各

委員の謝金を報酬にかえられますし、もう２人や

めれば、それぞれ所管の職員を研修にやられるの

ではないかということを考えたときに、とてもバ

ランスのとれた予算かなということは非常に疑問

に感じるのですけれども、課長、その辺答弁。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の

御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、先ほどもるる御説明いたしましたように、

今回の事業につきましては、現地の受け入れ態勢、

これが以前になく、２５周年という記念、節目を、

向こうの実は議会に、受け入れるための予算を計

上しているところであります。したがいまして、

あちらの議会では、１２月の議会だそうでして、

先ほど佐川委員の質問にもございましたように、

今回は、こちらからどれぐらいの規模で派遣をす

るのかというのを相当前から実は事前に協議をす

る必要がございました。 

 今、岩田委員の御質問にありますように、この

ような規模が適切なのかどうかというのは、いろ

いろ考え方もあるでしょうけれども、まず、２５

周年の記念事業であること、また、受け入れのカ

ムローズ市の体制も含めまして、この規模を最低

の規模として考えたところであります。 

 また、経費の削減のお話もございましたが、で

きる限り経費を最少にすべく、今、子供の交流事

業と一緒にやることでありますので、お互いの実

行委員会を合体した形で、今、実行委員会を開い

てございます。 

 その中身といたしましては、子供の行く旅費、

事業費、あと、訪問団が行きます事業費につきま

しても、なるべく最少となるように、旅行会社を

選定いたしまして、両方の事業を合体した中で競

争入札をしながら、経費をなるべく削減するよう

な、今、努力を図っているところであります。 

 いずれにいたしましても、この派遣団の規模が

適切かどうかというのは、今言ったような事情か

ら、この規模を想定したことを御理解いただきた

いというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 比較してという話につい

てはお答えいただけないということです。 

 そういうことで、内容はおおむね理解している

のですけれども、今、課長のお話ですと、１２月

の段階で、こちらから行く規模を打診されて答え

ていると、そういった内容かなと思うのですけれ

ども、本来、その時点でやはり予算を組んで計画

を立てると。予算も通っていないのに、そういう
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話だけ準備されているというのはおかしくありま

せんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の

御質問にお答えをいたします。 

 誤解のないようにお願いしたいのですが、先ほ

ど言いましたように、現地の交流の会の会長、８

月の末に来日をされましたが、その会長の話です

と、先ほども言いましたように、受け入れ態勢を

向こうで整えるために、１２月に予算を計上する

必要があるために、おおむねどれぐらいの規模で

来ていただけるかという調整が図られたというと

ころであります。 

 先ほど、午前中の佐川委員の御質問にもお答え

をいたしましたが、私どもの考えとしては、現地

の都合もございますので、最大限の派遣の規模を

お伝えしながら、向こうでも準備を進め、さらに

は、上富良野町の議会でも正式に予算計上した後

に、これらの詳細を決定したいというところは、

現地と調整をしているところであります。 

 １２月の段階で１７人の規模を決定しているこ

とではございませんので、そこにつきましても御

理解をいただきたいというふうに考えてございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ８９ページ、バス運行費

のところでございますが、ことしは９７３万１,０

００円ということで、マイナス１２４万７,０００

円減となっておりますけれども、マイナス予算編

成されたのはどういったことでこういう。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質

問にお答えをいたします。 

 昨年、入札に付す事案が、３年契約する事案が

ありました。その関係で、１路線が、予算ベース

では高額でしたけれども、入札の結果下がったと。

結果、ことし２年目でありますので、３カ年契約

の２年目で契約額が下がったものを使って予算計

上しているということで、金額が下がっておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） それでは、公用車の運転

業務はどのように、その目的外使用で運転業務を

委託していると思いますけれども、主に使われて

いるのは、利用の状況はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 目的外利用の業務の内容でありますけれども、

例えば住民の団体でどちらかのほうに研修に行か

れるというときに、目的外利用の運転業務を委託

に出しまして、運転手、ドライバーを用意いたし

まして、そちらの研修のほうに行っていただくと

いうような形のものであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） そういう利用状況はわか

りましたけれども、スクールバスとあわせて、２,

９４４万円、約３,０００万円近い予算を計上して

いるわけでございますけれども、これだけの金額

があれば、管理運行業務を民間委託で十分デマン

ド交通、今回、一般質問で申し上げましたが、そ

ういった形で手法を考えられるのではないかと思

いますけれども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 今、委員おっしゃったとおり、予算額は、こち

らに示してある約３,０００万円であります。デマ

ンド交通の見直し等につきましては、一般質問の

中でお答えしているところであります。 

 なお、デマンド交通を導入したら、この金額が

必ずしも安くなるのか、高くなるのかという部分

は、現実に実態等を検証して、どの方法を選ぶか

と。デマンド交通と言ってもいろいろな方法があ

ります。毎日運行する方法、今あるバス停を利用

して運行する方法、家の前まで行って送り迎えす

る方法、デマンドと言いましても、すごく細かく

その手法については違いがあります。それによっ

て金額も、現在かけているスクールバスは、今の

バスは混乗方式といって、現実にスクールが主体

で運行を行っております。 

 結果として、コストとしては、３,０００万円が

安いとは言いませんけれども、通常、スクールバ

スと混乗していますから、費用としては安くなっ

ていると思っております。総額としては非常に高

いですけれども、これを路線バスだけ単独で走ら

せますと、かなりの額になります。 

 ただ、デマンドという方式を入れたときに、今

この３,０００万円が３,５００万円だとか４,００

０万円だとか、選ぶ方法によって金額がかなり、

これより絶対に下がるというものではありません

ので、その辺、どの方法を選ぶか、平成２２年度

において十分検討を深めてまいりたいと思ってい

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ことしじゅう検討してと



 ― 26 ― 

いうことでございますけれども、もう少しスピー

ド感を持って検討していただきたいと思います。 

 それと、先ほど１２４万７,０００円、昨年の予

算と比べまして、今回減っておりますところは入

札の関係だと、入札の金額でこうなったとおっし

ゃるわけですけれども、どうも私は、保健福祉課

のほうで、今度、福祉バスをというところで、新

しく１４０万円計上されていますので、そこら辺

のちょっと、こちらが下がった分、そちらの予算

に回るのかななんて考えてしまうのですけれども、

そういうことはありませんか。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質

問にお答えします。 

 まず、デマンドの関係については、スピード感

を持って進めたいと思っております。ただ、お断

りしておきたいのですけれども、国土交通省の許

可だとか、いろいろ許可、あと、関係地方交通機

関のタクシー業界、富良野のバス会社だとか、い

ろいろなところと協議を調えないと、それらは実

際には動きませんので、最大限スピード感を持っ

てやりたいとは思っていますけれども、そこのこ

とは御理解をいただきたいと思います。 

 あと、入札の金額の関係でありますけれども、

路線的には、十勝岳線の入札にかかわるものであ

ります。昨年、予算で８０９万３,０００円という

予算計上をさせていただきましたけれども、３年

契約ということで、実際の契約額が６８０万円程

度でしたので、それが平成２２年度において安く

なるということであります。福祉バスとリンクし

ているものではありません。 

 福祉バス、３款のほうなのですけれども、２款

のほうで言いますと、職員が退職する部分、福祉

バスの運行しておりました。その部分の業務を委

託に出すということで、職員であれば、ほかの業

務もやっておりましたけれども、１,０００万円近

くの経費がかかっておりました。それに運行委託

することで１４０万円ということになるものであ

ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ８１ページの広域連合の

ところですけれども、消防に関してのことなので

すけれども、高機能指令システムというのが、広

域連合になって５年以内に導入すれば国から半額

の手当てがつくという話がありました。これは、

要するに消防に関して非常に重要なことだと思う

のです。総務産建でおととし長野に行ったときに

もちょっと見てきたのですけれども、非常にすば

らしいです。位置がピンポイントで表示されるわ

けです。導入するのであれば、そして、機能の性

能がそんなに変わらないのであれば１年でも早く

導入したほうがいいと思うのです。そこの考え方

をお聞きしたいなというところと。 

 広域連合、平成２２年度は２,６００万円ほど予

算がふえていますけれども、この理由については

先般聞きましたけれども、そのうち連合を組んで

効果が出て、下がっていくものなのだろうかどう

か、そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ６番今村委員の御質問

に私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、広域連合になりまして、連合の中での消

防業務の指令装置の関係でありますけれども、こ

の関係については、御承知かと思いますけれども、

広域計画の中で位置づけをしたところでございま

すし、その実現に向けては、構成の自治体という

か、広域連合みずからも具現化の議論をこれから

されると思いますので、我々としては、今、委員

がおっしゃられるように、非常に効果のあるもの

というふうに認識してございますので、側面的に、

早期に実現されることを見守っていくという、そ

ういう立場で、必要に応じて予算の措置をそれに

応じてしていかなければならないと、そういう立

場で見守っているところであります。 

 それと、広域連合の関係、特に、昨年の４月か

ら本格的にスタートしたところでございますが、

人の配置、それから、特に配置に伴って費用の、

それぞれ拠出する方法等がこの１年、おおむね１

年の中で、是正をしなければならない要素もござ

いましたので、町村によっては、費用の負担ので

こぼこはございますが、これらについては、今後、

将来に向けて安定していくものと思ってございま

すので、そういう中で、さらに取り組みの効率化

を図ることで、費用の拠出の少なくとも増嵩は抑

えられると思いますので、そういう観点で非常に

これから効果を大きく期待できるものというふう

に認識しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番今村委員。 

○９番（中村有秀君） ７５ページの自治推進の

広報の関係です。 

 同じように４５２万円ということで計上をされ

ております。昨年の広報かみふらのの発行状況を

見て、特に感心したのは、５月２５日から、６０

０号から６０６号が、住民会の紹介ということで
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掲載をされて、２５住民会の紹介をしております。

その中の活動だとか。それから１０月号で、体育

協会加盟団体の紹介。それから、ことしの新年号

から、「もっと知ろう自治会」ということで、

「自治会のことを知っていますか」。それから１

月２５日、地域の安全・安心を担う団体。それか

ら２月号では、地域の子供をはぐくむ子ども会活

動ということで、特に、町民の皆さん方が身近に

あるいろいろな課題をこういう方で出していると

いうのは、非常にタイムリーな企画だろうと私も

感じたし、それから町民の皆さん方も身近な方が、

身近な話題をこういう形でということで、非常に

広報かみふらのに対する親しまれていくというよ

うな感じを受けています。 

 したがって、これらの企画記事がどういうスタ

イルでなっていくかということで、情報コーナー

では、各課から集めたものを年間トータルでいろ

いろ計画をされていますけれども、特に企画記事

の関係で、どういう経過でこういう形になったか

ということで、１点お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

広報に関する御質問にお答えをいたしたいと思い

ます。 

 まず、大変お褒めいただきまして、大変恐縮で

ございます。以前、広報は、どちらかというと町

の情報をたくさん知っていただきたいという観点

で、どちらかといいますと、町の一方通行の情報

提供になりがちだったという点も実は反省をしな

がら、さらには、自治基本条例で理念としており

ます情報の共有という観点から、実は昨年あたり

から、住民との双方向の情報共有というところを

実は念頭に置きながら紙面の企画をしたところで

あります。 

 したがいまして、今、委員から御発言のこうい

う特集記事をもって企画をしたところであります。 

 もちろん今後におきましても双方向の情報共有

という観点では、地域の出来事を中心に、そうい

った情報もぜひ載せていきたいなというふうに考

えているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 協働のまちづくりという

ことでございますので、今後もそういう精神で、

記事の収集、掲載等をやっていただきたいという

ことで、非常に町民の会う方から、いいなという

ようなことで聞かれていますので、頑張っていた

だきたい。 

 ただ、一つ苦言を申し上げたいのですけれども、

「たくさんの善意ありがとうございます」という

欄があるのです。ちょっと灰色かかったやつで、

右側のほうにあるのです。ところが、たくさん善

意の寄附があるときは、ある面で埋まっているの

ですけれども、一つは、２００９年５月号のナン

バー６００、２行しかないのです。その後全部空

欄になっているのです。それで、できればあそこ

に何かをちょっと、善意のところで白線でも１本

入れて、その後、別な記事というようなことだと

かをぜひ考えていただかないと、極端な例は、２

行しかないのがあれですけれども、そのほかまだ

３分の２余っている、３分の１余っているという

ケースがあるものですから、その点は何とか、せ

っかくタイムリーな企画で、町民に親しまれるよ

うな形になっているので、そこも何とかうまく活

用できる方法を検討していただきたいと思うので

すが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問でございますが、大変いいアドバイスをい

ただいたなというふうに認識をしております。紙

面も限られて、予算上もページ数が限られており

ますので、より濃密な情報共有をということで、

こういう空きスペースをさらに活用するような工

夫をしてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） ８５ページ、協働のまち

づくり推進費です。講師謝礼３０万円と、これは

どういった講師をお考えになっているのかという

のと、回数ですね、３０万円の方を呼ぶのか、１

５万円を２回なのかというところと。 

 委員さんの人数はどれぐらいを予定しているの

かということをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １番岡本委員の

御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、１項目めの講師の謝礼の関係でございま

すが、まだ講師は確定はしてございませんが、今

年度呼びました大阪のボランティア協会の林先生

をぜひもう一度呼びたいなというふうに考えてお

りますが、まだ確定ではございません。 

 ただ、この組み立てといたしましては、講演会

だけではなくて、町民とのワークショップも企画

をしながら、この３０万円を予算計上したところ

であります。 

 まだ、先ほど言いましたように詳細は確定をし

ていませんが、なるべく町民が参画をしていただ
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けるような、そういう取り組みをぜひしていきた

いなというふうに考えているところであります。 

 また、委員でございますが、これにつきまして

も、まだ人数規模、確定はしてございませんが、

１５名程度を考えたいというふうに思っていると

ころであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） 平成２１年度は、推進委

員ということで、ことしは、委員というか、名称

変更して、恐らく正式に今回、委員会ということ

になるかと思うのですけれども、内容とかやり方

というのと、あと、明らかな違い、平成２１年度

と平成２２年度の違いというところをお教えいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １番岡本委員の

御質問でございますが、まず、今年度、平成２１

年度につきましては、協働のまちづくり推進準備

委員会ということで、先ほどの一般質問にも答え

ましたように、きのう、１７回目の協議を終了し

たところであります。 

 この準備委員会におきましては、協働のまちづ

くり基本指針の素案を昨年の６月から、おおむね

１０カ月の中で基本指針の素案づくりをしていた

だいてございます。これにつきましては、自治基

本条例をより具現化していくための基本指針の素

案を立てているところであります。 

 また、平成２２年度におきましては、まだ名称

は仮称でございますが、(仮称)協働のまちづくり

推進委員会というようなイメージで持ってござい

ます。その委員会の役割といたしましては、平成

２１年度、準備委員会でつくった素案をもとに協

議をさらに内容を詰めながら、基本指針を策定し

ていただく役割を担っていただきたいというふう

に考えているところでありますし、さらに、この

委員会におきましては、自治基本条例で掲げてお

ります町民参画や協働のまちづくりの推進母体と

なるようなイメージを今持っているところであり

ます。 

 さらに、自治基本条例でもありますように、町

の仕事、あるいは議会の条文も含めまして、１年

目ではなかなか難しいかと思いますが、こうした

評価、検証、これらの業務も担っていっていただ

きたいなというふうに考えているところでありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ８０ページの広域連合推

進費という形でついておりますが、そこで、消防

職員の充足率の点についてお伺いいたします。 

 広域連合という形で、経費は、必要最小限、効

率的にということは名目なのですが、しかし、消

防、その他の災害というのは、あくまでも初動体

制がやっぱり一番大事だということが言われてお

ります。 

 それで、従来も大体消防職員は８０％ぐらいの

充足率ではないかなというふうに思いますが、こ

の広域連合全体では一体どのようになっているの

かわかりましたら、わからなければ後でよろしい

ですが、教えていただきたいと思います。 

 そういう意味では、一連の消防団員についても、

その役割というのは非常に重要であります。確か

に、報酬は高いだとか安いだとかありますが、し

かし、上富良野町の災害、あるいは噴火災害、そ

の他の自然災害を含めた場合に、相当な形の中で、

それ相当の中で、従来は消防団員の報酬等も決定

されたということを聞いております。確かに、広

域連合ですから、少しでも安いというのは、それ

はそれなのでしょうが、しかし、それぞれの自治

体の自賄いという形でなっておりますので、やっ

ぱり特色というのがありますので、一律に全道平

均だとか全国平均に合わせるというものでも私は

ないというふうに考えていますが、こういうもの

も含めて、これは、町長だけの問題ではありませ

んので、広域連合全体の問題にもなりますが、そ

ういった面で私は考えておりますが、この点、わ

かる範囲でよろしいですが、お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、充足率でございますけれども、上富良野

消防署については、採用計画から見ますと、充足

率ほぼ１００％に近いレベルだと認識してござい

ます。 

 他の署等については承知できていませんので、

提供いただけるかどうかわかりませんが、連合の

ほうに照会をしてみたいと思います。 

 それと、団員の関係につきましても、もう既に

いろいろな場面で議論されていますので、私ども

の認識としては、この地域におきましては、歴史

的にも、今、現状からも、非常に少数精鋭でやっ

ていますが、これは、ある意味ではベストだとい

うふうに認識しているところであります。 

 あと、それら今後、人口の減少等が予測される

わけでございますが、いずれにしても、この消防

業務については、救急も含めまして、質を非常に
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高く問われますので、そういう外部要因に比例し

て措置されるものではないなという認識をしてい

るところでございますので、現状をどれだけ維持

できるかということが大きなテーマではないかな

というふうに思っているところであります。 

 消防等につきましては、いろいろと議論がござ

いますので、私どもの立場では、そういう議論を

しっかり見守っていきたいというふうに認識して

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） その点、ぜひいろいろと

調べて、また後ほどでよろしいのですが、知らせ

ていただきたいというふうに思っています。 

 これはどこで質問していいのかわかりませんが、

公共事業等の関係、あるいは入札関係の点でお伺

いいたしますが、町は今年度から、いわゆる特別

簡易型の評価落札方式を施行するという形になっ

ております。この背景には、地元の業者も含めた

中で、透明性を確保するということも含めて、そ

ういう意味合いも含めて、地元になるべく仕事が

落ちればということもあるのだというふうに思い

ますが、これを見ますと、従来の予定価格があっ

て、一番低い人が落札するという形、業者になっ

ておりましたが、そこに、今回は加点というか配

点という形の中で、いわゆるボランティアだとか

支店が地元にあるかどうか、過去２年間の平均評

価点は、企業の力、技術だとかはどうなのかと、

云々かんぬんあります。そういうものも含めて、

今回試行的に行うという形の方針も決められてい

るようでありますが、これによってもたらされる

メリット、あるいは業者にとってどういうものが

利点として、こういう採用に踏み切ったのか、こ

ういうものも含めてお伺いしておきたいというふ

うに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） ５番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 特別簡易型の総合評価方式の導入の考え方等に

ついての御質問かと思いますけれども、御承知の

ように入札制度につきましては、法令の範囲の中

で、それぞれ運用解釈し、制度化をしているとこ

ろでありますけれども、特に、国においては、過

度な競争から、よかろう、悪かろうというような

ことのないように、価格以外の項目についても評

価をする形で落札者なりを決定するような仕組み

がベストだろうということで、総合評価方式の導

入が求められています。 

 特に、我々の小さな自治体の発注案件において

は、価格以外の評価する項目というものがなかな

か見出せないようなのも実際問題としては確かだ

ろうというようなことで、どういうようなものを

価格以外に評価をすべき項目を整理したらいいの

だろうということが大きな課題になっていまして、

小さな自治体では、総合評価方式の仕組みという

ものがなかなか制度化がおくれていたというのが

ここ数年の実態であります。 

 そのようなことで、国のほうも、小さなそうい

う発注機関においても価格以外の評価項目も多少、

そういうものが参酌できるようなものの基準なり

を、簡易型の総合評価方式というような一定のモ

デル的なものも示されていまして、そういうこと

から、今、小さな発注機関でもこういう総合評価

方式を導入していこうというようなことで、私ど

ものほうでもその仕組みの勉強を続けてきたとこ

ろであります。 

 今般、平成２２年度からこの簡易型の総合評価

方式を導入しようというふうになった暁には、基

本的な考え方については、先ほど言いましたよう

に、価格だけではなく、そういう地域に対する貢

献度や地域の精通度についても一定の、適正な施

行に当たっては十分評価に値する項目だろうとい

うようなことで、それらを踏まえた中で、こうい

う仕組みを導入することで、結果として、地域に

根差した業者が落札の可能性も高くなることも一

定程度想定できるだろうということで、町として

も、地元の業者にとってもメリットのある制度で

はないかということで、導入の予定をしている制

度でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 大変この点については、

前からもいろいろな試行がありまして、ここに来

たわけですが、業者の方も見ましたら、いろいろ

とボランティア活動を積極的にやり出すところも

今出てきておりますので、そういう意味では、地

元の業者が積極的にこういうものにこたえるとい

う状況が生まれつつあるかなというふうに思いま

す。 

 根底には、いわゆる大きな企業が一方的に落札

する傾向も含めて、全般的な見直しもあったかと

いうふうに思います。 

 そこでまたお伺いしたいのは、そういう落札、

あるいは契約の中で、今、全国的にも広がりつつ

あるのは、公契約制度というのがあります。いわ

ゆる事業を入札する場合、落札した、どこか受注

した場合、下請に出す場合の中で、人件費を切り

下げて、いわゆる下請に送り出す。そういうもの

が、あるいは低価格の中で、今言われたように品

質がどうのこうのという問題も出てきたという状
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況の中で、やっぱり適正な労賃の支払い、あるい

はそれに見合った品質の保持という状況の中から、

公が行う仕様書も含めて、生活できるだけの対価

として、その契約仕様書の中には人件費もいろい

ろ含まれているわけですから、そういうものをき

ちっと行政が業者と契約を交わしながら、お互い

に真摯にそれをきちっと担保していくというのが、

公の価格制度という形の、契約制度という形が今

広がりつつあります。 

 そういう意味では、上富良野も、確かにそうい

う無謀な業者はおりません。将来的に何らかの形

で下請、あるいは孫請という可能性もあります。

そういうことも含めて、あとは指定業者、指定管

理者制度が上富良野でもやられておりますが、そ

ういう人たちも結局、働く人に対価として労賃を

払っているわけですから、そういう人たちもすべ

て、やはり働ける、生活できるだけの対価として

労賃や、いろいろな契約の中で守られるという契

約制度が公契約制度という形で今うたわれており

ます。 

 これは、十分検討する余地もあるかというふう

に思いますが、将来的なことを考えれば、上富良

野町においてもそういうものをきちっと設けなが

ら、指定管理者制度や一般の仕事の落札、そうい

うときにおいても、やっぱり行政との真摯な協定

を交わすということをやる必要が今あるのだろう

と思います。ここはどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えしますけれども、町の入札に付して、契

約に至るケースを見ていましても、落札率から見

ても、そういう適正な費用が受注業者に担保され

ていないということはないものと思ってございま

す。 

 したがいまして、そういう問題はないものと思

いますけれども、元請業者がどういうふうに費用

を使うかについてはなかなか発注者側で管理がで

きませんので、今のような機能を果たすのは、多

分我々公の機関がしっかり果たしていくことで、

そういう労賃の面についてもしっかり担保される、

そういう仕組みづくりをするのが我々の果たす役

割だと思いますので、今、委員が申し上げられま

したようなことをしっかりとらえまして、研究し

まして、制度設計につなぐことが必要なものにつ

いてしっかりつないでいきたいというふうに思っ

ていますので、十分参考とさせていただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） こういう制度ができた背

景には、大企業だとか、比較的な大きな都市の中

で、やはり低価格で落札して、それが全部しわ寄

せが行くという形になったところに問題がありま

す。 

 この景気ですから、それぞれの業種が大変だと

いう形の中で、いろいろやはり全部下にしわ寄せ

が行くという状況の中で、上富良野町がこれに該

当するかどうかわかりませんが、しかし、将来的

なことも、今行われていることも考えれば、そう

いうものも当然含めた中で、十分検討することが、

私は、将来、上富良野町がこういった公共事業発

注における、あるいは指定管理者制度においても、

きちっと労働条件や、やはり対価としての労賃の

支払いが行われるということの前提のもとで、信

頼して今でも行われていますけれども、きちっと

そういうものを監視したり、あるいはそういった

ものを制定するなど、いろいろな形の中で、やは

りそういったものをいろいろな立場から、透明性

を確保する上からも、十分検討する余地があると

思いますが、もう一度確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今申し上げましたよう

に、繰り返しになりますけれども、我々もあるべ

き姿についてはしっかり検討して、制度設計につ

なぐことが必要なものについては、制度化するよ

うに努めてまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 協働のまちづくりという

形で、これでお伺いしたいのですが、８５ページ

です。 

 今、町は、協働のまちづくり、あるいは参画の

まちづくりという形の中で、町が策定した町政運

営の改善プランの中にも、職員等の資質の向上や、

あるいは地域に職員がもっと入っていくという話

も聞かれております。あと、スタッフ制も十分見

直すという話もいろいろ書かれております。 

 そういう意味で、町長にお伺いしたいのは、従

来から課題があったということで、従来の延長線

の中でそれぞれ書かれていると思うのですが、そ

の点で、スタッフ制そのものが、どういう改革を

今しなければならないのか、反省の上に立って見

直すという形になったのか、この点お伺いしてお

きたいというふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えします。 

 スタッフ制については、相当年限がたってござ

いますけれども、私の思いをここで述べるのもお

かしいかと思いますけれども、制度そのものは、



 ― 31 ― 

特に大きな問題があるというふうに認識はしてご

ざいません。 

 ただ、組織の中で、スタッフもしくは上司等が

この制度を十分使い切れていない面も多々あるか

と思いますので、そういう面での検証は必要かと

いうふうに思います。 

 いずれにしましても、十二分に頭数を職員の面

でもふやすことができませんので、持ち合わせて

いる能力、能力アップもしなければならないでし

ょうし、持ち合わせている能力を最大限生かせる

ような組織風土をつくる、そういう一つのきっか

けに、こういうスタッフ制の議論、見直しが必要

であれば見直しをするという、そういう議論につ

なげていきたいというふうに考えているところで

あります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 従来、この点については、

能力を最大限に引き出せたところもあるのでしょ

う。恐らく多くは、なかなかそういったところは

なかったという反省の上に立つということで、必

要最小限の人員も含めて、横断的なという形の中

で従来設置された経過もあります。 

 そういう意味で、職員の力を発揮させるという

点での提案型の発想を、仕組みを取り入れるとい

うことも従来から掲げられております。この点も

含めて、スタッフ制と呼応した中で、そういった

力を発揮していただけるための場所を提供する、

あるいはお互いに問題提起しながら、何が障害で

あるかということを、さらに前へ進めるという方

向での検討課題という形だというふうに思います

が、提案型の受け入れ態勢についても、いろいろ

と聞きましたら、なかなか思うように行かない部

分があるということでありますが、その点も含め

て、この提案型とどういう関係になっていくのか

お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 さきに、スタッフ制の見直しについては副町長

のほうからお話しさせていただきました。 

 それで、職員提案制度についても、プラン２２

の中で、提案制度の再構築ということで、同時期

に見直しておこうと、当然すべてリンクさせた中

で見直しを進めていく考え方でこのプランを上げ

させていただいております。 

 ともかく、長く同じことを続けていれば必ず、

毎年でも見直しをしなければならないという考え

方に立って、これら検証して見直しを進めていき

たいというふうに考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 当然よく、私よりは、現

場の方ですからわかっておられると思いますが、

いわゆる将来、まちづくりとあわせた中で、住民

の共同参画ということも含めた中で、お互いが町

を支えるという立場から、力を発揮していただけ

ると、また、もらうという立場からの改革だとい

うふうに思います。ただ、過去の延長線でとらえ

るのではなくて、そういうことも含めた改革とい

う形で、見直しということでよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 繰り返しになりますけ

れども、従前の、今回が多分５次だと思いますけ

れども、相当年限を重ねて行革をやってきました

が、この間は、どっちかと申しますと、経費をど

んどんどんどん切り詰めていくということであり

ましたが、この新しい計画については、もうお読

み取りいただいているかと思いますが、でき得れ

ばプラス思考で改善改革をすると、先ほど委員の

ほうからも発言ありましたように、我々職員が持

ち合わせているものを最大限発揮できるような、

そういうような機能なりルールなりをつくってい

くということが柱でございますので、委員のおっ

しゃられるような方向で進めていくことを改めて

申し上げておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ９１ページの防災関係で

お尋ねをしたいと思います。 

 同僚委員からも自主防災組織の関係だとか、防

災士の関係もいろいろ意見が出ておりました。現

実の問題として、自主防災組織は、２５住民会、

組織の名前はできているけれども、言うなれば防

災訓練等の範囲以外のところはなかなか軌道には

乗っていないというのは僕は事実だろうと思いま

す。 

 したがって、第５次５カ年計画の中で、２５住

民会、段階的にというようなことが、あれが僕は

今の上富良野町の自主防災組織を的確に判断して

いるなという気がいたします。 

 それで、この前、住民会の連合会の皆さん方と

議会と懇談会を行った折に、特に、災害弱者の問

題で、富町住民会、非常に進んだ取り組みをして

いるのです。これもある面で２年ぐらいかけてや

ってきて、福祉協議会からも指導を受けながらと

いうことと、町民生活課のほうからも指導を受け

ながらということでやって、私は、自主防災組織

が軌道に乗らなくても、それぞれ住民会に災害弱
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者が必ずいらっしゃるのですね、高齢化された方。

そうすると、その人達が何かあった場合どうする

かということを突破口にして、それらの災害弱者

の対策をどうしようかということをやって、その

中で自主防災組織を軌道に乗せるというのが私は

いいのかなという感じがしているのです。 

 それで、この前、富町の住民会長のほうから報

告を受け、それから、それらの試行錯誤の中でこ

うやったのだ、ああやったのだということのお話

を聞いて非常に参考になったので、もしできれば

住民会の自主防災のそれらの関係者を交えた中で

ワークショップ的な、こういう方法、こういう資

料ということでやるようなことも一方法で、それ

から、ある面で自主防災組織全体を軌道に乗せる

と、そういう方向に持っていったらどうかなとい

う気がするのですけれども、恐らく町民生活課の

中では、富町住民会のことは十分承知をしている

と思いますので、その点も含めて、できればそう

いう突破口をするための方法として考えてはいか

がかということで、ちょっとお尋ねを申し上げた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御質

問でございます。各住民会における災害弱者対策

についてであります。この件につきましては、私

ども現在、全体計画の作成に取り組んでいるとこ

ろであります。委員御発言のように、富町住民会

というのは非常に内部的に進んでいるということ

で、完成に近い形で作業に取り組んでおられると

いうことで、私どもも非常にモデル的な存在とし

て、非常に関心を持っているところでありまして、

こういう取り組みを一つでもより多くの住民会に

広まっていくようにというふうに私どもも支援と

いいますか、取り組んでまいりたいというところ

でございます。 

 委員御発言の、発表する場と申しますか、モデ

ル的な取り組みを広めるためのワークショップ、

それから事例発表的な場というのも非常に私ども

関心を高めて、何とかどこかの時点で実現できる

ような方向にできたらいいなというふうに、取り

組みを進めてまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、課長のほうから取り

組みを進めるということを含めて、事例発表的な

ことか、もしくはワークショップ的なことかとい

うことですけれども、できれば、これはぜひ今年

度中にとり進めをやっていただきたいと思います。 

 現実の問題として自主防災組織、私は本町にい

るのですけれども、現実には、住民会の副会長を

やっているのですけれども、それらの動きが全然

ないのです。しかし、災害弱者、高齢者、独居老

人、それから老人世帯のことをどうするかという

ことになると、皆さん方、大分話題が集中して聞

く耳を持ち、意見も言うような状況にあるもので

すから、できればそういうものを突破口にして、

ぜひ今年度これを実施していただきたいというこ

とで要望したいと思います。 

 次、９１ページの泉栄防災センターの管理費の

関係です。 

 特に、委託料の窓ガラス、サッシ清掃というこ

とで６万１,０００円見ているのですけれども、昨

年は予算計上なかったのです。その前は５万４０

０円、平成２０年度は決算にあるのです。それで、

あったりなかったりということなので、それで、

昨年はどこかに委託をしていたのか、委託費です

から、ないのは委託していないのか、もしくは施

設管理業務の中でやっていたのか、それらの関係

がちょっと、予算書を見ただけでは、平成２０年、

平成２１年の経過を見たらわかりませんので、そ

の点ちょっと明らかにしていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の泉栄

防災センター管理にかかわります窓ガラスの業務

委託でございます。これは隔年の実施ということ

で、平成２１年度は実施をいたしておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 隔年度実施ということに

なると、サッシはいいですけれども、窓ガラスも

しないということで理解をしていいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御質

問でございます。サッシは業務委託いたしており

ません。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 隔年というより、いい環

境でやっぱりあれするということになると、最低

限で、隔年でなくて、サッシは別として窓ガラス

ぐらいはやったほうが、あそこを使われる方も非

常にいい気持ちで使えるのかと。それであれば、

隔年であれば、極端に言えば２年置いた形でやっ

て、汚れてもそのままということにはならないの

ではないかなという気がするものですから、それ

らも含めてちょっと答弁願います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御質

問でございます。やはり理想とするといいますか、

毎年の実施がやはり望ましいわけですけれども、
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その状況を見ながら、汚れぐあいとかというふう

に、限られた予算の範囲で効果的な形で清掃が行

われるようにというふうに今後も努めてまいりた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ９３ページなのですけ

れども、税務班の動きで納税率がすごくアップし

ているのですけれども、去年の決算も見ていたの

ですけれども、聞くところによりますと、項目自

体にはそんなに関係ないことなのですけれども、

視察に町外から来られて、それで課長がお答えし

ているとか、そういうお話を何回か伺っているの

ですけれども、何件ぐらい視察に来られているの

かということと。 

 それと、手前みそで言いづらいかもしれないの

ですけれども、職員の働きでこういうふうになっ

ている、どこが自分たちで頑張っている部分なの

かというところをちょっと伺いたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員

の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 一昨年あたりからでありますが、我が町で平成

１９年４月からスタートいたしました、滞納者に

対する行政サービスの制限条例を中心といたしま

す、あと、コンビニ収納を同時にスタートしたと

いうことから、視察が実は相次いで来てございま

す。昨年はたしか４市町村だったように記憶をし

てございますが、このサービス制限条例とコンビ

ニ収納を中心とした視察がほとんどでございまし

た。 

 以前の機会にお話をいたしましたが、上富良野

町の税の収納率は、おかげさまで全道のトップク

ラスに位置づいているところであります。 

 そのサービス制限条例も含めまして、厳しくす

べきところは厳しくする。また、経済状況がこう

いう状況ですので、適切な税務調査によって分納

をするものは分納していく。さらに、法的に不納

欠損が適当なものについては欠損もしながら、適

切な滞納整理に努めてきた結果ではないかなとい

うふうに考えています。 

 職員につきましては、非常にまじめに取り組ん

でいるという状況もありますことから、現在この

ような状況になっているなというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ８７ページ、職員の福

利厚生のところでちょっと伺いたいと思います。 

 昨年も同じ１００万円ということで計上してい

たと思ったのですけれども、経費削減だと思いま

すが、ちょっと今記憶が薄れてきましたが、７０

万円前後で終わったのではなかったかというふう

に思っております。それで、いろいろな自治体で

経費削減の点から、これを少しずつ減らしてきて

いると、そういう全道的な動きもある中で、上富

良野町はそんなに高くなかったですよね、１人当

たり７,０００円、そのぐらいのような記憶をして

おりますが、この中で、職員の掛金というのも当

然入ってくるのだと思うのですけれども、１人当

たりどのぐらいの掛金であったのかというのも伺

いたいなというふうに思っております。 

 そしてまた、ことしまた１００万円上がってき

ているということなので、何というか、計画があ

るのか、新しい何かが、去年と比べて何かメーン

的なものがあるであればそれを伺いたいのと。 

 もう一つ、職員の研修の講師謝礼というのがあ

るのですけれども、これはどういった内容の研修

をされる予定なのかなと。今あちこちで公務員の

接遇という言葉で、いろいろな講習を企画されて

いる自治体もあるということをお聞きしています

ので、上富良野町はどのような研修をされる予定

でいるのか、その辺も伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １２番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 １点目は、職員互助会に対してであります。職

員互助会に対する補助金につきましては、１人当

たり９,０００円というのが補助要綱上の上限にな

っております。今回予算に組んでおりますのは、

１人７００円の単価で、１００万円という金額を

予算計上させていただいていまして、これはあく

までも概算でありまして、現実的には、金額とし

ては、実際には１００万円が、決算を迎えたとき

には７０万円だとか、そんな数字になっている状

況であります。去年も同額の１００万円を予算計

上しているところであります。 

 それと、互助会の職員の掛金ですけれども、１,

０００分の２の掛け率で互助会のほうに職員が会

費を納めている状況にあります。 

 それと、２点目の職員研修でありますけれども、

２万円の謝礼を組んでいるところであります。こ

れにつきましては、今のところこれというふうな

ことでは決めていないのですけれども、佐川委員

おっしゃった接遇だとかメンタルヘルスだとか、

いろいろなメニューがありますので、その中から

適当なものをお願いしていくと。２万円という金

額ですので、講師を選ぶ、金額を考えながらタイ
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ムリーなものを研修に取り入れていきたいなとい

うことで考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） それで、やはり新しい

企画というか、そういうのも大切だと思いますの

で、経費削減ばかり考えることも大切かもしれま

せんが、接遇に対してだとか、そういった研修で、

１００万円上げているけれども、マイナスする分

を研修に回すとか、そういうことも考えながら新

しい企画の研修というものを考えていってほしい

なというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １２番佐川委員の御

質問にお答えいたしたいと思います。 

 研修につきましては、優秀な職員といいますか、

住民の負託にこたえられる職員を目指して日々研

修しなければならないと。それには、やはりコス

トも当然かかりますし、かけていかなければなら

ないと考えております。 

 今後において、いろいろな部分、費用のかかる

ことですけれども、総体的な中から、そういう研

修にかかる経費も生み出していく考えでおります

ので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ここで、今回の移住・定

住対策という形の中では特に見受けられません。

平成２０年度は、移住実績という形で４戸８名が

定住したという形で書かれておりますが、これは、

まだ定住されているのかどうなのか伺い、そのま

ま残られているのかどうなのかお伺いしておきた

いと思います。 

 移住・定住策というのは、やはり地道に、一挙

に３０名だとか４０名というのは本当に不可能な

話なのです。それで、１名、２名という、本当に

こういう作業の中でこそ、こういう政策というの

は生きてくるものだというふうに思います。 

 それと同時に、具体的に他の自治体でもやって

いるように、当然、やはり固定資産税分を免除す

るだとか、いろいろな対策もとられております。

これ地の利が、条件が違うわけですから、一律に

そういった条件を上富良野に持ってきても、これ

が生きるという話ではありませんので、そういう

ものも当然カウントした中で、やはり移住・定住

対策というのを考えていらっしゃると思いますが、

今年度は、こういうホームページ等の紹介も含め

て、どういう考え方を柱として考えておられるの

かお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の移住

・定住についてお答えいたします。 

 今年度考えておりますのは、まず、ホームペー

ジの内容を一新しようとすることです。移住・定

住用のホームページの構成といいますか、中身、

もっと魅力、見た人がここに来てみたいな、子育

てはこんなふうにやっているのだなというような、

カテゴリーをもう少し、移住・定住向けのカテゴ

リーをふやしていくということが１点です。 

 あと、２点目としましては、ほかの町でやって

いますアパート、土地の情報、それらの情報提供

をもう少し小まめな情報をホームページに載せて

いきたいなというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そういう部分においては

非常にいいと思います。あと、具体的な助成制度

だとか、そういったところも、すぐにという話に

はなりませんが、将来的にそういう考えも出てく

る要素としてはあるのかどうか、この点お伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 補助金だとか、移住・定住に係る諸施策につき

ましては、プラン２２の中にも書いてありますけ

れども、検討、協議して進めていく、研究を進め

ていくという考えでおりますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ９５ページの公的な個人

認証サービス費という形でなっておりますが、こ

れは具体的にちょっと、内容がよくわからないの

で、どういう内容になるのか、予算づけになって

いるのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹。 

○総合窓口班主幹（佐川和正君） ５番米沢委員

の公的認証サービスの関係でお答えいたしたいと

思います。 

 公的個人認証サービスというのは、住民基本台

帳カードが最初につくられまして、その中に電子

で住所、それから名前等を織り込むような形にな

って、それを持っていることによって本人が確認

されるということで、住民票だとか、それから戸

籍等をとる際に必要なものというか、それを持っ

ていることによって、今までそういうものをとる
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場合については、免許証とか、いわゆる写真がつ

いているものが必要だったのですけれども、それ

を持っていることによって、その代替になるとい

うことでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） １点ちょっと聞きたい

のですけれども、７９ページの車両管理費の中に、

交通事故等の賠償補償１００万円載っているので

すが、この内容をちょっと聞きたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １１番渡部委員の御

質問にお答えいたします。 

 交通事故の賠償補償１００万円のお話だと思う

のですけれども、我々職員が車の事故を起こした

ということで、相手に対して賠償金を支払うとい

うことで、１００万円払うか払わないかは別とし

て、毎年度予算額として１００万円を計上してい

るものであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） それって何か変でない

かと思う。要するに事故を起こさないのが基本で

あって、起こしたときには、これは仕方ない、や

むないのですけれども、これは予備費で対応する

かなんかして、前もって予算つけるということは

しないほうがいいような気がするのだけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） １１番渡部委員の御

質問にお答えいたします。 

 事故につきましては、速やかに相手との示談が

調った段階で、相手に対して速やかに誠意を見せ

て、それなりの賠償金をお支払いするというのが、

損害を与えた側の責務だと思います。 

 それで、いつも事故の報告については、事後処

理については専決処分として御議決をいただいて、

お金のほうは１００万円の範囲内で速やかに相手

に対して誠意を、支払うということで、例年そう

いう形で進めさせていただいているところであり

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ８１ページの自衛隊の基

地対策なのですけれども、次期防が１年凍結され

ましてというような状況がございます。それで、

若干予算がというか、計画が減っているのですけ

れども、ことしこれでやっていけるのかどうか、

まずお伺いしたいと。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長。 

○基地調整室長（野崎孝信君） ６番今村委員か

らの御質問で、若干予算が減っているのではない

かという御質問だったと思います。自衛隊対策に

ついては、基本的に去年と同じということで、若

干、基地対策協議会の予算、要望等の経費につい

て、町の事業等も大分少なくなってきた部分で、

負担区分の若干減額をした部分だけでございます

ので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） それで、いろいろな現状

維持だとか、削減反対の要望等、やれるかどうか

それも含めて、やるとすれば、師団とか方面等、

あるいは陸幕等は変わらないと思うのですけれど

も、何分政権交代していますから、そういった政

治的な話で、陳情を避けというのか、そういうと

ころはどうなっていくのか、考えがあれば教えて

いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長。 

○基地調整室長（野崎孝信君） 同じく今村委員

の、今の政権交代等に伴う今後の陳情・要望かと

思いますが、御存じのとおり、昨年８月、政権交

代ということで、テレビでも放映されております

ように、今までの自民党政権の中の要望スタイル

から大分さま変わりしました。北海道、基地を抱

える協議会等もいろいろ連携してやっている中で、

民主党のほうに党を通すということになりまして、

今まででしたら陸幕、防衛省内局のほうにも要望

書を持っていけたわけですが、政務三役というよ

うなことで、そこでとめられて、以下、防衛大臣

のその下で働いている官僚等については要望書を

渡せないというようなことが現実に起きておりま

す。 

 しかしながら、私たちの要望する意図というの

は、要望書に限らず、表敬という形の中で、同じ

ように私たちの地域の声を届けるようにしており

ますので、その辺、若干要望書のやりとり、受け

る受けないという形はありますけれども、行う私

たちの熱意というのは変わらなく進んでおります

ので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 先ほど同僚委員の移住・

定住の関係でございますけれども、前、教員住宅

を普通財産に切りかえたときに、移住・定住もし

くはちょっとここで働いて様子を見ようというよ

うな形で１戸ないし２戸を確保するというような

話を伺っております。現実に今、教員住宅も結構



 ― 36 ― 

あいておりますけれども、それらも含めて、そう

いう状況にまだ今も対策として持ち合わせている

のかどうかちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹。 

○企画財政班主幹（石田昭彦君） ９番中村委員

の御質問にお答えします。 

 旧教員住宅を普通財産に移管して、そちらの対

応につきましては、御存じのように三つの用途に

分けて一応活用させていただいています。 

 当面の住宅に困窮している方の対応するための

住宅、それと、地域のコミュニティを形成するた

めに寄与する住宅、それと、移住の準備住宅とい

うことで、移住準備住宅につきましては、今、旭

町に４戸の住宅を抱えておりまして、今現在その

４戸については埋まっている状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、２時４０分といたします。 

─────────────── 

午後 ２時２３分 休憩 

午後 ２時３９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 先ほど私の不手際で１款、２款を終わらすこと

できなかったので、まことに失礼しました。 

 この款については質問ありませんね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで、１款の議会費から２款の総務費について、

質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代いたしますので少々お待

ちください。 

 次に、３款民生費の１０２ページから１２３ペ

ージまでの質疑に入ります。 

 委員各位に申し上げます。質問が余り前後しま

すと時間が無駄になりますので、なるべく関連質

問をいたしまして、継続的に質疑をお願いしたい

と思います。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １０３ページの民生費の

ところでございます。 

 これは、今回、民生委員さんを見直しをして、

２名、丘町、富原で１名、それから西町、光町で

１名、２名動員されて、その方の活動費が上乗せ

になっているかと思うのですけれども、民生委員

手帳保護の手引というのは、これは、昨年は１０

万８,０００円になっておりますが、ことしは１０

万２,０００円ということで、これは、民生委員さ

んが毎年新しいものに変えなければいけないので

しょうか。そうすると、今回１０万２,０００円と

いうのはどういうことでしょうか、ちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） ２番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 手引につきましては、昨年と同じ３２冊プラス

今回２冊ということで、３４冊は予算の範囲内で

買えるように思います。あと、それ以外につきま

しては、民生委員、児童委員の関係で、関係資料

等必要な場合に書籍等を購入しておりまして、そ

の分含めての金額ということで、経費節減を考え

まして、昨年より６,０００円の減となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 民生委員さんは、本当に

地域の中でも最も身近な相談役として御苦労いた

だいているところですけれども、この手帳、だか

ら同じぐらいだと思ったのですが、ここでやっぱ

り経費節減で６,０００円ぐらい減るということで、

毎年使えるということ、そんなに毎年内容は変わ

らないということですよね、今おっしゃいました

よね。ずっと使えるということですね、この手帳

は。 

 そうしたら、ここのところ６,０００円減るとい

うのは、どこの経費節減になるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 手帳につきま

しては、毎年購入ということで、毎年購入の形に

なっております。ですので、今年度購入しました

ら、次年度はまた新しく購入するような形になり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 何年か使えるのでしたら、

そんなに毎年毎年新しく購入しなくてもいいので

はないかなということでお尋ねしているのですけ

れども、経費節減とおっしゃるならば、そんなに

毎年内容が変わって、新しく買いかえなくてもい

いとおっしゃるのでしたら、買わなくてもいいの

ではないかと思うのですが、その点いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 済みません。

その手帳の中に活動計画等記入する欄等がありま

して、１年ごとでしか使えないような形になって

おりまして、それで毎年購入するような形になっ

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） わかりました。そういう
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ことであればあれですけれども、本当に民生委員

さん、今回２名ふやすということで、本当によく

わかっておられて、早い対応をされたなと思って、

その点は評価したいところですが、昔、これは平

成１３年発行ですけれども、高齢者便利手帳とい

うのがありまして、これは、町民に向けてですけ

れども、例えば今、町民の方が介護の認定を受け

たいのだけれども、どこへ行ったらいいのかしら

とか、あらゆる方法、町広報でも伝えているかと

思うのですけれども、これは大変よくできており

まして、この１冊があれば、健康診査であれば、

お問い合わせは保健福祉課保健予防係、電話番号

が書いてありまして、基本健診の診査は公民館、

今、かみんですけれども、日時は個別案内、自己

負担がどうだとか、それから、対象者は４０歳以

上だとか、ずっと詳しく書いてありまして、介護

の認定を受けるときにも、こういったことでとい

うことで、こういうのが１冊ありましたら、昔は

発行していたのですけれども、今こういうのを発

行いたしておりません。だからこういうものがあ

れば、本当によくできておりまして、介護でも、

３年ごとに介護保険は見直しされますと、こうい

った段階で、非課税の方はこういう金額になりま

すとか、こういうことは詳しく出ておりまして、

これ１冊さえあれば非常に、町民に向けての、ま

た、民生委員さんも、こういうものがあれば、活

動においてもやりやすいのではないかと思うので

すけれども、それちょっとお考えいただきたいと

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 村上委員の御質

問でございます。過去に、そういった１冊にまと

めた便利手帳という形でつくった経過があると思

います。 

 現在におきましては、毎年毎年、そういう更新

の形はとっておりませんが、やはり介護にいたし

ましてましても、在宅部門におきましても、ある

いは保健、それぞれの分野でのお知らせを詳しく

できるようなパンフレット等を用意しまして、必

要な都度お配りをして、サービス提供につながる

ようにという努力をしているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 民生委員さんの方が持た

れる、確かにいろいろな仕組みも変わりますから、

手帳なんかも必要だと思いますけれども、私は、

住民、町民に向けて、こういうものがあれば、こ

ういった人方の活動の本当に手助けになりますか

ら、それをぜひ。 

 前はずっと発行していましたので、やめられた

のは何年か前だと思いますけれども、ぜひまたこ

れ一考していただきたいと、その点よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

御質問でございます。どういった形で進めるか、

また、１冊がいいのかも含めまして、十分行き渡

るような形の方法を検討してみたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） １０９ページの在宅福

祉推進費の中に、緊急通報システムに２１０万円

というのが、ここには数字は出ていませんけれど

も、あると思うのですけれども、予算書の中に入

って、ありましたよね。 

 それで、この間、委員会のときにもちょっと質

問させていただいていたのですけれども、上富良

野の独居が４４９件ほどいるというお話の中で、

どのぐらいの方が緊急通報システムを利用されて

いるのかということを伺いましたら、独居の方に

おいては１２０戸というお答えをいただいており

ましたけれども、今後まだまだ、安心・安全とい

うことを考えていくのであれば、独居老人の不安

材料をなくすという意味において、緊急通報シス

テムの利用をふやしていくようなことを考えてい

るのだと思うのですけれども、この辺はどういう

計画で、ふやしていきたいなというふうにお考え

になっているのかということが一つ。 

○委員長（長谷川徳行君） 佐川委員、次できま

すので一つずつ聞いてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 同じ内容でもいいで

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 同じ内容は今できま

すけれども。 

○１２番（佐川典子君） 緊急通報システムのこ

とでもいいのですか、１回。 

○委員長（長谷川徳行君） いいです。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） １２番佐川委員

の緊急通報システムにかかわります質問でござい

ますけれども、ただいま委員の御意見のように、

現在におきまして、高齢者の状況というのは、高

齢化の進展に伴い増加傾向にあるということで、

高齢化率も上昇しているところでありますけれど

も、この緊急通報システムに関しましての利用度

というのは、どちらかというと現状維持のような

形で、そうどんどんふえていくという状況にはご

ざいませんけれども、やはりひとり暮らしの高齢

者とか、そういった対象人口というのが絞られて

くる、増加傾向にあるということを考慮いたしま
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して、具体的にどういうふうにふやしていくかと

いう具体的なものはまだ持っておりませんけれど

も、将来に向けて必要なものを的確に把握しなが

ら、今後の対応に努めてまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 先ほどの２１０万円と

いうのは、３０戸に対する保守点検の委託という

ことだったのかなと思っているのですけれども、

この間の広報かみふらのに載っていた緊急通報サ

ービスの内容がちょうど書かれているのがあって、

見ていたのですけれども、この中で、平成４年４

月から設置を行っていますと。煙、熱、ガス漏れ

センサーもセットされているためというふうにあ

るのです。私の知っている老人の方のお家にこれ

がついているのにもかかわらず、同じ業者に頼ん

でいたのがわかったのですけれども、火災報知器

もつけたのです、その後、知らないで。その辺の

周知徹底というのは、皆さんわかってつけている

のか、緊急通報システムだけで、火災報知器と同

レベルの、熱と煙と同じですよね、火災報知器と。

この辺どういうふうなお知らせをしているのかち

ょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 佐川委員の緊急

通報システムの内容でございますけれども、御指

摘のように、そういったものは、煙、火災報知器

等も組み込まれた形でのシステムで、通報すると

いう形になってございますので、利用者の方には

なかなか、その高齢者お１人の方だけに、十分な

お知らせをしているというふうに思っております

けれども、設置に際して、一定年数が経過すると

なかなか覚えていないのかなということもござい

ますので、何らかの機会にチラシをお配りすると

か、こういうシステムですよということを改めて

わかるような形も講じてみたいなというふうに思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １０５ページ、福祉バス

運行業務委託料で新しく予算計上されております

けれども、１４０万円です。それで、今までは、

福祉業務で出かけるとき、団体の申し込みで運行

させていただいておりましたけれども、そういっ

たのと違って、今回の場合は、どういった人方が

この福祉バスを利用できるのかどうかちょっとお

伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

福祉バスに関しての御質問でございます。 

 今回の予算計上につきましては、これまで車両

班職員が福祉バスの運転をしておりまして、福祉

団体の活動に使用していたという経過がございま

す。 

 今回は、職員が定年退職することによりまして、

その後の業務委託ということでございまして、回

数とか乗車に関しての制限を加えるとか、そうい

ったものではなく、同様な形を考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今、障がい者の方、交通

弱者の方、あさひ郷ですか、そういったところに

ＪＲを利用して行ってらっしゃるのですけれども、

そういった人に向けてのお考えというのは全くな

いわけですか、このバスを利用するのを。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） ２番村上委員

の御質問にお答えいたします。 

 福祉バスの運行につきましては、そういう障が

い者の関係については、現在のところ考えており

ません。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 緊急通報システムと住宅

火災報知器の関係で、緊急通報システムをつけて

いれば住宅火災報知器はつけなくていいというニ

ュアンスで私は受けとめたのだけれども、そうい

うことで理解をしていいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 本人からの緊急

の場合の通報と、火災の場合の非常時の感知もあ

わせた機能を備えております。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 火災報知器につきましては、寝室に基本的につ

けていただくと。緊急通報システム、今、福祉の

ほうでやっているものについては、つける場所が

居間だとかについていれば、その用を足しません

ので、法的な解釈としては、寝室に改めてつけて

いただくと。それによって生命を守っていただく

ということになるのかなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 総務課長の答弁が本当な

のです。寝室が離れている、だから今言うように、

岡崎課長が言うのは、つけていれば、ダブってつ

けなくていいようなニュアンスで我々は答弁を受
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けていたから、そういうことで指導していて、万

が一寝室にいて、火災報知器のあれがわからなく

ておくれたというケースが出てくると思うので、

ちょっと僕心配して確認したので、そういうこと

で、特に老人世帯で緊急通報システムをつけると

きに、要りませんよということになると困るので、

それぞれ住宅の状況によるとは思いますけれども、

基本的には、それぞれ目的が違うのと、あくまで

住宅火災報知器は寝室につけるのだということで

ございますという、私もそういう認識だったし、

総務課長もそうなので、そういうことで徹底をし

ていただきたいのと。 

 それからもう一つ、今、関連で出てきたのです

けれども、来年の５月３１日まで住宅火災報知器

がつけなければならないという義務があるのです

けれども、これは罰則規定がないということで、

上富良野は今４４％ぐらいつけられているという

広域消防の報告です。この前、本町住民会で５８

名の人たちが集まって、皆さんに聞いて、「火災

報知器つけている人いるかい」と言ったら、１１

名しかいないのです。現実の問題としては、僕は

それより、４４％にまだなっていないなという気

がするのですけれども、やはり安心・安全のため

にということになると、今後の進め方をどうやっ

ていくかということを的確に指導して、福祉関係

機関、特に民生・児童委員の皆さん方は、それぞ

れ地域の独居老人、高齢者との連携がされていま

すので、そういうところを含めて、具体的にどう

進めていくかということをお聞きをしたいのです。 

 というのは、広域消防で聞きましたら、赤松予

防課長は、２万円しか広域連合では予算盛ってい

ませんよという話なのです。２万円といったら印

刷代にも、広域全部でならないのではないかとい

う話があったので、それはそれぞれの自治体と、

それぞれ消防署もしくは支署、分署の中で協議を

してやってくれということでございますので、そ

の点の対策としてどう進めるかという、関係機関

と連携をしなければならないと思いますけれども、

その点ちょっと確認をしたいと思うのですけれど

も。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御質

問でございます。先ほどの住宅用の火災報知器の

設置と答弁が混同しまして大変申しわけございま

せん。一般住宅向けには、火災報知器、寝室等に

おきます報知器の設置というのは、御指摘のよう

に必要とされていることであります。 

 今、御意見のように、設置率というものは現在

そう多くないという状況にあるというふうに私も

感じているところでありますし、この地域におき

ますひとり暮らしの老人等に万が一に備えての設

置というものは必要というふうに思います。 

 御指摘のように民生委員や関係機関との連携の

もとに、こういった必要性をよく知っていただく

ということの努力を、今後、関係機関とともに話

し合いながら取り組んでいきたいというふうに思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １１１ページ、障がい者

通所授産施設の整備負担のところ、１０７万５,０

００円。これ、富良野広域市町村、広域の関係で、

上富はこの割合で負担になっていると思うのです

けれども、今度、北見のＮＰＯ法人トムテの森の

事業所の方が、上富良野でこういった事業を興さ

れるということを聞いておりますけれども、これ

から予算もあれだと思いますけれども、それで、

その方がそちらに行っていたのだけれども、今度

こちらのほうを利用したいとなったときの負担の

割合というのは減るのでしょうか、それともここ

の広域の関係の負担金というのはどんなふうにな

るのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

御質問でございます。障がい者通所授産施設整備

負担金としての１０７万５,０００円でございます

けれども、これは、平成１７年度から１０カ年間、

富良野圏域での共同によりまして支援をしようと

いうことの、授産施設の利息分の支援でございま

すけれども、ここに通っている方も上富良野に住

んでおります中で、その方がそっくり、言葉は適

切でないかもしれませんが、こちらへそのままそ

っくり移るということは想定はいたしておりませ

んけれども、希望によって選択の幅が広がるとい

うことであります。移った場合においても、制度

利用にかかわります負担１割というのは、これは

変わりません。同じでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ４月１日から通所施設が

運営されるということでありますが、町のほうに

はもう既に、当然、運営計画等々はもう既に提出

されているかというふうに思います。 

 それで、大体運営計画というのは実際どういう

ふうになっているのか、大体こういう作業所が設

置される場合、利用者数、所定の人数がいて、Ｎ

ＰＯといえどもある程度採算が合わないと運営で
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きないという状況ありますので、大体１日利用者

数というのはどの程度あれば運営可能なのか、そ

ういったきめ細やかな運営計画等も含めて提出さ

れていると思いますが、その点お伺いしておきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の、

４月から設置されます予定であります事業所の状

況でございます。現在、事業所指定というのは、

北海道上川支庁において、事前の協議が終わって、

本格的な事業所設置の申請手続をされているとい

うことでございます。 

 その内容、状況を聞かせていただいているとこ

ろでありますけれども、一つの事業として、就労

継続支援Ｂ型といいますけれども、これは、定員

としては１４名を想定しているところでございま

すけれども、そこで、例えばスタート時ではどの

ぐらいの確保があればという試算を情報提供して

いただいているところであります。就労継続支援

Ｂ型におきましては、スタート時は５名程度は欲

しいな、確保したいなというふうに聞いてござい

ます。 

 また、日中一時支援におきましては、１０名程

度の定員ということでありますけれども、スター

ト時は最低３名は確保したいなという、そういう

状況において、事業所に通う回数も一月フルに来

ていただければ採算面でも合うわけでありますけ

れども、スタート時の人数、最少ラインというも

のを確保しながらというふうに聞いているところ

であります。 

 これにつきましても、行政面で何人を確保でき

るという、そう言う支援はなかなか難しいと思い

ますけれども、必要なアドバイス等によって、こ

ういう事業所ができるということのお知らせも、

我々としてはできる限りのことをしてまいりたい

と思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 想定目標は１４名で、ス

タート時は、日中一時が３名と、Ｂ型は５名程度

確保すれば何とかという形だというふうに思いま

すが、最終年度は、３カ年の中で自立して、みず

から運営できる、そういう形態に、ＮＰＯ法人と

して独立したいということの話でありましたが、

この点は変わってはいないのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の御質

問でございます。スタートを４月からいたしまし

て、現在は、北見市に本拠地がございますトムテ

の森という事業所であります。３年の間に事業所

としての力をつけるといいますか、運営面で力を

つけていった中で、この形を上富良野町の人たち

の手によって、ＮＰＯ法人へ移行したいというふ

うに当初の計画を持っているところでございます。

これについて、現在も状況として変わっていない

というふうに私も聞いております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、上川支庁

の認可もおりて、事実上４月からスタートできる

ということの話でありますが、これにかかわって、

当然そこにケースワーカー、あるいはそういった

指導される方等の配置も必要になってきているか

と思いますが、そういう人たちの配置はどういう

ふうに指導を、ケアマネジャーもいるのだろうと

思うのですが、どういうふうに位置づけられてい

るのか、上富良野町で雇用形態がとられているの

か、あわせて伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 米沢委員の、人

の雇用といいますか、そういった状況についての

御質問かと思います。 

 私ども承知してございますのは、４月からの運

営に当たって、６名体制で人員を確保して進めた

いと。その内訳としては、正職員３名、パートが

３名というふうに聞いております。 

 資格要件は特にないというふうに聞いておりま

すけれども、北見市から連れてきたということで

はなく、上富良野で事業を実施するに当たって、

募集をかけたというふうに聞いております。 

 そこで、サービス提供を行う責任者であるとか、

そういった配置が必要になりますので、人選に当

たっては、これまで福祉施設勤務経験のある方と

いう、そういった方を重視して採用に至ったとい

うふうに聞いてございます。 

 地元からは、残念ながらそういう人材は応募が

なかったということで、パートの分野で雇用があ

るというふうに聞いているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうすると、必要最小限

の要件は満たされていると。責任者については、

一定の資格が要るということですね、経験年数を

持った、実務経験も含めて要るということでしょ

うか。 

 それとあわせて、こういう施設ですから、いろ

いろ今問題になっている火災の問題だとか、いろ

いろそういう問題ありますので、そういった防火

設備だとか、そういったものは特に指導の範囲な

のか、それともきちっとそういった設備が整って
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いなければ開設できないのか、その点お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの米沢

委員の御質問でございます。 

 ４月にスタートするに当たって、事業所の実施

場所は、空き店舗を活用するということでござい

ます。 

 また、通所施設ということで、防火施設の最低

基準ということの十分な把握は私もできていない

ところでありますけれども、やはり人が集まる場

所においての最低の防火対策というものを講じた

中で、寝泊まりして過ごす場面ではないものの、

そういった最低のものを講じながら、その辺も上

川支庁の指導を受けて、許可に至るものというふ

うに私も考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １１１ページの腎臓機能

障がい者の交通費の件でございますけれども、こ

このところが、３級の方、現在３２名、いただい

た資料を見せていただきまして、３２名おられる

のですけれども、３級のところが非常にふえてい

る状況にあるのですけれども、このことにつきま

して、健康づくり担当課長さんにお伺いしたいと

思いますが、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 村上委員の御質

問でございます。 

 腎臓機能障害、交通費助成に関しましては、旭

川であるとか富良野の専門医療機関へ通院するた

めの助成ということで、現在１８名が対象になっ

てございます。腎臓機能障害ということで、手帳

所持者は、やはり年々少しずつふえている状況に

ありますけれども、その中でも今回、交通費助成

というのは、現在透析に通っていらっしゃる方が

町外の病院へ通うための交通費の助成ということ

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 今年度新規に透析のほうに入られた方が５名い

らっしゃいます。いずれの５名の方につきまして

も、町の健診を受けていらっしゃらなかったとい

う状況にありまして、８８歳とか、かなり本当に

高齢で、腎臓の働き自体が、一つの腎臓で７５年

ぐらいもつものが、やはりそこまでもたないで高

齢になったという方も何名かいらっしゃるのです

けれども、それ以外の方で新規の透析になられた

方につきましては、残念ながら幼児期に、子供の

ころの腎臓の病気が発端となりまして、透析にな

られたとか、そういうような形で、町の健診の年

齢まで到達されないでなられたとかというふうな

形で、残念ながら５名につきましては健診を受け

られていない方がなっております。 

 町全体の透析というか、腎臓の機能の改善に向

けた支援につきましては、継続して今支援を行っ

ている状況にあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 健診を受けておられなか

ったということも原因の一つのようでございます

けれども、私も知り合いの中に２人が「透析すれ

すれなの」と、「もう少ししたら透析しなければ

いけないの」とかと言っておりまして、本当に悩

ましい問題だと思いまして、生活習慣病から糖尿

病になりまして、糖尿病から腎臓併発するという、

何か上富良野は意外と多いような感じがしている

のです。それで、「すれすれなの」と言っている

方が身近にいるものですから、糖尿病から、健診

もあるかもしれませんけれども、食生活、運動、

いろいろなことはあろうかと思いますけれども、

塩分も控え目にはしているかと思うのですけれど

も、何か特筆しているのですね、上富良野。腎臓

に、生活習慣病から糖尿病になって、それから少

しずつ数値が上がって、ジョイントして透析しな

ければいけないという方がおられるので、そこら

辺の段階のところで何かいい方法は、いつもそう

思っているですけれども、ありますかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 平成２０年度におきましては、糖尿病が原因と

しまして、透析になった方が１００％いらっしゃ

いました。平成２１年度に関しましては、もとも

との腎機能の障害があって、透析につながるとい

う方が増加している状況にあります。 

 糖尿病性の腎症に関しましては、急になるわけ

ではなくて、非常に血液の中の糖分が高い状況が

長期間続いた結果として、腎臓の細胞自体が、細

胞に糖をどんどん取り込むことで細胞自体が壊れ

ていくことによって腎臓が働かなくなるというふ

うな過程がわかっていますので、平成２１年度に

おきましては、ヘモグロビンＡ１Ｃ７.０以上に非

常になる可能性の高い方３８名いらっしゃいまし

たけれども、その方に対して、何を理解していた

だくと７.０以下にしていただけるかということで、
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糖尿病手帳の作成などを通じて、お一人お一人に

合わせた、例えば多くの方が治療をされていなが

ら７.０以上という実態もありましたので、お一人

お一人がどんな条件が改善をすることで、血液の

中の糖分を減らすことができるかということに力

を注いでいました。 

 血圧ですとか、高脂血症ですとかは非常にお薬

が効いて、飲めば下がるのですけれども、糖尿病

に関しましては、幾らお薬を飲んでも、食べたも

のが血液に入るために起きてくる状況ですので、

お薬を飲む時間と自分の食べる時間をきっちりと

合わせるだとか、さまざまな工夫によって血液の

中に糖を多量に入れ込まないというふうな生活の

仕方を御自身がイメージしていただく以外に、な

かなか糖尿病の改善に関しては方法がないので、

そこのところを、何の薬を飲んだら何時間効いて、

その間におやつをどうしても食べたければ食べる

とか、さまざまなそういうふうな形の工夫ができ

るような支援の教材を準備し、今、学習を進めて

いる状況にあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 先ほど１１１ページの障

がい者の事業所支援の関連で、タイミングが悪く

てすぐできなかったのですけれども、委員長の指

示どおり、すぐやりなさいということでしたけれ

ども。 

 一つ、非常にいいことはいいということで理解

をしたいのですけれども、ただ、３年間というこ

とで、その期間にＮＰＯを立ち上げた形で継続し

ていくかどうかという点の心配もございます。 

 したがって、私は、改造費用５０万円以内だと

か、それから、初年度の備品調達の内訳だとか、

それから、３年間町が家賃等は、上限を５万円に

してという、それらの契約やなんかもあるのでし

ょうか、町と事業者との間。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員の

事業所の支援に関します御質問でございます。 

 今回、平成２２年度予算におきまして、事業所

の支援のための経費ということで、合わせて１６

０万円の計上でございますけれども、これにつき

ましては、あくまでも予算議決を経てからの、当

然相手方に対する支援ということでございまして、

ＮＰＯとして今回スタートするに当たって、町と

の契約であるとか、そういった内容によってとい

うことではございませんで、本拠地を北見に置く

事業所が上富良野町において分所といいますか、

サテライトの事業所としてスタートするというこ

との初期段階の助成、それから３カ年間の家賃の

２分の１の助成という形を考えてございまして、

その概要については、予算が通れば、こういう支

援がありますということのお話はしているところ

でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 議員の皆さん方のいろい

ろな対話の中で、３年間過ぎたらどうなのか、例

えば中茶屋のように、できなかったらまたという

ようなことが出てきたり何なりという心配も一つ

はあるのも事実だし、改造費用がこれだけという

ことでなっていても、実態がどういう内容なのか。 

 それからもう一つは、備品等の調達の関係も一

体どうなのかということがやっぱり疑問になって

くるわけです。町の人が立ち上げたというなら、

ある面で信頼感があるのですけれども、場合によ

っては、上川支庁が上川支庁がということが出て

きて、我々議会も金さえ出せばそれでオーケーと

いうことには相ならないケースが危惧されるので

す。 

 ですから、そういう点でぴしっとその業者と町

と、こういう補助をするということでの協定書か

契約書的な何かがあれば、私は議会に出していた

だきたいと。 

 それからもう一つ、３年間過ぎた場合の問題も、

これは、あとどうなるのかと。結局地元のそうい

う障がいを持つ方が路頭に迷うようなことにはし

たくないし、そのための対策もやはりぴしっとし

ていかなければならないのではないかというのが

私どもの考えていることなので、もしできればそ

ういうことで、我々も十分理解できた、安心した

と。 

 というのは、さっきの午前中の国内外の関係で

も、先に、予算が通らないうちにどんどんどんど

ん進んでいった。今回もそういうことで、事前に

添付資料で我々もいただいているのだけれども、

それもどんどんどんどん進んでいっているのが実

態なわけです。ですから、そういう点では、一体

これから、予算は通したけれども、内容は我々知

らないうちにということにはならないような気も

するものですから、そういう心配をなくすために、

それらの関係の資料は提出されるか、これからま

た提出されるかもしれないし、今、提出されてい

るかもしれませんけれども、そういうものの写し

も我々議員のほうに見せていただきたいと、提出

していただきたいということで申し上げたいので

すが。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員の

ただいまの御質問にお答え申し上げたいと思いま

す。 

 ４月１日からの事業所の設置に当たりましての

補助の考え方は、先ほど申し上げたとおりでござ

いますけれども、特に町と事業所との協定とか、

そういったものは取り交わしているということは

ありませんので、資料としての提供はできないわ

けですけれども、情報の押さえ方として、私ども

もどういった形で内容的に進めていくのかという

ことの提供を逆に施設側からいただいている、何

回かお話し合いをしているところであります。 

 ２月の時点での事前の協議を経て、おおむね事

業展開が認められそうだということの段階で、２

月の末に事業所の設置に関しての本申請は、網走

支庁を通じて上川支庁へ送付されたというふうに

聞いておりますけれども、そういった経過。 

 それから、その内容につきましても、先ほど申

し上げましたような、人の配置の形とかをわかる

ように、我々も情報として提供をしていただいて

いる状況にございます。 

 そういった中において、３カ年間ということが

先にどうも、じゃ、３年後はどうするのだという

ことではなくて、１年１年をしっかり利用者の方

にとって、自立した生活を営む上で必要なサービ

スを提供する場としてのサービス事業所でありま

すので、そういった面のＰＲとか情報の提供によ

って、より障がい者にとって安心して暮らせるよ

うに、事業所運営が適切に効果的に行われるよう

に我々も事業所側との連携を深めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 連携を深めるということ

は当然だろうと思うのですけれども、例えば１年

１年ということで、もしくは半年でもあれですけ

れども、やはり事業の報告の実態を保健福祉課の

ほうに届けるような形でしていかないと、私は実

態をつかめないと思うのです。上川支庁が認可し

たから、上川支庁に申請したからということだけ

で、上富良野町を素通りしていかれて、知らない

ところでどんどんどんどん進んでいくということ

は、非常に我々心配をする面はあるし、せっかく

立ち上げてやったらのなら、何とか成功し、それ

らの障がい者がここでいろいろな形で生活する、

自立をしていくというような機会にさせるべきだ

と、そのために僕は、町長は決断したと思うので

す。ですからそのために、我々もそういう立場で

理解のできるような条件整備、それから、進展す

る過程の中での状況把握をしたいということでご

ざいますので、そういう点で、やはり情報提供を

議会のほうにも出していただくようにお願いをい

たしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの中村

委員の御質問でございます。 

 私どもも、先ほど申し上げましたように、事業

者から必要な情報を積極的に取り入れたいという

ふうに考えてございます。 

 ３月６日に上富良野町の、沿線の方も含めてで

すけれども、事業所説明というのを行いまして、

また、さらに上富良野町内におけます障がいの団

体との懇談も行ったというふうに聞いてございま

す。近々その内容も私どもとして、状況、結果に

ついてお知らせしていただくことにしております。 

 そういった状況から、今後におきましても事業

所との話し合い、状況をよく聞かせていただく、

把握しながら、必要に応じて議会側にも説明をし

てまいりたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １１３ページの地域生活

支援事業という予算が計上されておりますが、こ

れは、どういう内容で事業展開になっているのか、

改めてお伺いをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） １１３ページ、

扶助費の自立支援……、（「委託料ですね」と呼

ぶ者あり）委託料ですね、失礼しました。地域生

活支援事業でございます。１,０４４万９,０００

円でございます。これにつきましては、地域支援

事業ということで、町が障がい者のために必要な

事業を、上富良野町の実態に応じた事業の進め方

をするということでございます。 

 まず、富良野沿線において共同実施をしている

部門というのが６事業ございます。相談支援事業、

それから、コミュニケーション支援であるとか、

地域活動支援センター事業というものがあります。

これにつきましては、富良野の共同委託で、富良

野の事業者、エクゥエートというところに委託を

しているところでございます。 

 また、ほかに移動支援事業、それから、日中一

時支援事業、訪問入浴事業については、それぞれ

事業所に委託をして、必要とする障がい者のため

のサービス提供に当たっているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、ここにも

見ました日中一時支援、相談事業等については、

いろいろと生活身辺含めて相談があるのかなとい
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うふうに思いますが、そういう相談については、

上富良野町でいえば、どこが窓口になっているの

かというのと。 

 例えば、それぞれ業種に委託しているかと思い

ますが、今、問題になっている移動支援やら日中

一時支援についても、やっぱり改善されるべき内

容等が含まれているかというふうに思いますが、

こういうものも今年度の中には、まだ予算化はさ

れていないのですか、この段階では。改善に向け

た。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

御質問でございます。 

 今回の予算計上、地域支援事業でございます。

昨年と比べて若干、２割近くが増額となってござ

います。単価のアップというものもあったわけで

すけれども、やはり事業所の設置等に伴いますと

いうか、利用増を想定した予算を組んでいるとこ

ろでございます。 

 また、相談支援ですけれども、町行政としての

相談窓口は保健福祉課でございます。また、富良

野への事業所に委託している部分もございますけ

れども、富良野へ行ってくださいということでは

なくて、必要に応じて訪問、こちらへ来ていただ

くこともあります。電話の相談もございます。我

々が富良野の受託者に相談することもありますし、

相談事業所との連携というのは、そういう意味で

は、顔を合わせて相談を行うような形をとってい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この相談も恐らく多種多

様な内容になっているかというふうに思います。

将来的には、平成２３年度より包括支援センター

等において、こういった福祉、障害における相談

等も絡めた支援、相談を充実するという、そうい

う方向にも今なりつつあると思いますが、そうい

った意味では、今から当然体制づくりというもの

も含めたことを行わなければ間に合わない部分が

あると思いますが、そういうものも含めた中で予

算化という形になっているかどうかは別としても、

そういう対応はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまおっし

ゃったような１年後、２年後を想定した体制のあ

り方、特に、権利擁護部門というのが加速化とい

いますか、この問題がふえているということがあ

ります。親族がいてもなかなか面倒を見ないよう

な、放棄するようなということで、その方の権利

を守るという非常に重要な部門の問題がクローズ

アップされていることがありますので、それらに

もしっかりと目を向けて取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １１５ページの子ども手

当支給費という形で８８８名でしょうか、対象に

なっているかと思いますが、実際聞きましたら、

養護施設等に入っている場合、そういう場合は、

この子ども手当の支給の対象になるのかどうなの

か、対象外になる子供さんというのは実際おられ

るのかどうなのか、その点はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問にお答えをしたいと思います。 

 今、盛んに新聞紙上で取り上げられております

ように、当初、国では、養護施設に入っている子

供たちの手当ては考えていなかったようでござい

ますが、今まさに国において、参議院で審議中で

ございますが、情報では、すべての子供たちに均

等にということで情報が入っております。 

 ただ、一定の学校、いわゆる北朝鮮の問題等は

まだ審議中で、どうなるかわからない状況がござ

いますが、少なくても、当初、国が言っていた状

況よりも広く子ども手当の支給がされるものだと

いうふうに実は考えております。 

 ちなみに、上富良野町では、当初除外されてい

た子供たちの人数がおりませんでしたので、これ

らについては、今回の予算措置でおおむね全部ク

リアできるかなというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） わかりました。 

 それで、１１３ページの療育指導員の報酬等に

かかわってなのですが、町では、効率化改善計画

のもとに、職員定数については極力抑えるという

形の対応になっておりますが、毎回言うのですが、

こういう療育指導員の方に限らず、非常に苦慮さ

れて、専門性の方がやっぱり多いわけで、こうい

った部分をやはり正職員化するだとか、やはり将

来の見通しを立てる必要があるのではないかと。

効率化効率化ということで疲弊してしまったら何

もなりませんので、やはりこういった部分につい

ては手厚く、正職員にする対応も、道も開くよう

な、そういうことをやりながら療育指導員の意欲

を高めていくというのも必要だと思いますが、こ

の点は、ことしは改善されないのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問



 ― 45 ― 

にお答えいたします。 

 以前にも申し上げたと思いますけれども、今の

町長の執行方針にもありましたように組織の見直

し、それから今、現行の職員数の適正化計画につ

いても少し見直しする課題になってございますの

で、今言われたような要素も含めまして、その中

でどうあるべきか位置づけを検討したいというふ

うに考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、よろしい

ですか。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 同じところで、発達支援

センター事業の中で、臨時保育士の賃金の関係、

３２万８,０００円ということで、前年度６５万６,

０００円というので、完全に半分になっているの

です。それで、それらの要素はどういう要素なの

か聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（真鍋浩二君） ９番中村委

員の御質問にお答えいたします。 

 発達支援センターの療育指導員の賃金ですけれ

ども、今年度、平成２１年度におきましては、町

の共生事業の事業実施スタートということで、日

中一時支援事業のスタートをしてございまして、

今年度６８万円ほど予算措置をして事業を実施し

ておりましたが、実際の利用人員が当初の予定よ

りも減少しておるというような実績もございまし

て、平成２１年度は賃金を減額しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 適応人員が減少というこ

とだったら、平成２１年度は何人でこれだけ。そ

れから、平成２２年度は減少は何人になったから

こうなのだということで、具体的に数字で示して

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（真鍋浩二君） 言葉足らず

で申しわけございません。 

 平成２１年度、今現在ですけれども、２名の利

用人員が延べ１１回利用いただいております。そ

れで、平成２２年度につきましては、このお子さ

ん方の利用というような形で、２０日程度予定さ

せていただいて計上させていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １１７ページの委託児童

措置費の関係です。 

 わかば、西保育園とも前年度と８００万円、９

００万円ということで非常にふえております。し

かし、平成２０年度の決算を見ると、大体似たよ

うな数字になっているのですけれども、平成２１

年度から平成２２年度の関係、８００万円、９０

０万円のふえた要素というのは何でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹。 

○子育て支援班主幹（真鍋浩二君） 中村委員の

保育所の運営費についての御質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 平成２２年度の新年度予算につきましても、こ

れまでの実績を踏まえて、当初は、これまでは４

月当初の入所申し込み児童数で積算をしてきた経

緯がございますけれども、年度途中で数回ほど補

正予算を組ませていただいているというような現

状にございまして、そんな中で、平成２２年度に

ついては、最終的な実績を見込んでというような

形で、これまでの実績も含めた中で算定をさせて

いただいております。 

 算定ですけれども、わかば保育園につきまして

は、平成２１年度５４名で当初見込んでおりまし

たが、平成２２年度は６０名、西保育園につきま

しては、平成２１年度４５名で見込んだおりまし

たが、平成２２年度については５２名で積算をさ

せていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） わかりました。と言うこ

とは、平成２１年度は若干人数の関係を低目に見

ていて、そして補正でこうなっていったというよ

うなことで、平成２０年度の決算と大体似たよう

な数字ですから、ある面で、入所された子供さん

の関係でこうなったのかなという予想はしていた

のですけれども、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで、３款の民生費についての質疑を終了いた

します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ち

ください。 

 次に、４款衛生費の１２４ページから１４１ペ

ージまでの質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １２５ページ、小児緊急

医療支援事業の負担ですけれども、２１万４,００

０円、金額的にはあれかもしれませんけれども、

これは、広域緊急医療対策負担というところが３

６２万８,０００円と、こちらのほうが２７１万１,
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０００円ふえているのですが、これわざわざ別に

出して、小児緊急、私は広域緊急医療のほうに含

まれていてもいいのではないかと、こういうふう

な気がしているのですけれども、これにつきまし

てちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 小児救急医療支援事業負担につきましては、今

までは、小児科医が現場にいなければいけないと

いうふうな制約のありました道の補助金が、今年

度より、すべての２次医療圏の重症の小児に救急

体制を確保するということで、道のほうでオンコ

ール体制についても補助対象にするということで、

補助制度が変更になりましたことから、協会病院

のほうにおきまして、小児科医の確保のための費

用に使うということで、新たに小児救急医療支援

事業負担というのを沿線で協議が行われまして、

新たに生じたものです。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 確かに、町立病院に小児

科は持っておりませんので、前はいんやく小児科

に大分通っていた経緯があると思うのですけれど

も、そうしますと、小児科、何人ぐらいを大体見

込まれているのでしょうか、職場で。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 実績とし

ましては、管内で年間に２００名強ぐらいの方が

救急の中から入院に、小児科の場合はなっており

ます。その中の、町は大体２８％、２年間の平均

しますと２８％ぐらいが上富良野町の子供さんが

示しているということで、患者数に応じた割合と

いうことで町の負担額が２１万円となっています。 

 ただ、ここにつきましては、単年ではなく、何

年かの平均値を出して負担割合を決めていきたい

というふうなことで、今、沿線の中では協議を進

めているところですので、若干額の変更はあるか

と思われますけれども、総体としましては７５万

円の事業費の中のやり取りになると思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 今のところで関連でお聞きさ

せていただきたいのですけれども、広域救急医療

というのは富良野の２次救急のことだと思うので

すけれども、昨年から４倍ぐらい金額が上がって

いると、９１万円ぐらいだったと思うのです、昨

年。それで３６０万円ぐらいですから、大体４倍

ちょっとになるのかな。 

 それで、負担の、以前と、私は平成２１年度か

ら平成２２年度にかけて、それだけ上富良野にも

救急告示病院というのか、こういうのがあります

から、上富良野で手に負えなかった方、手に負え

なかったと言ったら語弊あるかもしれないけれど

も、そういう方々が富良野へ行っているというこ

とによって、平成２１年度から平成２２年度にこ

れほどふえるとは私は思えない、人数的に。先ほ

ど患者負担割合という……ですね、小児救急の場

合。そこからいくと、急に４倍もふえるわけない

というふうに単純に思うのです。それで、負担増

になった要因は、負担基準が見直されたのか、ど

ういう形で見直されたのか、その辺ちょっとお聞

きしたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ４番谷委

員の御質問にお答えいたします。 

 ３年前に広域救急の負担割合を決めておりまし

たときには、３,０９７万円の負担割合を、富良野

市が８割、残りの２割を圏域の患者数割りで負担

割合を決めるというふうなルールになっておりま

した。そのルールは、協会病院の建設のときの負

担割合のルールを適用しておりました。 

 今回の見直しに当たりまして、２次救急の患者

割りのルールを適用されるということになりまし

て、上富良野は、全体の１,９２２人のうち２２５

人、上富良野町で１１.７％が２次救急の患者数で

あるということで、今回、負担ルールの変更に伴

いまして増額になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 今の説明ですとか、負担の基

準というのは完全に患者数によって決まる、決め

たと、こういうことですね。これは、いろいろな

会議があって、最終的に町長の判断で了解したの

だろうと、こう思うのですけれども、３,０９０万

円という話ありましたよね、これは固定なのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 広域の救

急を行っていくのに実際にかかっている費用に関

しましては、１億円近い金額、協会病院の負担費

用も入れますと１億円近い費用額となっています。

その中で、市町村が負担すべき費用額として、上

限額をある程度定めておりますので、３,０９７万

円という部分をどういうふうに、ルールをつくっ

て割り当てするかということで協議が行われてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 聞いていると、何となく納得

できない。患者割りだというから、かかっている

のだから、患者割りだと言われれば、そうかなと
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一方で思うのですけれども、これは富良野の協会

病院ですよね、広域圏だからいいのかも……。う

ちの町でも救急病院があって、救急になっている

のだと思うのです。 

 町長にお聞きしたいのですけれども、病院の経

営者として、病院を経営したら、会社でも同じな

のですけれども、患者さんに来ていただくことが

基本であって、富良野に通ってやっているからお

まえらもうかっているのだろうという、そういう

発想はないのでしょうけれども、その部分という

のはどういうふうに思って、うちの町としては、

ここの分を、何千万円になるのかな、５,０００万

円近いお金だと思うのですけれども、入れている

と。二つのところに負担すると、こういう発想に

なりますかね、どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 町では、

町立病院のほうに、救急告示病院としまして４,８

５０万円の負担を行っております。救急告示病院

としまして、町立病院のほうで年間１,８００人ほ

どの、１次と２次の救急を合わせまして行ってお

りまして、２次救急分につきましては１２０人ほ

ど町立病院でも対応している状況にあります。こ

の辺に関しましては、谷委員の同じ思いを持って

おります（「認識は同じだということですね。ど

うですか、町長」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（向山富夫君） 谷委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 非常にここに決着するまでに紆余曲折がござい

まして、非常に私もじくじたる思いでこの数字に

至ったわけでございますが、３年前に算定を見直

すという約束が広域圏でなされていたというふう

に引き継ぎが私受けておりまして、圏域５市町村

の首長が見直そうということで、見直し案が示さ

れまして、今、谷委員のほうからお話ありました

ような、上富良野は上富良野として病院経営をし

ているということで、上富良野の町立病院が存在

するから協会病院の２次救急も、まずそこで、む

しろ過剰な２次救急の負担を緩和しているのでは

ないかなというふうに私思っているものですから。

しかし、圏域の他の首長さん方の思いとしては、

それは富良野の２次救急の負担については、それ

はまた、気持ちとしてはわかるけれども、非常に

理解できないというように、再三にわたりまして

非常に、本当に決裂するのではないかと先方に思

われるぐらい私も納得ができませんで、相談をし

た経過でございます。 

 その後、担当課を通じて再度、私の気持ちを伝

えていただいて、着地点が見出せなくて、最終的

に首長の再度会議を持ちまして、私を除くすべて

の首長さんが、均等に患者割りですることが一番

公平だということで、私の思いは通じなかったと

いうことで、今日に至っているという実態でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 今、町長に説明いただいて、

町長も苦渋の選択をして決断したのだということ

が伝わってまいりました。これは、ほかの町村に

してみますと、特に南富良野なり占冠なりになる

と病院がないのです。特に、下にある小児救急医

療にしても２次医療にしても富良野に頼らざるを

得ないということで、多少の出費を覚悟でも、そ

こに頼らざるを得ないという状況にあるから。中

富良野も町立病院を抱えていますけれども、救急

病院の指定にはなっていないというようなことで

すから、上富に来るか富良野に行くか、第三圏の

旭川に行くかと、どっちかになるのでしょうけれ

ども、そういった面では、やはり多勢に無勢だっ

たということが十分伝わってまいりました。それ

以上のことは追究しませんけれども。 

 そこで、ちょっと思うのですけれども、先ほど

町長の答弁の中で、３年前という話ありましたよ

ね、ということは、向山町長時代の前ということ

で、何年かおきに見直すのですか、これ。その辺

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（向山富夫君） 谷委員の御質問にお答え

させていただきますが、引き継ぎの中で、見直す

ということが記されたものを示されました。前回、

ここに決着した段階では、私、相当激高しており

まして、ちょっと冷静でなかったものですから、

そこまで能登市長は話を進められなかったのかど

うか、そういう話は、今度また見直すというよう

な話題に至らないで、私はさっさと帰ってきてし

まったものですから。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） こうなりますと、先ほどの話

だと、広域救急に関しては３年ごとぐらいに見直

していくのだというような状況になってくるのだ

と思うのです。そうすると、これは平成１９年と

いう話がありましたから、平成１９年、２０年、

２１年、患者実績だと、それで平成２２年度の予

算計上だと、こういうことで理解してよろしいの

ですか。 

 では、一番下にある小児救急の場合は、これも

３年ですか、この辺ちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 
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○健康づくり担当課長（岡崎智子君） この制度

につきましては、平成２２年から始まるのですけ

れども、現在のところ３年の患者数の実態に応じ

た負担割合の設定という方向で話し合いされてお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） これ３年と、何人、町長、説

明あったのですけれども、２１万４,０００円ぐら

いで終わりますかね。平成２２年度、事業年度終

わらなかったら結果出てこないのではないですか、

平成２０年、平成２１年の実績だけであって、こ

れは２年間と理解してよろしいのですか。 

 もう一つ、関連ですからお聞きしますけれども、

こうなりますと、何でも求められますよ、これ。

例えばうちの病院は産科ありません。産科救急な

んてまた求められるものになってきませんか、こ

れ。その辺いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 産科救急

に関しまして……。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうから答弁させ

ていただきたいと思います。 

 もう委員も御承知のように、この圏域の中では、

協会病院は中核病院ということでございますので、

私どもも、今、委員が言われるように、救急告示

病院とは言いつつも、いろいろと協力関係にござ

います。 

 したがいまして、今後、今、言われるような産

科の部分につきましても、協会病院で対応が非常

に困難な課題があるということになれば、圏域の

中でまた、共同でどう支えるかというテーマにな

るかと思います。 

 どういうルールにすることが一番いいのかにつ

いては、またこれは協議でしょうけれども、今ま

での流れを踏まえると、同じような形で議論がス

タートされるのかなという想定でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １２５ページの病院の負

担金、交付税関係についてお伺いいたしますが、

国のほうは、ベッド数の少ない、いわゆる病院の

改善計画も立てるということで立てました。最終

的に立てたけれども、また老人保健施設に転換し

て努力はしたけれども、さらに交付税を削減する

という手段に出てきたのですね。それで、これは

時限立法で、いわゆる３カ年でしょうか、経過措

置ということで、最終的には交付税を廃止すると

いう形になるだろうというふうに思います。 

 そうすると、これだけ自治体が再建計画を立て

て頑張って、なおかつ老人保健施設に転換して、

追い打ちをかけるようにして交付税を削減すると

いう自体に問題があるのだろうというふうに思い

ます。そこへもってきて、富良野のこういう負担

が伴えば、当然納得できないのですよ、前から問

題になっていたのです。いわゆる富良野の病院な

のだから、多少人間なんていうのは行き来するの

だから、そこら辺は当然見てしかるべきだろうと。

それがなかなか思うように、それぞれ自治体の問

題を抱えていたのだけれども、改善されてないで

来ているのですが、そういう状況の中で、町立病

院の存続ということも含めて、やはり２次医療と

いう形の中で、それこそ今、担当課長も言ってい

たとおり、緊急の患者数が１,８００名もいるとい

う状況の中で、それなりの頑張りもやっているわ

けです。そういうことを全く評価しないで、交付

税を削減するというところにやはり問題があるわ

けで、この問題についても、一般的な論議に終わ

らせることなく、徹底的に国の姿勢を変える必要

があるのだろうと思うのです。こういう部分の改

善策も含めて、富良野の今の医療費の負担割合の

問題でも、富良野市は所在の医療機関を持ってい

ないわけですから、それ相当の負担はしているか

と思うのですが、もっと負担していいはずなので、

この点はどういう状況になっているかということ

をあわせてお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えします。 

 病院の交付税措置の関係については、町長も含

めまして、議員の皆さんに御発言していますので、

何とか５カ年、現状を維持するというような形で、

国段階含めて容認されているところでございます。 

 その後の展開、それから、あわせまして、今、

公立病院の改革プラン、これも樹立しましたし、

私どもは、今、委員がおっしゃられるように、い

ろいろな面を通じまして、病院は自助努力してい

るというふうに押さえてございますが、いかんせ

ん国におきましては、圏域ごとに広域化連携構想

も打ち出してございますので、それらの議論がこ

の圏域の中でどうなるかということも大きな課題

だというふうに私どもは認識しているところでご

ざいます。 

 いずれにしましても、町にあるこの病院は、地

域で暮らすためになくてはならない機関だと思い

ますので、そんなに簡単に机上で、なくなるとい

うことは念頭にはございません。国におきまして
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も、今、地域主権改革という名のもとに、地域が

地域のみずからの意思で、みずからの責任で行政

運営をするというのが柱でございますので、そう

いう名のもとに迎える交付金、一括交付金等も含

めまして、必要な機関をしっかり維持するという、

そういう働きをしなければならないというふうに

認識しているところでございます。 

 また、と言いながら、前段で申し上げましたよ

うに協会病院と協力関係を維持しなければならな

いということでございますので、そういう支援の

方法、お互い連携し合うということをこれからも

維持しなければならないと。 

 先ほどテーマにありましたように、それをする

ために、富良野も含めまして、それぞれが支える

ということでございますけれども、町長からも話

ありましたように、私どもも自力で地元の病院を

維持してございますので、富良野におきましては

公立病院がございませんので、病院経営がどの程

度なものかということがなかなか御理解いただけ

ませんが、今後におきましても、今まで申し上げ

ていることを繰り返し訴える、そういう主張をし

ていくことが私どもの地域の責任だと思いますの

で、そういう形で協議のテーブルに着くべきもの

だというふうに認識しているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 問題は、やはり交付税対

策という形で、診療報酬も含めて、国の医療体系

の見直しでどんどん地方にも、そういった診療報

酬の削減やら何やらという形で、やはり予算を縮

減するという背景の中で、協会病院もそういう状

況になっている部分もあると思うのです。 

 産婦人科の充実についても、医師の確保という

のが叫ばれて、最近ようやく充実するようにはな

ってきましたけれども、まだまだです。そういう

意味では、やはりそういうことも国の原因と、当

然地方が負担しなければならい部分、当然、富良

野圏域ですから、それなりの協力体制というのは

全く否定するわけではありませんが、しかし、一

方的にその負担をどんどんふやされるというのは

問題があるわけで、上限なら上限を決めるなり何

なりの、手法も持って対応しなければならない部

分があるのではないかなというふうに思います。

私はこの二つの問題がネックになって、そういう

負担割合のいろいろな問題が出てきていると思い

ますので、この点、改善する必要があると思いま

すが、伺います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えします。 

 おっしゃるとおりだと思います。私どもも連携

していろいろなものを支えるということでござい

ますけれども、一番大事なのは、先ほど町長も非

常につらい思いを語りましたが、やはりお互いに

地域の特性を認め合うということが大事でござい

ますので、そういう観点でこれからも臨まなけれ

ばならないと思いますし、非常に今の状態が、あ

る意味ではいろいろな大事なものを支えるバラン

スになっていると思いますので、そういう意味で

は、繰り返しになりますけれども、町でやってい

ることを御理解いただくという、そういう主張を

これからも踏襲してまいりたいというふうに考え

ていますので、御理解と御協力をいただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 何回も言いますが、１２

５ページの乳幼児医療費給付費の問題で、限定つ

きで上富良野町は補助枠も拡大したというのがあ

ります。それで、平成２３年度以降もう一度、時

限立法的になっていますので、見直しをして、こ

の補助制度のあり方を見直すという答弁がこの間

ありました。 

 いわゆる中富良野町においても中学校卒業まで

でしょうか、比布町においても改善もされてきま

した。確かに、町が言うように、そればかりで、

これだけで子育てというのはやはり充実するもの

ではありませんので、町長がおっしゃるように、

トータルで物事を解決するというのも当然必要な

手法ではありますが、しかし、殊、乳幼児医療費

の問題については、子供の健康を守ったりする部

分で非常に大切なものになってきているところが

あります。他の地方自体の施行している状況を聞

きましたら、こういった手厚く保護されることに

よって医療費が一定部分削減されたと。それは、

予防医療とも相まった中での状況になっています

ので、こういった部分は、平成２３年度以降、改

善する方向で、前へ前進させるという方向で改善

するということでよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

乳幼児医療にかかわります御質問にお答えをした

いと思います。 

 今、委員御発言にありましたように、今、全国

的にも乳幼児医療の制度を独自に上乗せする動き

があることは実は承知をしてございます。 

 さらに、御発言にもありましたように、上富良

野町におきましては、平成２０年４月１日からに
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なりますが、独自の上乗せサービスを実施して、

今予算の中に約１８０万円の独自の事業を上乗せ

したところであります。 

 御案内のように３年間の時限立法といたしまし

て、平成２３年３月末までこの事業を継続する予

定でございますが、今、町長から指示があります

のは、その期限までに、いわゆる子育て支援のあ

り方、医療費給付も含めまして、また、委員発言

にありましたように、上富良野町が実施をしてお

りますその他の子育て支援のあり方、これらも含

めまして、この期限までに継続するのか、さらに

拡大をしていくのかの検討を保健福祉課と連携を

しながら協議を進めるよう指示を受けているとこ

ろであります。 

 これら拡大する部分につきまして、この時点で

まだ明言はできませんが、何かの、少なくてもこ

れらの事業を継続する、あるいは上乗せするには

どのような財源があるのかも含めて、今、検討を

していきたいというふうに考えてございますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １２９ページのがん検診

のところです。がん検診の中に、ことしは、女性

特有のがん、子宮頸がんかと思いますが、１８１

万９,０００円。一定の年齢というのは何歳なので

しょうか。 

 それと、昨年の乳がん検診の状況はどうであっ

たのか。 

 それから、本人負担は一切ないのかどうか、ち

ょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 先に対象年齢につきましてお話しさせていただ

きます。子宮がんにつきましては、２１歳、２６

歳、３１歳、３６歳、４１歳の５歳刻みが対象に

なっております。乳がんにつきましては、４１歳、

４６歳、５１歳、５６歳、６１歳が対象になって

おります。この年齢に到達した方につきましては、

御本人の負担がなく、クーポン券を持参すること

で検診が受けられるというふうな仕組みになって

おります。 

 平成２１年度の受診の結果につきましては、子

宮がんにつきましては、２７％の方が受診をされ

ております。乳がんに関しましては３４％の方が

受診をされております。初回の受診の方が多かっ

たこともありまして、子宮がんにつきましては２

名、卵巣腫瘍に関しましても２名、乳がんにつき

ましても１名の発見に、これはクーポン券対象以

外の方も含めてですけれども、発見につながって

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 本人負担は一切ないので

すか。そうですか、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １３３ページの地域新エ

ネルギービジョン策定という形で、町のほうでは、

昨年来から地域の実行計画も立てられました。 

 それで、今後、これに基づいた具体的な行動計

画を立てるのだろうというふうに思いますが、こ

の中で、読みましたら、やはり二酸化炭素等の排

出で、事業所等の排出量をどう抑えるか、当然家

庭等もなのですが、そういう状況の中でお伺いし

たいのは、今後、町としても、いわゆる行革プラ

ンの中にも啓蒙・啓発、学習の問題やらいろいろ

細かに書かれております。 

 そういう意味では、やはり町が今後試行的にも

太陽光パネルを設置して、それがどういうふうな

影響を与えるのかという問題や、これからそうい

うエネルギーの節約につながるそういったシステ

ムの暖房だとかつけた場合の、そういったものに

対しても一定の補助制度があるようにも聞いてい

ますので、やはり目に見えてわかりやすいような

排出量、上富良野町はこのぐらい年間排出してい

ますというような、入り口をどこに掲げるかわか

りませんが、目に見えるような具体的な対策とい

うのも視野に入れることが必要ではないかなとい

うふうに思いますが、その点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

新エネルギービジョンの関係につきましての御質

問にお答えをいたしたいと思います。 

 御案内のように、平成２１年度でありますが、

いわゆる地球温暖化防止対策推進法に基づきます

実行計画を我が町も立てて、この３月に完成する

予定となっております。 

 その地球温暖化ガスである二酸化炭素を削減す

るためのそれぞれの手法となります省エネルギー

の観点、今回は、平成２２年度は新エネルギーの

観点で、これらの事業計画を実効のあるものにし

ていこうという取り組みでございます。 

 委員、発言にございましたように、二酸化炭素

の削減につきましては、いわゆる産業部門につき

ましての位置づけは、これは、二酸化炭素を削減

するために産業行為を削減するわけにはいかない
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ということから、産業界におきましては、今、盛

んにされています技術革新を待って、これらに取

り組むべきだという位置づけにしてございます。 

 そういうことから、家庭部門を中心に、これら

の削減の対策を練っていこうという、実は計画の

内容にしたところであります。 

 目に見える対策といたしまして、本年、平成２

２年度ですが、温泉熱を活用したヒートポンプ、

これらの導入を図りながら、行政として先鞭とな

るような技術を投入しながら、目に見える形で二

酸化炭素の削減に取り組んでまいりたいと。 

 また一方、民生部門につきましては、啓蒙普及

を中心に行っていきたいということから、平成２

２年度、エコセミナー、あるいは町民とのワーク

ショップ等を計画しているところであります。 

 いずれにいたしましても、官民一体となった取

り組みが必要かなということから、引き続き、平

成２２年度で終わることなく、今後もこのような

形で推進を図っていきたいというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） このアンケート結果を見

ても、関心がある、ある程度関心があるという形

で非常に高くなっています。どういう努力をして

いるのかという点では、レジ袋から始まって、消

灯するだとか、本当に細かな努力も住民の皆さん

がそれなりにしているのです。 

 それとあわせて、これからの要望ということで

は、省エネルギー機器購入等の支援だとか、温暖

化、省エネルギー、情報提供だとか、啓蒙だとか、

学校などにおける環境問題の教育だとか、多種多

様な、今、ふだん皆さん方が感じておられるのと

同じような回答が出されています。 

 そういう意味では、本当に鉄は熱いうちに打て

ということで、やはりこの機を逃さず、ある程度

段階的に打って出れば、前へ進む話なのだと思う

のですが、この点、担当の課長よくおわかりだと

思いますので、細かいことは言いませんが、具体

的な進歩方法も取り入れながら、これを前へ進め

るという手法が当然必要になってきていると思い

ますが、この点をお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問にお答えをいたします。 

 今、委員御発言のとおりに私どももとらえてい

るところであります。先ほどの繰り返しになりま

すが、この取り組みは、１人、２人の取り組みで

は効果が出ませんので、いわゆる意識啓発、普及

が重要かというふうに考えておりますし、また、

適期に資金の投入も必要になるときもございまし

ょうし、いずれにいたしましても、短期間の取り

組みではなくて、長期的な取り組みの中で段階的

な意識の高揚を図っていく対策を練っていきたい

というふうに考えてございますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 関連でお願いします。 

 次々に法律というか、環境法が変わってきてい

るので係の方も大変かなというふうに存じており

ますが、地域温暖化対策地方公共団体実行計画と

いうのがあると思うのですけれども、新実行計画

に基づいて、推進計画というのがもしあれば、そ

こら辺のことをちょっと伺いたいなというふうに

思いますのと。 

 今回、平成２２年度で予算計上しているのです

けれども、それにあわせて、今、委員さんがおっ

しゃったように、実際に行動していかないと、町

としても、平成２３年度からの多分実行に移して

いくと思うのですけれども、それにあわせて何か、

ことし的に準備として考えもあるのか、その辺も

伺いたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員

の御質問でございます。 

 実は、平成２１年度に、先ほど言いましたよう

に、地球温暖化防止対策推進実行計画を立ててご

ざいますが、この平成２１年度中に法律が改正を

されて、当初、実は上富良野町全域を網羅した形

での推進計画というものと、上富良野町が事業所

として立てなければならない、多く二酸化炭素を

排出する事業者がつくらなければならない実行計

画という二つのものを計画に立てていく予定をし

ておりましたが、今年度中の法律の改正によりま

して、これらを一体化した実行計画、いわゆる区

域計画といいますが、これを立てなさいという法

律に実は変わったものですから、当初、昨年の今

ごろ御説明をいたしておりました推進計画と、役

場がつくらなければならない実行計画を一緒につ

くっていくのだという御説明をこの場でした記憶

がございますが、今、説明をいたしましたように、

法律の改正によりまして、いわゆる区域計画とい

うことで一括されたということで、御理解もいた

だきたいと思ってございます。 

 今つくっておりますのは、いわゆる上富良野町

全域と上富良野町役場がつくらなければならない

ものをすべて網羅した形で今、計画が立っている

という御理解でお願いしたいと思います。 

 また、平成２２年度の予算につきましての御質
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問がございましたので、先ほど米沢委員のときに

ちょっとお話をさせていただきましたが、実はこ

の予算書の中に、町民と、職員ももちろんですが、

エコセミナーとワークショップの開催経費も実は

盛り込んでございます。これらにつきましては、

市町村振興協会、あるいは北海道大学等の協力を

得ながら講師の派遣も今準備を進めているところ

であります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） その後の助成制度につ

いての取り組みということは、今はまだ考えてい

ないということでよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員

の御質問でございますが、今、平成２２年度に新

エネルギービジョンを策定する中で、今、盛んに

言われております太陽光発電の可能性、例えばそ

ういう新エネルギービジョンの中で、太陽光パネ

ルですとか利雪のシステムですとか、これら上富

良野町に合った新エネルギーが可能性としてどう

なのかという点も含めまして、新年度においてビ

ジョンを立てていきたい。 

 また一方、国のほうでも２５％削減に向けた何

らかの補助対策、一般住宅も含めましてですが、

これらの仕組みがどうなっていくのか、これらも

見ながら町として推進体制をどのようにとってい

くかというのは、まさに今後の検討すべき課題だ

というふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １３５ページの墓地の未

利用地使用料返還３０万円計上いたしております

が、これは、平成４年と平成１０年に区画整理を

したところではないかと思うのですが、全体で何

件ぐらいの未利用地があるのかちょっとお尋ねし

たいと思います。 

 それと、上富良野町墓地の設置及び管理に関す

る条例施行規則というのがありまして、これは、

墓地を借地ですか、そのときの墓地使用許可証と

いうのがございまして、６項目ございます。それ

で、許可された日から１年以内に墓石等の建立を

行うことと、こうなっておりまして、この遵守事

項は、この許可証は大切に保管してくださいと、

こういうふうになっているところでございますが、

今回、未使用地を、３０万円返還してもらったら

ということでなっておりますけれども、今までは

どのような対応をされたのかちょっとお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

墓地の関係に関する御質問にお答えをいたしたい

と思います。 

 まず、未利用地の使用返還の予算の組み立てで

ございますが、平成４年と平成１０年に造成いた

しました区画が２３１区画ほどございます。これ

を町民の方に転売いたしておりましたが、実は残

りが２５区画程度になったところであります。毎

年何区画売れるかというのは、不確定要素もござ

いますが、大体平均をすると４区画、５区画ぐら

い平均して売れていく状況にありました。 

 したがいまして、近々にさらに造成を図らなけ

ればならない時期を迎えるわけですが、実はその

中に、敷地は売っているけれども、未建立の区画

が２９区画ほどございます。相当前に売っている

区画もございますことから、代がかわったり、そ

の他の理由により建立を今後も予定していない方

がおられるとすれば、これらの方々に返還の調査

をいたしまして、意思を確認いたしまして、返還

できるものについては返還をしていただいて、こ

の墓地の区画の延命を図っていきたい。このよう

なことから、この１０万円の３区画を予算化した

ところであります。 

 あと１点の管理条例の関係と条件の関係の御質

問でございますが、今現在の規則によりまして、

売ったときから以降１年以内に墓石を建立するこ

とという条件を入れましたが、実は平成１９年で

ございます。その以前は、この条件が付されてい

なかったことから、今、未建立のところが、先ほ

ど言ったような形で残っているということでござ

います。平成１９年以降、現在もですが、そうい

う条件を付してございますので、今現在は、売っ

たところについては、基本的には１年以内に建立

されているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今、平成１９年以降だと

いうことをお聞きしたのですが、借地料として、

買った人につきましては、いつまでにというよう

な考えがなくて今日に至っている人もいるかと思

うのですけれども、何か本当に何年もたってしま

って、月日がたち過ぎているというような感じが

するのですけれども、なかなか難しいのではない

かと思うのですが、私は、返還の要素が出た場合

に予算化をしてもいいのではないかと思ったりす

るところですけれども、そこら辺どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 
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○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

御質問でございますが、返還につきましては、も

ちろん強制するものではございません。逆に、意

思を確認させてくださいというところから始める

ところであります。ただ、これで、それぞれ相手

も含めまして、合意が成り立ちましたら、速やか

に返還をできる体制も整えておきたいということ

から、何区画になるかわかりませんけれども、３

区画分を予定を、予算を計上させていただいたと

ころであります。 

 繰り返しになりますけれども、年４回の補正予

算を待ってということではなくて、合意ができた

段階で速やかにお金が支払えるような体制を整え

ておきたいということでございますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） やっぱりなかなか御本人

は余り、建立しなくてもといって、今日に至って

いると思いますから、難しいものがあるのではな

いかというような気がいたしております。それで、

今までなぜこういうようなことを、今、残り少な

くなってきたものですから、今たくさん未使用に

なっているのでということをお考えになったかと、

だれかがこれをしなければいけないというような

状態だとは思うのですけれども、非常に対応をう

まく、大変なことだと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 関連になるのか、ちょ

っと伺いたいことがあります。葬祭補助費という

が使われているとしたら、ここでよろしいですか。

そうしたら、伺いたいと思います。 

 もし上富良野でもあるとしたら、平成２１年度

というのは大体どのぐらい使われていたのか、も

しわかればで結構なのですけれども、この中にあ

るとすれば、平成２２年度はどのぐらいの数を見

ていらっしゃるのか、その辺を伺いたいなという

ふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １２番佐川委員

の御質問でございますが、葬祭場で何体ぐらい処

理をしているかということでよかったのですか。 

○１２番（佐川典子君） 葬祭補助費、生活保護

者がお亡くなりになったときに、どなたも葬祭を

する人がいない場合に、その自治体で面倒見ると

いうことが、核家族化によってそういうことが起

こってきているので、それのことを聞いています。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 失礼いたしまし

た。１２番佐川委員の御質問でございますが、対

応は、今、佐川委員の想定では、身寄りがなくて

葬儀をする人もいないと、そういうケースを想定

されたことだと思いますが、私の記憶では、福祉

対策班のほうで対応をしておりますが、旅行人で

身元がわからないと。いつまでも死体を置いてお

くわけにはいかないので、例えば火葬に付すとか、

あるいは生活保護受給者で身寄りが全くいないと、

そのようなケースが生じるかと思いますが、私の

記憶では、たしか４年前、５年前ぐらいに１件の

事例があったように記憶をしてございますが、少

なくても近年そのような状況はないということで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １２９ページの小児の任

意の予防接種補助という形でなっております。町

においては、こういう幼児に対する予防接種を向

上させようということ、あるいは健康を守るとい

うことで予算がつけられました。その対象として

は、町民税非課税世帯や均等割のみという生活保

護が対象になっているかというふうに思いますが、

この点、目指そうとすることは大変よろしいと思

います。お金の問題ですから、全部が全部そうい

うわけにはいきませんが、この点、半額補助なり

何なりで、全部を対象にするだとか、せめてイン

フルエンザ、この中で１種類は全額対象にするだ

とか、半額補助にするだとか、そういう手法で改

善策も図られなかったのかと。これを見ますと、

非常に限定される人数で、非常にありがたいこと

なのですが、対象人員が限定されるということに

なりますので、その点、もう少し枠の拡大だとか、

あり方を見直ししながら改善策はとれないのかど

うなのか、また、積立金なんかも活用しながら、

一時的なものではありませんが、それに充当する

対策もとりながら、改善する余地があると思いま

すが、この点お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 小児の任意の予防接種の助成事業につきまして

は、基本としましては、やはりきちんとした情報

提供をまずお母さんたちに、保護者に行いたいと

考えております。その上で、情報提供を行い、意

識づけを行ったとしても、経済的に接種が困難な

方に対して、今回は町がきちんと、経済的に受け

られない方をなくしたいということで、今回の助

成の組み立てを行っております。 
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 定期接種ではなく任意接種ですので、今まさに

予防接種の検討会の中で、どのような定期接種の

あり方が望ましいのかということを検討に入った

段階にあります。ですから、その検討の結果を見

ながら、また、幾ら意識づけを行ったとしてもど

うしても接種につながっていかないとか、さまざ

まな実態が出てくると思われますので、その段階

でまた課題の整理をかけていきたいというふうに

考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 内容的には、ここにも書

かれておりますが、当然、意識を高めるというこ

とを基本にしなければ何も進まないということは

ありますが、それとあわせて、今後十分それを見

ながら対応したいということの話なのですが、い

ずれにしても、そういう実態等も含めて、今後は

っきりしてくるのだろうと思いますので、その点、

幾ら任意とはいえ、やはり医療予防制度が整って

いれば、それにこしたことがないわけで、その点、

やはりもうちょっと、私自身としては、この予算

の組み方というのを見直せば十分対処できる部分

も、すべてではなくても、あるのではないかと。

一部を全額負担にするだとか、半額負担にするだ

とかをやれば、そういうことも可能ではないかと

いうふうに思っていますので、その点も考慮しな

がら対策をとっていただければというふうに思い

ますが、確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 任意の予防接種に関しましては、本当にどんど

んと新たな認可も行われまして、ワクチンの精度

も上がってきておりますので、その接種の状況も

見ながら考えていきたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで４款の衛生費についての質疑を終了いたし

ます。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定を事務局長から説明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） あす３月１８日は、

本委員会の２日目で、開会は午前９時でございま

す。定刻までに御参集くださいますよう、お願い

申し上げます。 

 なお、出席の際には、各会計予算書及び資料等

を御持参ください。 

 以上です。 

午後 ４時４７分 散会  

 



 ― 55 ― 

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 
 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 
 

 

     平成  年 月  日 
 

 

   予算特別委員長    長 谷 川 徳 行 
 



 ― 55 ― 

平成２２年上富良野町予算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２２年３月１８日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２２年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２２年度上富良野町老人保健特別会計予算 

議案第 ４号 平成２２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ５号 平成２２年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ６号 平成２２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２２年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ９号 平成２２年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第１０号 平成２２年度上富良野町病院事業会計予算 

議案第２０号 上富良野町十勝岳地区振興基金の一部支消の件 

議案第２１号 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１３名） 

   委 員 長            長谷川 徳 行 君   副 委 員 長            岩 田 浩 志 君                      

   委 員            岡 本 康 裕 君   委 員            村 上 和 子 君                      

   委 員            谷   忠 君                     委 員            米 沢 義 英 君                      

   委 員            今 村 辰 義 君                     委 員            一 色 美 秀 君    

   委 員            岩 崎 治 男 君   委 員            中 村 有 秀 君                      

   委 員            和 田 昭 彦 君                     委 員            渡 部 洋 己 君                      

   委 員            佐 川 典 子 君                   

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）         ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長                向 山 富 夫 君                       副 町 長                田 浦 孝 道 君                  

 教 育 長                北 川 雅 一               君     会 計 管 理 者                新 井 久 己 君 

 総 務 課 長                服 部 久 和               君     町民生活課長                田 中 利 幸 君 

 健 康 づ く り 担 当 課 長                岡 崎 智 子 君     保健福祉課長                岡 崎 光 良 君                   

 建 設 水 道 課 長                北 向 一 博 君     技 術 審 査 担 当 課 長               松 本 隆 二 君 

 公 園 整 備 担 当 課 長                菊 地 昭 男 君     ラ ベ ン ダ ー ハ イ ツ 所 長                大 場 富 蔵 君                   

 町立病院事務長  松 田 宏 二 君     教育振興課長                前 田   満 君 

 農 業 委 員 会 事 務 局 長                菊 池 哲 雄 君 

 関係する主幹・担当職員等 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長                中 田 繁 利 君                       主 査                深 山  悟 君                   

 主 査                遊 佐 早 苗 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １３名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１３名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会第

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程について、事務局長から説明を

いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につ

きましては、昨日に引き続き、さきにお配りいた

しました日程で進めていただきますよう、お願い

申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 昨日に引き続き、議

案第１号平成２２年度上富良野町一般会計予算の

歳入歳出予算事項別明細書の歳出、５款労働費の

１４２ページから６款農林業費の１５９ページま

での質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １４９ページ、農産物加

工実習施設の管理費でございますけれども、ここ

が４７万２,０００円、昨年と比べましてふえてお

りますが、現在の利用状況はどのようなものであ

るのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ２番村上委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 平成２１年度におきましては、まだ３月の集計

はできておりませんが、９３０名の方の利用がご

ざいます。 

 ちなみに、前年つきましては１,２２８名という

ことで、約３００名ほど落ち込んでおりますが、

夏に工事をしたために、その分が落ち込んでいる

ということで、そういう数字になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ４７万円ぐらいふえてま

すのですけれども、ことしも何か、あれですか、

去年補修いたしましたけれども、その点ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ２２年度におき

ましては、パンをつくるオーブンのバーナーがか

なり老朽化が進んでおりまして、使用にかなり支

障を来しているという利用者の方の声がございま

して、そのバーナーの修繕ということで予算を計

上させていただいております。その分が増額とい

うことになっています。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 大分使っておりませんよ、

修理している間。バーナーがやっぱりあれですか、

大分ぐあい悪くなったのですかね。ちょっとその

点。使用量というのはちょっとそんなにあれだと

思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） パンをつくる、

利用される方が割合的にもかなり多いということ

で、今のパンのオーブンもかなり年数がたってご

ざいまして、側のほうはまだ大丈夫なのですが、

中のバーナー、部品の修繕、交換ということで、

利用頻度もあることから、今回、予算を計上させ

ていただいて修繕をさせていただくということに

なります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 労働費、よろしいです

ね。 

○委員長（長谷川徳行君） はい。 

○１０番（和田昭彦君） １４３ページ、緊急雇

用創出ということで、昨年はごみ分別指導啓蒙員

ということで雇用してましたけれども、初期の目

標が達成したということなのでしょうか、ことし、

そういうことに予算を割り振っていないというこ

と。 

 それと、緊急雇用創出ということで、納税が収

入が少なくてできなくて、できれば働いて少しで

も納税したいという人を優先して採用していると

いう、そういうような配慮はあるのでしょうか、

ちょっとお聞きします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） １０番和田委

員の御質問にお答えいたします。 

 ごみ分別の関係について、２２年度どうかとい

うことでございますけれども、２１年度実施して

おりまして、２２年度、２３年度と、この事業は

国の対策として続くわけですが、その中で、町と

してどのような緊急雇用の事業があるかというこ

とで取りまとめを行っているところではあります

が、同じ事業について２年続けてはうまくないと

いう道のほうの指導もあります。そのようなこと

もありまして、本年度としては今回は出ておりま

せん。 

 また、納税したい、滞納のある方かなと思いま

すけれども、そういう方がこの事業によって少し

でも納税をしたいという、そういう人を優先的に
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というようなことかと思いますが、これについて

は、出てきた方はどなたかというようなことで、

今言われたような方を優先的にというような扱い

ということは、残念ながらできないということと、

あと、募集するに当たりましても、我々が思うに

は町内の人を優先というふうに考えたいところで

はありますけれども、国の事業でありますことか

ら、そういったことも強くは言えないと、募集を

するに当たって、そのような条件が付されており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 滞納されている方がど

ういうような状態かということは税務課のほうで

多分把握していると思うので、その中で、ぜひ働

きたいのだという情報も多分持ち合わせていると

思うので、そういうのと連携しながら、なるべく

そういう方を優先して採用してあげてはというふ

うに思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） １０番和田委

員の御質問にお答えしますけれども、応募に出し

まして、数人の方が当然、募集されるのだろうと

は思いますけれども、それについては書類選考、

面接等によって決めていくということで、滞納が

ある、ないということだけで採用を決めるという

ことではなく全般的な形で決めていくというよう

なことで御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 例えば、かなり経済的

に余裕があっても暇だからちょっと働きたいとい

う、そういう意思の人も中にはいるのではないか

と思うのです。そういう人方に働いていただくよ

り、やはり経済的にちょっと厳しい生活を強いら

れている人方を優先して、税務課と連携をとりな

がら、そういう情報は多分、容易に入ってくると

思いますので、そういうことをやっぱり配慮して

いただきたいと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） 和田委員の御

質問ですけれども、おっしゃるとおり、そういっ

たことも当然加味されることはあろうかと思いま

すが、それがすべてで決定するということではな

い、そんなふうに御理解をいただければと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） １０番和田委員の御

質問に若干お話しさせていただきたいと思います。 

 雇用を求めている方に滞納があるかどうかとい

うことにつきましては、税務課担当職員であれば

知っておりますけれども、プライバシーの関係上、

その他の職員が知り得ることではございません。

なおかつ御本人が税金の滞納があると言えば、面

接のときにその状況はわかりますけれども、それ

以外は、滞納がある、ないの事実については、他

の職員、所管の雇用しようとする担当課のほうで

は全く情報として知るよしはございませんので、

その辺のことは御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 緊急雇用ということで、

関連質問させていただきます。 

 観光案内人の話なのですけれども、いつもどこ

に行けば会えるのか、定位置はどこなのかと。あ

るいは、案内といいますから官用車的な車両があ

るのかどうか。あるいは、これは１年を通してや

るのか、シーズンだけなのか。そのシーズン中で

も土日は休んでいて会えないとか、そこら辺がわ

かれば教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ６番今村委員

の観光案内人に関する御質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 まず場所についてでございますけれども、観光

協会において、ＪＲ上富良野駅の駅舎内に観光案

内所を設けております。観光協会のほうと協議を

いたしまして、ここに今回の国の緊急雇用で案内

人を雇用して、ここに配置をしようということで

ございます。 

 車両につきましては、駅舎内に配置して、そこ

で観光ポイント、景観ポイントであり町への誘導

を図ろうということを考えておりまして、車両は

残念ながらありません。 

 あと、期間についてですけれども、これまでの

観光協会でやっております観光案内業務につきま

しては、観光ボランティアさんにお願いしてやっ

ているところですけれども、６月２０日ぐらいか

らだったと思いますけれども、８月いっぱいの期

間ということでやっておりますが、今回、この事

業によりまして、６月１日から１０月いっぱいの

５カ月間を考えております。 

 先ほど申しましたように、景観ポイント、観光

施設ポイントのＰＲだとか町内への誘導を図ろう

ということで、これにつきまして、もし効果があ

る程度得られたというふうなことであれば、この

事業では、同じ事業は２年続けられないというこ

ともございますので、町単独費においてでも実施

をしたいなと、続けていきたいな、そんなふうに
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も考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） もう一つの、その期間中、

日曜、祭日というのですか、休みをとるとすれば、

どこを予定しているのか。お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） 大変失礼いた

しました。 

 休みの関係ですけれども、当然、土曜、日曜、

祭日等には観光客の方が多く集まるということも

ございますので、土曜、日曜、祭日については当

然、出てきていただくということで、カレンダー

どおりの休みはとっていただくという考えはあり

ますが、平日に休みをとっていただくというよう

なことで考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １４３ページの新規卒業

就職未定者の就業支援ですが、ことし、新卒がな

かなか厳しい中にあって、即、３名ですけれども

対応していただいたということは評価したいと思

います。 

 それで、今、３月１０日から申し込みを受け付

けているところだと思いますけれども、きょうま

でですか、今のところどのような状況でございま

すか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質

問にお答えいたします。 

 ３月１０日から１８日までの募集期間を設けて

ございます。それで、きのうまで２名の募集がご

ざいました。募集の申込書については５名の方が

お持ちになっていますので、きょう締め切りです

ので、まだ人数、若干ふえるのかなというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 労働諸費という形で、新

規就農の支援、観光案内支援という形の、総勢、

合わせると１３名の雇用をするということの予算

が計上されているかと思います。 

 新規卒業就職未定就業支援については、恐らく

これは半年雇用なのかなというふうに思います。

それで、そことあわせて、財源措置というのは、

単年度限りなのかどうなのか、その点をお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 新規卒業者の就職未定者就業支援については、

今のところ単年度限りで考えております。 

 なお、財源につきましても、これについては町

の単独事業ということで実施を考えているところ

です。 

 就労期間ですけれども、１年以内ということで

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） これは、単年度というこ

とで、来年度以降どうなるかわからないというこ

とで、状況を見ながら対応するのかなというふう

に思いますが、その点はどうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 現段階では、景気が回復すれば、雇用情勢が変

われば、来年はしなくていいですけれども、こと

しと同じような状況が続けば、またその時点でど

うするか考えさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ３名という形なのですが、

高校新規卒業者という形ですが、これは高校、大

学問わず対応されるかというふうに思います。 

 それで、これは、今年度就職できなかった人な

のか、それとも明年度、前年度、そういう方もお

られると思うのです。前年度なかなか、卒業した

けれども職が見つからないという方もおられると

思うのですが、そこら辺の判断というのは、どこ

まで、新規ですから、新鮮なほうが本当だと思う

のですが、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 あくまでも今回のものは新卒の方を対象として

募集をしているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） それで、３名という枠で、

現在は２名というところだという話なのですが、

これから状況によって変わると思いますが、この

枠の設定の仕方は大変積極的でいいのですが、そ

こら辺は当初、内部の会議の中ではもう少しふや

したほうがいいのではないかという話もあったの

ではないかなというふうに思いますが、そのほか

にも緊急雇用という形の中で、そちらの事業にも

雇用対策を促しているということで３名という設
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定になったのか、その点、枠をふやしたほうがい

いのかどうかということもあわせてお伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 枠の３名での、どういうふうに決定したかとい

うことでございますけれども、当時、決定しよう

としたときには、富良野沿線の高校、就職が決ま

っていない方が９名いらっしゃいました。それと

同時期に、札幌市、その後、北海道のほうでも同

じような対応が新聞で報道されたところでありま

して、札幌市が１００名程度だったかと思います。

それで、人数的な割合でいきますと、上富良野町

の人口規模からいきますと、３名程度が適当では

ないかというようなことで、人数の設定をしたと

ころでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 大体このぐらいが妥当だ

ということで、もしも３名以上また来たと仮定し

た場合は、大変失礼な言い方なのですが、そうい

う場合は、多少これは考える余地があるのでしょ

うか、幅は。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 非常に難しい判断になるかと思いますけれども、

３名が５名、６名であったら、なかなか対応が難

しいのかなと。４名だったときに、就職支援とい

うことで対応している町の施策において、１名を

落とすのは非常に忍びないなということで、考え

ているといいますか、１名だったらいいのか、２

名だったらいいのかという御意見もあるかと思い

ますけれども、１名程度であれば何とか対応を図

るように考えていきたいなとは思っているところ

であります。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ちょっと関連であります

けれども、臨時採用ということでも、役場に採用

されるということは非常にうれしいと思うのです

よね。試験を受ければそうだよと言われるかもし

れませんけれども、今後、正規の役場の職員にな

っていける道は開けているのかどうかというのを

お聞きしたいのと、私が聞き漏らしているのかも

しれませんけれども、男女どちらでもいいのか。

それで、大体どのような仕事内容を予定している

のかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 まず、正規の職員の道があるのかどうかという

部分についてお答えいたします。 

 これにつきましては、臨時から正規職員にとい

うレールが敷かれているものではございません。

もし正規の職員になるということであれば、１次

試験、２次試験、通常、合同でやっています試験

を受けていただいて、その結果、採用するという

ことはあるかと思いますが、それ以外ではござい

ません。ともかくうちのほうにいていただく１年

間の間に就職活動をしていただいて、民間なり自

分の希望するところに就職していただくというの

が今回の目的でございます。 

 あと、男女については、特に、どちらでも差別

するものではありません。 

 もう一つ、仕事の種類ですけれども、基本的に

は、これから面接を始めるわけですけれども、募

集の申請の中にも、どういう仕事がしたいですか

と、役所の中にもたくさん仕事がありますので、

希望等、もし看護師さんの助手だとか、あと特養

のヘルパーさんだとか、そういう希望があれば、

できる限り希望に沿うような形で対応を図ってい

く予定でおります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） １５１ページの後継者

対策について。 

 農業後継者の就労奨励補助金、この金額を見る

と８人ぐらいだと思うのです。それで間違いない

のか。 

 それと、これは、予算は今のところ８人なので

すけれども、これがふえたらふえたなりの対応を

してもらえるのか、そこら辺をちょっと確認した

いなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １１番渡部委員

の御質問にお答えいたします。 

 現在のところ予算しておりますのは委員おっし

ゃるとおりの人数でございまして、これにつきま

しては、現在、２１年度から継続される方という

ことで、２２年度分ということで計上させてござ

います。 

 それと、２２年度につきましては、後継者の分

といたしましては４名の方が新規にこの事業を使

われても大丈夫なように対応させていただいてい

るところでございますし、それ以上の人数の方が

出てきたときには、それ相応の補正というような
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ことで対応させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番一色委員。 

○７番（一色美秀君） まず、今の関連で２点ほ

どお尋ねしたいのですが、まず最初に１４７ペー

ジ、農業委員会の富良野地方アグリパートナー協

議会負担が５４万円、それから町アグリパートナ

ー協議会補助が２０万円、この助成に対して３点

ほどお尋ねいたします。 

 一つは、どのような活動がなされているかとい

うことと、２０年と２１年度の実績はどうなのか

ということと、今年度、２２年度、その予定対象

者は何名ぐらいなのかということをちょっとお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） ７番一色

委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、富良野地方アグリパートナー協議会のこ

とでございますけれども、活動内容につきまして

は、富良野沿線、それから美瑛町の６市町村の農

業青年と道内、道外の女性との交流活動の場を提

供しているのが主な仕事となっております。 

 昨年、平成２１年には、サマーフェスティバル

ということで、道外の女性、道内の女性２０名と、

ここの地域の農業青年２０名の交流会を設けたと

ころであります。ウインターフェスティバルとい

うことで冬も計画したのでございますが、ちょっ

と時期的なこともあるのか、女性の参加者が極め

て少なくて、実質１名だったのですけれども、計

画は中止した経過がございます。 

 昨年の富良野地方アグリパートナー協議会の実

績でございますけれども、上富良野は３名出席し

ましたけれども、残念ながら、交際まで進みそう

な方は１件おられたのですけれども、その後、協

議は進んでいないということで、上富良野につい

ては成果が上がっていないところですけれども、

隣町、中富良野町では、御結婚される方とか、将

来結婚予定の方とかがいると聞いております。 

 あと、２０年、２１年の実績につきましては、

ちょっと後ほどお答えさせていただきます。 

 それと、ことしの予定ということですけれども、

同じくサマーフェスティバル、それからオータム

フェスティバルということで、夏の時期と、それ

から秋の時期に交流会を計画してございます。予

算につきましては、５４万円ということになって

おりますけれども、富良野沿線と美瑛町を合わせ

まして総額で事業を進めております。その中で５

４万円、上富良野の負担分は、農家の戸数割りを

もって計上しているところでございます。 

 同じく町のアグリパートナー協議会の実績でご

ざいますけれども、平成２１年度については、成

婚が８組に対してお祝い金を助成してございます。

それと、全部で１３名の会長ほか相談員等がおり

ますけれども、その方たちの研修会の費用等に充

てております。 

 この協議会につきましては、ＪＡふらの農協さ

んと、今、名前が変わりましたけれども上川地区

農業改良普及センターの富良野支所の協力を得ま

して、農業成年の後継者対策事業ということで進

めているところでございます。 

 現在、上富良野町内で独身男性ということで把

握している人数は４７名、２０代から５０代まで

ということなのですけれども、そういう人数を把

握しております。 

 今後につきましても、成婚に向けてといいます

か、後継者対策の中で、結婚して、家族を持って、

安定的な農業経営をされるということが上富良野

農業の発展にもつながると思いますので、その活

動を支援してまいりたいと考えております。 

 実績については、担当のほうからちょっと説明

させていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番一色委員。 

○７番（一色美秀君） もう１点なのですが、こ

れは１４９ページ、農業の後継者対策ということ

なのですが、実は上富良野町の江花の安丸千加さ

ん、ことしの３月４日、６日ですか、全国青年農

業者会議の意見発表部門で最高賞の農林水産大臣

賞を受賞されたわけでございます。発表は、「意

気て活きて」と題しまして、好きで農業についた

のに、周囲が後継者と見てくれず、農業の世界は

男性が中心で女性の評価が低いと指摘しておりま

す。同会事務局によりますと、農業分野への女性

進出が数が少ない中で、みずから切り開いていく

姿がすばらしいと高く評価されたということでご

ざいます。 

 ここで、町長にお尋ねするわけなのですが、町

として、これに対して表彰ということは考えてい

るかどうか。例えば、たくましいイケメンの婿さ

んをプレゼントするとか、これは冗談であります

けれども、少なくとも、少ない農業後継者に対し

て大いにエールを送り、励ましを与えるためにも、

ぜひ表彰していただきたいと思うのですが、いか

がでしょうか、意見をお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 一色委員の質問に私の

ほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 今の内容については、町も承知してございまし
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て、大変誇りに思うところであります。 

 あと、表彰の関係についてでありますけれども、

いろいろな分野で、それぞれ省庁の大臣表彰を受

けたりする方もたくさんいますので、即、そうい

う内容を町の表彰の規定に則して対応するという、

そういう特別な考え方は今のところ持ち合わせて

ございません。文化の日に公式の表彰式が行われ

ますので、そういうしおり等を通じまして、そう

いう功績やなんかについては広く地域にたたえる

ような、そういう周知活動はしたいと思いますが、

今のところ特段考えるものはございません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 緊急雇用の関係で、１４

３ページと１４５ページにかかわる関係でござい

ますけれども、先ほど同僚委員の中から、今、新

規卒業者の関係で２名あれで、３名以上枠が出た

らどうだかということで、１名ふやすことも可能

だというような答弁がありました。 

 それで、期間は若干変わりますけれども、郷土

館の収集物データ化の事業の関係、もし４名、毎

週５名があれしたら、１名か２名は、期間は違い

ますけれども、そういう方法もどうかということ

で、一つは郷土館の収集物データ化の事業の関係

で、この５名のあれは、あくまでハローワークに

あれして、そしてその応募を見てということで、

町内、町外は関係ないというような形なのか、そ

の点ちょっと確認をしたいと思いますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 この緊急雇用創出事業におきます郷土館の収蔵

物のデータ化でございますけれども、基本的に、

委員御指摘のとおり、ハローワークへの登録、要

するに職を求めているという登録をした方を対象

にするのがまず第一原則として進めております。

これが実は緊急雇用創出の基本になってございま

すので、御理解をいただければと思っております。 

 そういう意味も含めて、新規卒業者等について

はちょっと、そういうハローワークへの提出等が

あればまた可能かとは思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 新規卒業者の関係は、町

できょうまで受け付けということでございます。

もしそれで外れた場合に、収集データの関係で、

ハローワークへ申し込んでくださいと、そういう

ようなアドバイスの中から、そういう雇用の道も

あるということで確認してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の、

そうですね、今回の町のほうの単独事業から外れ

た方で、当然、職を求めるということでハローワ

ークへの申請等が終わった方であれば、それは当

然、応募の資格はあるというふうに我々は理解し

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） もしそういうことであれ

ば、総務課のほうで５名、申込書を持っていって、

まだ２名しかないと。きょうまでということであ

れば、その経過の中で、できればそうやって、働

きたいわ、仕事はないわということで、本当に助

けを求める形で役場のほうに来られる方だろうと

思うので、そういう点では、郷土館の関係の状況

も見ながら、ある面で応募者にアドバイスをして、

できれば期間はこうだよと言いながら、やっぱり

指導をしていただくような形をお願いしたいと思

うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問

にお答えします。 

 複数の委員の皆さんからそういう思いを寄せら

れましたけれども、緊急雇用については、今、担

当のほうから申し上げましたように、国の事業で

ございますので、その要件を具備するかどうか、

そういうことを慎重に判断させていただきたいと

思いますし、また、町が独自で対応するこの事業

につきましても、応募者がどの程度になるのか、

きょう、見きわめなければならないと思いますけ

れども、万が一予定人員を超えるような状況がご

ざいましたら、国の緊急雇用のほうにうまくスラ

イドできるのかどうかについては、非常に要件が

ございますので、また時期の問題もありますこと

から、少しその辺は要件を具備するようなことに

なるのかどうか慎重に判断したいと思いますし、

町も新規の卒業された方でまだ内定通知をいただ

いていない方へのこういう対応につきましては、

まだこのほかに潜在的に仕事を、期間の長短はご

ざいますけれども、そういう募集等もございまし

たら、できるだけこういう、臨時的任用に向かっ

ている方々を、登録制度をもってやっていますか

ら、そういう形で、救済できるものは救済するよ

うな方法を講じるのも一つかなというふうに思っ

ています。 

 いずれにしましても、この動向をしっかり見き

わめて判断しなければならないと思いますし、予

算の制限もありますので、全体の予算の枠の中で、

弾力的に運用できるものは運用するのも一つだと
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思いますが、委員の皆さんからいただきましたそ

ういう意向を充分踏まえまして、どこまでやるの

か、この辺は充分検討してまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） １５１ページになりますけ

れども、下段のほうで農地流動化促進対策という

ことで計上されてございますけれども、農地、な

かなか流動化しづらい状況にありますけれども、

極めて、一般財源の中で２４万円ほど載っていま

すけれども、これはどこに補助しているのか、そ

の中身をちょっと教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ４番谷委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 この補助金につきましては、１６地区あります

農用地利用改善組合がございまして、こちらの活

動費補助ということで、１組合当たり１万５,００

０円の補助をしているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） これは、全く町の財源でや

っているので、国から来ているのと別だというふ

うに判断していいね。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） はい、そのとお

りです。町の一般財源で運営しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） １６と言いましたけれども、

これは統合されているところはありますか。以前

から見ると縮小されている。１万５,０００円なん

て微々たる金なのだ。だけれども、このような金

で活動費になっている。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 今のところ、基

本的には、行政区といいますか住民会単位で１組

合なのですが、東中だけ４地区ございまして、ち

ょっと統合の部分については、今ちょっとわかり

かねますので、後ほど調べて御報告申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 私の地元でも二つあったの

です。これは統合されている、一つになって。以

前は国から来た補助金で５万円ぐらい出ていたは

ずなのだわ。１万５,０００円というのはどこから

こういうふうに出ていったのか。もう、使命は終

わったというふうに考えているのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 委員おっしゃる

とおり、年々、補助金も下がりますし、あと、扱

いの件数というのも減少してきておりますが、ま

だ２１年度におきましても、３２件ほどの賃貸、

売買の、農地のあっせんがございまして、その中

で２件については町外のオープン公募ということ

になってございますが、３０件につきましては、

その改善組合の地区内で何とか農地の流動化が図

られて集積がされているという部分では、まだ町

としては、この改善組合の必要性については感じ

ているということで思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） しつこいようですけれども、

農地の流動化については、売買だけが実績ではな

いのですよ、これは。今、言われたように賃貸も

含めて、賃貸は契約たくさんありますからね。そ

れも流動化の一環になっているということですか

ら、予算の増額は求めませんけれども、充分にこ

れから配慮していただきたいと、こんなふうに思

います。 

 以上。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） １５３ページの有害鳥

獣対策ということでお聞きしたいなと。 

 ここに予算はつけてあるのですけれども、ただ、

最近、昨年もそうですけれども、非常に、猟銃の

事件があったりして、今、銃を持っている人が非

常に、だんだん規制が厳しくなって、負担も多く

なってきているというのかな、そのような中で、

私たちも免許取るのに助成はしていますし、猟友

会にも補助はしているのですけれども、そこら辺、

充分話し合いをして、間に合うだけのあれがいっ

ているのか、そこら辺ちょっとお聞きしたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １１番渡部委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 年々、シカを中心とした有害鳥獣の駆除の活動

が、猟友会の方にお願いする形で件数がふえてき

ているということも踏まえまして、２２年度予算

につきましては、駆除活動に対する報酬として２

０万円ほど例年より増額をさせていただいており

ます。あと、引き続き、委員おっしゃいましたよ

うに、担い手育成という形では、１名８万円を限

度ですけれども、狩猟免許を取る際の支援をさせ

ていただいているところであります。 

 昨年につきましては２名の方が対象になってお

りまして、猟友会に入会されているということで、

その方たちも駆除の活動に従事されているという

ことで聞いております。 

 今後、やはり担い手という部分では、新規の担

い手ももちろんなのですが、既存の担い手の方に
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ついても、免許を更新する際に、いろいろと、精

神科医の今度は診断書もつけるとか、そういうよ

うな形で、要するに更新する際の規定が変わって

いるという部分もありますので、今後におきまし

ては、担い手を確保するという観点から、そうい

う部分を含めた中で、猟友会の運営について支援

できることはしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） そこら辺は充分協議し

ながら落としていただきたいと思います。 

 今、うちの町も、大分早くからシカ対策という

ことで、防護の電牧ですか、これはやっているの

ですけれども、もうかなり古くなったりして、し

かもなれたということもあって、余り効果がない

というのですよね。それで、駆除はしているので

すけれども、どんどん追いつかない状態。今、逆

に西山の地区がかなりふえてきていると。そのよ

うなことで、これからどう対応していくのか、今

後の対応について。 

 それと、一番問題は、富良野圏域で東大演習林

があるのですけれども、あの面積は莫大な面積が

あって、そこでは、現段階ではほとんど駆除でき

ないような状態ですから、それが、私も道議を通

じて、これは道の責任で道がやってもらわなけれ

ばということで話はしているのですけれども、た

またま道のほうもことしの新規予算でシカ対策、

有害対策ですか、これも出てはきているのですけ

れども、そこら辺はやっぱり、そこら辺の問題も

解決してもらいたいなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ただいま委員御

指摘のとおり、電牧等がうちの町でも張り巡らさ

れておりまして、それでシカなどの動物の畑への

乱入といいますか、それを防いでいる状況ですが、

いかんせんその辺の効果が、電牧の施設の老朽化

ということもございまして、その用を足さないと

いうのは現実の課題としてこちらのほうでも認識

をしてございます。 

 それで、東大演習林の話につきましても、最近、

まだ、ちょっと聞いた話なのではありますが、東

大演習林の中もかなりシカの食害が激しくなって

いるという部分で、駆除とか狩猟関係では、以前

よりは入りやすくなっているというような話も聞

いておりますが、根本的に、この問題については

解決する必要があるということでとらえておりま

して、現在、富良野につきましても、恒久的な施

設として牧さくのようなさくを張り巡らせて、畑

への侵入を防ぐというような施策をとっておりま

す。 

 それで、このことにつきましては、先ほども言

いましたように広域的な問題でもございますので、

近隣市町村を初め管内の市町村とも協議を進めな

がら、当町においても、そういう根本的な策を図

るべく、今後については調整を図って、事業の実

現化というものをちょっと探っていきたいなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） お話の中でちょっと聞

きたいことがありますので、教えていただきたい

と思います。 

 今回、２０万円ふやしているということなので

すけれども、これはシカ対策の、何頭につきとか

という、何か目安というのはあるのですか、支払

われる基準の。例えばしっぽをあれするとか、角

で基準するとか、いろいろな、自治体によってあ

るというふうに伺っていますが、その辺は上富良

野はどういうふうに対処されているのか教えてい

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １２番佐川委員

の御質問にお答えいたします。 

 当町におきましては、駆除した動物１頭当たり、

１匹当たり幾らというような積算で報酬等をお支

払いはさせていただいておりません。委員おっし

ゃるとおり、南富良野町ですとか富良野について

は１頭幾らという形で、行政側と農協が資金を出

し合いまして、１頭当たり１万円というふうに認

識しておりますが、そういうような形で報酬をお

支払いしているというのもあります。 

 ただ、うちの町につきましては、うちの猟友会

の方との協議の中で、余り動物がお金に見えると、

事故も起きかねないというようなこともあって、

１頭幾らというような形で駆除活動に対するお礼

といいますか報酬については、そういう受け取る

方式はとりたくないということで協議が整って、

現在の形として定額で報酬をお支払いしていると

いうことになります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） その定額という基準を

教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 細かい積算とい

う部分については、多少は、駆除にかかった経費
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については、実費としては、実弾の費用について

は、駆除期間においては約３０万円ほどかかって

いるということもありますし、あと、まだちょっ

と調査し切れてはいないのですけれども、駆除活

動に伴います交通費といいますか、車の燃料代で

すとか、そういうものもかなり多くあるというふ

うに聞いておりまして、その辺についてはしっか

り、かかる費用について把握をして、報酬や補助

金についての算出をし、お支払いするのが適切か

というふうに思いますが、現在のところ、今回増

額した理由の一つとしては、実弾の、要するに費

用が３０万円を超えているというようなことだけ

は把握できましたので、それをもとにしまして、

昨年から比較して増額をさせていただいたという

ことで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １５１ページの演習場周

辺の農業施設の助成費の、旅費が設置されており

ますが、ここでお伺いしたいのは、前からも要望

があったかと思いますが、従来でしたら多機能集

団に対する助成措置という形で、機械購入という

形で補助金が来るのが通例でありますが、これは

従前からも、一般の農家にも対応できないかとい

うような声が長く出ているかというふうに思いま

すが、この点は、助成される、規定そのものは変

えなければならない部分もあるのかというふうに

思いますが、この点は、町として今までどういう

働きかけをされたのか、また、ことしもその部分

についての働きかけをどのようにされるのか、お

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ５番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 この事業につきましては、農家の方が集団でと

いうことであれば、特に、現在、農協が中心にや

っているわけでありますけれども、農協でなけれ

ばいけないとか、そういうものではございません

で、農業者の方がある程度集団を組んでいただい

て、その事業の要綱等に合致していれば、農業機

械というような導入も、今の要綱の中でもできる

事業であるというふうに認識しております。 

 ただ、委員おっしゃるとおり、今までこういう

防衛の事業があって、農家の皆さんもぜひ活発に

活用してくださいよというようなＰＲをこちらの

ほうからも、今まではなかなかしていなかったと

いうのが現状でありますが、何ら、この部分につ

きましては、使わないように隠すようなものでも

ございませんし、そういう農業者からの、経営安

定に向けたそういう導入が必要だというような御

相談があった場合には、こういう事業もあるよと

いうようなことでお知らせはしていきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今まではそういう要望が

あったと思うのですが、全くなかったということ

はないので、個人にも農業者にも対応できるよう

な、そういう制度に変えてほしいということが私

の趣旨の質問なので、営農集団だとか、そこら辺

については従前と変わりませんので、それはわか

っている話で、それを枠を、やっぱり変えていた

だいて、個人農家にも対応できるような、そうい

うような対応をしていただければというのが私の

質問の趣旨です。 

 例えば東中地区だとか、そういう以外にもあり

ますけれども、騒音だとかいろいろな中で、大変、

やっぱり苦慮されているという実態もありますの

で、そういうものも含めて、そういう対応ができ

るのであれば、ああいう近場の農家の人たちに対

しても、こういう補助制度を、迷惑料という形の

中かどうかわかりませんが、周辺整備事業の中で

新たに財政措置するかどうかわかりませんが、そ

ういう対応ができないかという、そういう質問な

のですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 大変、この農業

機械の導入ですとか、そういう部分にかかわる問

題だけのものではないと思います。いろいろな事

業にも波及するような今の御意見かというふうに

思いますが、かなりハードルは高いというふうに

現場の担当としては思っているところですけれど

も、そういう要望につきましては、現在までも政

権交代以降、いろいろ市町村として使い勝手のい

い予算のためにどうしたらいいというような意見

も防衛省のほうから寄せられるようなお話もされ

ておりますので、そういうような、市町村からの

そういう意見を集める機会がありましたときには、

そういうことも町として声を上げていきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひその点、今出た話で

はありませんので、恐らく前から出ている話です

から、その点、ぜひ勘違いしないでいただきたい

なというふうに思います。 

 次に、１５１ページの農業流動化対策の問題で

すが、今、町長もおっしゃるように、やっぱり収

入があるかどうか、それによって農地の流動化と

いうのも当然伴ってくるのだろうと思います。現
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状でしたら、これはなかなか、後継者もいない、

収益も上がらないという状況の中で、大変、農家

の人たちの流動化というのが現状としては厳しく

なっていると思います。２１年度では、約３０件

余りでしょうか、流動化という形の中で対処され

た部分が、売買と賃貸をあわせてあるかというふ

うに思います。 

 今年度は、先ほど答弁ありましたが、現状とし

ては、賃貸、あるいは売買という形の中で、大体

どういうような形で今回、この予算に当たっても、

この地域の補助という形になっておりますので、

大体面積的にはどのぐらい対象になるのか、そし

て２１年度においてはどのぐらい流動化したのか、

その点、わかればお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） ５番米沢委員の

農地流動化に関する御質問ですが、ちょっと手持

ちの資料の中で流動した面積等の資料がございま

せんので、後ほど調べて御報告させていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今、流動化対策を初め農

業後継者も含めた中で、いろいろと、町政の改善

プランの中には、体験就農制度の研究も今後はさ

れるという形になっております。そういう人たち

が、いろいろと体験されながら、既に就農対策だ

とかいろいろやっていますから、そういうものと

あわせて、今後こういう農地の確保を、流動化と

いう点でも、こういう制度の活用というのはどう

いうような位置づけになっていこうとするのか、

この改革プランによりますと、どういう理由で掲

げたのか、その点をお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 今の御質問でご

ざいますが、ちょっと確認させていただきたいの

ですけれども、流動化の部分と農業後継者の対策

の部分でのリンクという。 

○５番（米沢義英君） そうです。要するに、こ

れは流動化だけでない話で、やっぱり農業就労体

験者を導入しながら、やっぱり農地も、やはり買

ってもらうだとか、そういうものを確保するだと

か、広げていくだとか、そういうのも一つの手段

として恐らく、この体験就農制度の研究というの

がここに上がってきたのだと思って聞いたのです

けれども、そこら辺ちょっと、概略でもわかれば

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員、その

資料のあれ、ちょっと。資料でしょう、今の。 

○５番（米沢義英君） 資料ですよ、ここに出さ

れているの。資料９。いや、わからなかったらい

いです。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前 ９時５９分 休憩 

午前１０時０３分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開します。 

 ５番米沢委員、もう一度、済みませんけれども。 

○５番（米沢義英君） ちょっと、きちんとお話

ししなかったので大変迷惑をかけたかと思います

が、私の質問の趣旨は、町政運営改善プランの２

２案の中の１１ページで、移住・定住促進の中に

も掲げられているのですが、体験就農制度の研究

という形で、あわせて、今、農地を売りたい、あ

るいは貸したいという形の中で、苦慮していると

いうのが実態です。町長もおっしゃっているよう

に、やはり所得が上がればそれなりの農業をやり

たいという人がふえるのですが、なかなか厳しい

状況もあります。 

 そういう状況の中で、やっぱり体験就農制度な

んかもつくりながら、今でも新規就農者に対する

制度はありますが、そういうものも含めながら体

験就農制度をさらに面として広げて、後の売買や

賃貸についても、やはりそれを寄与できるような、

そういう面を広げる必要があるのではないかとい

う形の趣旨の質問であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） 大変失礼いたし

ました。 

 ５番米沢委員の御質問にお答えさせていただき

ますが、委員おっしゃるとおり、こういうような

試みを通じまして、それが新規就農であったり、

本町の定住、移住につながるものというふうに思

いますし、これらの方々が新しい力として、例え

ば就農する際には、農地の取得ですとかそういう

部分にも発展していくという部分では大変期待が

できるという部分もございますので、こういう体

験移住でありますとか体験就農、これらを通じま

して、また、より幅広い活動を展開する中で、こ

ういう農地の流動化についても波及するような、

そういう取り組みについては今後積極的に進めて

いきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番岩崎委員。 

○８番（岩崎治男君） １４７ページです。農業
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委員会の運営についてですけれども、以前、日の

出公園の駐車場の件で、農地転用の対応ミスがあ

ったといった、そういったことで、今後どのよう

な対応でこれらをクリアしていくのかという質問

があったわけでございますけれども、これにつき

まして、内部監査といいますか、事務監査を設け

て、独自でもそういう監視をしていきたいのだと

いうようなお話がございました。それで、その後、

１年が経過しておりますけれども、こういう監査

を設けてやっているのかどうかということについ

てお尋ねをします。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） ８番岩崎

委員の御質問にお答えいたします。 

 農業委員会の監査の件でございますけれども、

農業委員会の委員さんから成る監査委員さんを３

人選任いたしまして、その中で、昨年、２１年の

６月と１０月に内部の監査を実施してございます。

監査の結果につきましては、住民コーナーに総会

の議決の議案が出ておりますので、そちらをごら

んいただければありがたいなというふうに思って

おります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番岩崎委員。 

○８番（岩崎治男君） そういう３名のスタッフ

を置いて監査を実施しているということでござい

ます。 

 そういった中で、今、大義的に広く、農業委員

会の仕事というのは、ふえてきているというか、

多難になってきているわけなのですけれども、そ

ういった中にありまして、このような農地の転用

ミスという点だけでなく、今後、農用地の適格な

使用であるとか、土地の、先ほどもお話がありま

したような流動化、それから、たまたま最近は荒

廃地が見えてまいりました。草畑といいますか、

こういったことの管理にも目を光らせて、広く、

農業委員の仕事ですけれども、農業委員さんが目

配りのできない部分についても、そういう監査を

通して、より効率的な農業委員会運営をやってい

ただきたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） ８番岩崎

委員の御質問にお答えいたします。 

 農業委員会といたしましては、一昨年と申しま

すか、いろいろ事件がございまして、それを踏ま

えまして、また昨年度からは農地法が大きく改正

されたということもございます。それらを含めま

して、農業委員さんたちについても、自分の所管

する土地ですとか、それ以外の土地についても、

広く、その土地の状況、農地の状況を把握しなが

ら、違反ですとか、荒廃地につながるようなとこ

ろがあるものについては、処分とかをする前に、

事前に何とか解消できるように手はずを整えたい

ということで、指導等をやる機会を設けていこう

ということで、新年度からになりますけれども、

数年間にわたって耕作されないような状況のある

農地については、その所有者に、その農地を将来

どのようにしたいですか、上富良野に住んでいる

方については直接お話を聞くこともできるのです

けれども、町外の方もおられたりとか、それから、

もう既に農業をされていなくて、相続だけでその

農地を持っておられる方もいますので、それらの

方については、特にその農地に関する知識も少な

いと思いますので、それらの方には問い合わせの

手紙を送りまして、土地をどのようにしたいか、

それに対して農業委員会がどのようにかかわって

いけるのか、こういうお手伝いもできますよとい

うようなことでお知らせをするような取り組みを

進めていこうというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 あと、町内の荒廃地といいますか、荒れたよう

な土地については、非常に、耕作はしたいのだけ

れども労働力がないですとか、相続の関係でいろ

いろ問題になっているような土地とかというのも

ございますので、それらについては、その地区の

農業委員さんを中心として、農業委員会全体で対

応策を考えていきたいなという取り組みを進めて

いこうと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番岩崎委員。 

○８番（岩崎治男君） 今、局長のお話があった

件については了解ですけれども、やはり、荒廃地

というのがネックとなって、もう、老齢化して、

元農業者ですけれども町に出たのだと。そして平

たんな、一等地と言われるような農地は売買にな

ったけれども、ちょっと山間部の農地は、もう、

手入れもできないで、今はもう柳とかヨモギが生

えているというような状況のところがございます。 

 それであっても、収入はないのだけれども水田

の付加金であるとか固定資産税とかは国民の義務

ですから払っていかなければならないというよう

なことで、私たちも相談を受けるのだけれども、

こういうところに行って相談してくださいとか言

っているのだけれども、農業委員会あたりが相談

窓口となって、これからそういうところが高齢化

してきたらどうしてもふえてくると思うのですよ。

それで、そういったものの対応をしっかりやって

いただいて、年金暮らしのお年寄りは、農地は持
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っていても収入が上がらないのに負担だけがふえ

ていくと、納めていかなければならないという、

こういうような苦渋の選択を迫られているような

ところもあるわけです。そういったことの今後、

対応をしていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） ８番岩崎

委員の、荒廃地といいますか、耕作されない状態

で水田等の付加金が課金されているところの取り

扱いについてでございますけれども、農業委員会

としましては、山間部ですとか、優良な農地につ

いては、さきの一般質問の中でもお答えさせてい

ただいたように、耕作放棄地にならないように監

視は進めていくのですけれども、山間地ですとか、

急傾斜地ですとか、耕作には現在の農業体系とし

ては適さないようなところについては、山林の転

用ですとかいうようなことで対応をしていきたい

なというふうに考えております。 

 ただ、水田の付加金につきましては、個人に係

ることなので、農業委員会としてそこに助成金を

出すとか、そのようなことはちょっと対応できな

いかなと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） １５７ページのしろが

ね土地改良区の貸付金ですか、償還事業円滑化と

いうことで６６５万円ほど載っているのですけれ

ども、これというのは、余り金額が変わらないの

ですけれども、内容をちょっと聞かせていただき

たいなと。本来は徐々に減っていくべきであって、

逆にふえていくとちょっと困るので、そこら辺を

ちょっとお聞きしたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １１番渡部委員

の御質問にお答えいたします。 

 これにつきましては、しろがねの償還に係りま

す、端的に言いますと農業者の方が負担、滞納す

る分を町が肩がわりしているというものでござい

ます。年々増加する傾向にございまして、私ども

のほうといたしましても、その滞納の解消につい

て、納めていただくような形をとるために、各滞

納されている方々にはお話をさせていただいてい

るところでございますが、今回につきましても、

今までの滞納分が重なってくるということで、昨

年に比較して増額していくという傾向にございま

す。 

 ただ、２１年度につきましては、多少その解消

が図れる要素が出てきておりますので、引き続き、

この部分につきましては、滞納の解消に向けて、

徴収活動なりをしろがねの土地改良区とともに継

続して行っていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） その内容ですか、恐ら

く離農された方が多いのかなという気もしますし、

そして事業をやった土地も、恐らく売買できなく

ておるのか、そこら辺をちょっと聞きたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） それにつきまし

ては両方ございまして、ほとんどは事業完了して

償還が始まる前後に離農される方もいますし、あ

と、農地がまだ売れないで、賃貸によって使われ

ているということもございますが、なかなか、離

農もされているというようなことで、離農する際

にはかなり、やはり負債を背負っているというこ

とで、経済的には困窮している状況の方が多いと

いうような内容で把握をしてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 済みません、ちょっと

わからないので教えていただきたいと思います。 

 １５５ページの造林推進なのですけれども、こ

れは道の補助で３２０万円というふうに書かれて

いますけれども、前回、ずっと前のほうに、２１

世紀北の森づくり推進、これとはまた違うあれで

すかね。同じものですか。 

 それをまず一つと、町有林というのもこの間、

８３ページでも出てきたのですけれども、この町

有林と造林推進との兼ね合いというのですか、こ

れはどういうふうに、推進計画とか、区別という

のはやっぱりあると思うのですけれども、それと

あと、一般の方から、町有林のことなのだけれど

も、全然伐採がされていなくて、もう荒廃してい

くばかりだよというふうに、どんなふうになって

いるのだろうという、そういうふうなお声も聞か

せてもらっているものですから、その推進計画と

いうのがあれば伺いたいと思います。何か２４年

までに集中して森林伐採計画を立てるようにとい

うふうな指示も出ているという、特別措置法とい

うのも施行されたということも聞いているもので

すから、その辺を含めて、ちょっと伺いたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） １２番佐川委員

の御質問にお答えいたします。 

 ２１世紀北の森づくり、歳入で出てきた案件で
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す。こちらの、１５５ページで言います造林推進

事業とリンクするものでございまして、道のほう

で言う事業名が北の森づくり云々ということにな

っております。 

 これにつきましては、１５５ページで出てきま

す造林推進事業の中には、それを財源といたしま

す造林事業、これが２５ヘクタールということの

分を計上させていただいておりまして、これにつ

いては、事業費としては５２０万円、残りにつき

ましては、間伐事業ということで２００ヘクター

ル分見込んでおりまして、これについて１１０万

円の事業費を見込んでいるところです。 

 町有林との兼ね合いなのですけれども、農林業

費で上げさせていただいているものにつきまして

は、すべて民間所有の森林の整備に使われるもの

でございまして、町有林につきましては、町有財

産ということで、総務費で組ませていただいてい

るという部分の区分でございます。 

 それと、町有林の管理について、管理が行き届

いていないのではないかというようなお声があっ

たということで、これにつきましては、議員おっ

しゃるとおり、昨年におきまして、そういう緊急

に間伐を促進するという事業もありましたが、当

町の町有林におきましては、施業計画にのっとっ

て整備を進めているということで、もし、何で町

有林に入られたのかなというのもあるのですけれ

ども、計画に沿って、そういう保育、育林事業に

ついては進めてございますので、多分それは事業

前の林班だったかもしれませんし、計画的に進め

ているということは御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １５１ページの農業経営

基盤強化資金利子補給という形でこれが載ってお

ります。利子補給という形です。ここにスーパー

Ｌ資金やら、いろいろな国の制度の融資条件が伴

うものだというふうに思いますが、大体何件ぐら

い利用されているのかというのと、よく耳にする

のですが、スーパーＬ資金、今は変わっているか

どうかわかりませんが、非常にあれも枠が少なく

て、利用しづらいという話も町でも聞かれますが、

この点は、現状ではどのようになっているのかお

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業振興班主幹。 

○農業振興班主幹（辻 剛君） こちらの項目に

入っている資金は、細かく分けますと三つござい

まして、一番大きいのが委員おっしゃっておりま

すＬ資金という部分になります。これにつきまし

ては、現在、２０２件分残っておりまして、それ

で、今の段階でいきますと、現在のところ２９億

２９３万７,０００円ほどが融資残高ということで

残っておりまして、平成２１年の貸し付けについ

ては約９億円ございまして、農業者の方について

は有効に使っていただいているのかなというふう

にＬ資金については思っております。 

 それと、この中に含まれております２１世紀フ

ロンティア融資事業でありますとかリフレッシュ

資金の利子の補給の分については、二つ合わせて

も５名の方の利用ということで、この中のほとん

どについてはＬ資金ということで承知をしており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「先ほどの答弁が保留」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁漏れの流動の面

積の答弁をいたさせます。 

○農業委員会事務局長（菊池哲雄君） 先ほど５

番米沢委員の御質問にございました流動化の面積

でございますけれども、平成２１年度の、まだ稼

働中でございまして、今まで済んだ分とこれから

の予定の分を含めたものになりますけれども、賃

貸借で２１件６３ヘクタール、それと、売買にな

りますけれども１１件２０ヘクタールという予定

になってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで５款の労働費から６款の農林業費について

の質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１０時４０分からといたします。 

─────────────── 

午前１０時２３分 休憩 

午前１０時３９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 次に、７款商工費の１６０ページから１６９ペ

ージまでの質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １６５ページ、かみふら

の十勝岳観光協会運営費のところでございますが、

ことしの予算が１,１８５万７,０００円というこ

とで、昨年は１,５１８万８,０００円、２０％ぐ

らい減っているわけですけれども、町としても、
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観光行政全部とはいいませんけれども、補助金を

つけて担っていただいている観光協会かと思いま

すけれども、ほかの部門と比べまして、物すごい

大幅な減となっておりますけれども、これについ

て、どうしてこのような予算になったのかお伺い

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ２番村上委員

の御質問にお答えします。 

 観光協会に対する補助金の額についての御質問

でありますけれども、２２年度１,１８５万７,０

００円という計上でございますけれども、前年の

２１年度の１,５００万円余りから見ると、相当、

額的には落ちているということになっております

が、これにつきましては、大きな原因としまして、

施設整備費の助成を２１年度において、ラベンダ

ーの蒸留釜というのがございますが、これに２３

０万円余りの助成を出しておりますが、これが事

業が単年度で終わっているということがございま

して、この分がなくなっているというのが大きな

要因かと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 観光協会からも昨年１１

月ぐらいに、新年度の事業展開と、昨年並みぐら

いな予算があったと思いますけれども、法人格を

維持してやってもらうとすれば、やっぱり町とし

ても支援していくべきではないかと思うのですけ

れども、といいますのは、何か、積立金、基金に

ためてあったお金を３００万円ぐらい崩して、こ

としやっと予算編成をしたのだと、こういうよう

なことを聞いておりまして、この点につきまして

は、これは町長にちょっとお尋ねしたいと思いま

すけれども、今後において、観光協会に対しまし

てどのようなお考えを持っておられるのか、ちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ２番村上委員の御質問

に私のほうからお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 観光協会関係については、今、改めて言うまで

もなく、それぞれの地域で、観光分野については、

観光行政と言われるほど大きな位置づけをしてい

るところでございます。そういう認識をしている

ところであります。 

 また、費用等については、内容を精査、いろい

ろ調整をさせていただきながら、必要なものにつ

いては、結果として町のほうから財政支援すると

いう、そういう仕組みで今まで来ているところで

ございますし、今後におきましても、町長の発言

にもありましたように、さらに活性化を強化する

ということから、そういう必要なものに力点を置

いて財政支援しなければならないというふうに考

えているところであります。 

 特に法令の改正によりまして、公益法人の法人

の形態を変えるという大きな節目を迎えているわ

けでございますので、そういう観光協会自身が組

織の意識としてどういう方向になるのか、そうい

うことを見定めながら、しっかり、結果として観

光協会の法人が活動ができるような財政支援は、

今後も力点を置いてしていくということが町の基

本認識でございますので、御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今、蒸留釜をつくって、

その分が少し、３３３万１,０００円減になってい

るところだという主幹の御答弁で、副町長も、今

後においてはよく、観光協会を見定めてというこ

とですけれども、ここのところは基金ももう底を

ついてきまして、あと、ことし１年か来年ぐらい

しかもたないというような状況だということなの

ですけれども、そこら辺の状況はよく御存じかと

思いますけれども、観光協会独自で利益を生むと

いうのは、むしろ町のほう、いろいろな法で封じ

込めてしまっているのではないかという感じがす

るのですけれども、その点いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ２番村上委員の御質問

にお答えしますが、どういう点が、町が今、封じ

込めているという発言になっているのかちょっと、

余りよく理解できませんけれども、いずれにしま

しても、この地域の活性化、特に観光にかかわる、

今はもう、観光にかかわるというより基幹産業の

農業であって、商業、いろいろな他産業とネット

ワークを組んでやることが観光分野のまた役割だ

というふうに思いますし、特にそういう地域の振

興策をさらに向上させるために、観光協会と行政、

それから他団体等も含めまして、責任と役割の分

担をしていると思いますので、そういう意味で、

有機的な関係を深めるということが町のスタンス

でございますので、観光協会自身も自助努力をお

願いしなければならないと思いますが、そういう

観点で見ますと、特に封じ込めているとかという

ことは、私どもの認識には一切ございませんので、

御理解いただきたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） いろいろとらえ方がある

と思いますけれども、いずれにしましてもやっぱ
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り、町として、観光行政を担っていただいている

観光協会かなという感じがしているのですけれど

も、この基金が全部底をついてしまったら、今度

改めてまた観光協会の仕組みづくりをつくってい

くという考えで、そのときには資金をばっと提供

しようかと、そういうようなお考えなのかなとい

う感じも、もしこれが任意の団体になっても観光

行政を担ってもらうということになるとすれば、

そういうお考えもあるのかなという気がするので

すけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 再度の御質問にお答え

したいと思いますけれども、今、観光協会の財務

状況を詳細に承知はできてございませんが、今ま

での長い歴史の中で、いろいろな事業展開の中で

蓄財したものが、なかなか厳しい状況だというこ

とで、それらを取り崩している状況については私

どもも承知してございますし、そういうことが、

観光協会が先ほど地域の振興策を図るために責任、

役割を分担してございますので、そういう観点で、

活動できないということであれば、これは町とし

ても放置できませんので、当然にしてそういう支

援策を講じるのは当然だというふうに思いますし、

今までも、そういう公益につながるような事業を

中心に、しっかり財政支援してきたつもりでいま

すので、今後も力点を置いて、必要なものについ

てはしっかり、財政措置が必要であれば充分に財

政的な面での支援もしていくことが基本スタンス

だということをひとつ御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今、御答弁いただきまし

たが、やっぱり法人格を維持してやってもらうと

すれば、町としても今後において支援をよろしく

お願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 村上委員の関連の関係で

お尋ねをしたいと思います。 

 今回、平成２２年度の観光協会の予算編成に当

たって、一応担当のほうに要望調書というのが出

ていると思うのです。その中で、要望調書に基づ

いて、観光協会と担当とのいろいろなすり合わせ

をやって、最終的に予算ができたというふうに私

は認識しているのですけれども、そのすり合わせ

会議等はされているのかどうか、ちょっとお尋ね

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ９番中村委員

の御質問にお答えいたします。 

 ２２年度予算を編成するに当たりまして、観光

協会のほうから要望は出されておるのは御意見の

とおりでございます。これにつきましては、町の

予算編成の流れからいきますと、課における課長

の査定、副町長査定、町長査定というような段階

を経ていくわけでありますけれども、それぞれに

おいて、要望についてどうかということで協議を

いたして、一つずつ上のほうに上がっていくとい

うようなことで進んでいきますけれども、観光協

会側との調整については、担当とは、打ち合わせ

といいますか要望を聞いて、どうかというような

ことの調整は行ってはおります。それについて、

結果的に、今回計上されているような内容という

ことになっているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 主幹はそういう形で言わ

れておりますけれども、現実の問題として、やは

り話し合いは話し合いでしたけれども、最終的に

こうなので、どうですかというようなことが、２

月２４日、最終的に決定だということで承ったと。

それはもう、変えることも何もできないような状

態の中で、どうにもならない状態だということで、

我々、お話を聞くとそういう状況なので、本当に

上富良野町のいろいろな面での観光行政を担う中

心のところが、そういう形で観光協会の皆さん方

との対応は非常に私は悪いのではないかと。 

 できれば充分話し合いをしながら納得してやっ

ていくというようなことは、ある面で僕は、協働

のまちづくりの、一つの基幹の、これから公益法

人とするということであれば、なおそういう方向

での話し合いをすべきだったと思うのですけれど

も、観光協会のスタッフの皆さんに聞くと、対応

が非常に悪いと。こんな２月２４日になってこう

ですということで出されて、そのやり方でいいの

かということで我々訴えられたものですから、ま

ずその関係で、打ち合わせをしたということは、

恐らくこの要望調書をもらって、そのときの話だ

けで、あと過程の中の話は一切なかったというこ

とで僕は理解をしているのですけれども、その点

いかがなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ９番中村委員

の御質問にお答えします。 

 ただいま御指摘をいただいたようなことで、我

々として、２月の末だったと思いますけれども、

最終的に、数字的にこうですといった、報告とい

いますか、お知らせしたのは事実でございます。 
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 この間に、どうかというやりとりというのは非

常に少なかったと言われれば、もうそのとおりだ

と思いますし、これについては、もう一つの補助

団体であります商工会のほうも同じではあります

が、非常に、ボールの投げ合いが少なかったなと

いうようなことで反省をいたしているところで、

担当と話をするところですが、２３年度の話にな

ってしまいますが、予算編成の折には、充分そこ

ら辺の協議を進めながらやっていこうという反省

をいたしているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 恐らくいろいろな補助団

体の関係も、金額の多い少ないはそれぞれあるけ

れども、やはり関係団体との話し合いをして、最

終的に財政がこうなのだからということで、ある

面で、その中でどこを減らす、どこをふやすとい

う、そういう濃淡のある話し合いがやはり、私は

必要でないかなという気がするのです。 

 それで、要望調書、今回、資料請求したナンバ

ー３４の中での補助率ということで、２１年度、

２２年度は変わらなくて、例えば局長８０％、職

員６５％以内、一般管理費６０、このパーセント

はどういう形で決められたのか、ちょっと確認を

したいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問でございますけれども、今ちょっと手持ちに

はございませんが、観光協会に対する補助金の補

助要綱というのがございまして、それで率が決め

られております。その率を用いて資料３４の補助

率になっているところでありまして、これの率が

どうかという詳細については、その当時の背景が

ちょっとわかっておりませんのでそれ以上は申し

上げられませんが、その要綱に基づいた率で算定

をさせていただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） この補助要綱は、観光協

会に対する補助要綱、例えば商工会に対する補助

要綱ということで、それぞれ補助団体によっての

要綱が別々にあるということで確認したいのです

けれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問のとおり、観光協会と商工会それぞれに補助

要綱を設けて、その率に基づいて算定をさせてい

ただいているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、村上委員もおっしゃ

いましたけれども、平成１２年度までは駐車場の

管理だとかラベンダーオーナーだとか、それから

お土産品の販売で相当収益が上がって、基金があ

る面で残っていたのです。しかし、最近は駐車場

の関係も平成１３年からなくなって収益がなくな

った。ラベンダーオーナー、それからお土産店も、

例えば日の出の展望台にあったものも収益が悪い

ということでやめた。いろいろな関係で、事業の

撤退と、それから収益がなくなってきたのが実態

です。 

 そしてその中で、特に日の出臨時駐車場の関係

で、言うなれば地権者に払わなければならない、

１５０万円のうちの半分、これはある面で町が、

町の観光なのにという考え方も、前の尾岸町長は

法令違反のところに払うわけにはいかないと出さ

なかった。それが今度は観光協会が承らなければ

ならない。それから、その復元費等も全部、観光

協会が基金の中から出さざるを得なかったのです

よ。この金額が約２３０万円あるのです。 

 ですから、そういうような積み重ねと、それか

らお土産、それからラベンダーオーナー、駐車場

の関係からいって、収入がなくなって支出が出て

いく、そういう関係で、現実の問題として、基金

の中から持ち出し、ここに、資料３４の中で自己

財源４７３万７,３１４円と、こうなっております。

そうすると、こういう形で毎年繰り出していって、

この基金が間もなくなくなるというような話を聞

くと、１年猶予かどうか。そうすると、今の段階

からこういう体制をどうするかということを組み

立てていかないと、どうにもならない状況になっ

てきていると。 

 ですから、今度、２２年度の要望調書の中で、

例えば職員の関係、局長３６２万２,０００円に対

して８０％以内ということでやっていますけれど

も、現実には職員２人がいるのです。そうすると、

職員のＡとＢに対しては、これを見ますと６５％

以内になっています。そうすると、要望書の中で

は８０％以内で何とかしてくれないかと。せめて

人件費ぐらいは上げてくれないかというのが切な

る願いの僕は要望調書だろうと思うのです。そう

すると、それに対して要綱があるから盾にすると

いったら、要綱は、変えることは僕はできるので

はないか。現状に合わせて、言うならば観光協会

の財務状況を見ていくと、これが１年半ぐらいで

もうだめだということになったら、上富良野の観

光に対する大きなダメージになるのではないかと。 

 ですから、私は一般質問の中でも申し上げたけ
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れども、駐車場の問題、富良野がいろいろやって

きている、それから中富良野にも花畑牧場のあれ

が出店するというようなことで、そうすると、だ

んだんおくれていくと。そこへ、ましてや観光協

会がこういう財政状態でどうにもならなかったわ

ということには、私はぜひなくしてほしい。その

ためにはどうするかということを、やっぱり充分、

町長も考えていただきたいと思うのです。ですか

ら、事業の内容で精査をしなければならないとこ

ろもあるし、話によると、深山峠のラベンダー畑

に、地権者に払っているお金が４９万円と言って

いましたか、それらについても、できれば日の出

公園に持ってきて、もしくは地権者と話の中では、

ある面で減額できる方法等も考えていかなければ

ならない、そのようなせっぱ詰まった状況になっ

てきているのが実態なのです。 

 そうすると、深山峠からラベンダーのオーナー

を日の出公園に持ってくるといったら、恐らく里

仁地区の地域の振興会の皆さん方は反対するだろ

うと。そうすると、なかなかこれも困難な問題だ

と。そうすると、やっぱり深山峠における観光の

実態からいくと、あそこからラベンダーはなくす

ことはできないなという考えになると、それに対

する観光協会は、持ち出したりいろいろな部面も

あるものですから、それはある程度、町として考

えていかなければならないのではないかというの

が私の考え方なのです。そうすると、ある面で今、

基金のある、若干でも、まだ１年ちょっとはもつ

という担当者の話でございますから、できれば何

とかこれを、生き延びる、それからもう一つ、公

益法人化の中の輪を拡大していく方法をともに考

えていかなかったらだめではないかという気がす

るのです。 

 それで、特に伊藤課長がいない段階で、いろい

ろ予算編成等は苦労されたろうということは考え

られますけれども、根本的には今後の観光行政と

観光協会のあり方をどうするかということが大き

な課題だと思うのです。その点で町長のお考えを、

ちょっとお聞かせをいただきたいと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問

にお答えします。 

 まず、厳しい財政状況だというのは以前も耳に

したことがございますので、それは承知してござ

います。今、るるお話がありまして、私も聞かせ

ていただきましたし、一番大事なのは、観光協会

みずからも、財政基盤含めてどう再構築するかと

いうプランをしっかり町にもぶつけていただいて、

その中で、今、固定経費やなんかの補助のあり方、

そういうものをもっと町が手を入れることで、最

終的に協会自身の財政基盤も含めた再構築につな

がるのかどうか、そういうものをしっかりディス

カッションした中で、町としてもポイントがどこ

なのかを取捨選択して対応していかなければなら

ないというふうに思うところであります。 

 これは、私どもも冒頭から申し上げているよう

に、町内の中で主要団体でございますので、その

成り行きが大変だということを感化できませんの

で、そういう意味でしっかり議論をさせていただ

きたいというふうに思いますので、この予算は予

算でともかく、そういう方向で会長と町長がしっ

かり議論できるような機会も設けるような形で進

めてまいりたいと思いますので、御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 今、副町長のお話で、あ

る面では理解を呈したのですけれども、このよう

な状態が公にならないような形で、できるだけ収

拾策、それから観光協会の自主努力も当然求めて

いかなければなりませんけれども、そういうこと

で、ぜひお考えをいただきたいのと、充分内容を

精査しながら、この補助率、言うなれば補助要綱

の補助率についても、充分、今、観光協会の財政

状況をお聞きをしながら、ぜひやっていただきた

いという気がします。 

 それで、観光協会としても、できるだけ早い時

期に観光協会の意見をまとめながら、町のトップ

と観光協会のトップとの話し合いとしながら、ぜ

ひ進めていきたいという考え方を持っているとい

うので、今、副町長もそういう考え方を持ってい

るというので、お互いにそういう気持ちがあると

いうことであれば、できれば早い時期に、やっぱ

りそういう機会を設けて、やっぱり観光協会がこ

れから活性化していく、言うなれば町の主要な公

的な機関的なものがありますから、何とか悪い状

況にはしてほしくないということで、言うなれば

もう、富良野、中富はどんどんあれしている中で、

上富良野がこういうことでまた変なイメージが出

てくると、私は残念な気がしますので、そういう

前向きの形で何とか話し合いをする、それからも

う一つは、変えるものは変えていくような姿勢を

ぜひとっていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今、申し上げた、繰り

返しになりますけれども、しっかり観光協会がみ

ずから再構築するプランを出していただきまして、

町が、繰り返しになりますけれども、暫定的にす

るもの、それから将来にわたって恒久的にするも
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の、そういう補助率も含めて、どういうことがで

きるのか、どういうことがまた実際に、再構築に

早い道でつながるのか。これは実現可能性も含め

ましてしっかり議論させていただきたいと思いま

すので、ここでそういう考え方を述べて、答弁と

させていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 現状についてお伺いした

いのですが、１６１ページの中小企業振興貸付事

業費という形で信用保証料や利子補給分、融資の

貸付金という形で載っております。現状、上富良

野の商業、工業者の皆さん方の経営状態というの

は、いろいろ聞きましたら、それぞれ努力もして、

大変な中で頑張っているという形になっておりま

すが、この現状についてですが、かなり厳しい状

況になっているのか、融資を受けようとしたけれ

ども、ちょっと融資は受けられなかったというよ

うな、そういう状況というのは上富良野町におい

ては、現状としてはあるのかどうなのか、お伺い

しておきたいのと、それと、大体何件、枠として、

今年度というか設定されているのか、お伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ５番米沢委員

のただいまの御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 商工業の方の経営状況の現状というような御質

問かなと思いますが、それぞれ個別にどうかとい

うようなところまでの把握は残念ながらできてお

りません。 

 それから、融資に際して希望どおりできるかで

きないかというような内容の御質問だったかと思

いますが、これにつきましては、金融機関を通じ

まして融資を行っているわけですけれども、金融

機関が窓口でやっている中で、我々のほうにそう

いった、制限されているであるとか、厳しいのだ

とかというような、直接的な内容の話は聞いてお

りませんので、枠の中で融資が行われているもの

と考えております。 

 それから、設定がどうかということでございま

すけれども、旭川信金さんと空知さんの２行で貸

付金として８,９００万円を予算計上しておりまし

て、これに金融機関の上積み分を入れまして、３

倍になりますが、２億幾ら、この中で運用されて

おりまして、形としましては、年間通して７５％

前後の融資率で動いておりますので、融資枠の中

で融資ができているというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 聞く範囲の中ではそうい

う状況が見受けられないのかという形かと思いま

す。 

 いずれにいたしましても、商工業者の状況、一

定程度、把握するというような状況、必要かとい

うふうに思います。今後、町においても、いろい

ろな商工振興において、さらに力を入れるような

動きも出てきているかと思いますので、その点、

もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問でございますけれども、一般質問の中で町長

のほうから、２２年度において空き店舗のほうの

実態調査を行うということでお答えをさせていた

だいておりますけれども、商工業の方の個別の経

営状況、実態がどうかというのは把握できており

ませんので、空き店舗調査等の中でそこら辺も兼

ね合わせながら調査をして、それを振興策に充て

て考えていきたいなというふうに、そんなふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 何よりも町の商工支援だ

とか、町の業者の状況を知るというのは、やっぱ

りまちづくりの上でも大切な状況だと思いますの

で、その点はきちんと対応する必要があるのでは

ないかというふうに思います。 

 今後、町においては、町長の執行方針の中にも、

まちづくりのあり方についても充分検討するとい

うような話もありますので、そういうものも含め

て、地元業者の意向調査もしながら、アンケート

もしながら、さらに、従前のアンケートもいろい

ろありますが、恐らく変わってきている部分もあ

りますので、そういった対応が今、町としても求

められていると思いますので、この点を伺ってお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ５番米沢委員

のただいまの御質問ですけれども、御意見のとお

り、非常に内容として把握できていないという部

分がございますので、まずそこら辺を重点にして、

それから何をすべきなのかというような協議に進

めていきたいと、そんなふうに考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 質問しようかどうかちょっ

と迷ったのですけれども、昨年も、今の関連です
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けれども、補償のことで質問させていただきまし

て、私は、どう考えても協会の保証料を補てんし

ている利子補給については、これはやっぱり農業

振興に対しても多大な貢献をいただいている部分

があって、同じように商工業に対しても利子の補

給というのが当然だろうと、こう思っていますけ

れども、金額的には少ないのですけれども、信用

保証の補てんを補助するということについては、

どうしても私は何ぼ考えても納得いかないのです

よね。まさに私はお手盛りの予算計上だと、そう

思っているものですから、昨年、２件ほど予算計

上させていただいている、こういう形でありまし

た。ことしも同じように２件ぐらいの許容だと、

こういうお話であります。 

 それで、この２件というのは、どういう形で２

件を絞っているのか、その点。それから、業種と

いいますか、どういうところなのか。その点、教

えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ４番谷委員の

御質問にお答えいたします。 

 信用保証料の補てんにつきまして、２０万円計

上をさせていただいておりますが、２件２０万円

は、これが何に基づいているかというような御質

問かと思いますけれども、ここ何年かの実績でい

きますと、２件だったり３件だったり、ないとき

もございます。そこら辺の件数と金額が、保証料

の２分の１で上限を１０万円と定めておりまして、

その状況で実績から見ると、２０万円に満たない

状態が実績として続いているということで、１行

に１０万円を計上させていただいて、２行で２０

万円というようなことで置かせていただいており

ます。 

 それから、業種につきましては、中小企業者で

あって商工会の会員さんというようなことでやっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） これは、いつごろから続い

ているのか。それと、申請が上がって、こちらで

選別をしているのか。あるいは、その辺の仕組み

はどうなっているのか。ちょっとその辺だけ教え

て。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ４番谷委員の

ただいまの御質問ですけれども、いつごろからか

という御質問でございますけれども、我々も業務

を担当しておりまして、見るのが条例に基づいて

やっておりますので、その条例がいつから発効し

ているかということでしかお答えできないのです

が、それからいきますと、昭和４６年からという

ようなことでございます。 

 それと、何に基づいて保証協会への補償なのか

というような御質問かと思いますが、これにつき

ましては、商工会の融資あっせん申込書を通して

金融機関のほうに申し込みがありますけれども、

補償につきましては金融機関のほうにゆだねられ

ているといいますか、金融機関のほうの考えがあ

りますので、そちらのほうで決められているとい

うことで、保証協会の補償をしてくださいという

ことであれば、そういう形になっていくというよ

うなことかと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） ちょっとわかりづらいので

すけれども、保証協会というのはたくさんあるの

ですよ。道にもあるし、全国的にもある。これは

どこの保証協会をつないでいるのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） 北海道信用保

証協会でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 昨年、私、尋ねた記憶はな

いのですけれども、こういう方々が、条件によっ

ては保証協会につなぐ人もおるし、それから、そ

こはうまくないというようなこともあったりして、

一般金融機関からも融資を受けるという方もおら

れると思うのですよ。こういう場合についての利

子の補給はどうなっていますか、一般金融機関か

ら借りた場合の。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問ですけれども、一般金融機関からの、町の融

資条例に基づかない融資のことかなと思いますけ

れども、それについて、保証協会の補償がついて

いる、ついていないというところまでは、ちょっ

と把握しておりません。（「利子補給についての

部分だよ」と呼ぶ）利子補給についても、町のほ

うとして補給の対象としているということはあり

ません。あくまでも町の、この条例に基づく融資

に限って利子補給なり補償……。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 昨年、そのことを、私が質

問したのではないのですけれども、同僚の議員が

質問しているのですよ、ちょっと議事録探って見

ていくと。その中で、一般金融機関の場合も調整

したいと、こういう答弁をされているのですよ。

だから、その経過はどうなっているのかというこ
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とを知りたいものだからこういう質問をしている

のですよ。だから、調整を全然していないという

ことですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの谷

委員の御質問ですけれども、去年のこのような御

質問のときに、協議をするという回答だったとい

うことでございますけれども、それについて協議

を詳しくしているということには至っておりませ

んので、今後、引き続き、今言ったような御意見

を参考にして協議を進めていくべきかなと反省し

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） こういう条例を制定すれば、

農業者の場合についても保証協会の分については、

何件かわからないけれども、こういう利子補給は

可能だと、こういうふうに理解してよろしいです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ４番谷委員の御質問に

お答えします。 

 保証料の問題と、それから利子補給の問題が今、

意見としてあったかと思いますけれども、まず、

町の融資条例に基づきます融資につきましては、

町が原資を預託して融資するシステムになってご

ざいますので、利率の設定については、一般市場

やなんかも参考にしながら、引き受け金融機関と

協議しながら金利を設定してございますので、金

利の設定の仕方で、こういう利子補給を解消でき

るのかどうかも含めまして、少し検討してみたい

と思います。 

 先ほどの保証料につきましても、具体的にはい

つからかはちょっと承知できていないようですけ

れども、少なくとも条例制定とともに、そういう

措置が講じられているとすれば、相当以前からし

ているなと。これらについても、実態として、保

証料まで補償することが本当に必要なのか、この

辺はしっかり実態を把握して、過剰な助成策であ

れば、これは当然、見直しすることも必要だなと

いうふうに思いますので、これは利子補給も含め

まして、しっかり実態を把握して、どうあるべき

かについては、商工会、それから末端の金融機関

含めまして、情報交換しながら、一定程度、どう

あるべきかについては精査をさせていただきたい

というふうに考えてございますので、御理解いた

だきたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 副町長、答弁になっている

ようでなっていないのだ。同じようなことを昨年

も質問しているのですよ。そして同じように予算

計上している。そのことは一年間かけてちゃんと

検討して、町としてこういう助成策を講じること

は必要なのかと。 

 私は、町のそういう方々に対して、利子補給す

るということについては、これはよしとしている

のですよ。ただ、保証協会の、金額的には少ない

かもしれないけれども、こういうものは助成すべ

きものではないと。まさにこれはお手盛りですよ、

金額的にどうであろうとこうであろうと。だから、

こういうものは改めるべきだと、概算要求すべき

ものではないと、こう思っているのですよ。です

から、一年間かけて調整すると今、話もありまし

たけれども、昨年からこういう話をしているので

すから、この一年間、はっきり言って何をしてお

ったのだと、こう言わざるを得ないのですよ。 

 余り強くは言いませんけれども、こういったも

のをやっぱり見直していただかなければならない。

先ほど申し上げましたけれども、質問の中で答弁

していないのですよ。農業者にもこういうものが

あったとしたら可能なのかと。私はこれを廃止し

てほしいのだけれども、同じような立場で物を言

うのであったら、農業者にもこういう保証協会の

補てんはすべきものだと、同等に扱うべきものだ

と、こういうことを主張しているのですよ。もう

一度、御答弁ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 冒頭、この間、改善に

至らないことについては申しわけございません。

検討をしていなかったということのようでありま

すので、この点については私のほうからも深くお

わび申し上げたいと思います。 

 あと、保証料の関係については、たしか昨年の、

平成２１年産の作柄は非常に好ましくなかったと

いうことで、農業関係者に対しての助成策を講じ

ましたけれども、あれはたしか、記憶では、保証

料についても含めて臨時的に対応しようというこ

とでございました。これはまた少し違いますので、

これらについても、農業者に拡大するのかどうな

のかについては、先ほど申し上げました中小企業

の分野についても、歴史的に見ても非常に長くや

っていますので、これは実態にそぐわないとすれ

ば、廃止の方向も視野に入れて検討しなければな

らないということからすれば、農業分野に拡大す

るという、そういうことよりは、これに一点集中

して、実態を把握して、あるべき姿を求めていく

べきだなというふうに思いますので、答弁になら

ないかもしれませんけれども、考え方を述べさせ
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ていただきましたので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 副町長はそういうことを

おっしゃるけれども、そうしたらこれは見直すと

いうことになるのですよ、その言葉をかりれば。

実態に即してということなのですけれども、やっ

ぱり商工会の皆さんだって、それぞれの努力もさ

れているのだから、やはりそういうことを考えて、

公的な、やっぱり町の産業だから守ろうと、農業

にしても同じなのですよ。そういう立場から設定

されているわけだから、これをなくすというのは

おかしいと思うのですよ。設定するのであればき

ちんと、状況を見て、足りないものは足すだとか、

将来の不測の事態に備えて、やっぱりこれを担保

しておかなければならないわけですから、その点

きちんと対処する必要があるのだと思うのです。 

 町の融資ということで、これに該当すればとい

うことなのですが、例えば該当しなくてもつなぎ

融資みたいなもので、少額で借りるだとか、いろ

いろな業種の方もいるのだと思うのです、実際、

話を聞いていたら。そういう、金融からも借りて、

その力ある方だろうと思うのですが、そういった

ところは町の融資制度を受けなければ、当然、保

証料などというのは払わないということになりま

すので、これは単独だということになるので、そ

ういう実態も含めてどうなのかということを、き

ちんと調査するのだったら調べて、その対応をや

っぱりきちんとすべきだと思います、僕は。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えしますが、私が申し上げたいのは、これ

はあくまでも貸付制度でございますので、返して

いただくということが前提でございます。そうい

う観点からすると、そういう返済能力があるかな

いかについては極めて重要な要素になりますので、

そういう観点で担保を提供する、もしくは共保証

みたいに保証人をつける、いろいろな対応がある

かと思います。 

 いずれにしても、保証協会につなぐ必要がある

場合には、これは、ある意味では融資を受ける方

々の責任においてやっていただくというのも一つ

の観点だと思いますので、そういう観点からする

と、これは見直しを含めて検討するのには十分、

要素としては考えられるのかなという意味で発言

してございますので、そういう観点でひとつ、町

としては課題だという受けとめ方をしていること

はひとつ御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） １６９ページの吹上温

泉保養センター運営管理業務の委託料の件なので

すけれども、平成２０年度までは保養センターの

経営が黒字ということで、この委託料は出されて

いなかったのですけれども、ことし、２１年度か

ら５５２万２,０００円出されて、２２年度が３９

６万３,０００円ということですけれども、これは

どのように算出して、将来どのような見込みを持

っておられるか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） １０番和田委

員の吹上保養センターに係る御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 吹上温泉保養センターにつきましては、指定管

理者制度によって運営管理をなされておりますけ

れども、その折にかかる委託料として、２１年度

５５２万２,０００円、２２年度３９６万３,００

０円というようなことで計上をさせていただいて

おります。２０年度までにおきましては、利益が

生じるということで町のほうに寄附をしていただ

いてきたということでございます。 

 今回、指定管理者制度、２１年、２２年、２３

年、今、３年間の期間ということで、指定管理者

制度で振興公社のほうに管理運営をお願いしてい

るわけですけれども、その申請のときの収支計画

に基づきます費用に見合うだけの収入が得られな

いというような収支状況になってきているという

ことで、その差額分を２１年度５５２万２,０００

円、２２年度については３９６万３,０００円とい

うような計上がされておりますので、２１から２

２にかけまして数字が大きく動いておりますけれ

ども、これにつきましては、退職される方がいる

わけなのですが、それを職員としてではなくて賃

金職員というのですか、正職員から賃金に切りか

えてというようなことで削減策を講じておりまし

て、かなり支出のほうを圧縮しております。その

ような関係がございまして、２１年度五百五十幾

らという委託料が２２年度においては３９６万３,

０００円と減額になっているというようなことで

ございます。 

 ２１年度の収支利用状況がどうかということで、

本当の大まかなつかみではございますけれども、

利用状況につきましては、資料に出ております入

り込みでいきますと８万５,０００円というような

ことで出ておりますが、１,９００ぐらい超えそう

だというようなことを聞いておりまして、収益に

ついても２００万円ぐらい予定よりもふえそうだ

ということと、あと、燃料費が指定管理者制度の
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指定で出したときの見積もりからいくと下がって

おるということから、そこのほうの圧縮がかかり

まして、支出のほうでも３００万円ぐらいは減額

できるというような今は見込みのようです。それ

で、２１年度５５０万円ぐらいの委託料というこ

とで進んできておりましたが、これにつきまして

は、委託料相当分ぐらいを寄附できそうだという

ような今、話を聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 今まで２億円余りの純

益を出して、町に還元しておったということもあ

るので、この程度の補助はやむを得ないのかなと

いうふうに思いますけれども、今、聞きましたら

いい方向に向かっているということで、これから

もぜひ創意工夫をして、よい経営に取り組んでい

ってもらいたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １６９ページに保養セン

ターの改修という形で、ヒートポンプの導入、Ｌ

ＥＤの照明導入という形になっておりますが、ヒ

ートポンプ、熱交換して、いわゆる省エネルギー

タイプのものだというふうに思いますが、詳しく

どういう仕組みなのかというところは省いても、

これで大分、いわゆる燃料等の効率だとか、縮減

だとか、どのぐらい効果として図られるのか、そ

の点、またお伺いしておきたいというふうに思い

ます。従来の、これは配管等でも充分対応できる

のか、その点もあわせてお伺いしておきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ５番米沢委員

の吹上保養センターの改修に係る御質問にお答え

をさせていただきます。 

 ヒートポンプを導入することによる効果がどう

かというようなことかと思うのですけれども、計

画当時、今現在進んでいる計画でいきますと、ボ

イラーを更新してやった場合の維持管理費、燃料

等を含めますと、１,０９０万円ぐらいかかるであ

ろうという部分が、ヒートポンプを導入すること

によりまして５００万円ぐらいになろうかという

ような試算で進んでおります。ただ、燃料等につ

きましては、最近、試算したときより下がってお

りますので、その幅は小さくなってきているかな

という感じはいたします。 

 それから、施設の内容については、温泉の廃湯

といいますか、温泉のお湯を利用して、そこから

熱を吸収して水を温めるということで、それを暖

房なり給湯に利用するというようなことの計画で

ございます。あと一部、電気関係ですけれども、

ダウンライトという照明があるのですけれども、

ここですと傍聴席の天井に小さいランプがついて

おりますが、そういう方式のランプにつきまして、

ヒートポンプと、もしくはもう一つ複合的に事業

を推し進めなければだめというようなことがあり

まして、蛍光管もしくはダウンライトというよう

な照明と組み合わせて今回の事業が可能であると

いうことで、館内にありますダウンライト１０９

カ所についての取りかえ、これも計画をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ヒートポンプを利用した

ものというのはいろいろと、熱交換ですから、い

ろいろあります冷暖房も含めてですね。それで、

これは４０度、熱なのですが、温泉熱で言えば、

あそこは最高四十五、六度か７０度ぐらいあるの

かなと思うのですが、それでしますと、冷水を温

めるとなると、どのぐらいの温度まであそこは上

がる形になるのでしょうかね。ちょっと、わかれ

ば教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問でございますけれども、ヒートポンプにお湯

を集めて温めるわけですけれども、そのときに温

度が三十七、八度ぐらいまでには下がってくるの

であろうということで、それを利用して熱交換に

かえるわけですが、それは充分問題はないという

ことで、それが何度までということになりますと

ちょっと、今わかりませんので、ただ、給湯とか

浴場のおか湯の部分に使ったりということであり

ますので、４０度以上になるということは申し上

げられますけれども、後ほどお答えをさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） このことでちょっと関

連で聞きたいのですけれども、この工事は、やる

のに対して営業を停止してやるのか、その場合ど

のぐらいかかるのか。 

 それと、この間から新聞にちょっと、全国的に

今、温泉の湯量というのですか、それがかなり落

ちてきて、昔から見たらかなり情勢が変わってき

ているといいますけれども、十勝岳あたりはそこ

ら辺は心配ないのかちょっとお聞きしたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） １１番渡部委

員の御質問にお答えいたします。 

 改修の期間でございますけれども、ヒートポン
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プそのものが発注してからの製造ということにな

ります。工事にかかりますのは、営業の関係もご

ざいますので、必要のないところは実施しながら

営業はやっていくということで、本当の切りかえ

の時期が営業を休むことになるかと思いますが、

今、管理しています公社と話をしておりますのは、

今までも２日、３日、定期検査的な関係で休んで

おります。この短期間ではちょっと無理だと思わ

れますので、１週間から１０日程度の期間の中で

切りかえを行うというような今考えで進めており

まして、時期としては、紅葉の時期が終わりまし

た１１月の末ぐらいというようなことで考えてお

ります。 

 以上です。（「湯量の問題」と呼ぶ） 

 失礼しました。湯量につきましては、特に問題

はないということで、特に情報は得ておりません。 

 以上です。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ちょっとお聞きしたいの

ですけれども、ヒートポンプと熱交換した源泉の

関係になると思うのですけれども、全く別な源泉

を使って、熱交換したらもう流してしまうのか。

熱交換した後の源泉というのは、また何かに再利

用するのか。３９度から４０度ぐらいと言ってい

ましたよね。使うのか、そこはわかりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ６番今村委員

の御質問にお答えいたします。 

 ヒートポンプを通ったお湯をどうするのかとい

う内容かと思いますが、このヒートポンプに来る

温泉のお湯というのは、もう利用の終わったお湯、

捨てるお湯を集めて熱交換に使うということで、

そこで利用が終わると、本当に捨てられるといい

ますか、捨てられます。そういうことでございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 関連で。 

 ヒートポンプのことなのですけれども、これで

どのぐらいの経費の削減を見ているのか、熱量等

の。そして、どのぐらい効果を見込んでいるのか、

その辺はちょっと伺いたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） １２番佐川委

員の御質問にお答えします。 

 どれぐらい経費が削減できるかというようなこ

とかと思いますけれども、先ほどちょっとお話し

しましたけれども、燃料と電気に関係してくるか

なと思いますが、今、試算できているのは、光熱

水費で年間５００万円程度の削減になろうかなと

いう試算がなされております。 

 あと、効果ということになりますと、削減も一

つですけれども、あとＣＯ２削減ということがござ

いまして、年間１７５トンが削減されるというよ

うな試算がなされているところです。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 関連でよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ。 

○６番（今村辰義君） 十勝岳のふもとには、ま

だ民間の温泉も、あと三つぐらいあるのですか、

このふもとにもありますけれども、それらは民間

で、自助努力で経営をしているわけですよね。吹

上のほうは町の援助をしているということであり

ますが、資料３３によると、また、非常に、年々

集客力、日帰りも宿泊もどんどん減っていってい

るわけですけれども、これだけ、ヒートポンプに

しろＬＥＤにしろ、今後の、去年も改修しました

よね。改修等もやっていくと。お金をつぎ込んで

いくのですけれども、吹上温泉センターの集客力

の増加というのですか、そこら辺にどのような努

力をしているのか。通り一遍の努力で終わってい

るのか、あるいは今後このように強化していくと

いうところを聞かせてもらいたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ６番今村委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 もう資料をお配りさせていただいていますよう

に、１４万の規模をピークに下ってきているとい

うようなことでございます。営業努力はしている

つもりでありますが、いかんせんああいう場所で

ございますし、また施設そのものも、果たせる機

能も、日帰りを中心に入浴客を招き入れるという

ことでございますので、それなりにイベントを組

みながら、また、ここ特に広告宣伝の費用も公社

として、どんどんそういう投資もしましょうとい

うことで対応しているわけであります。 

 いかんせん、もともと民間資本の施設が毎年の

ようにどこかここかで出てきていますので、お客

様についても、どんどん新しいところに流れると、

そういう構造もございますので、なかなか難しい

わけでありますが、私どもも、できればもう少し

視点を町民に向けまして、町民の方の健康増進に

もその営業が寄与できるような、これは本来、町

の施設でございますので、そういうこともしっか

り機能を果たすことで、集客総数は伸びなくても

地域に果たせる大きなこともございますので、そ
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ういう視点も少し膨らませていかなければならな

いと思います。 

 いずれにしましても、過去の状況に戻ればとい

う思いを持って、また町内外に、またテレビ報道

等でも取り上げていただいていますし、自慢にな

りますけれども、あそこもなかなかいいところだ

というお客様からの評価もいただいていますので、

そういうことが低下しないように維持しながら、

集客が戻るように引き続き努力したいと。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、あれまで

の、町から１８キロほどある地のりでございます

ので、本当にいいところだとは思いますけれども、

一般の方が、こういう、ガソリンを含めて燃料高

騰の時代に、なかなか足を運んでいただけないと

いう事情もございますが、それを乗り越える努力

をこれからも引き続きしてまいりたいと思います

ので、ある意味ではお力添えをいただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 違った観点からアプローチしますと、前にも、

尾岸町長のときに申し上げたのですけれども、上

富良野町の観光客の増加ということにもつながっ

ていると思うのですけれども、入浴マナーといい

ますか、そこを吹上温泉からほかのところに広げ

ていってほしいし、それができると思うのですよ

ね、町の主導としてできるわけですから。やはり、

いろいろなお客さんは目的を持って温泉に入るわ

けですから、マナーの悪い人というのですか、常

識のない人がいますと、自分のそれぞれのお客さ

んの目的が半減してしまって、おもしろくなくな

るわけですね。だから、そういう権利はだれも持

っていないわけですから、マナーは個人、個人で

やはり向上させていかなければいけないのですけ

れども、何分、おぎゃあと生まれて、それぞれの

地域で生まれた人というのは、これがおれのマナ

ーだと思っていますから、それをただすというの

は非常に難しいので、そこをぜひ吹上温泉のほう

からやってほしいのですよね。 

 だから、汗というのは物すごく、濃度的には低

いのですけれども、あれはおしっこと同じ成分で

すよね。そういったものは例えば流してから入る

とか、入るときには洗うべきものは洗って入ると

か、大声出さないとか、いろいろマナーはありま

すよね。そういったものをぜひ吹上温泉のほうか

ら、ほかの地区にでも普及していってほしいと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 今、今村委員からマナ

ーの話、以前もありましたので、言われている内

容はそのとおりだなと思いますが、いかんせん客

商売でございますので、なかなか、この商売、私

もほとんど素人でございますけれども、商売する

側からの物の言い方によって、客が怒り心頭で帰

ってしまうというのも私ども聞いていますし、で

きるだけトラブルにならないようなことを常務以

下従業員に私のほうからも申し上げていますし、

トラブルがあった場合には必ず私どもに申し出い

ただいて、それでどうだったかということをでき

るだけ把握しているつもりでございますが、この

マナーについては、言われるように、入浴もマナ

ーがあるでしょうし、すべてにおいてマナーがあ

ると思いますので、この辺は、私どもも、少なく

とも観光地でございますので、関係する皆様方が

同じ価値観で、少しずつそういうことが地域の風

土を変えられるように、そういうふうに仕掛けを

することが必要だと思います。 

 これは、あしたから言ったから、すぐ変わるも

のでもございませんし、人の振りを見て我が振り

直すというような、そういう熱い思いを持ちなが

ら、即、強制することについては反発を食います

ので、できるだけそういう形でムードをつくって

いきたいと思いますので、御理解いただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １６５ページの臨時駐車

場の問題なのですが、これは東町の自衛隊官舎跡

地という形でよろしいのか、今後、防衛省あたり

については、その敷地については他に売却する動

き等というのはないのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ５番米沢委員

の日の出公園の仮駐車場の御質問でございますけ

れども、２１年度に昨年借りたと同様、東町の自

衛隊官舎跡地を利用させていただくという考えで

予算計上させていただいております。この土地が

防衛省から移るかどうかということにつきまして

は、いつまでも防衛省ではないというふうには聞

いてはおりますが、具体的にいつごろ総務省のほ

うに移管になるとかというような情報はまだ得て

おりません。 

 今、上富良野駐屯地業務隊を通しての手続にな

りますけれども、この状態であれば、そういうこ

とで利用してもらう分については、当然、許可を

いただいた中での使用になりますけれども、差し

支えないというようなことで、２２年度について

も考えております。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そこで町長にお伺いいた

しますが、再候補地、駐車場については、今まで

の他の議員の方の答弁を聞いていましても、今の

ところはテーマに上るような状況ではないという

ような答弁を繰り返してらっしゃるのかなという

ふうに思いますが、将来的に、やはり上富良野町

のラベンダー観光や観光をやっぱり維持するあそ

こをやっぱり駐車場として確保するということで

あれば、そういうテーブルにまったく着かないと

いう状況が本当に好ましいのかどうなのかという

ところは考える必要があるのではないかなという

ふうに思いますが、この点、確かに議会等の関係

で否決されたというのもあるのでしょうが、私は、

やっぱり大きく問題をとらえて、やっぱり上富良

野町の観光のあり方も含めて、もう一度どうなの

かというところを検討し直すというような、そう

いう見方も一方では必要ではないかなというふう

に思いますが、町長は、この点どのようにお考え

なのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（向山富夫君） ５番米沢委員の駐車場に

関します御質問にお答えさせていただきますが、

さきの一般質問でもお答えさせていただいており

ますが、私の日の出公園に対する思いと、それか

ら御提案させていただきました駐車場の必要性と

いうもの、一つも変わっておりません。ただ、今、

委員が少し私の考え方に変化を求めているのかな

というような、そういう思いもありますけれども、

客観論で、前回も申し上げましたけれども、当時

と客観情勢が、私といたしましては大きく変化を

してきているというふうな理解に至らないもので

すから、私の思いは一つも変わっているものでは

ございませんので、そういう意味で、私の気持ち

が動くような状況だなというふうな判断ができた

ときには、そういうようなこともあり得るかと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 町長もいろいろ考えてい

らっしゃると思います、その部分については。た

だ、やはりこういったものは、時がやっぱり御存

じのように動いておりまして、やっぱり時の流れ

に沿ったタイミングの中で、やっぱり動くという

ことが求められているのだろうというふうに思い

ますので、その点は、やはり大きく物事をとらえ

るという立場からも、やはりその点、充分検討す

る余地が、まだまだ可能な部分もあると思います

が、この点も町長の中にはいろいろと考えもあっ

て、いろいろな発言という形になっているのだろ

うというふうに思いますので、この点、もう一度

確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町長。 

○町長（向山富夫君） 米沢委員の御質問に再度

お答えさせていただきますが、やはり、一定程度、

時間の経過も必要でしょうし、時間の経過ととも

に、それぞれとらえ方に変化も生まれる可能性も

ゼロとは言えないかなと思いますが、現在の、将

来どういうふうに状況変化がされていくかという

ことは、これは全く、ちょっと予測がつきません

のでお答えできませんが、今の状況でそういう考

えに至るような判断には至っていないということ

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） １６３ページ、商工振興

事業補助の部分でございますが、資料の３２をい

ただいて、内訳、地域振興事業費という欄、地域

振興対策事業費の中の商工フェスティバル、それ

からスタンプラリーの部分が５０万円を計上して

いたようですがゼロということで、商工フェステ

ィバルについては、町のにぎわいをつくるという

ことではすごく有益なことではないかと思います

し、スタンプラリーにおいては、商工業者もそう

ですし、消費者も得るものがある事業だとは思い

ますが、ゼロということで、ほかに地域振興対策

事業ということで何かほかのことを考えられてい

たのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） １番岡本委員

の御質問にお答えをいたします。 

 商工会運営に係る補助金の中の地域振興事業の

部分についてどうかというようなことかなと思い

ますが、地域振興対策事業費ということで、２１

年度予算を計上しておりました商工フェスティバ

ルとスタンプラリーについては、２２年度につい

ては計上を見合わせているというのが実態でござ

います。 

 これにつきましては、委員のお話のとおり、人

を集めてにぎわいをつくるという部分については

確かに振興に期するものだとは思います。これが

通常的な形でいいのか悪いのかというのも双方で

話し合わなければならない部分なのかなとは思い

ますが、我々といたしましては、そのときだけで

なくて、振興策が２年後、３年後につながるよう

な、そういったものについてどうかというような

ちょっと視点もありまして、そういった部分で２

１年度は５０万円ほどスタンプラリー、商工フェ

スティバルに見ておりますが、そのようなことも
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御検討をいただけないだろうかというような意味

合いもありまして、あと、全般的にではあります

けれども、町の予算の中の進めていく中で、数年

前から行われている配分方式というような方式の

中で、全体的にどこかで抑えなければならない部

分というのが出てきます。これが、全部がここに

来たというふうなことではないのですが、そのよ

うなこともありまして、ここでは見ていない。 

 それでは、ほかではどうかというようなことで

はございますけれども、継続的な事業ではあるか

と思うのですが、商工会のほうでも一生懸命努力

をされています中茶屋の運営管理、これらも一つ

ではあると思いますし、あと、臨時的な措置だっ

たとは思いますが、プレミアム商品券の扱いもそ

の一つではなかろうかというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） 先ほどの先輩委員の関連

にもなってしまうかもしれませんが、ここに至る

経緯について、どれぐらいのやりとりがあったか、

回数でもいいですし時間でもいいですから、お聞

かせ願えればと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問でございますけれども、さきの中村委員のと

きにもお話ししましたように、やりとり、ボール

の投げ合いが少なかったという部分については反

省しているところでありまして、要望を受けまし

て、それについて再度、詳しい説明は求めて、文

書で出されていることはございます。その上で判

断をさせてもらったということがあるわけですけ

れども、それについてさらに、お互いにどうこう

といった部分については、なかったのかなという

ことで、観光協会と同じように、非常に不適切な

対応だったのかなということで、その点について

は反省をいたしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） 先ほども申されましたが、

今後そのようなことはないということをもう一度

確認しておきたいと思います。 

 お願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ただいまの御

質問でございますけれども、深く反省をいたして

おりますので、先ほどもお話ししましたように、

決まるまでの過程の中で、お互いに協議、話し合

いをしながら進めていくべきと思っておりますの

で、そのように進めていくということで御理解を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 昼食休憩に入りたいと思いますが、この款につ

きまして、まだ御質問がございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで７款の商工費についての質疑を終了いたし

まして、昼食休憩といたします。 

 再開を午後１時５分といたします。 

─────────────── 

午後 ０時０３分 休憩 

午後 １時０２分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開します。 

 初めに、先ほど５番米沢委員の質問にありまし

たヒートポンプの最終熱容量を答弁させていただ

きます。 

 商工観光班主幹。 

○商工観光班主幹（多湖逸郎君） ５番米沢委員

のヒートポンプの関係の御質問にお答えをさせて

いただきます。 

 ヒートポンプを通したお湯が何度になるかとい

うような御質問だったと思いますが、７５度まで

上がるということでございます。１系統につきま

しては、直接暖房に使うと。あと、もう一つはタ

ンクに４２度の温度をためて給湯に使うというよ

うなことでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の

１７０ページから１９１ページまでの質疑に入り

ます。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） １８７ページ、児童公園

等管理費ですが、ここのところ４４６万６,０００

円、昨年と比べまして１３７万円ですか、これは、

ことしから一部住民会に移行するということなの

ですけれども、以前に私も何回か公園を、住民に

草取りや整備をするようにしてはどうかというこ

とを質問させていただきまして、やっとそのとき

が来たのかなと。まさにここから協働のまちづく

りが少し始まるのかなと、こういうような思いで

いっぱいなのですけれども、住民も初めてですし、

仕事のやり方や機械の使い方ですとか、職員の方

も忙しくて大変かもしれませんけれども、そうい

ったところの充分な細やかな指導というのをやっ

ていただきたいと思うのですけれども、その点ど
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うでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 住民会管理になったときの業務内容等の指導等

も含めて、今後、高齢者事業団に現在委託をして

おりますが、２２年度からは高齢者事業団を含め

て住民会管理の中で、一緒に、指導しながら作業

をしてもらうという予定でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） こういうやり方がいいか

と思います。強制的ではなくて、各住民会で、で

きるところからで結構ですからということで、ま

ことにそういったところは、やり方としてはいい

方法だと思うのですけれども、やっぱり最初が大

事だと思いますので、一部の住民会ですから、こ

れが来年以降は、うちの住民会もやってみようか

なと、このような感じになっていってくれるとい

いなと、これがまさに協働のまちづくりではない

かと、こういうふうに考えるものですから、最初、

職員の方もちょっと、住民も初めてですから、エ

ネルギーもかなりかかるのではないかと思うので、

最初のやり方というのが、ちょっと今後において

もいろいろあるかと思いますから、その点、やっ

ぱりどういうふうにやられているかとか、その後

のチェックなんかも、よく回っていただいて、い

ろいろ、今度、来年はうちもやってみようと、こ

ういうふうに広がってほしいと思うものですから、

最初の取り組みが大切だと思いますので、その点

もう一度、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ２番村上委

員の御質問にお答えいたします。 

 住民会管理の中でも、いろいろな管理形態、方

法等、住民会によってはあろうかと思います。そ

の中で、やっぱり町がどこかで介入していかなけ

れば、粗雑な管理方法等もできてくるのかなと思

ってございます。それらを解消するためにも、役

場、高齢者事業団、あと住民会、三者含めて、き

ちんとした管理をしていただけるように、指導も

含めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １８１ページの景観づく

り推進費という形の中で、報酬等の審議員の予算

が計上されて、また、報償費には景観、施策、指

導、助言謝礼という形になっておりますが、町で

は景観の指定団体等も含めた形の中で進めたいと

の動きもあったかというふうに思いますが、こう

いう動きの中で、今回、こういう予算の報償費等

や報酬等の動きがあるのかなというふうに思いま

すが、この点、今後の考え方、景観づくりについ

ての考え方等も含めてお伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の

景観に関する御質問にお答えいたします。 

 委員御質問の景観づくりにつきましては、１６

年度に条例を制定して以降、北海道の景観条例の

動きもちょっと見きわめる都合がございまして、

その動向を見守ってきております。 

 昨年、北海道の景観条例が４月から施行されま

して、町との現在の条例等の関係も扱い上明らか

になってまいりました。それを受けて、町でも、

条例制定当初、景観行政団体となることを前提と

した動きをしてまいりましたけれども、北海道の

景観条例の動きとあわせて、再度、町が景観行政

団体となることの是非について、２１年度中に基

本的調査を実施いたしました。２２年度中にその

方向性を見きわめて、現在のところ景観行政団体

となることが望ましいのかなという事務段階でご

ざいますけれども、景観づくり推進会議のほうで

検討いただいて、最終決定を行い、必要な措置を

講じていくという２２年度のおおむねの方向性を

見出しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、この行政

団体の指定が受けられるとしましたら、検討する

ということですから、まだこれからだという話で

あります。仮にそういう指定を受けた場合、環境

の問題、いわゆる指定地域だとか、そういう形の

中で、ここの区域は指定を受けますという形にな

るのかどうなのか。あと、今、問題になってきて

いる、去年も問題になりましたけれども、ゴンド

ラというのですか、ああいうものが立ったときに、

立てようとしたとき、そういった場合、そういう

指定団体区域に入っている場合、そういうものは

どういうふうになっていくのでしょうか、建設す

る人たちの動きがあった場合だとか。そこの点に

ついて。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の

再度の質問にお答えいたします。 

 現時点で景観行政団体となることの決定は得て
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おりませんけれども、昨年度の観覧車の問題もあ

りまして、やはり上富良野町のすばらしい景観を

守り、育てていく、そして新たにつくり出すとい

う視点から、ある程度の方向性を持った計画を立

てなければいけないという教訓を得ております。

その関係もありまして、いろいろな規制の措置も

当然出てまいりますし、町全般に規制をかけるの

か、それとも重点的なエリアを設けるかについて

は、現時点でちょっと明言をできかねますけれど

も、いろいろな手法がございます。そこら辺の検

討を含めて、条例改正、それから景観計画を作成

する手順に今後移っていくのかなという考えを持

っております。御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） １７３ページの除排雪

の点についてですけれども、まず、ことしの排雪

が極めてタイミングよく、速やかにやってくれて、

大変気持ちよく道路を使わせてもらっているとい

うことで、担当者をぜひ褒めてやってくださいと

いうことを町民から言われましたので、まず報告

しておきたいと思います。 

 除排雪経費ですけれども、ことしは５,４００万

何がしということですけれども、２０年度が４,６

００万円、２１年度が５,２００万円ということで、

だんだん経費が上がってきているわけなのですけ

れども、私の感ずるところでは、雪は年々少なく

なってきているのではないかなというふうに感じ

ているのですけれども、その辺、どのようでこの

ような数字が出てきたかちょっと、説明をお願い

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） １０番和田委員

の除雪に関する御質問にお答えいたします。 

 和田委員のほうから、本年度の除雪、良好で、

町民生活にいい結果を招いているというお褒めの

言葉をいただきまして、職員のほうからも私の言

葉を通じて伝えていきたいと思っております。 

 除雪経費の年々の増大ですけれども、これは実

は、除排雪を担う職員の数、退職不補充の姿勢を

とっておりまして、年々、退職して、これを直轄

で受ける能力、機能が徐々になくなってございま

す。以前にも総務委員会の席上でも若干御説明申

し上げましたけれども、このまま推移しますと、

２３年度、もしくは２４年度には、直接、除排雪

に当たれる職員が不在となります。このため、順

次、外出しの委託路線をふやしてきた関係で、ど

うしても予算上、委託費の形で、この事業費目に

積み重ねてきている関係で年々ふえていっている

経過にございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １８５ページの、大型遊

具という形で、島津公園整備という形で設置され

ますが、これは、資料もいただきました。いろい

ろ、関係する方の意見も聞いたということで、あ

あいう規模の遊具というのは、本当にうれしいと

いう声も聞かれております。 

 今後、この施設等の改築に当たって、また公園

整備という形で去年から進められておりますが、

いろいろと、公園における、やっぱり学習的な要

素も含めた中での整備という話もありましたが、

その点はどうなるのかなというふうに考えていま

す。 

 また、上富良野で言えば１カ所あれば充分なの

かなと思いますが、例えば日の出公園あたりにも、

そういう遊具等、この規模になるかどうかは別と

しても、非常に、あそこら辺についても、遊具が

あればいいというような話も聞かれますが、その

点なんかもいろいろと動きとしてはどうなのでし

ょうか。考えておられるか、もしくはそういう意

見の中でもそういう要望等が出たか別としても、

何らかの対処というのは必要になっているのかな

と思いますが、お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ５番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 島津公園の大型遊具に関しましては、２２年度、

本年度で整備する予定をしてございますが、ほか

の遊具関係については、既存のもの、使えるもの、

安全なもの等についてはいろいろ整備しながら、

それらについて整備をしていきたいと考えており

ます。 

 それと、質問にございました日の出の大型遊具

等を考えておるかという御質問でございますけれ

ども、これらにつきましては、日の出については、

幼児用の滑り台を含めた、ちょっとした複合的な

遊具１基、それと、日の出公園にはアスレチック

等の遊具、これは、小学生以上の児童が遊べるよ

うなアスレチックが設置されておりますけれども、

意見としては、それらも整備してほしいという意

見もございます。これらについては、今後検討し

ていきたいと、このように考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １８５ページの駅の人道

跨線橋の関係でございます。一応、昨年は階段部
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分、今度は人道橋の部分ということで、非常に、

駅前の、特に観光地の入り口になる玄関が改装さ

れるというのはよろしいのですが、ただ、駅舎の

階段のところの壁のところが、もうペンキがはが

れて、人道橋のほうはよくなるけれども、その手

前に見える壁が非常に、白いペンキがはがれっ放

しになっているものですから、これは当然、ＪＲ

でやることだろうと思うのですけれども、これら

の関係で、ＪＲと充分協議をしながら、四季彩の

まちにふさわしい表玄関にしたいのだけれどもと

いうような形で何とか要請をしていただけないか

どうかということで、当然やっていただきたいと

思うのですけれども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村委員の

駅舎の美観的な問題についての御質問にお答えい

たします。 

 実は、この駅舎の周辺の美観を損なう、景観上

の支障があるということは、かねてから一般質問

の機会などを経て、議員各位から御指摘いただい

ております。町としましても、機会があるたびに、

気にしているのだということでＪＲ当局のほうに

話をしてございますけれども、駅の管理体制が、

上富良野駅が委託駅ということで、美瑛駅のほう

で上富良野駅を所轄しております。相互に、駅を

利用する、利便性を保つ上での除雪体制とか、駅

と私どもの部署とのつながりはあるので、たびた

びお話はしておりますけれども、なかなかＪＲ自

体が、新たなそういう駅舎整備というところに目

が向きにくい状況にあるようで、引き続き、その

改善の要請を強めていきたいと思います。 

 ちょうどことし、ＪＲのほうの負担工事という

ことで、ＪＲ側の施設管理部署も乗り込んでまい

りますので、絶好のきっかけだと思いますので、

改善を働きかけていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 課長のほうで乗り込んで

いくという、その意気込みで、何とかこの関係、

ペンキ塗り立てて改装していただきたい気がいた

します。 

 次の質問、よろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいです。 

○９番（中村有秀君） １８１ページの景観づく

りの関係です。 

 それで、報償費の指導助言謝礼３万円というの

は、東大の堀教授さんのことなのかどうか、ちょ

っと確認したいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村委員の

御質問にお答えいたします。 

 ここで組まれています報償費３万円、これは、

アドバイザーとして、また会議のほうの委員とし

て入られています東大の堀教授に対するアドバイ

ザー部分の謝礼ということで、年間お支払額が３

万円ということです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 景観づくり推進委員の会

議録を見ますと、ちょっと気になることがあるの

です。いやあ、堀教授にあれしているのだけれど

も、助手が文書やなんかを出せばそれでいいので

はないかというような発言が会議録に残っている

のですよ。だから、そんないい加減な形で、当然、

教授の下に助手がいるだろうし、そういうシステ

ムなことはわかるけれども、そういうことを言う

委員が会議録に残っているのですね。ですから、

それではちょっと僕は心外だなという気がするも

のですから、やはりその点はぴしっとした形でや

っていただきたいということで要望したいのです

けれどもね。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） 中村委員の御質

問にお答えいたします。 

 委員御指摘の議事録につきましては、昨年の観

覧車に関する会議の際のものだと思いますけれど

も、その際に、私どものほうで掌握していない部

分が実はございまして、その内容はと申しますと、

堀教授が町の要請を受けていろいろなアドバイス

をする部分、それから、町民の方々がたまたまお

知り合いであって、堀教授のところに訪れてアド

バイスを受けた部分、そこら辺が議事録の中であ

いまいな書き方をしてございましたので、そこら

辺が誤解の原因かと思っております。 

 この内容としましては、景観条例をつくった際

に、そこに携わった町民の委員の方々が堀教授と

直接的な、知人の関係がございまして、そのつて

をもって私的なアドバイスを受けたという部分を

議事録の中に記載してしまいました。それは、本

来、記載すべきでない部分でございまして、現在、

反省してございます。御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私はたまたま読んだので、

記載すべきではないといっても、言うなれば、僕

はある面で、情報公開からいえば、やっぱりやる

ものはやって、反省するものは反省するという形

のほうが僕は望ましいかなという気がするのです。
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確かにあの文書を見ると、ある委員との私的な関

係の中でこうなのだという経過があるものだから、

だけれども、それはそれでしようがないけれども

今後どうするかということで、僕はある面で、助

言の謝礼についても、そういうことであればはっ

きりした形で、景観づくり推進委員の会長名で堀

教授に直接あれしてというような形のほうが、僕

はいいのかなという気がするものだから、そうい

う点で今質問したので、課長の答弁でわかりまし

たので。 

 もう１回いいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ。 

○９番（中村有秀君） それでは、１８７ページ

です。公園緑地等維持管理ということで、今年度

から非常に取り組んでおります。私もいろいろな

住民会長さんや、それから公園のそばにある人た

ちにもいろいろ聞きましたら、やっぱり緑地公園

や児童公園でベンチが非常に少ないというのです。

休もうと思っても休めないわというような意見が

多く寄せられている。これから整備されていけば

されていくほど、やっぱりそういうことで、公園

に来て休みたいという人が多いような気がするも

のですから、できたらやはり、やる以上、やっぱ

りベンチの配分をそれぞれ、あるところとないと

ころ、あっても非常に老朽化しているというとこ

ろも私見ていますので、それらも計画的に進めて

いただきたいなということと、それからもう一つ、

ベンチも高さがあるのです。よく都会のほうで、

我々一般的な、ベンチで座って、立つときによっ

こいしょとやらなければならないのだけれども、

ひざをちょっとあれしただけですぐ立てる、言う

なれば、ここの座高のところが高いベンチがある

のですね。ですから、ああいうものもちょっと研

究しながら、同じベンチを入れるのであれば考え

ていただきたいなということなのですけれども、

その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ９番中村委

員の御質問にお答えいたします。 

 今後、２２年度から住民会等の管理をしていた

だくように進めているわけでございますけれども、

公園の整備関連、特に、今おっしゃられましたベ

ンチ、もしくはテーブル等の整備も徐々に、住民

会と相談しながら、それらを進めていきたいと、

このように考えております。 

 それと、ベンチの高さ等については、住民会で

使用される人などの意見を聞きながら、設置も含

めて検討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） １８９ページの町営住

宅管理なのですけれども、資料１６とあわせて。 

 緑町団地が備考に政策空き家ということになっ

ておりますけれども、４２戸あって７戸しか入居

していないということで、言うなればゴーストタ

ウン化しているのではないかなと思うのですけれ

ども、この政策空き家というのはどういうような

ことを言っているのか、ちょっと説明お願いしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １０番和田委員

の町営住宅に関します御質問にお答えを申し上げ

ます。 

 資料１６にあります緑町団地でございますが、

緑町団地につきましては、昭和３６年から４２年

にかけて建設をいたしましたが、非常に老朽化し

ている状況にございまして、過去には整備計画も

持った時期がございましたが、今、入居されてい

る方々の移転がなかなか進まなかった状況もござ

いまして、ここにつきましては、今後の人口減少、

あるいは公営住宅の需要の状況もかんがみますと、

ここにつきましては、今申し上げましたように、

非常に老朽化していることから、新たな入居者に

ついては入居させない状況にあることから、今こ

こに政策空き家という形で整理をさせていただい

たところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 空き家のままで放置し

ておいては、いろいろな危険が生ずることもある

のではないかなと思うので、例えば、多分、ばら

ばらに残って使用されているのではないかと思う

のですけれども、それを例えば１カ所ぐらいにま

とまって入居してもらって、あとは壊して公園と

か何かにするとか、そういった考えはないのでし

ょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １０番和田委員

の再度の質問でございますが、この入居者の７名

の方には、昨年、１年以上前から協議を実はさせ

ていただいております。委員おっしゃるように、

保安上の問題がございますことから、この入居者

の方々については、他の団地、もしくは１カ所に

集まることができないかの協議を実はしていると

ころでございますが、なかなか皆さん、その場所

でなじんでおられることから、なかなかその辺の

協議が進まない現状にあります。 

 ただ、引き続き、町といたしましても、保安上
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の問題等も非常に懸念しておりますし、また、入

居者の高齢化がどんどん進んでおりますことから、

除雪体制等もなかなか組めないような状況もござ

いますので、また引き続き、皆さんとはお会いし

ながら、いい形で進めたいなというふうには考え

てございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） 泉町団地の政策空き家

もやっぱりそういうようなことで考えているかと

いうことと、それから、現在そうしたら使える団

地は、戸数は、泉町南団地の４戸と西町団地の２

戸ということになりますか、あいているのは。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １０番和田委員

の御質問でございますが、泉町南団地の７戸の政

策空き家につきましても、実はここは２階建ての

公営住宅８戸がございます。これにつきましても

大変古い建物でありまして、危険度も含めまして、

また階段が急であったり、いろいろな使いづらさ

がございますので、ここについても新たな入居を

しない状況にしてございます。ここに１戸、入居

されていますが、先ほどお話ししたような緑町団

地のように、御本人とも協議をしながら、他の団

地もしくは近隣の団地にということで、今、話も

している最中でございます。 

 あと、委員おっしゃったように、３月１２日現

在の状況でございますが、泉町南団地と西町団地

合わせまして６戸程度の空き家を今、管理をして

いるところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番岩崎委員。 

○８番（岩崎治男君） １８３ページ、駅前駐輪

場の看板ですけれども、これについて観光客が、

ちょっと読み違いをして、間違うのだというふう

なことで、観光ボランティアの方にも言われまし

たし、駅前で商売をやっている店の店主からも、

私のところへ来て問い合わせが来るのだけれども、

どうも紛らわしくて説明するのに大変だと。 

 どういうふうになっているかというと、皆さん

も御承知のように、駐輪場は平成７年ですか、立

派なものでございまして、これに大きく、全体の

壁に、表の壁のシャッターの上ですけれども、歓

迎十勝岳温泉郷と書いて、その下に平仮名、片仮

名で「ラベンダーのさと かみふらの」と、こう

いうように書いてあるのですね。私は、これでい

いのではないかなと思って見ていましたら、駐輪

場が余り立派で、施設があれなものだから、駅を

おりてきたり、バスからおりた観光客が、これが

温泉だと思ってそこへ行くらしいのです。私は、

あれは駐輪場でしょうと、いつも上富良野に住ん

でいる人は、あれは駐輪場だと。駅からおりた人

は、それが温泉の入り口だと、こう間違うという

のですね。 

 それで、できれば観光のＰＲをする温泉郷の看

板は看板で別に立てていただいて、あそこは町営

の駐輪場という名目にしてもらったらありがたい

のですけれどもねと、そういうお話でございまし

て、苦情の意向かなというふうに思って、大変、

考えるにも思惑があるわけですけれども、何かの

機会に、今は立派な看板が立っていますから、よ

そに便乗した、建物に便乗した看板でなく、やっ

ぱり歓迎看板は歓迎看板として設置して、紛らわ

しい部分は取り除いたらいいのではないかなとい

うふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ８番岩崎委員の

案内看板の件についてお答えいたします。 

 駐輪場のほうの壁に書かれているというのは承

知しておりましたけれども、実は、その表示をど

の部署で担当して行ったか私、現時点でちょっと、

情報を持っておりませんので、改修といいますか、

修繕とか何かの折に対応するのが一番適切かなと

今考えております。 

 いずれにせよ意見をお伺いしましたので、善処、

改善するように取り進めたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかに。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １７１ページの町道の関

係でございますけれども、これには直接関係ない

のですけれども、何かことしは春先が早かったせ

いか、土嚢を入れる道路が、非常に陥没が早かっ

たのです。それで、私が、うちの町内もひどいも

のですからそれを言おうと思ったら、もう速やか

に土嚢を入れていただいたので、特に夜なんかは、

陥没のひどいところはもう、がくんといく可能性

が非常にあるのですよ。 

 それで、速やかに入れてくれたということでは

感謝をしているのですけれども、町道も大分改修

をされたし、昨年、またことしもあろうと思うの

ですけれども、私の今手元に持っている平成１９

年の土嚢の設置箇所ということで、６３道路のう

ちの合計１,１３４ということで、土嚢を設置した、

そしてその地図等も持っているのですけれども、

ことし、言うなれば２月から３月にあれした関係

で、道路の改修等も進んでいるので、ことしは道

路箇所とすると何カ所で、それから土嚢の数は幾

らかということでちょっと確認をしたいのですけ
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れども。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 中村委員の

土嚢の数と路線の本数でございますけれども、土

嚢の数が４２７袋でございます。そして、道路の

本数は２５路線でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうしたら、非常に、町

道等の改修が進むことによって、極端に言えば道

路６３が２５になったというようなこと、それか

ら、１,１８４袋設置したのが４２７袋ということ

で、非常に道路の改修が進むことによって少なく

なったということで理解をしていいのですけれど

も、それではことし土嚢を設置した４２７の中で、

繰越明許の関係等もあったり、それから平成２２

年の道路の改修等も含めて、それであれば何カ所

ぐらいが２２年度の予算執行した段階で減るのか

ということはわかりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） この２５路

線の中で、１２６袋入れた路線がございます。こ

の路線は、本町４丁目１番通りという道路でござ

いますけれども、この路線につきましても、こと

し防衛の補助で改修予定して、１年では終わりま

せんけれども、２年ぐらいかけて終える予定でご

ざいますので、約１２０袋ぐらいはだんだん減っ

ていくような予想が立てられます。 

 そのほかに、２２年度やる路線の中で、約５０

袋ぐらい減る予定です。ですから、１２６の全部

ではない、半分にしても、５０袋、５０袋で１０

０袋ぐらいは減る可能性があるのではないかとい

うような予想をしてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） せっかく道路を改修して、

それだけ減ったということで、特に本町４丁目、

今、課長が言われた本町１番通りというのは私の

うちの前で、１２６袋入って、言うなれば麻袋道

路でないかというぐらいの状況でございます。こ

れが２カ年でやるということで理解をしているの

ですけれども、何とかこういう、上富良野町の特

有の地盤ということで、非常に工事的にも苦労さ

れると思いますけれども、何とか麻袋道路ができ

るだけなくなることが、特に町民からすればやっ

ぱり、環境がよくなった、道路がよくなった、そ

ういう気配りでやってくれたということで、やは

り行政に対する信頼感も出てきますので、なおそ

の点の促進をお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １７１ページの町道維持

費の関係で、前からも要望があったかと思います

が、いわゆる道道と町道のつなぎ目、例えば日の

出公園に抜ける道道交差点がありますね、きくや

さんの。あそこはくぼんでいて、冬場だとかはよ

く水がたまったり、夏場にしても雨が降ったらた

まったりするだとか、あと栄町もそういうような

ところが、たくさんあります、ほかにもある。そ

ういうところの、やっぱり現場を見ながら、町道

維持費を、予算が続いているわけですから、そう

いったところを現場の担当者の方はよく見ておら

れるのだろうと思いますが、そういったところの

対応等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 特に道道と

町道との境目、委員おっしゃるとおり、いろいろ、

雨水だとかがたまって支障を来している状態でご

ざいます。これは、富良野の土木現業所と協議い

たしまして、施工範囲というものがございますの

で、どちらが、北海道がやるのか、上富良野町が

やるのか、その辺協議を経て、いずれにしても早

急に整備したいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） その点はぜひ対応してい

ただきたいと思います。 

 それで、やはり町道の維持管理というのは大変

重要なことで、やはり町の福祉計画初め、やはり

そういったものについても、バリアフリーや、や

っぱり安心して歩ける歩道づくりという形の中で、

かなり起伏があったり、段差があったりとかして、

そういった部分も見受けられます。やはりこうい

う部分については、やっぱりだれでもが安心して

歩きやすいような、これは今すぐという話ではな

いかと思いますが、やっぱり町全体の、都市計画

並びにそういったものの、やっぱり検討しながら、

やはり身障者の方であっても歩きやすい歩道づく

りだとかというのを、町の中で計画要因というの

は持っておられるのだと思いますが、具体的にそ

ういったものを実行に移すとなると、用地買収の

問題だとかいろいろなもろもろの問題が出てくる

はずなので、そこら辺はどういう障害があるのか。

そういうものを実行しようとする場合、どうなの

かということを、ちょっと課題や問題点、あれば

教えていただきたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 委員おっし
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ゃるとおり、うちの歩道については、特に狭いと

か、取りつけ道路と入り口の関係で、歩く方には

非常に不便をかけている通路は認識しているとこ

ろでございますけれども、バリアフリーにするに

しても、まず歩道の、最低でも３.５メートルぐら

い必要ということになります。それで、委員おっ

しゃるように用地買収だとか、補償だとか、そう

いうものが必ず出てくると思います。 

 それから、今、特に、言い方がまた二度、三度

になるのですけれども、非常に狭いのは重々承知

してございます。ただ、東１条、町の中の道路な

のですけれども、平成十四、五年ぐらいといいま

すか、車道を少し狭めて歩道を確保したというよ

うな経緯もございますので、その路線、路線によ

って、どのような、交通量だとか、人の数だとか

を検討いたしまして、可能性のあるような路線、

そして必要性のある路線についても、今後、計画

して、実施に向けて検討したいと思いますので、

その辺、御了解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） １７３ページの除排雪に

ついて、墓地の除排雪はどうなっているのかをお

聞きしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ６番今村委員の

御質問にお答えをいたします。 

 町道維持にかかわる除雪につきましては、人家

があるということが大前提になってのことでござ

いまして、墓地の管理をしております町民生活課

のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 冬期間につきましては、墓地につきましては、

除雪も含めましての排雪はいたしておりません。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 日本人はお墓参りは冬で

も行きますから、行って、私もちょっと現地をま

だ全然見ていないのですけれども、メーン道路的

なものがあるらしいのですよね。そこら辺の除雪

をやっぱりやってほしいという声はありますね。

ぜひ、そういったものを検討していただきたいと

思うのですが、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） 今村委員の御質

問にお答えをしたいと思います。 

 もちろん、冬にお墓参りをしたいという方もお

られるのは承知しますが、例えばメーン道路をあ

けたとしても、あの墓地には細かな支線道路が実

は入ってございます。さらに支線道路からそれぞ

れの墓地の区画がございますが、どこまでするか

という問題も非常に重要になってまいりますが、

基本的には冬の、墓地にお参りができるような体

制を整えるというのはちょっと難しいのかなとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １８３ページの街路樹整

備ですが、場所によっては木の剪定もされていま

す。今回、こういう予算の中には、既に枯れてい

る部分もあります、実際。また、住民会から等、

あるいは町内会から要望がなくて植裁をしていな

いという地域もあるだろうと思いますが、やはり

町並みをきれいにするという点でも、やはり街路

樹の整備というのは非常に大切なことです。 

 今、町の中を見ましても、いろいろな、カムロ

ーズ道路のことで言えばあそこの駅前通りのとこ

ろは非常にきれいな木々が植裁されております。

やはりそういう一つ一つ、やっぱり木を植えなが

ら景観を守っていくというのは、従来からやられ

ていましたけれども、さらにそういった部分、き

ちんと管理ができるような、予算という点ではこ

れは３０万円でしょうか、これでは充分なのかど

うなのかという点、ちょっとお伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 技術審査担当課長。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 上富良野の

町の中で、街路が連続的に植えられている路線に

ついては、街路事業でやった路線、上富で言えば

３路線ございます。まず１路線は、中学校の前の

通りです。あれが、街路名で若葉通りと言うので

すけれども、あそこがある程度の間隔を置いて、

きちんと街路樹を植えたところでございます。そ

れから、役場の横の東２丁目通り、２４号から道

道まで、これが街路事業でやって、きちんと植樹

ますをつけて整備した路線です。もう１点が、先

ほど委員がおっしゃったとおり、駅前の街路、そ

こが連続的に植裁した箇所でございます。そのほ

かに、路線によっては小さなますをつけて、木を

植裁しているところがございます。 

 それで、北海道は特に、上富良野の場合、先ほ

ども言いましたように、歩道の狭い中に街路ます

があるわけでございまして、冬場の排雪時期にお

きまして、相当、街路樹が傷むというか、気をつ

けてはいるのですけれども、年々、数本傷めて、

またそれを補植するというような実態が進んでご

ざいますので、特に狭い箇所については、木を植

えないで、花だとか低木を植えるような計画に今、

向けて動いている状況でございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そういうところはそうい

う形で、いずれにしても、管理というか、そうい

うものをきちんとやっていく必要があるというふ

うに思います。 

 次にちょっと質問させていただきたいのは、１

８９ページの公営住宅の維持管理の点であります

が、今、公営住宅、富町団地も含めて、建設して

いる状況にあります。南団地については、今後、

基本設計という形で、２３年度から予算化という

形の中で、この計画を見ましたらなっております。 

 そういう状況の中で、非常に、扇町にしても、

泉町南団地にしても、かなり老朽化している部分

があります。予算措置されておりますが、実際、

担当者も来て、現場も見ていただいて、直してい

ただいている部分もあるのですが、やはり場所に

よっては、予算がないということで、なかなか対

応できないという話も実際あります。これは職員

の方が悪いのではないのだと思いますが、やはり

現場を見ましたら、入り口がもうカビてひどいと

いう状況のところもあります。確かに将来的には

建て直したりだとかするのですが、やはり当面は、

そういった場所であっても、公営住宅であったと

しても、やはりそういった環境だとか、暮らしを

している以上、カビの臭さに悩まされたりだとか、

やっぱり実際あるので、速やかにそういった部分

についてはやっぱり修繕をするということが必要

だというふうに思います。 

 公営住宅の集会所に至っても、扇町は特に、や

っぱり集会所の壁がはがれたりとかしていますの

で、そういった部分の対応というのはどういうふ

うになっているのか、当面直す部分と、将来的な

こともありますから、そう財政投資もできない部

分もありますので、その点お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

町営住宅の整備に関する御質問にお答えをいたし

ます。 

 委員御発言のように、富町団地が平成２２年度

で完成をする予定になっておりますことから、２

３年度以降の整備計画を立てるべく今、町営住宅

の長寿命化計画を２２年度作成をし、今後の整備

計画を明らかにしていきたいという作業を今進め

ているところでございます。 

 また一方、維持管理に関しましては、平成２１

年度から平成３０年度までの１０カ年の修繕計画

を立てた中で、町営住宅の適切な維持管理に向け

ての取り組みも、実はして、平成２１年度では、

特に泉町、扇町団地の屋根塗装を中心に、四千数

百万円の整備費をかけたところでございます。ま

た、引き続き、平成２２年度予算でも、８８９万

１,０００円の予算計上をしながら、計画的に整備

をしてまいる予定としたいと考えております。 

 また一方、それぞれの入退居時、あるいは、今、

委員の御発言にありましたように、生活している

中で老朽化したものとか不都合な部分につきまし

て、これらにつきましても５９０万円の予算を計

上しながら適切に住環境の整備も進めていきたい

というふうに考えております。なるべく、予算が

ないので後回しにということがないように、今、

現場でも対応しておりますことを御理解もいただ

きたいというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そういった点は、速やか

に対処できる部分はぜひ、西町住宅についてもそ

うなのですが、対処していただきたいというふう

に思っています。 

 公営住宅の問題でいえば、やはり今、入居する

基準としては、単身者はだめということで、年齢、

６０歳以上でしょうか、達していれば単身者であ

っても入居できるという状況になっているかと思

います。 

 今、住宅事情もさまざまで、やはり独身の方で

も公営住宅に入居したいという方がいらっしゃい

ます。そうすると、決まりがありますから、実際、

入居できないという状況があります。民間住宅で

はちょっと高いという状況もありますので、そう

いった場合は、上富良野町の公営住宅の入居規則

条例等において見直しを図って、そういった人た

ちの入居というのは可能なのかどうなのか。もし

も可能であれば、そういった選択肢も、今すぐと

いうことの話ではないにしても、やはり、少しで

も若い人が住み続けられるような環境整備という

のが大切になってきているかというふうに思いま

す。 

 国のほうでも、いろいろ、高齢者に対する賃貸

に対する、一定の条件があれば補助を出すという

動きもありますので、そういう動きも含めて、ち

ょっと検討の余地があるのではないかと思います

が、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問にお答えをいたします。 

 今、町営住宅につきましては、実は公営住宅法

という法律がございまして、これらの法律の中で



 ― 90 ― 

の入居基準、これらを満たすように、さらに条例

で細部につきましてルール化しているところでご

ざいます。 

 ただ、今、委員の御発言にありましたように、

需要にどのようにこたえていくかという部分につ

きましては、ちょっと大きな話になりますが、国

でも地方分権を進めておりまして、公営住宅法に

つきましても、若干の市町村の判断基準に優先す

るような、実は動きもございます。実際には２０

年度に法改正になりました公営住宅料の一部市町

村の裁量も認められたところでございます。ただ、

今お話しいたしましたように、今のところ公営住

宅法の法律の中での運用をせざるを得ない状況に

ありますことから、今後につきまして、どのよう

な形になっていくか別といたしまして、これらの

発表の中で、また町民の今、要望の内容も見てい

きながら、今後、これらの対応も見ていきたいと

いうふうに思ってございます。 

 ちょっと長くなって申しわけございませんが、

ただ、町の状況といたしましては、入居希望者が

非常に多い中で、いわゆる待機をしている中で、

さらに対象者を独自に広げていくというのは、正

直言いまして、今のところはかなり困難性がある

かなというふうには考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） １８１ページの、都市

計画審議会委員６名というふうに書いてあるので

すけれども、これは議員の中からも２名加わって

いると思うのですけれども、このほかのメンバー

に、専門家的な、有識者というのですか、そうい

う方が入っているのかどうか。あと、年にどのぐ

らい開催されているのか。また、４万４,０００円

というふうに出ていますので、ほかの審議会等と

比べるとちょっとまた、金額的にちょっとわから

ないなという部分もありますので、そこをちょっ

と教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） １２番佐川委員

の御質問にお答えいたします。 

 都市計画審議会委員につきましては、現時点で

６名の定員をもって構成されてございます。その

うち２名につきましては議会のほうから御推薦い

ただきまして、現在、一色美秀議員と岩崎治男議

員が委員として入っていただいております。 

 そのほかに、有識者としまして、奥田哲也さん、

仙波惠美子さん。母体につきましては、奥田哲也

さんが商工会のほうからの選出ということで、仙

波惠美子さんにつきましては一般町民、フラワー

マスターの会という、お花のほうの、まちづくり

のほうに詳しい方でして、それから、中瀬実さん。

中瀬さんにつきましては、農業委員会の会長とい

う立場でおいでいただいております。それから、

温泉敏一さん、これも商工関係者という形でお入

りいただいています。いずれもまちづくりに関係

する、商業関係、それから外周部を形成する農地

との境界の関係で農業委員会から入るという形で

構成されております。 

 それから、報酬の金額につきましては、これは

特に諮問案件がなければ、会議がないということ

もありますけれども、年間で２回程度の予定で予

算化はしてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） この４名、一般という

ことなのですけれども、何かこれ、有識者と言っ

ていいのかどうかというのも、ちょっと疑問が考

えられるので、この辺の、審議会委員を今後選択

する段階において、もう少し幅を広げて、本当に

わかっている方というのも入れていくべきだと思

うのですけれども、その辺の検討を今後していっ

ていただきたいなというふうに思いますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） 上富良野町の都

市計画条例に基づいて選任してございますけれど

も、選任区分につきましては、有識者という選任

区分しか設けてございません。ただ、過去の選任

経過、前例に倣いまして、関係する機関、団体か

ら推薦いただくというような手はずを整えてござ

います。また、再任に関する制限も、しっかりし

たものを設けておりませんので、ここ長らく再任

されている委員も、名簿上見受けられる状況にあ

ります。 

 今後、推薦をいただく場合、再任用の関係につ

きましても、推薦母体のほうと充分調整をとりな

がら、刷新性のある、前進的な協議をいただける

委員構成を目指してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで８款の土木費についての質疑を終了いたし

ます。 

 ここで説明員が交代いたしますので、少々お待

ちください。 
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（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、９款教育費の

１９２ページから２４１ページまでの質疑に入り

ます。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２０７ページ、新学習指

導備品のところでございます。 

 ことし、上小が２０万円ということで、昨年か

ら新学習指導要領に沿って備品をそろえていると

ころでございますが、上小はこれは、昨年１１２

万３,０００円でしたから１３３万円ぐらいになっ

ておりますが、各学校で違いますのは、それぞれ

いろいろと配慮されて、備品をそろえる予定だと

思いますけれども、去年、新体力測定テスト器と

いうのを購入したかと思いますが、昨年は小中学

校の全国体力能力調査などというのはされたので

しょうかどうでしょうか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 体力、それから状況調査につきましては、昨年

度は西小学校を除いて実施をさせていただいてお

ります。今年度につきましても、今のところは全

校実施をするということで今、計画はしておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 富良野市の教育委員会で

は、昨年４月と５月に小学校、中学校の運動能力

の調査をしたということですけれども、全国平均

を上回ったということが出ておりましたが、上富

良野では５０メートル走とかボール投げとか、そ

れから握力とか、持久力とか、そういった、どの

ような項目でおやりになったのか、また、その結

果についてはどのような傾向だったのか、ちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の

御質問ですが、体力・運動能力につきましては、

済みません、今、結果等についてはちょっと持参

してございませんので、後ほどお答えさせていた

だきたいと思います。 

 ただ、結果的に、上富良野町においても、基本

的には全国並みの結果が出ているというふうに押

さえております。ただ、全道的に見ますと、全国

と比較するとやっぱり、全道的にはやっぱり落ち

ているということでは、結果として聞いておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 西小がやらなかったのは、

インフルエンザの閉校ですか。何か、閉鎖になり

ましたよね。ことしは全部おやりになるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の

御質問ですけれども、実は去年、初めて体力・運

動能力テストの実施ということで文科省のほうか

ら指示をされてございます。ただ、去年について

は、できる学校においてはやっていただきたいと

いう形の中で、実はそれぞれ、年度途中での文科

省の発表だったものですから、それぞれ各学校の

教育課程の中で、各学校においてはある程度、運

動能力テストについては、それぞれ教育課程の中

で入れている部分があったものですからできたの

ですけれども、ちょっと西小学校についてはそう

いう準備ができていない部分があったものですか

ら、西小学校については、昨年度は実施しなかっ

たということであります。 

 今年度については、今のところ全校ということ

で計画しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 今度、武道が必須と、中

学校はなりますけれども、この柔道着、これは１

着幾らするのか、またどれぐらいそろえられるの

か。また、それが、何も余り使わないうちに終わ

ってしまったということになりませんように、そ

れと女子はどうなのかな、柔道はと思ったりもす

るのですが、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の

進学指導要領に伴う、武道に伴う柔道着というこ

とだと思いますが、上富良野中学校では、今、５

４着を予定しています。それから、東中中学校に

おいては６着を用意しています。それから、柔道

に対しては、東中中学校においては柔道用のマッ

トということで、その準備も今したいということ

で思っております。 

 なお、女子についても、委員御存じのように、

オリンピック等においても柔道の競技は女子競技

もございますので、そういう意味では、学校側の

判断ではございますけれども、柔道においては女

子も男子も一応対応できるということで、今のと

ころは進めております。（「幾らするのですか、

１着」と呼ぶ声あり） 

 大変失礼しました。ちょっと、定価的には約６,

５００円から７,０００円程度ということで、今、

私どものほうでは予算をしております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 
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 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 分館管理ということで２

２７ページの関係です。 

 予算特別委員会の資料の４９の１、４９の２の

関係なのですけれども、一つは監査委員から指摘

をされた草分分館と防災の関係でということで、

恐らく監査委員の指示事項の中では、この予算書

は間に合わなかったのかなという推測はしますけ

れども、その点まず確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（水谷つね君） ９番中村委員

の質疑についてお答えしたいと思います。 

 分館管理費の草分分館のところでございますけ

れども、分館の管理につきましては、あそこは防

災センター機能があるものですから、人件費がご

ざいます。そこのところでほかの分館とはちょっ

と違った金額になっているかと思います。それ以

外のところにつきましては、通常の経費がかかっ

ている分がございますけれども、全部が町の負担

ではなく一部住民会負担をいただいているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は１月２７日が、代表

監査委員と監査委員のほうで監査の結果というこ

とで報告を受けていますね。その中で、草分防災

センター管理業務を住民会に委託しているが、委

託費の積算基準が明確でないため、整理が必要な

旨を所管課長等に講評したということですから、

これが、この資料の４９の１、４９の２に反映さ

れているのかどうかということを確認したかった

のですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 監査委員さんからの御指摘等につきましては、

実はこの予算のほうには反映されておりません。

実はもう、予算組みも終わった部分があるもので

すから、来年度に向けて、鋭意また調整をしてい

きたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は来年度ではなくて、

本年度のやる段階からこれをきちんとしていかな

いと、１年置くというのは、やっぱり監査委員の

指摘としては、それを処理する側としては適切で

はないのではないかという気がするのですよ。で

すから、物理的に間に合わなかった中ということ

は私は理解しますけれども、今度の執行の段階で、

これらをやっぱり、監査委員の指示とその内容を

検討して、適切に処理していくべきではないかと

いうことを感じたものですから、その点、お願い

いたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の

御質問にお答えします。 

 大変失礼しました。今年度の執行の際にも、根

拠もつけながら、また精査をしてまいりたいと思

います。 

○９番（中村有秀君） 続いてよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ。 

 ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） １９５ページ、上富良野

高等学校振興対策費の関係でお尋ねをいたしたい

と思います。 

 これも監査委員の指摘の中で、毎年、毎年、返

還金が発生をしているよということで、言うなれ

ば予算編成時に適切な積算をされたいということ

だろうと思うのです。 

 それで、私も、厚生文教委員長時代等も含めて、

上富良野高等学校の教育振興会の総会等も出させ

ていただきまして、そうしますと、平成１４年か

らずっと見ますと、平成１４年、３８万９５７円、

平成１５年、２７万５４１円、平成１６年度は、

これはゼロとなっているのですけれども、実質的

には、例の佐藤元事務長がプロジェクターを勝手

に買って、最終的に平成１８年度で修正をしまし

て、２７万５４１円が返還されております。それ

から１７年度も１７万８,０００円、それから平成

１９年度は３７万９,０００円、平成２０年度は４

５万２,０００円ということになって、その大きな

要素は、監査委員は、私が質問したときには、生

徒数が応募した、４０なら４０予定したけれども

２７とか２６だとか、それが大きな要因だという

答弁をされたのだけれども、それも要素の一つに

はあるのですけれども、実際に事業をしないやつ

が、ずっと私見ていたら、すごいのですね。 

 極端に言えば、平成１９年度の事業の関係を見

ますと、言うなれば入学準備金ということで対策

費、これは２３万４,０４０円余っています。そし

て、これは執行率は８６.１％。それから、研修活

動費は３４万円予算のうち２４万１,０９０円で９

万８,９１０円、執行率は７０.９％。それから、

環境整備費では１２万円持っているのに９万２,０

７８円、７６.７％。言うなれば、こういうことが

１９年度。それから、２０年度で見ますと、研修

活動費が５１万９,０００円が２６万６,０２５円

ということで、５１.３％の執行率なのです。こう

やって見ていくと、いかにでたらめな計画書をつ



 ― 93 ― 

くられているかということがはっきりわかるので

すよ。 

 ですから、僕は、代表監査委員の言う生徒数が

４０で積算して、２６だ、２７だというケースは

何回もありましたから、その減はわかるのですけ

れども、それ以外のところで非常に多いのです。

そうすると、僕は、振興会の総会で言ったように、

事務局は教育委員会が入っているでしょうと。そ

れから、振興会の会長は教育委員長でしょうと。

そうすると、あなた方がしっかりしないとだめで

すよと言ったのがずっと繰り返されてきているの

が事実なので、代表監査委員がこういう指摘を僕

はされたと思うのです。 

 それで、今回のあれも見ますと、２２年度の予

算で資料３６を見ますと、似たようなことが書か

れていて、私が一番心配するのは、生徒の資質向

上研修費、進路講演会等が、１０万円のものが５

０万円になっているのですね。ですから、これは

本当にやれるのかなという、僕も危惧しています

し、逆に今、私が言えば、何とかしなければなら

ない、消化をしなければならないということが出

てくるかもしれませんけれども、非常に私は、こ

れらを心配視するので、まず一つは、今回、予算

の内訳を見ますと、平成２１年度の予算の研修活

動の支援ということで２５万円が３５万円になっ

た理由、それから、もう一つは、生徒の資質向上

で１０万円から５０万円になったこと、それから、

入学準備支度金は、これはもう、やむを得ないと

思うのですよね。これはもう、ふえたものは、８

０万円よりふえますね、２人ふえましたから。８

４万円になるからわかるのだけれども、今、研修

活動の支援と、それからもう一つは、生徒資質向

上の１０万円が５０万円になった、その事業の内

容をもうちょっと明確にお答えをいただきたいと

思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の、

上富良野高等学校の教育振興会の補助の関連の御

質問にお答えしたいと思います。 

 まず最初に、研修活動の支援で１０万円の増の

部分でございますけれども、両方それぞれ、上富

良野高等学校の学校長とも協議をしながら、２２

年度の計画を含めて協議をさせていただきました。 

 その中で、基本的にまず、この研修活動の支援

については、それぞれ、主にことし定数を超える

ような入学者数を迎える部分もあるものですから、

在学生も含めて、この子たちが３年生になってか

らも、それぞれ、学力そのものの、何というので

すか、底力というのですか、それを上げたいとい

うことも含めて、基礎学力の向上を、ちょっと今、

計画をしたいということで、その方法としては、

放課後ですとか、あるいは長期休業中等において、

基本的にボランティアの中で、旭川の教育大学の

学生ですとか、あるいは地元にいらっしゃる教職

員の退職者の方々ですとか、そういう方々を講師

に招いて勉強会を開催したいと。基本的にはボラ

ンティアでの予定をしているのですけれども、た

だ、旭川から来る場合等の車馬賃、そういう実費

等を今、出してあげたいのだと。そういう費用と

して、実は１０万円、増額をさせていただいてい

る部分がございます。 

 それから、生徒の資質向上研修費ということで

ございますけれども、これは生徒ばかりではなく

て教職員においても、本来は、基本的には道費で

賄うべきの部分もあるのかもしれないのですけれ

ども、町としての応援としても、実はキャリア教

育というものをベースにした人間教育サポートシ

ステムというのがあるのですけれども、そういう

ものの活用に、生徒指導、進路指導、教育相談、

それから、そういう保護者向けの講話ですとか、

それから個別のカウンセリング、それからスーパ

ーバイザーの支援システム、そういうものを使う

ために、４０万円の、こういう会社やなんかもあ

るものですから、そういう会社と契約したりする

ことも検討した中で、４０万円の今、増額を計画

しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 私は、ことしが定員がオ

ーバーをしたということで、これは上富良野高等

学校の第２のスタートでないかと。これをいかに、

生徒が充実、地域もわかる、それから保護者もわ

かるというような環境整備を私はしていかなけれ

ばならないということで、ぜひ、これらの関係が

必要なのかということで、やはり計画を立てたら

きちんとやっぱりやっていかなかったら、これは

僕、ずっと歴年見ていたら、生徒数の入学準備金

以外の残が結構あるのですよ。 

 そうすると、実際に振興会の役員の事務局、事

務長や教頭も入ったり、教育委員会の職員も入っ

てあれだけれども、ですから、適切な時期にトッ

プと事務局との会議を私はやるべきだと言ってい

るのですけれども、会議費のけたを見ると、何か

総会のときにちょっと使ったきりな感じを私は受

けたのです。ですから、何とかやっぱり、今入っ

た生徒たちが３年間やって、その後の後輩も、来

年、再来年も、そういうような充実した教育をや

れというような、環境整備費の残にぜひ、もう、

会長が教育委員長なのだから、その意を対して、
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きちんとした形でやっていきたいということでお

願いをしたいと思います。 

 それで、関連で、委員長、よろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） いいですよ。 

○９番（中村有秀君） 上富良野高校の野球部が

新たに、従来あったけれども新しく入って、大き

な一つの組織になりつつあるという、父母や生徒

の理解で、この生徒数もなったように聞きます。

そうすると、野球部の援助の関係は、この予算の

中では入っているのか入っていないのか、ちょっ

とお聞きしたいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の

御質問の、上富良野高等学校の今後できるであろ

う野球部の関連、今までは野球同好会という形で

野球をしていたのですけれども、今回、委員御指

摘のとおり、上富良野高校で野球をしたいという

子供たちも含めて、すべてではないのですけれど

も、そういう子も含めて入学するということで、

恐らく野球部はできるだろうと思います。 

 ただ、学校とも協議している中で、基本的に、

野球部だけに援助する特別なものも組む必要はな

いというのは学校長のほうからも申し出がありま

す。ただ、この予算の中で、学校活動環境整備支

援ということで、その中でクラブ活動への支援と

いうのがございます。予算の範囲の中で、この部

分については、野球部に限らずに、他のクラブ活

動、あるいは生徒会等の支援は行ってまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 陸上部でも、ちょっと優

秀な選手が砲丸投げで出て、そのときの用意をし

た振興会の予算で、それから、平成１７年度では

ユニホーム代の一部ということで１７万３,９２１

円支出しているケースもあるのですよ。 

 そうすると、やっぱり物心両面で応援をすると

いうことになると、この経費の中ででも、一部で

も、やっぱり上富良野高校に入れた親の皆さん方、

野球部に入れた親の皆さん方からすれば、ああ、

講演会もできたけれども、振興会からも何ほどか

のやっぱり応援があるよと。というのは、前、佐

藤事務長がいたときに、ユニホームがあれだとか、

それからグローブがあれだとか、やっぱりいろい

ろ集めては自分でとんしてしまって、そして自分

のキャッシュカードでニュースポーツに払ってい

るケースがあったので、そのようなことは今回は

ないだろうと思うのですけれども、そういうよう

なことで、もしできれば、生徒から集める部分は、

ある面で、これは部活だからいたし方がありませ

んけれども、この振興会の中からでも、ある面で

支出をするような体制が、幾ばくかの金額になる

か私は承知しませんけれども、考えていただいて、

やっぱり指導する先生、それから親、子供たちに

も、ああ、町も振興会を通じてという気持ちが伝

わるような形で会計処理を適切にしていただきた

いと思うのですけれども、その点いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 基本的には、この予算の範囲の中ではあります

けれども、もちろん野球にかかわる費用も含めて、

今回も考慮をさせていただきたいと思っておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １９３ページの学校教育

アドバイザーという形で、前年度からも引き続き

予算化されております。いろいろ聞きましたら、

学校訪問しながら、いろいろと困っている問題等

も聞きながら、いろいろと対処の仕方やらの訪問

指導なんかもされているということでありますが、

そういったものも含めて、もう一度、この学校教

育アドバイザーの役割等、また、今年度について、

特に力を注ぎたいという、そういう場面、目標等

がありましたら、ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

御質問の、学校教育アドバイザーの関連について

の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 ２１年度においても、アドバイザーを配置をい

ただきまして、特に、これが実績、目に見えた、

金額的なもの、あるいは効果的なものというもの

ではないのですけれども、基本的に、それぞれ学

校長の退職者の方を、２０年度から今、配置をさ

せていただいておりますけれども、一番大きなも

の等についてはそれぞれ、例えば不登校児、ある

いは学校での問題児等への生徒指導の仕方等、た

またま、この先生も生徒指導にかかわった先生な

ものですから、そういう部分では大きなアドバイ

スをいただいております。 

 それから、父母等による虐待ですとか、そうい

う部分への対応の仕方等々も含めて、学校と、そ

れと教育委員会、それから、虐待であれば本当に

保健福祉課も入ってくるのですけれども、そうい
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う形の三者の中で連携を持ちながら、いい方向へ

向けていきたいということでのアドバイスもいた

だいております。特に、そういう部分では、それ

ぞれの専門的な部分でいろいろな御指導をいただ

きながら進めさせていただいております。 

 特に、今年度も含めてなのですけれども、今、

先ほど村上委員の御質問にもありましたように、

新学習指導要領に伴いまして、向かっていく方向、

それから町のこれから進めなければならない事項、

それは学校との調整も含めてですけれども、こう

いう部分においても、今、アドバイザーの方から、

いろいろなそういうアドバイスをいただきながら

今準備を進めさせていただいておりますので、本

当に、我々行政としてわからない部分、本当に、

その現場と、私ども行政との大きなつなぎ役とし

ては大変効果があるもの、おまえたちが楽するの

だろうと言われるとちょっと誤解を招くのですけ

れども、そういう意味で、私たちの本当に専門部

分でわからない部分についてアドバイスをいただ

いております。 

 そういうことで、私たちとしては大変効果が上

がるものというふうに認識しているところであり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 関連ですけれども、非常

にそういう、登校拒否だとかいじめ等に携わって

きたということで、専門的な面からは校長先生の

ＯＢという面は非常にいいと思います。ただ、長

年同じ現場でやってくるとマンネリ化になって、

新たな問題点を発見できないということもあると

思うのです。 

 それで、話を進めていくのですけれども、先般、

上中の卒業修了証授与式ですか、そこに行ってき

ました。非常に感動してよかったのですけれども、

残念なのが１個だけ。国歌斉唱のとき、生徒がだ

れも歌ってなかったですね。非常に寂しかったで

す。来賓の方とか皆さん歌っておりました。だか

らそういったものもぜひアドバイスしてほしいと

思うのですけれども、そこら辺のアドバイスの有

無とか、今後、先ほど新学習指導要領の話も出ま

したけれども、しっかり教育するようになってい

ますよね。そこら辺も含めて今後どういう予定に

なっているのか、あるいは、そのアドバイザーの

人はそういうものを見て何も考えていなかったの

か、今まで。わかる範囲で教えていただきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長。 

○教育長（北川雅一君） ６番今村委員の御質問

でございます。 

 御存じのとおり、今村委員も上富良野中学校の

卒業式に見えられて、私も参列させていただきま

した。 

 今、国歌斉唱のお話をおっしゃいましたけれど

も、新学習指導要領、小学校については２３年度、

中学校は２４年度という形で、基本的には、新学

習指導要領では国歌の部分についての対応という

のはきちんとしなさいということで義務化されて

ございますので、当然、小学校の段階から音楽の

時間できちんと、これから歌う時間が持たれます

ので、今後の部分については小学校の段階できち

んと指導が入ってきて、もう自然と、そういう形

の中で、今回の卒業式等につきましては、歌うと

いう形で、今後の推移としては今考えている状況

でございます。 

 当然、アドバイザーのほうからも、今回の話と

しては、国歌斉唱についての話は各学校にしてご

ざいますけれども、なかなか、現状の中では進ま

ないというところが現状でございますので、その

点も御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 私も大分前に一般質問さ

せていただきまして、その関係の方とお話しして、

現状を教えていただきました。なかなか急に変え

るのも難しいと思いますけれども、非常に私も期

待しておりますので、徐々に変えていってほしい

というふうに思います。 

 ただし、変えるのが１年おくれれば、そのとき

にいる子供たちは国歌というものを歌わないで、

あるいは知らないで大人になっていくのですよ。

この子供たちに対する責任というのはだれがとる

のか。そこまで真剣に考えてほしいですね。教え

て、歌う、歌わないは本人の勝手かもしれません。

しかし、教えていなかったら歌うことはできない

のだから。そのようなイデオロギーをとらえたい

びつな教育というのは、私はまったくもって反対

だから、ひとつ、かといって、全く反対の方向の

教育もだめですよ。だから、教育というのは平等

で公平にやるべきだと思っていますので、期待し

ております。 

 質問変えてよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ。 

○６番（今村辰義君） 図書館の件ですけれども、

２２９ページです。 

 昨年から図書館等の有効活用として、お互いに

ないものを借りられるという制度が始まったと思

うのですけれども、わかる範囲でいいのですけれ

ども、何冊ぐらいそういう事例があったのか、わ
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かれば教えてほしいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（水谷つね君） ６番今村委員

の質問にお答えしたいと思います。 

 図書のデータ化に伴いまして、学校のほうも整

理させていただきました。ただ、運用につきまし

ては、これからの部分でございますので、現在の

ところ、まだ、やったりとったりというところに

ついては、した実績はございません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。 

 引き続き、図書関係の、ここのコード番号０１

２９８００のところで御質問したいのですけれど

も、前にも質問したのですけれども、新書を購入

する、あるいは古いのを破棄する、これはどうい

う方がやっているのかという話であります。 

 私が心配しているのは、良識のある上司の方々

が携わっていないと、イデオロギー的なもので、

自分の思想と反対するものを買わない、あるいは

破棄していくということが日本のある図書館にも

生まれたわけです。そういったことは、やはりあ

ってはいけないと思うのです。上富の町民も、や

はり、自分の読みたい物は行ったらあると、偏っ

た思想の本しかなくて、読みたい本がないという

ことであったら困ると思うのだけれども。 

 それで、そういったもののチェックというのは

今までやってこられたのか、やったとしたらだれ

がやっていたのか、まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ６番今村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 図書の購入等につきましては、昨年度も、ぜひ

第三者を入れたそういう購入委員会を設けたいと

いう話を今、準備を進めている最中なものですか

ら、ただ、現在のところはそれぞれ、図書館に来

る方々のニーズをまず大きく反映をさせたいとい

うことで、それぞれ希望をとりながら書籍を定め

ております。 

 チェックにつきましては、もちろん、私が図書

館の館長も兼務をしている部分があるものですか

ら、そういう部分では私のほうでチェックをさせ

ていただきながら、最終的な購入を決めていると

いうことで御理解いただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。そうやっ

てチェックをしてやっていただいているというこ

とで、私も、何かちょっと安心はしたのですけれ

ども。 

 やはり、繰り返しになるかもしれませんけれど

も、おれはこの人間の作家の本は嫌いだというこ

とで、本当に、例えば今まで１０冊だったのが、

少したったら１冊しかないと。全部なくしたらば

れてしまいますから。そういう巧妙な手段で自分

と考え方の違う人の図書をどんどんなくしていっ

たという事例があるのですよ、この日本の中に。

ぜひ今後もそういうチェックを働かせていってほ

しいと、そんなふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番今村委員の

御質問にお答えします。 

 もちろん、常日ごろから私どものほうも図書館

の担当職員のほうにも、偏ったイデオロギーだと

か、そういうものにはとらわれないようなことも

充分注意しながら購入経緯については進めてござ

いますので、今後もそのように進めてまいりたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ２１５ページから各学校

の学習活動費について。 

 これまでも決算等々でも需用費並びに備品など

の購入に当たって、教育関係、極めて町外業者か

らの購入が多いということで、これまでもお話し

させていただいた経緯にありますけれども、私は、

できるだけ学校から取りまとめをして、コピー用

紙だとか、そういったまとめて買えるものは町内

業者に単価の交渉をして買うような方向がいいの

ではないかということも話をさせてもらいました

けれども、この点について、改善されたのか、そ

の辺、どのようにお考えなのか伺いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ３番岩田委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 もちろん、学習活動費、それから学校管理費も

含めてでございますけれども、私どもも、毎月、

校長会、教頭会を開いている中で、まず基本的に

はそういう消耗品類、特に町で買えるものは町で

買うようにということも含めながら進めておりま

す。それから、もちろんそういう用紙類、コピー

用紙だけではなくて、各学校においては、学級だ

よりですとか、用紙を相当、役場の行政機関より

も多く使いますので、そういう部分ではできるだ

けまとめ買いもできるような形を今進めようとし

ております。 

 それから、毎年、予算が確定させていただいた

後に、事務担当者、事務職員がそれぞれ配置され

ておりますので、事務職員、それから教頭先生、
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一緒に教育委員会のほうに来ていただきまして、

予算の経緯の説明等、経理の進め方等について協

議をさせていただいておりますが、その折にも、

基本的にはそういう町内業者をということで、含

めてお願いをしている状況にあります。 

 ちょっと、２１年度の集計はまだ、ちょっと私

どももデータをとっていないのですけれども、２

０年度においても約半分が今、町内業者、半分が

町外業者という数字が確定しておりますので、そ

ういう部分も示しながら、さらにそういう部分で

は町内業者を、できる限り、町内でとれるものに

ついては町内で購入するような方法で進めていき

たいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） これまでも課長のほうか

ら、各学校にそういうふうに伝えてきたというこ

となのですけれども、一向にしてなかなか改善さ

れないというのはやはり、町外の業者がまめに足

を運んでいるということで、町内の業者も近年、

結構まめに足を運んでもらえているのかなと思う

のですけれども、若干、単価に差があったりだと

か、そういった課題があって、なかなかその学校

にお願いするだけということでは、なかなか改善

されないのかなと。 

 そういうことを考えたときにやはり、春先に一

括してある程度、年間まとめて買えるものは、委

員会として直接購入すると、そして各学校に配布

すると。鉛筆１本だとか、ボールペン１本だとか、

そういった単位のものに関しては、急に必要にな

ったからということで町外の業者から購入があっ

ても、基本的に大量に購入するものに関しては、

教育委員会で対応するというふうにしない限りは、

ただお願いしているだけではなかなか難しいのか

なということを考えますので、ぜひそういった方

向で取り組んでいただきたいなというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ３番岩田委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 今年度については、できる限り、教育委員会で

もそういう部分ではリーダシップをとれるような

形をとりながら進めてまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２２９ページ、清富多世

代交流センターの管理ですけれども、ここは８０

万円で住民会に委託をしているところですが、３

年間の経過を見てということで、２１年で３年間

が終わりまして、資料をいただいておりまして、

２１年度が１,３８５名で３万４,７２０円の利用

料があったということで、日数が８６日ですか、

こういってだんだんふえて、１９、２０、２１年

度を見せてもらいますと、確かに利用は、銃剣道

の訓練ですとか、青少年活動ですとか、社会教育

事業ですとか、いろいろ利用されているようでご

ざいますが、今後についてはどのように、ことし

はプールを解体するということで予算が上がって

おりますけれども、２２年度以降につきましては、

このままのような形態でいかれるのかどうか、ち

ょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の、

清富の多世代交流センターの関連でございますが、

基本的に３年の経過を踏まえまして、実は２２年

度をかけてまた、売却も前提にした外部へのＰＲ、

それから、内部に向けては、有効利用の方法等に

ついて、ちょっと検討させていただきたいという

ことで、お時間をいただければと思っています。 

 なお、プールの解体等については、閉校時にプ

ールを埋めてコンクリートの部分もございますの

で、その部分をきちんと撤去して、ルールに合っ

たような形で処分をしたいと思いますので、今回

計上させていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ちょっとお炊事ができる

ような何か、そういうのをちょっとおっしゃって

いませんでしたか。ガスコンロか何かを置いてと

かと、そのような話はなかったですかね。ちょっ

と、野外研修のときなんかにという、これはどう

なのでしょうか。そこのところは変わりないです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の

御質問、実は、２２年度については、そういう部

分についてはまだ用意はしてございません。そう

いうものも含めて、必要なもの、仮に、このまま

継続して使う場合については必要なものですとか、

そういう洗い出しも含めて、今年度、時間をいた

だければと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２２７ページと２２９ペ

ージの関連で、特に委員会の請求資料４９の１と

４９の２の関係でちょっとお尋ねいたします。 

 ２２７ページでは、委託料で分館管理３１３万

４,０００円ということで出ております。それで、

それは資料の４９の２の２２年度予算案の数字と

合致がするのですけれども、４９の１の、言うな

れば改訂後ということで１１５万１,０００円、そ

して、その中で島津分館の関係がありますね。そ
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うすると、これは別途住民会と管理委託というこ

とになっています。そうすると、４９の２の中に

は、別途ということで、言うなれば東中、日の出

分館、草分防災センターはあるのですけれども、

島津の関係がないので、これはどうなのかなとい

うことで、この関係をお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹。 

○社会教育班主幹（水谷つね君） ９番中村委員

の質問にお答えしたいと思います。 

 島津分館につきましては、所管が産業振興課に

なっておりますので、そちらのほうで管理委託の

ほうは組んでおります。島津ふれあいセンターと

して、産業振興課のほうで計上してございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そういうことであれば、

別途のところの島津のところに、やっぱりちょっ

と、注意書き的な何かか、下の欄のところにでも

入れていただければ、僕は、万が一抜けていたの

なら、今度はいろいろ執行するのに大変かなとい

う気がしたもので、あえて申し上げました。わか

りました。 

 それから、委員長、いいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） いいですよ。 

○９番（中村有秀君） 一つは、学校給食センタ

ーのことなのですけれども、ここでは議題にはな

いのですけれども、たまたま広域関係で、うちの

学校給食センターのことばかり言うと、内輪の中

をあれなもので、現実としてどうかということで

お尋ねをしたいのですけれども、よろしいでしょ

うか。自賄い部分ということで当然、かかわりが

大きくあるということで。 

○委員長（長谷川徳行君） いいですよ。 

○９番（中村有秀君） １点は、滞納の関係です、

給食費の。 

 それで、今回、広域連合では９９万円あると。

富良野あたりは収納率が９９.８％だとかといろい

ろ数字も出されたのですけれども、上富良野が５

万円、滞納額の充納ということで、当年度ではな

くて過年度ということで５万円、よその町村は大

体１,０００円ぐらいずつだったのですけれども、

その関係で聞きたいと思ったけれども聞けないで

我慢をしてきましたので。 

 それで、実際、今現在の、私、一番心配するの

は、給食費が入って、実際に使う費用があって、

それの足りない分が自賄いで予算の中に計上され

るのですね。ですから、そういう関係でやっぱり

滞納がふえていくと、実質的にうちの持ち出し分

がふえていくという感じになってくるものですか

ら、その点で現在の滞納状況がどうなって、それ

で、まず滞納額の状況だけ確認をしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村委員

の、ただいま学校給食センターにかかわります滞

納の部分でお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、滞納額でございますけれども、平成１７

年から平成２０年度までになるかと思いますけれ

ども、過去４年間の分でございますが、１９件ご

ざいまして、児童数で２７名ということで、滞納

額が９４万４,５６４円ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうすると、１９件、２

７名、９４万４,０００円ということになると、こ

れはもう町外に転出した方も入っていて、もう徴

収は不能というようなケースは、極端に言えば、

平成１７年からということになると、もう５年前

のことになってしまうもので、それこそ、もう町

外へ転出された方がいらっしゃるということでも

あるので、その内容等についてちょっとお聞きし

たいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村委員

の滞納の関係の質問にお答えさせていただきます。 

 今、町内、町外、転出された方はいないのかと

いうことでございますけれども、現在、１名だけ

町外のほうに転出されているという情報を確認さ

せていただいています。 

 本年度におきましても、鋭意努力させていただ

きまして、本年度の徴収額につきましては、滞納

分として８万２,１７０円ということで、この数字

につきましては、１１月２日現在の数字でござい

ますけれども、そういったことで、鋭意努力して

いるということで御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうすると、１７年から

２０年までと２１年分の８万２,０００円とすると、

約１０２万円ぐらい残っているという理解をして

いいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） 大変失礼しま

した。平成２０年度までの滞納額が９４万４,５６

４円になりまして、本年度に、いわゆる過年度分

の納入額が８万２,１７０円ということで御理解い

ただければというふうに思っております。ただ、

本年度の滞納額につきましては、まだ確定してお

りませんので、ちょっとその辺はまだ、数字的に
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はお答えできない状況であります。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうすると、８万２,００

０円ということになると、８０ちょっとが残って

いるということで、これらの請求の関係はどうい

う形で進められているのかということなのですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） 請求の方法で

ございますけれども、いわゆる過年度分でも、現

在、学校に通われているお子さんがいる世帯につ

きましては、当然にして、学校給食センター、そ

れと学校と協力し合いながら徴収に努めていると

ころでございますし、また、基本的には、学校に

いる方については学校に徴収していただくと。過

年度分のみの世帯になりますと、給食センターの

みで徴収するということのシステムで、いろいろ

徴収させていただいている実態にあります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 過年度分ということにな

ると、学校給食センターで徴収するということで、

その徴収方法は、具体的にはどういう形で進めら

れているかということでお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） 大変失礼いた

しました。給食費の徴収方法でございますけれど

も、中には相当生活に苦しい世帯がございまして、

そういった部分の世帯につきましては、夜訪問さ

せていただきまして、１カ月分にも満たない給食

代にはなりますけれども、何千円とか、そういっ

た形で徴収させていただいておりますのと、あと

定期的に納めていただいている世帯もございます

し、督促によりまして、また学校のほうに現金で

納めるという世帯もございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ある面で、過年度分で、

卒業されたということになれば、分納等も含めて、

督促をやっているということで理解をしたいと思

います。 

 それから、次の議題に移ってよろしいでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいです。 

○９番（中村有秀君） 資料３８の関係で、平成

２１年度食材料月別購入支出状況というのがあり

ます。それで、これらの関係で、これは入札等を

行ってやっているのかどうかということの確認を

まずしたいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村委員

の学校給食センターの食材購入に係ります入札額

ということでございますけれども、これにつきま

しては毎月、見積もり聴取で、一番安価なところ

で落札させていただきまして納入しているという

実態でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） そうすると、見積もりと

いうことでやれば、いろいろな業種がありますけ

れども、それぞれの品物の発注先によっては見積

もりを出していただくように案内をして、そして

見積もり合わせをして、そこに落ちているという

ことで理解をしていいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村委員

の質問にお答えしたいと思います。 

 そのとおりでございますし、また、基本的には

町内業者で賄うということを念頭に置きまして、

いわゆる缶詰類、冷凍食品等で、町で賄えない食

品につきましては、これにつきましては旭川のほ

うから見積もり聴取させていただいて納入してい

るという実態でございますので、その辺も含めま

して御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） できるだけ町内業者とい

うことは私も理解をし、そういうことでやってい

きたいというふうに考えているのですけれども、

ただ、同じ業種であって、町内業者があって、非

常に、見積もりで違うのかなという気がするのだ

けれども、取り扱いの金額がえらい差があるので

すね。ですから、これはもうあくまで見積もりを

とってやったという結果ということで理解をして

いきたいのですけれども、あるところでは２３４

万４,０８０円の差があったり、同じ業種で、それ

から、片や下の欄では９８万８,０４０円の差があ

ったり、それから、ある面で、豆腐の関係は、上

富良野は２件あるような気もするのだけれども、

単価で見積もり合わせになればこうだということ

で感じるのですけれども、できるだけ安くていい

食材ということでは理解をしているのですけれど

も、できれば同じ業種がいれば、できるだけそれ

ぞれうまく回るような方法も一つは考えていきた

いのだけれども、それが高かろうということにな

るとまた、現実に学校給食会計のほうに支出のほ

うがふえるということも、ただ、単純にこの表を

見た場合、やっぱり議員の皆さん方も違和感を感

じて、どうなのだということで、最終的に見積も
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り合わせということであればある面でやむを得な

いけれども、やはり一般的に見れば、特定業者に

返上しているのではないかという面でも見られる

可能性があるので、我々も今回あれして、こうい

う状態なので、見積もり合わせをしてやったのだ

と、毎月やっているのだということでは理解をし

ていきたいというふうに考えているけれども、い

ずれにしても、仕入れ先は大体似たようなところ

からという感じもしないわけではないのですけれ

ども、その点で、一応、厳密にそういう形でやっ

ているということで理解してよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ただいまの中

村委員のお話のとおり、基本的には見積もり合わ

せで実施しておりますので、業者によりましては、

似たような業者でございますけれども、中には、

品物によっては入らない、場合によっても、この

商品は入るけれどもこの商品は入らないといった、

そういった経過もございますので、一概に単価等

だけの部分ではございませんけれども、そういっ

たことで、今後におきましても、見積もり合わせ

を基本ベースに置きながら進めてまいりたいなと

いうふうに考えておりますので、その辺、御理解

を賜っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

ね。 

 １０番和田委員。 

○１０番（和田昭彦君） ちょっとお聞きしたい

のですけれども、上富良野の学校給食は、町内調

達が７０％だか８０％というふうに理解していた

のですけれども、これによると、多分、２５％ぐ

らいしか町内の業者から取り寄せていないのでは

ないかと思うのですけれども、ちょっとその辺。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） １０番和田委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ただいまの給食費の町内業者の使用の関係でご

ざいますけれども、今回、２４.２％という数字で

ございますが、以前の資料によりますと、町内業

者、たしか８０％ぐらいの数字でお示ししたこと

もあろうかと思いますが、それにつきましては、

あくまでも２６品目の中の、いわゆる金額の部分

で使っている部分の、品物の使っている分の八十

何％が町内業者ということの、たしか８７％だと

思いましたので、その辺で御理解を賜っておきた

いと思います。 

○１０番（和田昭彦君） わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間を３時２０分からといたします。 

─────────────── 

午後 ３時０７分 休憩 

午後 ３時１９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 先ほど２番村上委員の質問に対して答弁漏れが

ありましたので、答弁をいたさせます。 

 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ２番村上委員

の、先ほど答弁漏れがございました全国体力・運

動能力の関係の説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、種目のほうでございますけれども、握力、

それと上体起こし、それと長座体前屈、それと反

復横跳び、それと２０メートルのシャトルラン、

５０メートル走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ

という８種目でございます。 

 本町の数字的には、体力的にはどうなのだとい

う御質問でございますけれども、北海道の平均値

でございますけれども、４種目だけ全国、北海道

から平均を上回ってございますけれども、３種目

につきましてはちょっと、若干でございますけれ

ども劣っているという部分がございます。 

 この８種目、トータルで全道、全国と比較しま

すと、大体、若干でありますけれども、約２ポイ

ント程度ぐらい上回っているというのが本町の実

態でございますので、御理解をいただければと思

います。 

 以上でございます。 

（発言する者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 本当の自賄いで、こ

の予算に必要なことでありますか。広域のことは

なるべく避けていただきたいと思います。 

 ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） 一番最初にないといったほ

うなのですけれども、休憩を挟んだものですから、

思い出して質問させていただきます。 

 ２２７ページになりますけれども、分館管理費

の中で、それぞれ地域に分館がございますけれど

も、実は、町も合併浄化槽だとか、そういった部

分で奨励しておりますけれども、島津の体育館も

含めて、大部分の分館についてはくみ取り式にな

っているというふうに存じております。そこで、

ぜひ水洗化に向けた取り組みをお願いしたいとい

うものですから、そういった考え方があるのかな

いのか、１点お聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ４番谷委員の御
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質問にお答えしたいと思います。 

 分館関連のトイレの水洗化に向けてであります

けれども、新しくできている会館等については、

当然のごとく時代でありますので、合併浄化槽を

設けながら設置をさせていただいております。た

だ、委員おっしゃるとおり、ほとんどの分館がま

だ水洗式ではなくて、くみ取り式のあの状態であ

ります。 

 今後に向けてでございますけれども、できれば

本当は、会館の改築計画も含めながらではありま

すけれども、ただ、今後の中で、改善を含めてい

ければと思っております。 

 ちょっと、実は、まだ私どものほうも計画も持

っていないのが今の正直な話ですので、今後に向

けて、そういう計画も含めて検討させていただけ

ればと思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷 忠君） どの部分の会館も一遍にや

れということについては、これは無理なこともあ

りますから、年次別に計画を立てて順次進めてい

くということでお願いをしたいというふうに思い

ます。 

 以上。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 先ほどの日の丸、君が代

の問題なのですが、この制度が制定されようとし

たときに、当時の文部省の担当課長が、内心の自

由があるということでうたわれていましたので、

学校現場ではそれなりの生徒指導をしていると私

は聞いておりますので、そこら辺も考慮した中で

の対応をしていただければと。そういうものがあ

るということで、強制されるものではないわけで

ありますから、そこら辺もいろいろと、複雑な問

題があるかと思いますが、私はそういうふうに理

解しておりますので、この点お伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 それぞれ指導要領の改訂に伴いまして、先ほど

教育長も答弁を申し上げておりますけれども、小

学校においては国歌を歌えるようにという、今ま

では国歌を教えるだけであったのですけれども、

歌えるように、中学校については、小学校で国歌

について歌えるようにという、そういう過程が入

っておりますので、もうそういう指導は入ってこ

ないのですけれども、今後については、当然、強

制するものではなくて、指揮下の中で、理解の中

で進めていくものというふうに理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） １９５ページの特別支援

教育指導助手という形で、これは予算化されてお

りまして、２名の方がこれにかかわって、研修等

の会に、そういったところにも出向いて学べると

いう予算であるというふうに聞いております。こ

の点、大体それぞれ何時間ぐらい、こういう方は

それぞれ学校で担当されるのか。その状況によっ

ては時間数も当然変更されるものだというふうに

思いますが、補助指導員という形になっておりま

すので、大体どのぐらいの時間を目安とされてい

るのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の、

特別支援の指導助手の関連での御質問かと思いま

すが、お答えさせていただきます。 

 基本的には町の嘱託職員の勤務時間であります、

通常、我々の職員の４分の３の時間を基本の勤務

時間とさせていただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 充分指導されて、子供た

ちにも指導が行き渡るというような時間というこ

とで想定してよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしますが、もちろん指導助手とし

ましても、私どものほうとしても資格要件も含め

て教員免除を持っている方を一つの大きな要因と

しております。そういう意味では、特に勤務時間、

通常、今度は７時間４５分の４分の３になります

けれども、当然、学校の授業時間の中での範囲と

いうことで理解しておりますので、充分子供のた

めに役立っているということで理解しております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２４１ページ、パークゴ

ルフ場ですけれども、ここはプレーされている方

が高齢者の方が多く、昨年、プレー中に２名の方

がちょっと調子が悪くなりまして、大変な思いを

したということを聞いております。 

 それで、ここをＣＳＴさんに指定管理者制度で

やっていただいて、委託しているところでござい

ますけれども、ＡＥＤの設置をぜひ検討していた

だけないかなと、これは要望でございますけれど

も、ことしはこの予算でいうと、ちょっと大変か

なと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の
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パークゴルフ場へのＡＥＤの設置ということの御

質問かと思います。 

 今回の積算の中にも当然、設置費用等について

は含まれてございません。そういう意味も含めて

指定管理者と協議をさせていただいた中で、前向

きな方向性を見出していきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２１１ページの心の相談

員の活動費という形で予算がされております。週

３日、４時間という形で、４０週という形の想定

でありますが、今年度から養護教諭の方が１人減

るということで、その人たちも加わった中で、こ

ういう相談の対応も当たられた背景もあるという

ふうに聞いておりますので、この点は、１人にな

った状況の中でも充分それは、残る方がいますの

で、その養護教諭の方と対話しながら対処される

という、この時間においては充分でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

心の相談員の関連でございます。 

 委員既に御存じのように、上富良野中学校にお

いて養護教諭が、今まで２名という形で配置をさ

れておりました。これが、実は北海道の配置基準

の中では過配という状況になりますので、２２年

度から会員が解消されるということで、養護教諭

の先生が１名になる。 

 ただ、今までも養護教諭の先生２人と心の相談

員とでそれぞれ、不登校ではないのですけれども、

例えば保健室登校の子供たち、そういう部分やな

んかの相談やなんかにかかわっていただいており

ます。そういう意味も含めて、週３日ではちょっ

と足りなくなりますので、今回、週５日を勤務し

ていただいた中で対応を図っていきたいと思って

います。 

 ただ、実質人員的にはそれぞれ、今回も資料を

提出させていただいておりますけれども、実質、

そういう部分ではそんなに多い、１日に何十人と

か、そういう対応ではありませんので、それぞれ

養護教諭と心の相談員で、基本的には対応できる

というふうに私どもは理解をしているところであ

ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この資料によりますと、

１８年度から２１年度にかけて、相談件数も多い

ような感じに見受けられております。それぞれ家

庭環境やら友達関係の悩みという形で、いろいろ

原因があるかというふうに思いますが、やはり今、

そういう状況を見て、当然、先ほど言ったアドバ

イザーの人とも対話をしながらこの部分の指導強

化もされていると思いますが、その点については

どういう対応をされているのか、話し合いも設け

ながら対応されている部分があると思いますが、

お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

心の相談員の関連ですけれども、資料４４番につ

いても、相談件数ということで、延べ件数という

ことで御理解を賜りたいと思いますが、基本的に

は、実質的にはもう本当に、例えば不登校の対応

についても３件とか２件とかと書いてございます

が、本当に１名とか２名とかの、そういう対応の

中で進めさせていただいておりますけれども、も

ちろん私どもの事務所におります学校アドバイザ

ーとも連携しながら、そういう特異な部分の対応

が必要な場合については家庭ともまた相談をしな

がら、それぞれ対応を今図っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２３５ページ、スポーツ

振興費の関係です。その中で、負担補助及び交付

金の中で、クロスカントリースキー大会の負担５

万円というのがあります。 

 それで、先般、２月２７日の新聞報道で、役員

の高齢化、ことしも中止というような、３０年間

の伝統があるということで、その中止の要因は、

役員を手伝う人がいなくなったのか、もう一つの

要因は、駐車場の関係でできなかった二つの要因

だということで、この二つの要因が解決されなけ

れば開催ができないというような談話が載ってお

りました。 

 それで、僕は、大会の役員等もしくは、あるい

は部隊等にお願いしたり、それから町のそういう

スポーツ関係団体にお願いしてという方法もでき

るけれども、駐車場がああいう状態ということで、

車を置く、それからテントだとかいろいろな、ワ

ックスの関係、あれの関係でやっぱり、きちんと

したものができないということのあれなので、そ

れらの関係で、中止をしたいということで、事前

にそういうスキー連盟等から相談等を受けたかど

うか、ちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ９番中村委員の

クロスカントリースキー大会の関連でございます。 

 実は、去年も中止しているかと思います。その

中止の要因としましては、まず基本的に、委員も

御存じのように、去年、ことしと、実は雪の少な
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さも原因としてございます。 

 クロスカントリー大会を開くために、現在の駐

車場からキャンプ場を通して、それから民間の畑

をお借りした形の中で大会を実施しようというこ

とで、農地法の一時転用だとかの手続もすべて実

際には実施をしていたのですけれども、降雪量が

少ない部分で、その上でスノーモービルやなんか

が走ると、畑への影響が大きいというのが、一つ

の私どもとしての判断も、実はスキー連盟のほう

に伝えております。そういう意味も含めた中で、

ことしも降雪量が少ないということで、今回、中

止ということで私どものほうはスキー連盟と協議

をさせていただいた経緯はあります。 

 駐車場の関連についてはちょっと、私どもの協

議の中では話題としてはしておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 現実の問題として、私も

最初のほうの大会はお手伝いに行った経験があり

まして、スタート、ゴール、その周りにやっぱり

観客がいて、その後ろにテントやなんかがあって、

そして別なところに駐車場があってというような、

ある程度のスペースがなければ、非常に開催が不

可能だなという気がしていたのですけれども、こ

の新聞記事によると、去年は積雪が不足で中止し

たと。ことしは、高齢者で応援の者がいないとい

うこともあったり駐車場がなくなったということ

で言われていましたので、それらの関係で、非常

に残念な関係という気持ちでいっぱいでございま

すけれども、それでは、今後の見通しとして、あ

くまで主体は運営をするスキー連盟ですけれども、

やっぱりスポーツ競技の振興ということで、教育

委員会としてどうアドバイスをするか。クロスカ

ントリー少年団があったけれども、今はないと。 

 ただ、うちの町の状況から言えば、自衛隊の皆

さん方はやはりやっているので、その子弟の皆さ

ん方も、場合によってはそういう指導者がいてあ

れすれば、僕はそういう要素は充分あるなという

気がするものですから、そういう振興策も含めて、

どう対処していくかということでお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） 今後のクロスカ

ントリー大会の開催等についての、町の教育委員

会としての考え方になろうかと思いますが、基本

的に、私どもも、今回も、２２年度予算にも計上

させていただいておりますように、できる限り大

会については続けていただければと思っておりま

す。 

 ただ、正直言って、本当にことしも雪の部分、

私どもも、実は駐車場がなくなった時点で、もう

夏の時点から現場を見せていただいて、管理をし

ている振興公社の方々とも現場で、こういうコー

スをとりながら進めていけば可能性はあるねとい

うことも含めて検討させていただいて、ある程度

コース決めをさせていただいた中で準備を進めて

いたのですけれども、基本的には雪が少ないとい

うことで、ことし、去年と中止になったという部

分ではございますけれども、できれば続けていた

だければということで今回も予算は計上させてい

ただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 金さえ出せばということ

ではないのですけれども、僕はもう一つ、指導者

層を育成をする、それに基づいて、やっぱり競技

人口をふやしていくというスタイルをしていかな

いと、勢い少年団でやりたくて、そういう指導者、

世話する人がいないとだめなのです。 

 前、戦車のＯＢで向雅明さんという人がいたの

です。この方からある程度相談を受けたのです。

できれば私は上富良野で指導をしたいと。上富良

野高校や上富良野中学校、小学校を指導して、私

にやらせれば３年で全道レベルの選手に育て上げ

ると言われたのです。上富良野で、前の中沢教育

長やなんかはいろいろ相談したけれども、そうい

う受け入れる体制がないということで、この方は

美瑛から通っていたのですけれども、美瑛のスポ

ーツ少年団、スキーカントリー少年団、今、すば

らしいですよ。全道中学でもトップクラスで、全

国も行っている。ですから私は、さすが向さんだ

なという判断をしたので、そうするとやっぱり、

指導者の影響が非常に大きいと。 

 そうなると、教育委員会としてもそういう指導

ができる教師だとか、それから指導できる社会人

だとか、そういうようなことの体制をつくってい

かないと、なかなか子供たちは育っていかないな

という気を、向井さんの実績を見て、３年間任せ

てみてくださいと言われて、今、彼がそういうこ

とを発揮していることを見て、つくづく感じたの

で、そういう点でのやっぱり指導体制の育成とい

うことも教育委員会として考えていただきたいと

思うのですけれども、その点お伺いをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長。 

○教育長（北川雅一君） ９番中村委員の今の御

質問でございます。 

 私もスキーの関係で行っていて、そういうお話

も充分にわかります。 

 教育委員会としても、競技スキーという形とな
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ると、また一つの考え方がちょっと違ってきます

ので、そういう部分では、教育委員会としては健

康づくり、体力づくりの部分でかかわり方は出て

くる。その先に、子供たちだとか、そういう部分

での普及の仕方はあるのだと思いますけれども、

ひとつ、体育協会、いろいろスキー連盟もござい

ますから、そういうところと再度ちょっと協議さ

せてもらいながら、また、子供たちといいますか、

競技する子たちも、その方向にやはり気持ちが向

いていかないと、なかなか難しい部分があるのか

なと。小さい子供を持っている親たちがやはり、

みずからそういう子供たちを体力づくりに持って

いくという、一つのそういう考え方を今後の方向

としてちょっと結びつけていかないと、将来的に

ならないのかなというところで、今後のそれも一

つの課題としてちょっととらえながら対応したい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２２１ページの放課後子

どもプラン事業ということで、今回はその内容が

従前よりも変わった点があると思います。従来の

１枠から２グループに分けるだとか、そういう動

きがあったり、あるいは指導員の、謝金という形

になっておりますが、この部分も改訂されるとい

う形になっていると聞いております。 

 この子どもプランについては、非常に、保護者

の方も、子供さんも喜んでいる事業で、こういっ

たものをやはり充実させるという点では非常に喜

ばしいことだというふうに思いますが、この点、

変わった部分、改善された部分、ありましたらお

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

放課後子どもプラン事業についての御質問かと思

いますが、お答えさせていただきます。 

 従前と２２年度に向けて変更する点ということ

での御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、基本的には、放課後スクールの事業につ

いては、従来体制とほとんど変わっておりません

ので省かせていただきますが、放課後クラブの部

分において、まず、放課後クラブ、上富良野小学

校、それから上富良野西小学校でそれぞれ実施を

させていただいております。その中で、特に上富

良野小学校で実施をさせていただいているクラブ

については、２１年度の登録実績やなんかも含め

ても、２１年度については８７人という、我々の

予想をはるかに超える登録人員がございます。 

 そういう意味も含めたときに、体制として、今

まで１教室という形で実施をさせていただいたの

ですけれども、それを二つのグループに分けた形

で、２教室という形で実施をしていきたいと思っ

ています。これについては、補助側である文科省

のほうからも、指導として、ちょっと７０人を超

えた場合については、基本的には２教室でやりな

さいという指導も実は入っております。そういう

意味も含めて、２教室で実施をしていきたいとい

うのが一つ大きな変更でございます。 

 ２教室の区分分けについては、基本的には小学

１年から小学３年生までの児童が対象ですので、

小学１年生のグループを１教室、それから小学２

年生、３年生のグループを１グループという形で

２教室体制をとりたいと思います。それに伴いま

して、今までの指導員等の体制も何人か増加をし

ていくというのが基本的に変わっているところで

ございます。 

 それから、続きまして、もう一つは登録費の見

直しもさせていただきました。今回、既に全員協

議会のときにもお話をさせていただきましたよう

に、今まで年間６,０００円という形で登録料だっ

たのですけれども、今回、きちんと見直しをさせ

ていただいた中で、全体費用、これは２１年度の

費用を参考にしていたのですけれども、費用の１

割程度をそれぞれ受益者負担という形で負担をし

ていただきたいということで、６,０００円から１

万２,０００円というふうに登録料を変更させてい

ただいております。そういう意味も含めたものが

一つ大きな変更点かなと思っております。 

 それから、謝金の体制については、それぞれ謝

金という形で補助の採択、どうしても賃金、補助

のこれは採択を受ける手法ということで御理解を

いただきたいのですけれども、どうしても賃金体

系ですと補助を受けられない部分がございます。

そういう意味も含めて、この体制については従来

どおり謝金という形をとらせていただければなと

思っております。 

 なお、この変更点については、３月１日と、そ

れから３月２日、２日間にわたって、それぞれ上

富良野小学校、上富良野西小学校で保護者あての

説明会も実施をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 料金等も改定を行われ、

内容等にも厚みが出てきている部分もあるかと思

います。 

 将来的には、今回、いろいろニュースを見まし
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たら、補助金関係で見直しの対象に、仕分け事業

ですか、なっているというような話も聞いており

ますが、この点はどういうふうになるのか、ちょ

っとはっきりしない部分、相手が相手ですからあ

ると思いますが、そうしますと、仮にそういう状

況になりますと、運営自体がまた、町独自の補助

の持ち出しがふえるという形になりますので、こ

の点、引き続き改善できるものは要望する必要も

あると思いますが、今後の見通し等について、ち

ょっとわかる範囲でよろしいですが、お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 補助金の関連でございますけれども、補助金に

ついては、文科省、それから厚生労働省と、それ

ぞれ２本の分類で補助金を算入をさせていただい

ております。 

 特に文科省関連については、基本的には対象事

業費の３分の２が補助金という形で入ってくると

いうふうに考えてございます。 

 それから、厚労省の部分についてはそれぞれ、

当初、３分の２というとらえ方をしていたのです

けれども、今ある情報ということでちょっと御理

解を賜りたいのですけれども、それぞれ積み上げ

方式みたいな形になりまして、１クラブであれば

幾ら、それから２クラブであれば幾らという形の

中で、それにあわせまして開設日数の加算ですと

か、あるいは長期休業中の加算ですとか、そうい

う形でそれぞれ単価を決められながら、今、厚生

労働省の部分については補助金が決まってくると

いう形になってございます。 

 私どもの情報の中ではちょっと、いつなくなる

かはわからないという当初の話でありましたけれ

ども、こういうふうに改定はされておりますけれ

ども、まだ続くのかなと思っております。ただ、

今後の見通し等についてはそれぞれ、委員御指摘

のとおり、国の事業仕分けやなんかの対象にもな

っているというふうにも伺っておりますけれども、

今後についてはちょっと全く、そういう部分では

わからないということでありますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２３１ページ、ここに文

化財保護委員会の委員の方が１０名いらっしゃる

のですけれども、もう少し活躍していただきたい

というふうに思うのですが、附属機関の会議開催

状況と出席状況を見せて、資料をいただきました

のですけれども、１回ぐらいしか会議、しかも１

時間、そういう会議でございまして、教育委員会

のほうとしても、指導といいますか、何かもう少

し活躍していただきたいと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ２番村上委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 文化財の保護委員の会議、年に１回しかしてい

ないということでございます。 

 ただ、委員も御存じのように、今のところ、現

在、最近の話にもなるのですけれども、新たな例

えば文化財ですとか、遺跡ですとか、そういう指

定するものが正直言って出てきておりません。そ

ういう中で、ただ、毎年、それぞれの表示板の変

更ですとか、それぞれ対応を図っておりますので、

そういう事項の報告をさせていただきながら、今

後の文化財の保護についての御協議をいただいて

いるというのが現状であります。そういう意味も

含めて、今のところ年１回程度の開催ということ

で御理解をいただければと思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２３７ページ、スキーリ

フトの管理という形でお伺いしたいのですが、今

年度はいろいろ整備計画も入っているかと思いま

す。 

 関連でお伺いしたいのは、いわゆるスキー料金

の設定の問題なのですが、自然相手ですから雪が

降らないときと降るときがあって、積もる、積も

らない、また南向きだということもあって、非常

に解けるのが早いという状況になってきておりま

す。 

 それで、大人は１万円ぐらいなのでしょうか、

子供さんは半額だったかというふうに思いますが、

シーズン券を買うと。非常にやはり、乗る回数が

少なくなってきているという状況がありまして、

そういった点は単純に、自然相手で、その料金設

定というのは難しい状況もあるかと思いますが、

やはりもう少し低額で利用できないかというよう

な話も、一部かというふうに思いますが見受けら

れます。そういう意味で、こういった部分のやは

り改善が図られるようであれば改善を図る必要も

あるのかなというふうに思いますが、料金設定は、

他のバランスもあって、単純にはいかないという

ことは充分考えておりますので、そこら辺につい

ての、多少見解、考え等がありましたらお伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 
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○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 スキー料金のシーズン券でございます。委員も

御存じのように、私どものほうも本当に、実は、

本来の基本的な考え方としては年前に、１２月の

中旬過ぎぐらいにオープンして、３月の中ごろま

で運営することを一つの大きな目標としてはいる

のですけれども、いかんせんこういう気象状況の

中で、どうしても雪が降り始めが遅い、雪解けが

早いという、本当に、委員おっしゃるとおり、ち

ょっと自然の状況の中での対応でありますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 ただ、今後についてはそういう部分では、また

検討していければと思っておりますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） わかりました。 

 それで、上富良野小学校の件なのですが、この

実施計画では平成２３年度からの動きという形に

なっておりますが、それぞれ今まで耐震、耐力度

調査も行ってきたかと思います。耐震診断も行っ

て、その結果も出てきているのかなというふうに

思いますが、今後の進め方としては、この計画で

言えばそういうふうになっておりますが、今後の、

こういう実施に向けた対応という点では、ちょっ

とお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） ５番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 上富良野小学校等については、今、この実施計

画にも、実は２３年度に実施設計、２４、２５と

いうことで、総額約２０億円強の計画を上げさせ

ていただいてございます。ただ、これも、今のと

ころそういう部分では文科省の補助をベースに積

算をそれぞれさせていただいているということで

御理解を賜ればと思っておりますが、そういうも

のも含めて、ほかの補助施策等についても、こと

し１年かけて、ないかも探りながら検討していけ

ればと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） ページ数は、どこと言

っていいのかちょっと困っているところがありま

す。 

 幼稚園と小学校新１年生の、小学校に上がった

ときに、核家族化が進んでおりまして、ギャップ

が出てきています。それで、新１年生プログラム

というのですか、そういう心の動きが出てきてい

るということで、幼稚園と小学校に入る移り変わ

りのときに、その接点を教育の現場で設けてあげ

てはどうかという動きが今出てきているのですけ

れども、その辺の動きというのは各学校であるの

かどうか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） １２番佐川委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 それぞれ保育所、幼稚園から新１年生として新

入学する児童がございますが、もちろん学校側と

しても、基本的にはそれぞれ、その子の特徴です

とか、幼稚園での生活内容ですとか、そういう部

分についてはすべての子供に対してそれぞれ学校

のほうから幼稚園、あるいは保育所のほうに聞き

取りに行っています。そういうものも含めて、特

に就学前にそういう情報を得ながらクラス編成だ

とかを行ってございます。 

 ただ、特に特別支援の対象の子供ですとか、そ

ういう者についても、より綿密な形で幼稚園、保

育所から小学校へ引き継ぐという形を今のところ

とらせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川委員。 

○１２番（佐川典子君） 学校としても、受け入

れるということで、そういう接点の場を設けるこ

とを今後検討していっていただきたいなというふ

うに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田 満君） １２番佐川委員

の、今後において、それぞれ、幼稚園、あるいは

学校、それぞれの管理者とも協議をさせていただ

きながら、そういうものをスムーズにいければと

いうふうに、ただ、それも含めて、今も、そうい

う意味ではお互いに連絡をとり合いながら実施し

ておりますので、特に新たな場を設けるというよ

りも、それぞれ現場でしている部分もありますの

で、もし足りない部分があれば、そういう意味で

は、そういう場も設けることも今後、課題として

はとらえていきたいと思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで９款の教育費についての質疑を終了いたし

ます。 

 ここで説明員が交代いたしますので、少々お待

ちください。 

（説明員交代） 
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○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款公債費

の２４２ページから予備調書の２５６ページまで

の質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ２５１ページ、２２年度

は職員の採用数という形で、３人採用されている

という形になっております。これは、採用計画に

基づいて、退職者も含めながら、資料にも書いて

ありますが、採用計画しているかと思います。 

 ２２年度は、これは大体、どういった、一般職、

あるいは高卒、大卒も含めた中で、どういう採用

形態になっているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の採用

する学歴区分等についての御質問でございますけ

れども、事務職員２名、高卒を２名予定しており

ますし、あと、保健師を１名、大卒を予定してお

りまして、計３名を予定しているところでありま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） それで、今回は新卒の臨

時雇用という形の対応をしております。長引く不

況の中でも職を求める方が多いという状況も見受

けられます。 

 その退職者と採用数を勘案しながら採用計画を

立てるということでは大変よろしいかというふう

に思いますが、そういう中で一方で、若干、１名

でも採用枠を町で受け入れるというような枠の広

げ方というか、採用数の枠を広げるという、そう

いう用意はございませんでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えさせていただきたいと思い

ますけれども、今のような状況もありますし、ま

た、採用した職員が、即、実践力を発揮するとい

うことはなかなかできないわけでございますので、

ここ近年、団塊世代の退職者を迎えるという時期

でございますことから、できるときには前倒しを

して、欠員になって、それらを新任職員の、ある

程度年限を過ぎて、実践力を即発揮できるような、

そういうことも一つの理想だと思いますので、そ

ういう点も充分考慮しなければならないと思いま

す。 

 また、いろいろと、時代の変化、また、特に国

におきましては、地方主権改革という名のもとに、

権限が、最終的には市町村にもゆだねられるとい

う状況でございますので、それらをにらみながら、

今の採用計画でいいのかどうか、これは充分見直

す要素がございますので、先般も申し上げました

ように、そういう組織の見直しの中で、こういう

採用計画についても充分見直していかなければな

らないという課題という認識を持っているところ

であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひそういった点もカウ

ントしながらということで、検討願えればと思い

ます。 

 町の改善計画等については、いろいろ、そのジ

レンマもあって、なかなか難しい表現にとどめら

れております。総じて言えば、総体的な枠は広げ

たくないというような状況も見受けられますが、

一方で社会的な、やっぱり受け皿としても、行政

としてそういった部分を、少なくとも、そう多く

はないにしても、必要最小限のものを、人数等の

採用枠というのは当然必要かというふうに思いま

すが、ぜひ検討願いたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、あわせて職員の、前か

ら言っておりますが、いわゆる臨時職員、嘱託職

員等ですか、ボーナス等の支給の問題なのですが、

こういった点は、やはり働く意欲があるわけで、

幾ら臨時、嘱託といえど、やはりかなりな労働を

されている方もおります。 

 今、現行枠の中では、なかなか、短期雇用とい

う形の中で、通年雇用にならない部分もあるとい

う状況もあります。やはりそういうことも含めた

中で、やはり労働の対価として、そういった部分

をやっぱり支給しながら、意欲を持って働いても

らうという、そういった部分の改善なくして、や

はり町を支える重要な戦力になっているわけです

から、その点、どういうふうに、前の年も言って

いるのですが、改善の中に盛り込まれようとして

いるのか、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 米沢委員おっしゃっているとおり、何度か、私

も２回目、この時期に同じようなことを言われて

いまして、前向きな方向で検討させていただきた

いということでお話もさせていただいた記憶がご

ざいます。 

 残念ながら、その前向きのもの、何かあったか

と言われますと、２２年の中ではそのようなもの

を御提示できない状態であります。ただ、２２年

のプラン２２の中でもうたってございますけれど

も、職員の組織体制の見直し、定数の適正化の見

直し、それにプラスしまして、定数外職員の適正
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化という部分もうたっております。 

 臨時職員の一時金につきましては、管内におき

ましても、数は少ないですけれども、確かに支給

している市町村もございます。それら、今、お話

ししました要素を総合的に検討しまして、何らか

の形で待遇の改善を図れるようにしたいなと思っ

ております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ぜひその部分、改善して

いただきたいというふうに考えております。 

 次にお伺いしたいのは、２４３ページ、公債費

という形で、この間、元金の償還という形も、高

い利率の部分については借りかえなんかもしなが

ら、相当数、やっぱり負担軽減されてきたという

経過もあります。資料を見ましたら、５％以上は、

２１年度の段階においては２,０００万円ぐらいと

いう形になっているかというふうに思います。 

 この部分については引き続きあれでしょうか、

国のほうでは、そう金額は多くはないのですが、

利率の負担軽減、借りかえだとかという手法はと

れるのかどうなのか、この点、お伺いしておきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 繰上償還の関係ですけれども、さきにお配りし

ました資料のほうでも、地方財政の概要のところ

にでも載っておりますけれども、補償金免除の繰

上償還については、制度としてはございますけれ

ども、全国ベースの枠がありますので、それから

いきますと、うちの部分、非常に少額でして、な

おかつ本年度でほぼ、この５％超の部分が、償還

が終わるということで、希望としては申請はいた

しますけれども、当たる可能性としてはほぼない

ということで御理解をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ２５１ページの職員の関

係なのですけれども、特に新採用及び臨時採用も

あるかなと思うのですけれども、以前は議会に紹

介していただいた経緯にあるかなと思うのですが、

ここ近年ちょっと、そういった紹介がない中で、

我々もちょっと、この職員が職員なのかそうでな

いのかというのがなかなか明確でない部分もある

ので、できたら折を見て、ちょっと紹介していた

だきたいなというふうに思います。 

 それとあわせて、新採用の職員に対して、だれ

が教育するのかということもきちんと明確にして、

ぜひしっかりとした教育をしていただきたいと。

いまだにあいさつもできない職員がいるという中

で、なかなか入って、職員のほうも教育されない

まま１年、２年が過ぎてしまうということはかな

り悲しいことなので、その部分も改善していただ

きたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ３番岩田委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 まず、議員の皆さんの前で紹介をするという部

分、早速、取り入れたいなと思っております。た

だ、非常に、新人、緊張して、うまくはしゃべれ

ないかもしれませんけれども、そういう機会を設

けさせていただくということで、対応していきた

いなと思っております。 

 それと、２点目の職員の新人の研修といいます

か教育についても、体系的には当然、教育係とい

いますか、先輩がついて対応することになってお

ります。礼ができないだとかそういう部分につい

ては、私も気にしながら十分意を尽くしてまいり

たいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ちょっとお尋ねしたいの

ですけれども、２４７ページの職員給与費、児童

・子ども手当の件なのですけれども、民生費の１

１５ページにも出てきていたのですけれども、２

４７ページにはただし書きも何もないから、多分、

民生費のほうの児童手当、子ども手当は、職員手

当は除いたものの金額というふうに理解しておる

のですけれども、見やすいように、このようにト

ータルの、給与はこうだよというので分けている

のか、多分そうだというような感じもするのです

けれども、あるいは、公務員関係とすれば、ほか

にも警察とか学校の先生とか自衛隊とかいますよ

ね。１１５ページの民生費にはそういった方々も

除かれているのか、そこら辺ちょっと疑問だった

ので、教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務班主幹。 

○総務班主幹（坂弥雅彦君） ６番今村委員の児

童手当、それから子ども手当の関係の御質問でご

ざいますが、ここに掲載していますのは、事業所

として、児童手当に上乗せして子ども手当を支給

するというような制度立てがなってございまして、

その分をここに掲載しているということで、児童

手当を支給するときに子ども手当をあわせて支給

するというようなことで予算組みしなさいよとい
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うような情報で参っているということで御理解を

賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） どうもありがとうござい

ました。 

 あと、２５０ページの給与費明細書の１、特別

職というところなのですけれども、前年度と本年

度のその他の特別職がすごいふえているのですけ

れども、これはどういうことかわかりませんので、

教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質

問にお答えいたします。 

 その他の特別職が人数大変ふえております。こ

れについては、国勢調査が本年ありますので、そ

の国勢調査する方の人数がふえたということと、

もう１点、参議院選挙がございまして、そちらの

関係の報酬にかかわる人数がふえたということが

その要素でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで１０款の公債費から予算調書についての質

疑を終了いたします。 

 これをもって、議案第１号平成２２年度上富良

野町一般会計予算の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定を事務局長から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） あす３月１９日は本

委員会の３日目で、開会は午前９時でございます。

定刻までに御参集くださいますよう、お願い申し

上げます。 

 なお、出席の際には各会計予算書及び資料等を

御持参ください。 

 以上です。 

午後 ４時１３分 散会  
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平成２２年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２２年３月１９日（金曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２２年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２２年度上富良野町老人保健特別会計予算 

議案第 ４号 平成２２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ５号 平成２２年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ６号 平成２２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２２年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ９号 平成２２年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第１０号 平成２２年度上富良野町病院事業会計予算 

議案第２０号 上富良野町十勝岳地区振興基金の一部支消の件 

議案第２１号 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長            長谷川 徳 行 君   副 委 員 長            岩 田 浩 志 君                      

   委 員            岡 本 康 裕 君   委 員            村 上 和 子 君                      

   委 員            谷   忠 君                     委 員            米 沢 義 英 君                      

   委 員            今 村 辰 義 君                     委 員            一 色 美 秀 君    

   委 員            中 村 有 秀 君                     委 員            和 田 昭 彦 君                      

   委 員            渡 部 洋 己 君                     委 員            佐 川 典 子 君                   

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）         ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

   委 員            岩 崎 治 男 君                   

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長                向 山 富 夫 君                       副 町 長                田 浦 孝 道 君                  

 教 育 長                北 川 雅 一               君     会 計 管 理 者                新 井 久 己 君 

 総 務 課 長                服 部 久 和               君     町民生活課長                田 中 利 幸 君

 保健福祉課長                岡 崎 光 良 君                       健 康 づ く り 担 当 課 長                岡 崎 智 子 君

 建設水道課長                北 向 一 博 君     公 園 整 備 担 当 課 長                菊 地 昭 男 君 

 技 術 審 査 担 当 課 長               松 本 隆 二 君     ラ ベ ン ダ ー ハ イ ツ 所 長                大 場 富 蔵 君                   

 町立病院事務長  松 田 宏 二 君     教育振興課長                前 田   満 君 

 農 業 委 員 会 事 務 局 長                菊 池 哲 雄 君 

 関係する主幹・担当職員等 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長                中 田 繁 利 君                       主 査                深 山  悟 君                   

 主 査                遊 佐 早 苗 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会第

３日目を開会いたします。 

 直ちに本会の会議を開きます。 

 本日の議事日程について、事務局長から説明い

たさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につ

きましては、さきにお配りいたしました日程で進

めていただきますよう、お願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案第２

号平成２２年度上富良野町国民健康保険特別会計

予算及び議案第２１号上富良野町国民健康保険財

政調整基金の一部支消の件を、関連がありますの

で、一括として議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより歳入歳出を一括して、７ページから１０

ページ及び２５９ページから３０６ページまでの

予算全般の質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２５９ページ、ここのと

ころで３点ばかり、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

 国保税は、ほぼ昨年と同額の２億７,９００万６,

０００円ですか、なっておりますけれども、国庫

支出金がふえておりますね、１,６６６万２,００

０円。ここのところと、それから、被保険者の扶

養になっていて、その被保険者が後期高齢者にな

られて、扶養になっている方で国保にお入りにな

る方が何人ぐらいいらっしゃるのか。 

 それと、ことしで基金を全部使ってしまうよう

な形があるのですけれども、これで来年以降の見

通しとしてはどうなのでしょうか。その３点、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

３点の御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、収入の国庫支出金の増額要素でございま

すが、新聞報道でされておりますように、今回、

１０年ぶりとなります診療報酬の改定が、０.１９

％というふうに言われておりますが、これらの医

療報酬の増、あと、若干の被保険者の高齢化に伴

います医療給付費の増、これらを加味いたしまし

て、おおむね１％程度の医療給付費の総額の増額

を見込んでございますことから、それに見合いの

国庫支出金の収入を見込んだところでございます。 

 また、２点目の被扶養者の関係でございますが、

現在５人を予定しているところでございます。 

 ３点目の基金でございますが、平成１５年の国

保税の改定以来、平成２２年で８年を迎えるとこ

ろでございますが、委員御承知のように、基金が

既に底をついた状況にございます。 

 したがいまして、平成２３年以降の国保税の改

定を考えざるを得ない状況かな。ただ、平成２１

年度の決算もまだでございますので、これらの状

況、さらには、これからの医療給付状況を加味し

ながら、２３年以降の議論を、この２２年度中に

行っていきたいというふうに考えているところご

ざいます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 後期高齢者になられて扶

養になっている方、国保に入られる方の９割減免

とかというのがあったのですが、それはことしは

どうなのですか。それは、もうなくなったのです

か。前にそういう所得によりまして、減免制度で

あったのですけれども、そういうことはないので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主査。 

○総合窓口班主査（及川光一君） 村上委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 社会保険の御主人が後期高齢に移った場合、奥

さんが新たに国保に加入しなければならないとい

う部分の減免については、今、後期高齢者医療制

度が廃止の方針が打ち出されているのですけれど

も、その廃止の間、当分の間はこの減免、この国

保の減免については、均等割及び平等割を半額に

するという減免なのですが、この部分については

廃止の期間、当分の間、継続することになってお

ります。 

 また、後期高齢者のほうでも保険料の関係につ

きましても、いわゆる後期高齢者の保険料の被扶

養者の軽減、９割軽減でございますが、これにつ

きましても当分の間継続するということになって

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今の国保税の関係でお伺
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いいたします。 

 近年、国保税は、高齢事業所、あるいは自営業

者を含めた中で、そういう産業構造の変化の中で、

やはり収入の変動が特別激しい動きの中で、この

税も納めなければならない。また、経営基盤も弱

いという状況になっているかというふうに思いま

す。 

 そういう中で、２０年度決算等を見ましても、

不納欠損等が伸びたりだとか、あるいは、その不

納欠損や、生活困窮等によっての滞納や、あるい

は、欠損処分に至るというケースがふえていると

いう状況になっております。 

 そこでお伺いしたいのは、こういう状況の中で、

確かにこの基盤を維持するということは前提だと

は思いますが、それと同時に、やはり国からの国

庫負担率の減少というのも大きな要因になってい

るのかなというふうにも思いますが、やっぱり、

この部分の改定もしてもらわないと、地方財政の

転換というか、前向きな方向には変わらないとい

うふうに思いますが、この点は担当者はどのよう

にお考えなのか、まず伺っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問にお答えをいたします。 

 委員御発言のとおり、この長引く不況におきま

して、収納に直接影響しておりますことを、担当

している者として痛感をしてございます。特に、

いわゆるワーキングプアというふうに言いますが、

働く貧困層、いわゆる年収が２００万円以下と、

こういう方の滞納が非常にふえている実感を持っ

ているところでございます。 

 また一方、保険税の収納全体を見てみましても、

課税所得額の減少によります国保税の総額の歳入

が減ってきている状況も確かにございます。いわ

ゆる低所得者に対する軽減対策といたしましては、

御承知のように、７割、５割、２割の軽減対策を

図っているところでございますが、これらの、７

割、５割、２割の軽減に対する保険税の目減り分

を、いわゆる一般会計で補てんをしておりますこ

とから、この保険税の少なくなった分、一般会計

に負担が多くなるという構図になっているところ

であります。 

 ただ、一般会計から補てんした財源につきまし

ては、４分の３の国と道からの補てんがございま

すので、直接、真水で補てんするものは４分の１

ということになりますが、先ほど言いましたよう

に、この御時世でございますので、一般財源の負

担がふえてきているというふうな認識を持ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） いずれにしましても、町

が資料としていただいたのを、担当者もおっしゃ

いましたように、所得階層区分も非常に２００万

円以下の人たちがふえるという状況になっており

ます。営業所得等についても、そういうふうにな

っておりますし、農業者によっても時の価格の変

動によって、やはり左右されるという状況になっ

ているわけです。そういうところへ持ってきて、

この保険税というのは、確かにお互いが助け合う

という精神は、それはそれとしてあるわけですが、

同時に、やはり払わなければならないわけですか

ら、この国保税を単純に比較してみましたら、大

体１世帯３人か、子供さんを含めて２人入れても

３００万円ぐらいの世帯でも、約１割近くを税と

して納めなければならないという状況に、上富良

野町で見ましたらなるという状況もあります。 

 そういう意味では、やはり収入等が落ち込み、

また、かかるいろいろな経費等のことも考えれば、

相当重税感というのもあるのではないかなという

ふうに思います。そういう意味では、この部分の

軽減策というものも含めて対処する必要があるの

ではないかというふうに思いますが、この点、町

長はどのようにお考えなのかお伺いいたしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えさせていただきたいと思

います。 

 国保の財政基盤については、非常に脆弱だとい

うことについては、私どもも認識しているところ

でございます。 

 いかんせん、国民総医療費が非常に大幅に伸び

ていくということでございまして、それらに対応

するための特定健診等も力を入れてやっていると

ころでございますが、いずれにしましても、今の

仕組みの中では、国も責任を果たし、また、加入

している被保険者も、やはり所得の状況に応じて

応分の負担をしていただくという、そういう仕組

みの中でございますので、根本的には何ともしが

たいわけでありますが、私どもも、今言われるよ

うな非常に所得負担に困難な方もいますので、そ

れらについては個別の制度の中で、しっかり実態

に応じた救済措置を講じるものについては講じて

いくということで取り進めているわけであります。 

 いずれにしましても、国が大きな視点で、国保

も含めましてそのありようを、長い年月の課題で

ありましたが、一定程度、改善の動きもないわけ
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ではございませんので、そういう動きを見ながら、

町としても保険者としてしっかり対応していかな

ければならないというふうに認識をしているとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 制度としては、低所得者

層だとか、そういったところは７割減免だとかい

ろいろ制度で見られて、その活用はされておりま

す。 

 ただ、私が言いたいのは、一般の普通の収入と

いう形の中で、ここに該当しない方たちでも、生

活の状況を聞きましたら、営業をなされている方

にしてもぎりぎりだと。固定資産税やらいろいろ

な税の支払いで、国保税も払うのは本当に大変な

状況だけれども、納めなければならないし、これ

は義務だと思って一生懸命納めているのだという

ことの話なのです。 

 そういうことも考えれば、確かに今回基金の取

り崩しという形の中で、一定の軽減という形の措

置もとらえているとは思いますが、あわせて財政

の基金の積立金を、一般会計の繰り入れを、こう

いうときだからこそ基金を利用しながらここに繰

り入れて軽減するということも、今、必要だと私

は思っていますが、こういうことは今回の予算の

中では検討される余地はなかったのか、お伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えしますが、予算案を提案させていただき

ましたので、この中には一般会計から今までと違

った繰り入れをする考え方はございません。課題

認識はございます。といいながら、制度の根幹に

かかわることでございますので、先ほども言いま

したように、後期高齢者医療制度、また、さらに

国保の制度、今現行は市町村が保険者として保険

制度が成り立ってございますので、こういう根幹

にかかわるような制度の見直しがどうなるのか、

これをしっかり見定めながら、町も対応する部分

が、これからまた新しい仕組みの中でどう出るか

はわかりませんが、しっかり根幹の行方を見なが

ら対応しなければならないというふうに思うとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 恐らく町長が言われてい

るのは、応益応能割、均等部分だとか平等割の部

分を、ある程度自治体の裁量でしなさいという指

導が今出てくるのだろうと思うのですが、そうい

う中で言われている問題で、今年度担当課長の話

でしたら、この税のあり方も２２年度中において

検討して、２３年度にはそのあり方を再検討した

いということでありますが、前段はそういうこと

で、そういうものも含めて、今、中富良野町、富

良野市ですか、旭川市においても資産割の課税を

徴収しないと、他のほうは若干上がるのだろうと

思うのですが、資産からは、いわゆる営業してい

て、そこに一般的には生活している、生活圏の中

で営業しているというのが中小業者の多くの状況

なのです。そういったところに課税するというの

は、本当に正しいのかというような論議もなされ

て、いろいろな経過もありましたけれども、資産

割課税というのは徴収しないということで、ゼロ

課税という形になっておりますが、町はこういっ

た部分においては、その見直し時期にあわせて検

討する余地があるのかどうなのか、他の事例も何

回も言っておりますから、相当いろいろ調査もさ

れていると思いますので、この点をお伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の資産割

の関係の御質問にお答えしたいと思いますけれど

も、この沿線の中での動向も承知はしているとこ

ろでございますが、検討する一つの課題だという

認識は持ってございます。 

 ただ、この長い歴史の中で、この資産割という

ものを課税客体として賦課している実態にござい

ます。これを廃止してほかの方法で講じる、これ

は、もう少し言い方を変えれば、ほかの方にまた

その応分の負担を強いるということになりますの

で、非常に難しい課題だなというふうに思うとこ

ろであります。 

 いずれにしましても、できるだけこの課税客体、

負担能力のある方に安定的に御負担をいただく方

法が、いずれの方法が一番いいのか、これは非常

に慎重に検討して、あるべき姿を見出さなければ

ならないと思いますので、今のところ具体的な考

え方は持ち合わせていないという状況にあります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） いろいろな影響が出ると

いうことはそのとおりで、そういうものも含めて

検討調査するということを確認してよろしいです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 税率の引き上げがいつ

になるのか、また、どの程度になるのかわかりま

せんが、そういう節目に検討する課題の一つだと

いう認識は持っているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 国保税だけではありませ
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んが、町では予防医療という形の中で、介護を含

めた予防医療計画や、介護のいきいき長寿プラン

・かみふらのも含めた中で、トータルな動きの中

で、この予防医療でなるべく医療費を、やっぱり

健康な体で日常生活を送りたいと、そういう人を

ふやそうという取り組みがされているかというふ

う思います。 

 今年度においては、若年層高齢者健康診査等の

予算や、特定健康診査の予算等が委託料等におい

て計上されておりますが、今年度におけるテーマ

というか、予算の中でどういうものを一つのテー

マとして、予防医療、あるいは健康な体づくりを

するための対策として、目標として掲げているの

かお伺いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 毎年、大きく課題設定を行っていまして、２０

年度におきましては、高血圧の基準値により高い

方を減らすということで、２１年に向けてその数

値が大幅に下がってきた状況にあります。 

 ２１年に関しましては、治療していても治療に

つながっていない方も含めて、高血糖にある状態

をなくすということで活動を行ってきております。

あと、腎臓の予防も含めて行っておりまして、こ

の部分に関しては、２２年度にどの程度の数値の

効果があらわれたのかというのは確認したいと思

っています。 

 残された課題としまして、次の課題としまして

は、今、分析をかけているのですけれども、もち

ろん特定健診の中身ではないのですけれども、国

保の高額医療の中に、がんによる部分もかなりふ

えてきているようにも見えていますし、恐らく大

腸がんが今後の死亡の１位になるだろうと言われ

ているのが、女性のほうが上富の中でも死亡の１

位になってきておりますので、少しがんの予防に

関しても、今年度は生活習慣病の心疾患、糖尿病、

脳卒中の予防に加えて、がんの予防についても１

点加えた形で住民学習を進めたいと思っておりま

す。 

 今は、実際に死亡の実態、医療費の実態、それ

から、どういうふうなメカニズムでがんの発症に

つながるのか、１次予防については、恐らく１０

年というスパンで考えなければいけないと思って

いますので、たばこに関しては、大体ピーク時の

５８％の売り上げ本数に減ってきていますので、

その基本的な１次予防の効果があると言われてい

るたばこ対策については、さらにどういう形で進

めるか。 

 それから、次に、大腸がんの次のリスクとして

言われている肥満。肥満とたばこが今一番明解に

なっている部分ですので、その肥満に関しまして

は特定保健指導の中で実施をやっていくというふ

うな形で１次予防の部分、そして、町として弱い

２次予防の健診の受診率の向上というところも含

めて、２２年度におきましては、さらに中身を強

化していきたいと考えています。 

○委員長（長谷川徳行君）６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 先ほどの米沢委員の国保

の件で、関連で、声が一人より二人のほうがあっ

たほうがいいだろうということも含めまして、先

般、一般質問のときに、４方式で資産割も入って

いると。何か器があれば、何かの手段で集めない

といけないという話も聞きましたし、安定したと

ころから集めなければいけないという話も聞きま

した。 

 ただ、今後、日本全国的なことでもあり、上富

にも当てはまるのは、人口が逆ピラミッドになっ

ていくのは間違いないですよね。そうなると、年

金生活者が多いというところで、要するに年収が

減る。年収が減るところに、若いときに頑張って

固定資産を持っている人が、固定資産のほうから

も国保のお金を徴収されるとなると、非常にきつ

いという話をやっぱり聞きます。 

 先ほどの副町長の答弁がございましたけれども、

ひとつ本当に真剣に、中富だとか富良野とか旭川

のように３方式でやっていくのか、あるいは取り

入れても、もっともっとパーセンテージを落とす

のか、そこを真剣に考えてほしいということを、

私のほうからもお願いしたいというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ６番今村委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 委員御発言のとおり、この超高齢化社会に向け

て、税負担の、いわゆる社会保障に係ります総合

扶助制度をどのように維持していくのかというの

は、非常に大きな問題になるかと考えております。 

 現状としては、委員おっしゃるように、上富良

野町においても高齢化が進んで、いわゆる現役世

代がどんどん少なくなる一方、高齢者がふえてく

るという現状の中で、一定程度の相互扶助制度を

維持するとすれば、どこから負担を求めるのかと

いう根本のところに行きつくところでございます。 

 上富良野町においては、いわゆる４方式を採用

しながら、税負担をお願いしているところでござ

いますが、時代の流れといたしましては、昔は資

産割を非常に多くポイントとしておりましたが、
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平成２０年、後期高齢者制度がスタートいたしま

したときに、保険税の税率を実は見直してござい

ます。そのときには、いわゆる資産割を１０.６％

軽減をした経過がございます。 

 ただ、今、全国的に行われているのは、資産割

を外すというところは、いわゆる大都会の持ち家

率がないところを中心に３方式を採用していると

ころが現状でございます。なぜかといいますと、

持ち家率が少ないところに資産割を掛けていきま

すと、正に不公平感がふえるという現状がござい

ます。 

 これらも含めまして、先ほど副町長からの答弁

もございましたように、これらのバランスをどの

ように整えていくのかというのは、今後の課題だ

というふうにとらえているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 

 ほかの健康保険ですね、兄弟だとかああいった

ものには資産割はないわけですよね。そこら辺に

も非常に不公平感を感じていることも間違いない

と思うのですね。ぜひそこら辺も頭に入れていた

だいて、よろしく検討していただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ２７７ページ、出産育児

一時金ですけれども、これは、ことしも十五、六

名を見込まれているのかなと思うのですけれども、

ことしはまだ決算が出ておりませんけれども、ど

うなのでしょうか、昨年の予算でどうだったのか。 

 それと、政権交代になりましてまだあれですけ

れども、今度、出産一時金５１万円と、こういう

声もありまして、できるかどうかはわかりません

と思いますけれども、そうなったときに補正予算

か何かで対応していただけるかどうか、その点よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、平成２１年度の見込みといたしましては、

１７名。当初、２１年度も１５名の予定をしてご

ざいましたが、補正予算を組ませていただきまし

て、この１７名に追加をさせていただいたところ

でございます。これらにつきましては、なかなか

読むことができませんが、平成２２年度の当初予

算には１５名の予定で、４２万円の予算を立てさ

せていただいたところでございます。 

 委員の御質問にあります、今後の改定がどのよ

うになるのか、まだ確定はいたしてございません

が、法施行に間に合うような補正予算は、条例の

改定も含めまして適切な対応を図ってまいりたい

というふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 先ほどの米沢委員、今村

委員とも若干関連がいたします。 

 それで、一つは資料の５２ということで、不納

欠損の関係で書類をいただきまして、特にこの中

で国民健康保険税の不納欠損額というのが、平成

２０年度は３７件、４９１万４,０００円というこ

とです。 

 これは、この報告の平成２０年度の全体の不納

欠損、１６３件、８５５万１,０００円のうちの５

７.５％を占めておりますし、６年間で見ていくと

全体の４５.９％を占めているということで、非常

に不納欠損額が、特に国民健康保険税の関係で突

出をしております。町民のそういう生活状態等も

十分あるし、それから、今言われた国保税の仕組

みの関係にも影響している面もあろうかなと思い

ます。 

 そういうことで、不納欠損処理をなくすような

最善の努力はされておられるだろうと思いますけ

れども、滞納等があるということでございますの

で、ここは別な視野で、１年以上、国民健康保険

税の滞納者数と金額、例えば、２１年度が出てい

なければ、２０年度の部分で幾らになっているか

というのがわかれば、ちょっと教えていただきた

いと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

不納欠損に係ります御質問にお答えをいたしたい

と思います。 

 資料の５２で不納欠損額を提示してございます

が、まず、国民健康保険税が一番多いという部分

につきましては、国保の保険料は約３億円近い保

険料を徴収をすることでございますので、その他

の歳入の比率からいたしますと、非常に集める金

額が多いことから、この金額が不納欠損の額も多

くなる状況にあるということを、まず１点御説明

を申し上げたいというふうに考えています。 

 また、たびたび私のほうからも発言をさせてい

ただいてございますが、この不納欠損につきまし

ては、いたずらに時効を待つという消極的な部分

ではございませんで、積極的な収納対策を図る中

で、いわゆる企業で言いますと、不良債権に基づ

く適切な会計をするということが一般的でござい

ますので、この税におきましても、いわゆる不良

債権化したものを法に照らしながら、適切な不納
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欠損に努めている結果であるという点、まず御承

知おきをお願いしたいというふうに考えてござい

ます。 

 また、平成２１年度の決算に基づく不納欠損額

につきましては、決算特別委員会等で資料を提供

させていただいておりますが、ここに細部の資料

を持ってきてございませんが、国保税につきまし

ては、平成２１年度の決算におきましては、おお

むね３,８００万円程度の未収額だったというふう

に記憶をしているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） ２１年度では、とりあえ

ず３,８００万円ぐらいということで、件数は幾ら

でしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 国保税の滞納者の平成２１年度の決算時点でご

ざいますが、１８９件だったと記憶をしてござい

ます。大変申しわけございませんが、２１年度の

決算の状況につきまして、資料を手元に持ってき

ておりませんことから、記憶で大変申しわけござ

いませんが、件数ではなくて、実人数といたしま

しては１８９人というふうに記憶をしてございま

すことを御説明申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それで、これに基づいて、

今度は滞納の場合、資格証明書を出すということ

になっていますね。それで、現在、平成２１年度

において、資格証明書の発行件数は何件ありまし

たか。○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

資格証明書に係ります御質問にお答えを申し上げ

ます。 

 ２２年のきょう現在でございますが、資格証明

書の発行世帯につきましては１０世帯、人数にい

たしますと１８名の資格証明書を現在も発行し、

効力を持たせているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それで、私は１０世帯１

８名の関係ということで、特に資格証明書を持っ

ていれば、病気で病院に行くと、とりあえず全額

払わなければならない。その後、また戻ってくる

ということにはなってはいるのですけれども、私

が一番心配するのは、もしその１０世帯１８名の

中で、結局全額払えないから、病気を持っている

けれども行けないという状態が万が一出てきた場

合、非常に心配、命にかかわる問題ということで

考えてみた場合、そういうケースがあるかどうか

というのは受診しなければわかりませんけれども、

それで、もし、住民健診等でこのようなケースの

方が、言うなれば健診を受けているかどうかとい

うことをちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、この１０世帯１８名の方につきましては、

委員おっしゃるように医療が必要で、この資格証

の交付を受けたことで、医療を受けられないとい

うことのないように、私どもも実は監視を続けて

いるところでございます。 

 実は、当初、２０世帯にこの資格証の交付をい

たしましたが、その対象者と私どもが常に連絡を

取り合っていることもございますので、病気にか

かってしまったという方を、この２０世帯からそ

の対象者個人でありますが、世帯全員ということ

ではなくて、その個人の方を資格証の対象から外

していくという方は３人ほどございますが、そう

いった形で医療が受けられないようなことのない

ように配慮を続けながら行っているところでござ

います。 

 また、２点目の、その方が健診を受診している

かどうかという点につきましては、健診受診者と

突合を今のところしてございませんので、その点

につきましては不明だということで御答弁を申し

上げたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） 前は２０世帯あって、そ

の中でというある程度の処置をされたということ

は承知をしたいと思いますし、それから、１０世

帯１８名の中で、何人かはある意味で監視が必要

だということでございますけれども、現実にこの

間の新聞報道では、病院にかかっていても、お金

はないわ、全額払えないわ、そのことが悪化をし

て死亡したケースが、札幌でも４件あったという

ような報告がなされています。私どもの町から、

そういうよう状態をできるだけなくしていくとい

うことで、できればそういう資格証明書を出した

人たちの健康状況を、突合していないということ

であれば、住民健診等を勧奨して、やっぱり早期

予防ということも含めて発見する措置と、その後

の対応を、病院にかかっていかれるような状況を

ぜひつくっていただきたいなということを感じて

おりますので、とりあえずはそういう対象者と突

合をしてもらう、そして、その後の対象を、病気

があるないによっては対応が違うと思いますので、

そういう対処をぜひやっていただきたい思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 
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○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 まず１点、この資格証明書につきましては、国

民健康保険法という法律の中で、原則１年以上の

滞納が生じた場合に資格証明書を発行しなさいと

義務づけられてございます。選択ではなくて義務

づけられているところであります。その後、委員

の御発言にありますように、特に未成年の子供た

ちの健康を守る部分につきましてどうなのかとい

う新聞報道等もございまして、その後、１８歳未

満の子供につきましては、この１年以上の滞納世

帯にあっても特例措置を法律で規定されたところ

でございます。 

 この１年以上の滞納は義務づけられてございま

すので、保険者の責務としては、この資格証を発

行する義務が生じてございますが、全国的にはな

かなかそれに踏み切れない市町村も多いように聞

いてございます。上富良野町においては、１年以

上の滞納者全員に資格証を出していることではご

ざいませんで、特に滞納者とは日々の納税に対す

る面談を進めながら、特に悪質と考えるものにつ

いて資格証を発行している経過にございます。 

 ただ、委員からも御発言のように、ではその方

の健康がどうなってもいいのかということでは、

もちろんございませんので、私どもも、これら資

格証を発行した方々につきましては、委員から御

指摘のございますように、特段の配慮をしながら

経過についても見ていきたいというふうに考えて

ございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ２７０ページの趣旨普及

費でありますけれども、健康優良家庭への表彰記

念品１５万円、これが廃目となっているわけで、

その目的を達成したのかなという感じもしないの

でもないのですが、そこで、今まで表彰していた

目的は、どういう目的に基づいてやっていたのか。

廃目になったのは、どういう趣旨で廃目にしたの

かをお聞きしたいと思う。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ６番今村委員の

趣旨普及費に係ります御質問にお答えを申し上げ

たいと思います。 

 ２１年度まで行ってございましたが、趣旨普及

費といたしまして、優良家庭表彰に係ります記念

品の費用を計上してございました。これらにつき

ましては、２年以上医療にかかっていないという、

いわゆる医療費をかけずに健康を維持していただ

いた方に表彰をさせていただいたところでござい

ます。 

 ただ、これにつきまして内部で協議をいたしま

したが、果たして長年にわたって病院にかかって

いないことが、健康であったのかどうかという検

証はなかなか難しいと。先ほどの委員の御質問に

もお答えいたしましたように、予防医療、いわゆ

る医者にかかって重度化しないことも当然必要な

ことでございますので、こういった部分を考えな

がら、この趣旨普及費については、その効果はど

うなのかという評価をいたしまして、２１年度を

もって、これらについては廃止をしたところでご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） わかりました。委員長、

質問を変えてよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい。 

○６番（今村辰義君） ２８９ページの特定健診

でありますけれども、実は私も受けておりまして、

町から守られているなという感じがして、非常に

心強いというところであります。 

 新聞報道とか、あるいは外国と比べたら、お腹

周りが、日本と外国は女性と男性では全く違うら

しいですよね。それで、私もどうなるか楽しみな

点もあるのですけれども、基準が変わっていくの

か、ことしも変化なし、ノーチェンジでいくのか、

そこら辺も含めてお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） お腹周り

の基準値、男性８５センチ以上、女性９０センチ

以上につきましては、今、全国的な検討チームの

中でさまざまな検討が行われておりまして、女性

については８０センチを超えると、ある程度リス

クの重層化があるというふうなデータも徐々に出

てきてはおります。 

 ただ、現在、まだそれは医師段階での検討段階

でありますので、これが特定健診に即基準値が変

わるというような段階までは来ておりませんので、

今年度のおきましても同じような数値でいきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 今の特定健診のことな

のですけれども、この特定健診の受診率でもって、

後期高齢者のほうへの支援金というのですか、そ

の額が変わるのですけれども、それはいつまで続

くのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １１番渡部委員

の御質問にお答えをいたします。 
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 特定健診の制度が平成２０年４月１日から施行

されてございまして、その法律には、平成２４年

までに国が指定してございます国保の場合でいい

ますと、特定健診受診率が６５％以上、特定保健

指導が４０％以上という基準を満たさなければ、

２５年以降、この後期高齢者支援金の１０％の減

算加算という法律が施行されたところでございま

す。 

 ただ、政権が交代をいたしまして、２４年度に

向けて後期高齢者制度を廃止するということが明

確になったことから、これらの減算加算につきま

してどうなるのか、まだ確定しているところにご

ざいません。恐らく、この減算加算も含めて廃止

がされるというような情報があるところでござい

ます。 

 ただ、さらに細部については、まだ検討中とい

う情報でございますが、この特定健診と特定保健

指導の制度は継続して残すような、今情報が入っ

ておりますことを御報告いたしまして、答弁にか

えさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） 今、説明を受けて、あ

る程度わかったのですけれども、ただ、制度がこ

れからどうなるかわからないのでありますけれど

も、２０年からスタートして２４年までというの

は、ずっと毎年それをクリアしなかったらだめだ

ということだったのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １１番渡部委員

の御質問にお答えをいたします。 

 国では、平成２０年４月に施行いたしました法

律の中では、２４年度で６５％、４０％をクリア

しなければ減算加算がありますよという法律の内

容のみ記載をされてございますことから、この２

０年から、すべて６５％をクリアしなければなら

ないという詳細については、実は書いてはござい

ません。 

 ただ、２４年までにこの国の定めた基準をクリ

アすればいいよというふうな書き方になってござ

いますので、そのままストレートに読みますと、

２０年から５年後にその目標値をクリアするとい

う解釈かなというふうに考えています。 

 ただ、厚生労働省に問い合わせもいたしました

が、例えば６４％だったらどうなのか、また、３

０％のところと６４％のところでどのような差が

つくのかという部分を問い合わせをいたしました

が、これらについては、まだ詳細は確定していな

いという回答でございました。 

 ただ、先ほど言いましたように、この法律が廃

止をされることが確定をいたしましたので、上富

良野町においては、非常にこの法律の廃止はマイ

ナス要素でございます。一生懸命健診率を上げな

がらやってきたことが、なかなか報いることがで

きなくなったことは非常に残念だなというふうに

考えていますが、ただ、この特定保健受診率だけ

を、いわゆる減算加算だけを考えると、そういう

マイナス要素がございますが、上富良野町のよう

に受診率を上げながら、いわゆる医療費の抑制に

つながっているという点を考えれば、これは法が

廃止になったから特定健診をないがしろにするも

のではないというふうに考えているところでござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） ２８９ページ、特定健康

診査等事業費の中の委託料の中に、若年者・高齢

者健康診査とあるのですが、具体的にその内容を

教えていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １番岡本委員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 この特定健診の法律では、４０歳から７５歳未

満までを特定健診の対象者といたしてございます。

では、３９歳の人はノーチェックでいいのかと、

もちろん１年たてば４０歳になることでございま

すので、４０歳未満の方についても、健康を守り、

病気にならない体をつくっていくという点が非常

に重要になってまいりますことから、この委託料

につきましては、４０歳未満の特定健診の対象に

ならない方についても、同じような健診を受けて

いただくということの費用を見積もったところで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番岡本委員。 

○１番（岡本康裕君） ４０歳未満ということで

すが、幾つから幾つという具体的な年齢はありま

すでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 年齢に関

しましては、２０歳から３９歳を対象としており

ます。受診数は、おおむね２２０名程度に受けて

いただいている状況にあります。 

 最近の傾向としましては、２０代で既に２型の

糖尿病、インスリンを使い果たした形で糖尿病の

発症というようなこともレセプトから出てきてお

りますので、どうしてもかかわる年代を早くして

いかないと、もう４０歳の特定健診の国が定めた

時期では、予防の時期を過ぎてしまっている方が
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現実にはいらっしゃる。もう３０代で、首にプラ

ークが既にできている方とか、生活習慣病自体が

若年化してきているという実態にありますので、

ここに関しては、やはり国保の方に限らず、特定

健診以外の若年健診を受けていただくような仕組

みをつくらせていただいています。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第２号及び議案第２１号の質疑を終了

いたします。 

 次に、議案第３号平成２２年度上富良野町老人

保健特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより歳入歳出を一括して、１１ページから１

３ページ及び３０９ページから３１７ページまで

の予算全般の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第３号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第４号平成２２年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより歳入歳出を一括して、１４ページから１

６ページ及び３２２ページから３３１ページまで

の予算全般の質疑に入ります。 

 委員の皆様、ありませんか。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 全般的なことで質問させ

ていただきますが、後期高齢者医療制度という形

で別立てで導入されました。ことしからは、また

均等割額や所得割率が引き上げられるという状況

の中で、多く方が、２年に１度でしょうか、改定

されるということで、これは大変だという声が広

がっているという状況にあります。 

 あわせてお伺いしたいのは、まず最初に、国保

においては特定受診率という形の中で７４％だと

いうことで、この７５歳以上の方の受診率という

のはどのようになっているのか、その点お伺いし

ておきたいと思います。 

 従来でしたら、義務的に健診についても受けな

ければならない部分もありましたが、あくまでも

本人負担もあり、任意的な要素になってきたとい

う状況もあるのですが、それも含めて現状がどの

ようになっているのか、ちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 後期高齢

者の健診につきましては、道一円で保険者になっ

ている後期高齢者の保険制度のほうから、町のほ

うが委託を受けるというような形で健診が行われ

ております。健診料の費用につきましては、道の

一円となっているところから支払われるという形

になっております。 

 町としましては、健診の御案内を送った方、病

院にかかっていないので町の健診を受けたいです

とか、かかっているけれども、町の健診は受けて

いきたいとかというような方に対しまして御案内

をしまして、５５６名のうち３８３人が受けてい

ただいて、御案内させていただいた方につきまし

ては、おおむね７割近く。それ以外の方について

は、肺の健診のみを受けて帰られるとか、負担額

もありますので、御本人の選択の中で受ける受け

ないを決められている状況になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

１点目の質問にお答えをしたいと思います。 

 委員おっしゃるように、この後期高齢者の総医

療費の推移を見ながら、２カ年でこの保険料を改

定するという法律になってございますことから、

２０年、２１年、２カ年、さらには２２年、２３

年に向けての保険料改定が、もちろん増額改定が

なされたところでございます。 

 また一方、この低所得者の軽減対策といたしま

して、国が新たに制度施行後直後に打ち出しまし

た低所得者に対する新たな軽減対策を継続すると

いうことで決定をしたところであります。 

 上富良野町の実態をお知らせいたしますと、何

がしかの軽減対策を受けている率にいたしまして

は、６５.７％の方が軽減措置を受けている現状に

ありますことを御報告申し上げたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 上富良野町の７５歳以上

の受診率は、比較的高い位置にあるかというふう

に思います。他の自治体では、かなり全道的にも

努力義務という形の中、受診率が５.６％台に、道

内では平均的な状況になっているという形で、本

当にそういった意味では、上富良野の健康づくり

という立場からの受診率を高めて、基本的なこと

が貫かれてここまで実施されているというのは大

変喜ばしいことでありますので、今後この点を維

持できるかどうかということが、さらに求められ



 ― 121 ― 

てくるかというふうに思います。 

 また、この間の町の資料を見ましても、先ほど

言いましたように、胃がんだとか大腸がん、肺が

んだとか、高齢者も含めながら、いわゆる受診状

況だとかを含めて、かかる人が多くなったりだと

か、そんなふうになってきておりますので、この

受診率が高いか低いかによって、本当に医療費が

抑制されるかどうかという点では、大変貴重なも

のだというふうに思っています。 

 さらに、そういうこともあわせて、もう一つお

伺いしたいのは、６５％が大体の軽減世帯という

ことで、この資料を見ましたら出ておりますが、

今後、２４年度には廃止されるという予定ですか

ら、先はわかりません。ただ、このままでいけば、

町の資料でも高齢者人口の推移が、２８年度には

１,６４１名ぐらいの状況になります。総体的な医

療費がふえれば、おのずとふえる傾向にもありま

す。そういうことになれば、また医療費がふえる

傾向もありますが、そこら辺との関係で、また当

然、見直しだとかも含めれば、さらなる負担率が

高くなるという状況は免れないという状況でしょ

うか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問でございますが、せっかくの機会ですので、

いわゆる後期高齢者の医療に係ります上富良野町

の水準を若干御紹介をさせていただきたいと思い

ますが、平成２０年度の実績でございますが、全

道１７３保険者がございますが、その中で後期高

齢者の医療費の水準は、上富良野町においては１

０４位でございます。委員から御発言のありまし

たように、７５歳以上であっても適切な健診を受

けながら、予防医療の効果がここに発揮がされて

いるなというふうに、実は実感をしているところ

であります。 

 ただ、委員からも御発言のありますように、高

齢化とともに、これらの医療費が確実にふえてく

ることは間違いございません。それに伴って、い

わゆる２年ごとに見直してございます保険負担は、

当然このままではふえてくるという現状がござい

ます。 

 この後期高齢者制度につきましては、御案内の

ように全道一円の広域連合を組織してございます

ことから、実は上富良野町が幾ら頑張って医療費

を下げても、上富良野町自体の財政に直接影響す

る額が非常に少ない状況であります。これにかか

る医療費の１２分の１は、上富良野町が直接負担

をするところでございますが、国保のように直接

的な恩恵を受ける制度では実はありません。 

 したがいまして、２カ年ごとの医療費について

は、保険料の負担については全道でプールをされ

た状況で、上富良野町も負担せざるを得ないとい

う現状が一方ではございます。 

 ただ、先ほども言いましたように、メリットが

ないから保健事業がどうでもいいということでは

決してございませんので、なお引き続き努力を重

ねてまいりたいというふうに考えているところで

あります。 

 いずれにいたしましても、これらの制度がどの

ように改定をされていくのかは、今の時点では私

たちも想像がつきませんが、今申し上げましたよ

うに、どのような制度になったとしても、住民の

健康を守り、幸せを守っていくということを使命

に、引き続き努力をしてまいりたいというふうに

考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） これは全道的な問題であ

りますし、国のゆだねるところの部分も大変多い

わけで、先ほどの国保の特定健診ではありません

けれども、受診率の低いところは加算金がありま

すよだとか、いろいろな形の中でペナルティー的

な要素があります。 

 この間の広域連合のいろいろ文書を読みまして

も、道のほうで積立金なんかも活用しながら減額

はしておりますが、最終的にはそういう要素があ

ったとしても、また全体的な自然増で伸びる部分

もありますので、そういった部分で積立金にかわ

る国の負担金も変えてもらわないと当然だめな部

分もあるかというふうに思いますので、そういう

ものもにらみ合わせながら健診率を引き上げると。

あるいは、少なくてもその７０％ぐらいは最低で

も維持するという状況の上富良野町の努力という

のは、これは非常に貴重なものですので、今後こ

ういった点は、また７５歳以上の方で健診を控え

る方については、引き続き案内なんかもしながら

ぜひ改善していただきたいと思いますが、この点、

伺っておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の

御質問にお答えをいたします。 

 先ほどと繰り返しになりますが、委員御発言の

ように、今後もどのような法改正になり、どのよ

うな制度になったとしても、これは町民の健康づ

くりを守るという観点から、この７５歳以上の方

についても特定健診の枠外でありますが、これら

についても引き続き適切な資金投入をしながらで

も、実施をしてまいりたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思ってござ
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います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部委員。 

○１１番（渡部洋己君） ちょっとお聞きしたい

のですけれども、後期高齢者そのものの制度とい

うのは、町村によってかなり高齢化率が高いとこ

ろがあって、その負担が大変だということで広域

でやっているのだろうけれども、うちの町も出生

率が高いから高齢化率は低いのかなと思ったら、

逆に全道平均から見たら高いというような。だか

ら、高齢化率によって町の負担が多くなるとか、

そういうのは関係ないわけですか。そこら辺ちょ

っと。保険料が変わるでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（田中利幸君） １１番渡部委員

の御質問にお答えをいたします。 

 後期高齢者制度につきましては、高齢化率に伴

う負担の増減は基本的にはございません。医療給

付に係ります部分ですが。 

 ただ、取り扱い事務費については、件数が多い

ところと少ないところの部分がございますので、

事務費については取り扱い量に基づいて若干の変

化はございますが、基本的に医療費に係ります部

分については、高齢化率にかかわらず一律の制度

となってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第４号の質疑を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開時間は、１０時３５分といたしたいと思い

ます。 

────────────────── 

午前１０時１７分 休憩 

午前１０時３４分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 次に、議案第５号平成２２年度上富良野町介護

保険特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより、歳入歳出を一括して、１７ページから

１９ページ及び３３５ページから３６２ページま

での予算全般の質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３４３ページ、介護認定

の審査会費、これのところでございますけれども、

介護の認定を受ける人はほぼ横ばいでして、出現

率が１４.１％ですか、いただいた資料２５ですね、

それを見せていただいたのですけれども、この中

で、確かに認定を受ける方は横ばいで、よく頑張

っていただいているなと。４２０名ぐらいですの

で、毎年こういうような推移で来ているわけです

けれども、その中にありまして、介護度がどんど

ん、一度認定を受けますと要支援１と２で８５名

ぐらいいらっしゃると。これが、要支援が減って、

１が２になっていくと。介護認定１を受けた人が、

２になったり３になっていったりすると。介護認

定は６カ月でしたか、その介護度によって判定、

また、見直しがされるわけですけれども、だんだ

ん重度化になってきているのですよね。 

 ですから、この要支援１と要支援２、ここのと

ころでどうなのでしょうか。この表を見せていた

だきますと、要支援１の方が２９名だったのが、

今度は要支援のほうで２７名ぐらいふえています

ので、一度認定を受けた方はどうしてもどんどん

進んでいってしまうような、６カ月とか１年で介

護の認定をもう一度したときに、動かないで介護

２だったら２のままという方もおられるかもしれ

ませんけれども、この介護３と４のところが１４

名ですか、介護度５の方が１６名、かなり重度化

しているような状態がありますので、そこら辺に

ついてどのようにお考えなのか、ちょっとお聞き

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

御質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 委員御指摘のように、新たに申請される方とい

うのは、うちの町はそういう膨大なふえ方ではご

ざいませんで、結果、要介護全体の認定者といた

しましても、この２１年４月当初は４２０名とな

っていますけれども、その後において減少してい

るという傾向にあるところであります。 

 その要因としては、やはり健康面の指導が功を

奏しているものとも思いますし、委員の御指摘の

ような、一たん認定を受けた方がその後において

どう変わっていくのかというデータを見ますと、

この介護度の部分によっては増加しているという

傾向にあります。 

 その要因としては、新規の認定者がどんどんふ

えることではなくて、やはり重度化といいますか、

年齢の高齢化に伴いまして、介護度が進行してい

くという傾向が見られるところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 年齢が高齢化していると
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ころも原因の一つではないかということでござい

ますけれども、まだ隠れ予備軍がいっぱいいまし

て、４２０名ぐらいでずっと推移していることは

結構でございますけれども、介護を受けたくても

どこへ申し込んだらいいかわからないと、それで、

介護認定までに至っていない人というのも結構い

らっしゃると、そういうように思うのですけれど

も。 

 それで、この要支援１、２のところの段階で、

介護１、２と上がっていかないような、要支援１、

２のところの手当というのでしょうか、そういっ

たところをしっかり見ていかなければいけないの

ではないかと思うのですけれども、それにつきま

してどうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君）

 ２番村上委員の御質問にお答えします。 

 要支援１、２につきましては、できるだけ悪化

をしないということで、ケアプランに基づきまし

て、さまざまな介護保険サービスを入れることで

悪化を防ぐというふうなことを行っております。

逆に、要支援１、２の状態で介護サービスを受け

なければ、もっと悪化しているだろうということ

が推測されます。 

 支援から介護へ移る方という方が、サービスは

入れているのですけれども、やはり認知症状が進

んでしまったりとか、あと、突発的な病気があり

まして、それでそこで介護度が上がってしまうと

いう方、そこがどうしても防げないところではあ

るのですけれども、ケアプランの中において、で

きるだけその方の維持、自立ができるようにとい

うことで、介護保険サービスの支援を行っている

ところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 要支援の段階で、しっか

り介護サービスなんかもやっているのだというこ

とのお話ですけれども、認知の関係もあったりし

て大変は大変かもしれませんけれども、私が考え

るのは要支援１、２のところをしっかり支援をし

ていけば、今度、介護度が１になって、２になっ

て、３になっていかないのではないかと思います

ので、その要支援の段階のところでしっかり介護

サービスなりやっていただく。その介護サービス

をやっていらっしゃるのですけれども、それにか

かわらず、今度は要介護１、２となっていくわけ

ですから、そこのところを、今そのサービスが適

切なのかどうか、その人に合っているのかどうか

という、もう少し分析をしていただいて、介護度

がどんどん重度化していかないように頑張ってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 何点か質問させていただ

きますが、地域支援事業という形で３４８ページ、

訪問介護等の予防事業という形で載っております。

これは、恐らく特定高齢者の把握も含めた通所介

護予防、訪問介護予防等も含めて、転倒予防だと

か、そういう配食サービスも含めた中での、そう

いった幅広い要素の事業内容なのかなというふう

に思いますが、この地域支援事業の目指そうとし

ているところはどういうものがあるのか、この点

ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

御質問でございます。地域支援事業ということで

ございます。 

 この地域支援事業につきましては、高齢化に伴

います生活の中で、安心して暮らせるようにとい

う側面からの支援ということで、その方に応じた

見守り方といいますか、要介護者になるとこのケ

アプランという形で支援を、サービス提供を進め

るわけですけれども、介護予防という形の中で、

特定高齢者、要介護あるいは要支援に至る前の支

援のあり方について、やはり重きを置いて、地域

で暮らしていく上で必要な運動機能であるとか、

栄養の面からも支援をして、健康で暮らしができ

るようにという支援をしてまいりたいというふう

に考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 担当課長の説明ですと、

要支援に至る前の、いわゆる予防という形の中で

のそういった支援を含めた事業ということで、内

容的には要介護や介護認定になる前の予防政策の

予防の一つの重要な柱だということの説明だった

かと思いますが、今、国のほうでは、こういった

部分の仕分け作業の中で、これを見直すというよ

うな方針も打ち出されているという形で聞いてお

りますが、そうしますと、担当課長のいわゆるそ

の予防効果では、こういった事業の中では要認定

だとか要介護につながる前の人たちを予防する、

なる前の人たちを予防して未然に防ぐという作業

があるわけですから、非常に重要な中身、取り組

みになっているかと思いますが、そこでお伺いし

たいのは、こういう作業の中で、そういった要介

護、要認定に未然に改善する例というか、つなが
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る前に未然に防いだとか、そういった目標数値と

いうのはあるのでしょうか。こういうものをしな

がら何％まで抑えるだとか、そういうのはあるで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

御質問にお答え申し上げたいと思います。 

 ただいまの地域支援事業におけます目標数値と

いうとらえ方でございますけれども、介護予防と

いう進め方、これは私どもの第４期介護保険事業

計画、これは３カ年間の計画であります。そこの

中で、介護認定者の推計をすると、やはり予防前

と予防後の推計というものを、年間の推移の中で

想定をしているところでございます。 

 ３カ年間の目標数値として、介護予防前は出現

率が１４.７％でございますけれども、この予防を

行う中では１４.３％、０.３ポイントであります

けれども、そういった予防効果というものを念頭

に、力を入れて進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） このいきいき長寿プラン

の中には、その数値が５％を対象にして、２０％

については予防効果が図られるようにという形の、

対象者の１０％、新予防給付については維持し改

善が図られるようにということで載っております

が、介護度になる前に、こういった予防効果の事

業で、引きこもりや閉じこもりや生活支援のため

の向上をするという点では、大変重要な事業内容

になっているかと思いますが、保健師さんに伺い

ますが、上富良野町でこういった実態の中で進め

られて、これは非常に認定前の予防効果につなが

るということは見受けられると思いますが、そこ

をわかる範囲でお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域支援包括センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君）

 ５番米沢委員の質問にお答えします。 

 予防効果というところになるかと思うのですが、

実質的に数字での予防効果というのは非常に難し

い部分というのがあります。数字的には難しいの

ですけれども、事業に参加することで、生活する

中での動作とかがすごくしやすくなったですとか、

痛みが減ったですとか、そういった数字ではあら

わされない評価というのは既に出ております。事

業に参加することで、そういった効果というのが

ありますので、やはり継続して参加されたいと希

望される方も多くおります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今、担当の保健師さんも

述べられるように、数字だけではこういう予防医

療というのは、やはりあらわせられない事業であ

るのですが、しかし、健康、元気を取り戻すだと

か、こういう効果があるということで、これを、

今、国のほうで、事業見直しの仕分け事業の対象

にされようとしているのです。そういうことが行

われれば、せっかくここまでつくってきた介護予

防の地域支援事業が、また振り出しに戻る可能性

もあります。ほかの予防事業でつなげてやれば、

その可能性は広がるとは思うのですが、やっぱり

こういうものは維持する必要があるのだと思うの

ですが、担当の課長、もしくは町長、この点、改

善するように求める必要もあると思いますが、考

え方等についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えします。 

 今言われるように、それぞれ年を重ねる宿命に

ございますので、といいながら、加齢とともに生

活の質が非常に落ちるということも課題になって

ございます。今言われるような、また、町が実施

しているような予防事業をもって生活の質を維持

する。これは非常に大事だと思います。 

 国が、今、事業仕分けの中で、どういうことを

結果として残すのかわかりませんが、私ども地域

に十分視点を置いて、今やっているものを、少な

くとも国がいろいろな仕分けで地域のレベルを下

げるということについては、町長としても見過ご

すことができませんので、そういう国の動向も見

つつ、できるだけ地域の水準の維持についても努

力することが我々の使命だというふうに思ってい

るところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そういう重要な地域支援

事業ですから、あわせてお伺いしたいのは、今、

上富良野町でこういう介護事業を進める上で、特

にこの点はやはり今年度目標として、担当者から

すればすべてなのでしょうけれども、やはり注意

をして介護予防につなげていきたいという事業、

あるいはそういう目標というのは設定されて、こ

ういう予算化もされているかというふうに思いま

すが、その点、課題とか問題点があればちょっと

お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

御質問でございます。 

 ２２年度の予算編成に当たりましては、若干の
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給付の面での増加はありますけれども、現状の中

においての、先ほども申し上げましたような高齢

化に伴う自然増と申しますか、そういった部分が

あることは否めないわけでありますけれども、こ

の地域支援事業という形での介護予防に、先ほど

も申し上げました要支援に至る以前の方の中で、

特定高齢者と言われる方を重視いたしまして、介

護に至らないような支援の仕方をもって、充実し

た生活を営むことができるようにという支援を注

いでいくことで、一定の給付の抑制と申しますか、

そういった形であらわれてくるものというふうに

考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 関連です。 

 ここの地域包括支援センターというのは、介護

予防の関係のかなめのところだと思うのですけれ

ども、２１年度の決算の意見書にも、ここの地域

包括支援センターの充実をということで出させて

いただいたのですけれども、それはごらんになり

ましたか。 

 それで、ここは何名で今対応されていらっしゃ

るのでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君）

 ２番村上委員の御質問にお答えします。 

 今、地域包括支援センターでは、事務職員１名

と主任保健師、私ですね、１名と、あと主任ケア

マネジャー１名の３名で、そのほかに臨時職員と

しまして、臨時の事務１名と、あともう１人、３

月からですけれども、訪問調査を主に行っていた

だける臨時職員を採用しましたので、合わせて臨

時を含めまして５名で今行っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ずっと１名欠員で来てい

たと思いましたね、今まで。それは４月から見通

し立ったのですか。 

 ここは本当に肝心なところでして、窓口対応、

介護予防事業ほか、かなめのところです。人員不

足でずっと来ていましたし、１名保健師さん、健

康づくり班のほうにかわられたというような感じ

がしまして、健康受診関係、健康づくりも大切で

すけれども、ここのところの人員が充足されてい

るのかなということをずっと、地域包括支援セン

ターは一番大変なところですから、それは１名、

４月から見通しが立ったということで、ずっと長

く欠員で来ていましたから、ここのところしっか

りあれしたいと思いますけれども。その方につい

ては勤務はきんとしてもらえるのですか。ちょっ

とお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 地域包括支援センターの人員配置については、

先ほど担当保健師からの報告のとおりであります

けれども、その中において、委員の御指摘のよう

に、平成２０年度において特定健診のスタートと

ともに、１名の保健師を異動したという経過がご

ざいます。そういった中で、臨時職員で対応をカ

バーしてきたという経過がありましたけれども、

しばらく欠員状態でございましたが、３月の末に

なりまして、そういった調査活動に入っていただ

けるという方を、さらにまた研修を受けていただ

いて、対応が可能となる方を地元で見つけること

ができて、充実した対応で臨めるものというふう

に考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 関連でお伺いいたします。

包括支援事業という形で、これは被保険者３,００

０人未満の場合の職員の定数配置が決められてお

ります。これは、将来的には障がい者自立支援に

係った、そういった支援も今度から求められてく

るのかなというふうに思いますが、ちょっとお伺

いしたいのは、先ほど保健師の方が言われていま

した調査訪問という形で、今回、臨時の方が配置

されたということでありますが、この調査訪問と

いうのは、いわゆる地域の寝たきりの方だとか、

実態調査されるということでの配置なのか、どう

いう役割を担うのか、この点お伺いをいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君）

 ５番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 済みません、言葉が足りませんで、訪問調査と

いうのは介護保険の認定の調査員のことでござい

ます。今、認定調査のほうを主に行っていってい

ただく予定なのですが、秋のケアマネジャーの試

験のほうの受験希望もありますので、その受験を

行っていただいて、いずれはケアマネジャーとし

ての臨時職員としても活躍できるようにとは思っ

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 総合相談だとか、権利擁

護の問題だとか、いろいろな問題、相談が寄せら

れていると思いますが、今まで寄せられた相談の

中で、虐待の問題はないのかと思いますが、そう

いった問題だとか、やはり介護に関する問題、１
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回見せていただいた調査項目の中にも、いろいろ

な相談があるということが載っていた記憶があり

ます。 

 それで、特に近年、特徴的な相談というのはど

ういうものがあったのか若干お伺いしておきたい

と思いますが、すべて特徴的なものなのでしょう

が、大まかにこういうものがあったという形であ

れば。 

 それと、相談窓口ということで、なかなかわか

りづらい部分だとか、どこに相談したらいいのか

ということで、直接いろいろ話を聞きましたら、

訪問してきたヘルパーさんを通じて介護支援セン

ターへ行くだとか、いろいろなケースがあるわけ

ですが、やはり包括支援センターの役割というの

は、非常にかなめになっていることだというふう

に思います。地域の施設の指導をしたりだとか、

そういうものも含めた中で行われるのだろうと思

いますので、そういう地域の指導のあり方、今年

度と、その相談件数、相談の大まかな内容という

のはどういう内容があったのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君）

 ５番米沢委員の御質問にお答えします。 

 総合相談、実人数で年間３００件近くあります。

そのほとんどの相談の占める割合の多いのが、介

護認定に関する相談です。最近、相談内容で多く

なってきていますのは、成年後見、権利擁護に関

する相談も最近すごくふえておりまして、そちら

の対応に、今、苦慮しているところでございます。 

 私たちもＰＲしているつもりなのですが、どこ

に相談に行ったらいいのかわからないというのも、

やはりお聞きします。今後、住民の方に、高齢者

に関する相談の窓口はどこかということをＰＲし

ていく必要があるというふうに感じております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 権利擁護も含めて、そう

いった問題が非常に多く発生しておりますが、こ

れはいろいろなかかわりが、民生児童委員さんや

ら心理士の方やらいろいろあるのだと思うのです

が、そういうものも含めて重要な役割を担ってい

ると思います。それはわかりました。 

 次、いわゆるグループホーム等の指導なんかも

されるのかどうなのか。施設の指導、あるいはケ

アマネジャーの質を上げるためにネットワークを

つくって勉強会を開くだとか、施設の介護指導に

問題があれば、それを指導するだとか、そういう

のも包括支援センターの対象の範囲になっている

のかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

御質問でございます。 

 グループホームに関しましてのかかわり方とい

うことでありますけれども、やはり地域密着型の

指定の施設ということで、町が指定をするという

形になってございますので、監督権と申しますか、

そういった運営面での問題等がないかどうか、あ

るとするとということで、我々も特に意を用いて

いるところであります。 

 そういった中で、２１年度においても、そうい

った指導面でのかかわり方は、立ち入り検査等を

行った結果の指導であるとか、また、聞き及ぶと

ころの指導において、内部の職員の体制であると

かという課題についての面で運営している、旭川

に本部があるわけですけれども、そこの代表との

懇談の中で指導を行っているところであります。 

 今後においても、入居者のために必要なケア等

が十分に図られるようにという観点から、十分注

意をしてまいりたいというふうに思ってございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 例えば、こういうケース

があったかと思います。改善されている部分があ

れば改善されているでよろしいですが、同居家族

で介護認定を片方が受けていて、食事の支援だと

か、受けられなかったというような、一般的な報

道ですが、そういったケースもあったということ

で、それを改善するために、ヘルパーさんの食事

だとか、身の回りの世話が、同居人がいるという

ことで限定されていたというケースがありますけ

れども、上富良野町はそういうケースというのは

なかったのでしょうか。なかったのかあるのかち

ょっとわかりませんが、その点お伺いしておきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君）

 ５番米沢委員の御質問にお答えします。 

 同居家族のいる方の訪問介護の取り扱いに関し

ては、適正に行うようにということで、厚労省の

ほうからも通達とかがあるのですけれども、同居

家族のいる方の取り扱いということでは、一斉に

訪問介護を同居家族がいるということで拒否して

はいけないということで、その内容に関しまして

は、ヘルパーさんが本人に直接関しない援助とい

うのですか、日常生活の支援に関しては、介護保

険法の中で範囲から外れていくことになっている

のです。 
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 それで、食事の部分ですと、食事の支援をして

ほしいということになりますと、直接本人に対す

る援助は介護保険法の中で認められているのです

けれども、同居家族の食事の支度というところま

では、介護保険制度の中では認められていないも

のですから、違ったサービスのところで対応とい

うふうに行っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今のとおり、サービスの

決められた中で窮屈な部分があるのです。例えば、

若干軽い認知症の方であれば、介護認定を受けて

いるという方であれば、自分で食事をつくること

もできないケースが当然生まれてきているわけで、

もしくは、男の人でしたら、ましてや自分でつく

る自立ということでは、本当につくるのが苦手と

いう方もいらっしゃいます。やはり町独自でも、

そういうところをカバーできる部分を、実態に則

してですが、上乗せ制度として充実する必要があ

るのではないかなというふうに考えます。これは

国の制度でもありますから、必要な部分は国に要

望するということは当然必要でありますが、そう

いうものも視野に入れた上富良野独自の上乗せサ

ービスだとか、いろいろな利用形態を考える必要

があるのではないかなと思うのですが、この点は

課長どう考えられますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の

御質問でございます。 

 私どもとして、高齢者が安心・安全でお暮らし

できるという観点で考えているところであります

けれども、要するに、高齢者本人の生活の上での

サービスの提供というものは、訪問介護の面でも、

御自身の面においてもサービス提供の範疇であり

ますし、また、要介護でなくても虚弱であるとい

う方にとっての在宅サービスとしての支援、配食

サービスであるとか、そういった面からの支援と

いうもので、我々もその辺の利用をＰＲした中で、

高齢者の自立生活を営めるようにというふうに努

力しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 努力しているのは非常に

わかるのですね。確かにそれぞれ自立していただ

いて、自分みずからの力で動けるところは動いて

もらうという、介護保険計画というのはそういう

ものでもありますけれども、しかし一方で、そう

いう事態があるとすれば、町独自の上乗せサービ

スという形なのでしょうか、正しい表現かどうか

わかりませんが、独自のサービス提供のスタイル

というのも、私はあって必要だというふうに考え

ますが、この点、町長、副町長でもいいのですが、

考える余地があるのではないかと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問

にお答えします。 

 一律にここで論議することは少しどうかと思い

ますけれども、実態に即して対応する必要がある

ものについては対応しなければならないというふ

うに思います。 

 今言われるように、保険の制度の物差しで当て

て、それ以外は全く無視するということにはなり

ませんので、実態に即したことを対応することが

求められるということでございますので、そうい

う観点で対応しなければならないと思いますし、

制度に十分ではない点があれば、それは横差しな

り上乗せなり、そういう議論に値するのかどうか、

十分実態に即して議論したいというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） このページの住宅の改修

に当たっての問題についてお伺いしたいと思いま

す。 

 ３４５ページなのですが、手すりの取りつけや

住宅改修という形の中で、町内業者よりも町外業

者の方が利用する度合いが多いという形になって

おりますが、これはいろいろな事情の中からこう

いうケースがあったと思いますが、上富良野町の

業者でも取りつけ可能であれば、やはりこういっ

たところに全面的にゆだねる部分も必要ではない

かと。手が回らなければ、町外業者をお願いして

改修に当たるということは、当然自然なことだと

いうふうに思いますが、このサービスの提供に当

たって、町内業者、あるいは業者の認定をすると

いうのは、この取り扱いについてはどの部分で認

定されるのですか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査。 

○介護保険班主査（岩崎昌治君） ５番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 住宅改修の業者に当たっては、その介護認定者

が町内業者を利用したいということになれば、町

とその業者との契約に基づいて、町へ登録をする

という形で契約行為で行ってきております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、２１年度

のこのケースを見ると、いわゆる町外業者が４５

件という形になって、町内業者が１５件というケ

ースになっておりますが、これはそうしますと、
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いわゆる家族の方がこういう形でお願いしたから

ということで、こういう割合になっているのか。

もしくは、認定する段階で、こういう業者は町外

にありますよと、こちらは町内にありますよとい

う形の判断をもとに、いわゆる家族の方がこうい

う状況になったのか、その点お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センタ

ー主任保健師。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野章君） 

 ５番米沢委員の御質問にお答えします。 

 介護保険法では、利用者がサービスを選択する

ということが基本ですので、先日の事業所さんの

ケアマネジャーが集まる会議において、サービス

事業者に関するサービスの内容ですとか、利用料

の情報とかを適正に利用者の方に流した上で、利

用者に選択してもらうようにということを徹底し

ております。 

 ただ、利用者の方からどこも業者の指定がない

という場合においては、例えば手すりをつける場

合において、手すりも利用者の状態によって、手

すりの種類、長さ、つける位置というのが、すべ

て利用者によって異なってきます。すごく専門性

ですとか、個別性が求められていますので、限ら

れた給付の中で、やはり効率よくつけるというと

ころで、福祉住宅環境コーディネーターのいる事

業所の方を紹介してつけているところが多いとい

うのが現状です。 

 町内業者の利用拡大に向けてということでは、

今後、介護の必要な方の住宅改修について、これ

から一緒に研さんを積みながら、利用拡大につな

げていけたらと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 今聞く範囲では、いろい

ろとコーディネーターの配置の問題だとか、業者

の方の取りつけの意欲の問題だとか、いろいろあ

るということで、これは誘導しているというよう

な、そんな状況ではないということで、あくまで

も認定する方々が自主的に判断してこれを選ぶと

いうことですから、後は今後、そういった地元の

業者の方が活用できるような取り組みを業者の方

にも促がすという形の中で、改善を図れるところ

があるという、今の説明でしたらそういう話だと

いうふうに思いますが、ぜひこの点はそういった

方向での検討も進めて、業者の方も交えた中で進

めていただきたいと思いますが、もう一度確認し

ておきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの住宅

改修についての質問でございます。 

 先ほど、担当保健師から申し上げましたように、

本人の意思を確認した中での業者の決定という形、

あるいは住環境コーディネーターのいるところを

紹介するというような経過も今までの状況であり

ましたけれども、やはり町内業者をできるだけと

いう観点から、既に我々の所管におけますケア担

当者の会議においても、そういったお話もしてい

るところであります。町内業者の方々に、広く今

後も利用者に使っていただけるような形で、我々

も十分意を用いて取り組んでまいります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第５号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第６号平成２２年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計予算の件を議題といた

します。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより歳入歳出を一括して、２０ページから２

２ページ及び３６５ページから３８９ページまで

の予算全般の質疑に入ります。 

 ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３６５ページですか、こ

としの予算が少し少なめに計上されておりますが、

昨年、五、六人の方が長期入院されて、そして利

用数が減ったという、そういうところもありまし

て、そんなところからこういう予算なのかなと思

うのですけれども、今後の傾向を見ますと、いた

だいております資料５０番でございますけれども、

介護度が４と５の方が８６％を占めております。

入所の状況、施設というところは、今度、国のほ

うで法が改定になりまして、重度の４、５、重度

を重点的に入れることと、こうなったわけでござ

いますけれども、そうしますと、一たん入所され

ている方が病気になりますと、入院されましたら

長期化されてきて、やっぱり二、三カ月でまたハ

イツのほうに戻ってこられるということには、な

かなかならないのではないかなと。 

 それで、昨年も長期入院の方が五、六名いらっ

しゃいましたから、利用料が減ったと思うのです

けれども、今後においてはますますこういった、

３カ月で回復してハイツのほうにお戻りになるよ

うに努力されているようですけれども、なかなか

そういう状況にならないのではないかなと。 

 そうすると、今後においては、ハイツの状況が
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そういう傾向になってくるのかなと。そうすると、

やっぱり３カ月あけますと、今度そこを出ていた

だいて、新しく待機していらっしゃる方に入って

いただくというような状況になるかと思うのです

けれども、今後、ここに来まして、２１年度あた

りからそういう傾向が見えてきたような感じがす

るのですけれども、ラベンダーハイツにつきまし

てどのように考えておられるのか、ちょっとお尋

ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村

上委員の御質問にお答えをしたいと存じます。 

 ただいま、特養のほうの利用者の介護度が上が

ってきたというようなことで、長期入院される方

が多くなることによりまして利用料が落ちてくる

と、そういう件についてでございますけれども、

２１年度につきましては、５０床に対しまして平

均利用率が４５.何人という状況でございますので、

おっしゃるとおりでございます。 

 ３カ月につきましては、厚生省令のほうにルー

ルが明確に載ってございまして、入所されている

方については３カ月間の権利といいますか、それ

があるわけでございますけれども、その方が明ら

かに３カ月を超える場合については、御本人と相

談といっても、御本人とはなかなか相談にはなり

ませんので、契約者さんと相談をしてという部分

がございます。それを判断できるのはドクターし

かおりませんので、おおむね１カ月ぐらい経過し

た中で、ドクターのほうからその状況を教えてい

ただきまして、そして、明らかに３カ月を超えて

入院がかかるという方については、まず病院のほ

うから御家族のほうに話をしていただいて、そし

てその後、私どものほうで契約者さんと話をして、

円満に早期退所をしていただくというようなこと

を行っております。 

 ２１年度でございますけれども、３カ月を待た

ずして退所していただいた方が１０名ございます。

いずれも町立病院の入院者でございまして、ドク

ターの判断によりまして、御家族との話し合いの

中で円満に退所していただいたという状況でござ

います。 

 今後につきましても、病院との連携を密にしな

がら進めてまいりたいというふうに思っておりま

すので、御理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 所長もそのように認識さ

れているということでございますが、逆に一方で

は１７名の待機者がいらっしゃるということで、

これにつきましても、今、悩ましい、円満に話を

して１０人ぐらいということですけれども、こう

いう傾向はそんなに変わらないと思いますので、

長期化してくることに。 

 それで、この重度４、５の人を入れる前に入っ

ていた方、その方は継続５年ぐらいでしたか、そ

のまま入っておられるというような、その方のと

ころはどのようになっているのでしょうか。今度、

施設に入る方は重度化されましたね。介護２とか

３とかと、以前に入っていらっしゃる方は、その

まま退所していただかなくてもいいということに

なっておりましたけれども、そこはどうなのです

か。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村

上委員の御質問にお答えいたします。 

 今のお話は、要支援１、２の方についてのこと

だと思います。それで、介護度のある方につきま

しては、そういうことではなくて、入っておれる

ということで、うちの場合は一番低い方が２でご

ざいますので、その部分については問題がないと

いうふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） ３６９ページの消防設備

補修あたりになるのかなというふうに思いますけ

れども、ハイツの防火点検、ハイツ自身、あるい

は消防署もやるかもしれませんが、そこら辺を含

めて、どういう方が年に何回やっているというこ

とから、まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ６番今

村委員の御質問にお答えいたします。 

 消防設備の点検ということだと思いますが、年

に２回実施をしているところでございます。そし

て、これは専門的な知識がないとできないわけで

ございますので、私どもの施設では富良野の防災

センターというところに委託をして実施している

ところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 消防施設はわかりました。

そういうのも含めた大きな防火点検、タコ足配線

だとか、ベッドの近くで灰皿を置いて、こっそり

たばこを吸っていないかとか、いろいろあると思

うのですね。そういった防火点検はどうなってい

ますか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所
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長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） 私ども、

当然にして防火管理者を置き、消防計画を作成し

ているところでございまして、それに基づきまし

て、日常的な点検、タコ足であるとか、そのよう

な部分については日常的に見ていると。そのほか

年２回、避難訓練を行っているのですけれども、

それにあわせて火元となりそうな部分とか、これ

は一応、班を編成して、スタッフみんなにできる

だけ理解してもらうということから、年に２回は

そういう形で計画を立ててやっているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村委員。 

○６番（今村辰義君） 非常にすばらしいなと、

私はそう思いました。あともう一つ、その関連で

お聞きしたいのは、火災報知器ですとか、いろい

ろ方式はありますよね。煙だとか熱に感応すると

か。あるいは、電源から直接とるのか、電池で交

換方式なのかとか。ことしの５月だったですか、

もうつけなければならなくなりますよね。どうい

ったところにつけていて、全部で何カ所ぐらいつ

けているのか、わかる範囲でひとつお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ６番今

村委員の御質問にお答えいたします。 

 感知器につきましては、それぞれ火元の状況に

よりまして結果が違ってきますので、熱感知器と

煙感知器を両方組み合わせながらつけているとい

う状況でございます。 

 それから、各居室とか、全般的に消防法の定め

るところによりまして、今、正確に何メーター置

きということはちょっとお答えできませんけれど

も、消防法の定める規定に従いまして、必要なも

のを取りつけているということで御理解を賜りた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 昨年も質問させていただ

きましたが、スプリンクラーの設置をということ

で、今、グループホーム等で火災が発生しまして、

高齢者が死亡するという痛ましい事故がたくさん

起きております。そういったことで、このいただ

いている実施計画の中にスプリンクラー設置とい

うのが出ておりますけれども、これらをもう少し

前倒しにしてはどうかと、こういうように思うの

ですけれども、そこら辺はどうでしょうか。副町

長によろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ２番村上委員の御質問

にお答えします。 

 この予特の関連資料で、今言われたように、今

現在町としましては、２３年度に予定として位置

づけしてございます。 

 先般の札幌市内でのああいう状況を深刻にとら

えていますので、といいながら、事業のいろいろ

な設備の更新やなんかの関係もありまして、今、

担当所長から申し上げましたように、防火等につ

いては日々万全を期してございますが、そういう

ことも念頭に置きながら、見直しをするのか、必

要なのかどうかについては慎重に判断したいとい

うふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ３７３ページのデイサー

ビスという形で、今年度は１日利用者平均、要支

援で２.５人だとか決められております。ことしか

らでしょうか、いわゆる正月休みが長いという形

の中で、早めに開設してほしいというような話が

あったかというふうに思いますが、それに備えた

対処という形で、早めに利用できるような体制づ

くりというのはされているのかなというふうに思

いますが、ことしからなのかどうなのか、ちょっ

とお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米

沢委員の御質問にお答えしたいと存じます。 

 デイサービスセンターの正月休みの関係でござ

いますけれども、現在、役場と同じように、１２

月３１日から１月５日まで休所でございまして、

１月６日から始めているところでございますけれ

ども、利用者さんの多くはおふろを非常に楽しみ

にしていると。そして、今の状況では、６日連続

しておふろに入ることができないと、そのような

状況もございますので、その部分等にも配慮をい

たしまして、２２年度から１月５日までの休所を、

１月３日までの休所にとして２日早めまして、１

月４日から開けることで、既に必要な規定の整備

等は決裁を終えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この点については、利用

者の利便性に立った配慮ということで、よろしい

というふうに考えております。 

 次に、ショートの問題ですが、おととしぐらい

でしょうか、ショートの利用数が、若干ベット数
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と間に合わなかったという状況がありますが、近

年は何とかローテーションを組みながら、あるい

は、日程の調整もされて、ある程度利用者の利便

も図られているというふうに聞いておりますが、

課題としては、利用したいけれども利用日数、ベ

ットのあきとの関係で利用できないという部分と

いうのは、それは全部がパーフェクトでというこ

とにはなりませんけれども、そういったケースと

いうのは事例としてありますか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米

沢委員のショートにつきましての御質問にお答え

したいと存じます。 

 委員御指摘のとおり、平成２０年度の年でござ

いますけれども、非常にショートのほうが利用申

し込みが多くて、なかなか御希望にこたえられな

いという状況が確かにございました。 

 平成２１年度の状況でございますけれども、許

認可官庁でございます上川支庁と相談をいたしま

して、特養のほうのあきがあれば、それをショー

トに利用できるといういうことで、昨年の８月か

らそのように進んでいるところでございます。 

 ３月の実績で申し上げますと、１０床を超えて

１１床で利用している日が５日ほどあるところで

ございます。 

 今後の見通しでございますけれども、特養のほ

うの、私どもとして一番望んでいるのは、１人も

入院者がいなくて安定して利用していただけるこ

とを一番望んでいるわけでございますけれども、

そうなりますと、あきベットが使えなくなるとい

う状況も出てくるわけでございまして、そういう

面から申しますと、必ずしも今後、ショートの利

用にきっちりとこたえていけるということにはな

らない場面も出てくるのかなというふうに思って

いるところでございます。 

 ただ、利用者の方のほとんどが定期利用の方た

ちでございますので、そのあたりは各居宅介護支

援事業所のケアマネジャーさんと連携をとりなが

ら、できるだけ利用者さんに迷惑をかけないよう

に、利用調整等もさせていただきながら取り組ん

でまいりたいと、そのように考えているところで

ございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） ３６９ページ、ラベンダ

ーハイツの管理費の給与のところでございますが、

１人、栄養管理の方が３月定年になられると聞い

ております。それで、その後の対応をどのように

考えておられるのか。予算を見ますと６,１９９万

７,００円で、昨年と比べまして４５３万４,００

０円減となっておりますが、この後の対応等をど

のように考えておられるのか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうからお答えさ

せていただきたいと思います。 

 この３月で欠員が生じますことから、今検討し

ております人事異動の中で、十分補完することを

念頭に考えていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 管理栄養士の方を配置し

なくてもやっていけるような状況なのでしょうか。

そこら辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） 特養施

設に管理栄養士の配置は必置条件ではございませ

ん。栄養士がいればいいということになってござ

います。 

 ただ、そのときに、今現在、栄養マネジメント

加算と、これは１人１日１４０円になりますけれ

ども、管理栄養士を配置することによりまして、

栄養マネジメント加算というものをいただいてい

るところでございまして、もし、管理栄養士がい

なくて栄養士さんということになりますと、この

部分が収入減となるところでございます。 

 ただ、定年退職される方と、それから新たに配

置される方と、当然年齢も違いますし、給与差が

生じるところでございますので、それほどその差

は大きな金額にはならないものというふうに思っ

ているところでございます。 

 それから、確かに体制が変わっていくことは想

定されるところでございますけれども、何と申し

ましても、私どもといたしましては、加算をとれ

なくなっても、利用者への必要な栄養ケアが大き

く後退することのないよう努めてまいりたいと、

このように思っておりますので、よろしく御理解

を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 管理栄養士さんを置かな

いで、今後については栄養士さんで対応していく

と、こういうことでございますけれども、今、所

長のほうでおっしゃった、いろいろな面で低下を

招かないように、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにざいませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第６号の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ち

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、議案第７号平

成２２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算

の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより、歳入歳出を一括して、２３ページから

２５ページ及び３９３ページから４０２ページま

での予算全般の質疑に入ります。 

 ございませんか。 

 ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） ちょっと資料の４を見て

いただけますか。それの３ページに、上下水道、

簡易水道の使用料のところで給水停止というのが

載っているのです。 

 これまで、よく給水停止という話が出てきてい

ましたけれども、この部分についてどのような方

法で給水停止に至ったのか。それと、営業の部分

なのか、それとも個人の部分なのか。それと、そ

れに対する効果ですね、その点をちょっと伺いた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 簡水のところにあり

ますか。 

○３番（岩田浩志君） 簡水はない。いや、ここ

で項目の上に簡水と両方あったので。そうしたら、

水道事業のところで。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

○３番（岩田浩志君） わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第７号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号平成２２年度上富良野町公共

下水道事業特別会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより、歳入歳出を一括して、２６ページから

２９ページ及び４０５ページから４２５ページま

での予算全般の質疑に入ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで議案第８号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第９号平成２２年度上富良野町水道

事業会計予算の件を議題といたします。 

 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより、歳入歳出を一括して、３０、３１ペー

ジ及び４２８ページから４４６ページまでの予算

全般の質疑に入ります。 

 ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 先ほど質問した部分につ

いてお聞きしたいと思います。附属資料の部分の

給水停止の部分。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番岩田委員の

給水停止等滞納対策の御質問にお答えいたしたい

と思います。 

 水道事業におきまして、簡水とか下水のほうも

含めて収納を一括受託しております。その関係で、

水道事業がメーンになって滞納処分の対策に当た

っているわけですけれども、その中で最も効果的

な方法として、最終処分として停水処分というの

がございます。 

 この停水処分に至るまでにつきましては、順次

滞納の解消を促がすよう通知等を行って、最終的

な方法に至りつくわけですけれども、滞納が発生

しますと、まず督促状を発送いたします。その督

促状により、対応していただける方も結構な数に

上りますけれども、その後、それでも反応がない

というような場合につきましては、催告状を出し

ます。その催告状で対応いただけない場合、さら

に停水処分をするという予告状を発送いたします。

この予告状で、大半の方は相談に来られることに

なりますけれども、それでも反応がない場合につ

きましては、処分通知ということで、停水を行い

ますという通知を出します。その時点で反応がな

い場合、最終的に期限を設けて停水を実行すると

いう段取りになります。大体、期間的には４カ月

から半年ぐらいの経過を得ながら、最終の停水に

至るということになります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 確かに効果的ではあるの

かなとは思うのですけれども、営業の部分と個人

の生活の部分でかなり差があるのかなと。営業の

部分であれば、生活にはそんなに影響は来たさな

いけれども、個人の生活の部分ではとめられると

かなり生活に支障を来たすということで、実際、

停止したもの、停止と書いてあるから停止してい
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るのであろうなと思うのですけれども、それは当

然、生活に困るから早急に相談、もしくはそうい

った行為が行われているのかなと思うのですけれ

ども、その部分についてちょっと経過をお聞かせ

ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ３番岩田委員の

御質問にお答えいたします。 

 最終的に停水処分に至った場合の動きというこ

とでお知らせいたしますけれども、本年２１年を

例にとりますと、９月と１０月にかけて１９件の

停水を行っております。その中には、一般の利用

される住民の方、それから営業の方も区別せず行

っておりますけれども、その中で停水執行をいた

しまして、すぐあけてくれということで来ますけ

れども、原則、滞納分の半額を即納いただくか、

それとも計画的な分納誓約をいただいて、これは

１年から２年以内に解消するという大原則に基づ

きますけれども、それは事情によりまして柔軟な

対応をいたしますけれども、納付の意思、誠意が

あるかどうかによりまして、開栓、再び栓をあけ

るという手続を行っています。 

 なお、中に住民票を残したまま、住宅もしくは

店舗が無人状態になっているようなものについて

は、そのまま閉栓したままという処置に至ってい

ますけれども、基本的に生活している部分につき

ましては、生活復旧するという意味で分納対応で

行っているということで御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 本当にそういった点では、

かなり効果があるかなというふう見ていますけれ

ども、ただ、やはり課長が言われるように、しっ

かりと生活相談もそこでは行っていただいて、当

然その中には支払えない人もいるかなと思います

ので、その部分も十分考慮しながら、今後またこ

のような形で進めていただければというふうに思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） 岩田委員の御質

問にお答えいたします。 

 今、配慮するようにという御意見、確かに承り

まして、適切な方法で滞納解消に臨んでいきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ４４２ページの配水管整

備費という形で予算がついております。事業計画

の中にも、２１年度から平成３０年度に向けてと

いう形になっております。これは長い時間かかる

というふうに思いますが、こういう配水管の整備

等においての予算等というのは、一般財源が充て

られているという形になっておりますが、この部

分の交付税の参入等があるのかどうなのかという

点と、これは年間にしましたら、大体こういう予

算づけみましたら、五、六本の範囲で配水管の整

備という形になるのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 水道事業につきましては、資産形成に及ぶ基本

的な配管施設についての一般会計からの繰り入れ

をいただいておりません。基本的な料金ですべて

処理をすると。不足するものについては企業債を

起こして、適切に財務管理を行っているというこ

とになります。 

 あと、年間の計画量ですけれども、２２年度に

つきましては、２１年度の経済対策の事業で布設

がえがございますので、たまたま２２年度として

の事業量が減っておりますけれども、２２年度中

に施行する配水管の布設がえは、量的には経常的

なものとなってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで、議案第９号の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代いたしますので、少々お

待ちください。 

 お諮りいたします。 

 次、病院事業ですけれども、まことに申しわけ

ないのですけれども、昼食休憩にしたいと思いま

す。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩といたしま

す。 

 再開時間は、午後１時からといたします。 

────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 次に、議案第１０号平成２２年度上富良野町病

院事業会計予算の件を議題といたします。 
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 提案者より、補足説明があれば発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これより、歳入歳出を一括して、３２、３３ペー

ジ及び４４９ページから４７３ページまでの予算

全般の質疑に入ります。 

 ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） ４５９ページになります。こ

の中で、救急医療業務ということで載ってござい

ますけれども、先だっても救急医療のことで質問

させていただいたのですけれども、上富良野で救

急告示病院を持っておりまして、ここに救急で運

ばれて来られた方で、富良野の２次救急のところ

へ行かれた方の人数と、ここで終わった方、ここ

で回復された方の人数、それから第３医療圏の旭

川のほうに運ばれた方、この内訳をちょっと教え

てください。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ただいまの谷

委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 上富良野町での救急では、大体救急車で来られ

る方は年間３００名程度ということであります。 

 それで、転送の具体的な内数としての比率数字

についてはちょっとあれですが、転送の場合、転

送の地域比率は、旭川に行かれる方が７０％で、

富良野の協会病院に行かれる方が３割というよう

なことで押さえております。（「３００件のうち

で、３割、７割ということですか」と発言する者

あり） 

 ３００件で、全部が全部、転送するわけではあ

りませんので、転送する場合の比率として、旭川

と富良野で７割、３割ということで、今お知らせ

した内容になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） では、転送された件数はわか

らないと。何か資料ないのですか、そういう資料

は。わかった時点でいいですけれども。 

 上富良野の場合、よく救急告示病院と言います

ね。この違いがよくわからないのですけれど、私

は同じことだと思っているのですけれども、その

辺の見解はどうなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） 救急告示病院

というのは、正式に届出をして救急を受け入れる

に当たりましても、病床数についても、申請に基

づいてベットを確保しておくというようなことで、

そういう手続の中で上富良野町の町立病院は、今、

６床を救急告示としての病床として抱えた中で、

救急業務に当たっているというような状況であり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 説明になっていない。違いは

どうかということ。私は、認識は同じものだと思

っているのだけれども。告示病院とよく上富良野

の場合は言うけれども、その違いはどこなのか。

ベット数で決めるわけではないでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長。 

○町立病院事務次長（山川譲君） 谷委員の御質

問にお答えいたします。 

 救急告示病院というのは、北海道の保健所のほ

うに救急の体制が整っている病院ということで、

うちでの手続をいたします。その手続の中には、

ランクがございます。常にドクターがいる場合、

それから呼び出している場合、るるあるのでござ

いますが、その中で、公立病院の場合は、告示病

院の手続をすることによって、交付税の参入にな

るということで、そのことをすごい重要視します。 

 しかし、民間の病院では、そういう告示をしな

くても、その場合によっては受け入れる病院もご

ざいます。体制の問題といたしましては、公立病

院においてはいろいろランクがありますれども、

急遽受け入れるという中においての告示病院とい

うことでございまして、例えば、札幌の民間病院

でありましたらば、告示をしても民間病院は何ら

メリットがないと、交付税は入ってきませんから、

そういう意味では、体制だけは消防との中で受け

入れますということで手を挙げていると。処遇に

対して手を挙げているという病院では聞き及んで

います。公立病院の場合は、くどいようですけれ

ども、交付税の関係上、告示をとっておくという

ところで、年間７,０００万円ほどの金額をいただ

くために手続き上の問題をしているところです。

しかし、そこにもランクがあるということでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷委員。 

○４番（谷忠君） 結局、中身は同じですよね。

わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） ４６１ページの出張医の

関係で、予算が計上されております。 

 出張医がなくては、病院自体も成り立たないと

いう状況になっておりますが、今、医師不足とい

うこともありまして、潤沢にこういう出張医と、

あるいは常勤の医師の確保という点では、ことし

も体制としては十分な体制の中で運営されるのか、
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お伺いしておきたいと思います。 

 出張医のこの単価等については、いろいろ決算

等においても資料が提出されておりますからよろ

しいですが、そういった点についてお伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） 米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、２２年度の出張医師の体制ということで

ありますが、ちょうど今月ですが、各医局と調整

を図りながら、医大についても異動の時期になり

ますので、そこら辺の中で調整を整えてございま

す。 

 そういった中で、基本的には毎週月曜から金曜

日までのドクターの確保ということについては整

ったというふうに認識しておりまして、あと、例

えば常勤医が午前をすれば、もう一方の常勤が検

査をするというようなことで、出張医を迎えるこ

とで、午前・午後の診療と検査について体制が整

ったなと。あわせまして、救急の部分での土日休

診日の出張医師についても、各医局のほうから昨

年と同様に支援するというようなことで回答をい

ただいておりまして、現実的にそういうような内

容で、４月からの勤務について整理をしていると

ころであります。 

 あと、医師の報酬の関係ですが、これにつきま

しては、昨年から通常より、教授ですとか、准教

授ですとか、医局長先生ですとか、そういう形で

非常に応援をいただいている経過にありまして、

そういう方々に処遇を遇するために、その部分で

の報酬の改正をした中で、バランスのとれた医師

報酬の内容を基準として、改正をして対応してい

るところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） この給与費の中で、賃金

の部分が恐らくふえているのかなというふうに思

いますが、例えば老人保健施設がありまして、何

回も言うようですが、こういうところに勤務する

人たちは臨時で対応しています。全体的な職員の

抑制ということもあるのですが、若い人たちがこ

ういう職場で働けるという環境づくりのためにも、

正職員としての採用枠を設けて、そしてやる必要

があるのではないかと。 

 現場サイドでは、いろいろと本当に大変な状況

があります。一生懸命働いて、入ってきたときの

段階において、臨時職員、賃金給与体系をとって

いるわけですからそうなのですが、将来、老健の

施設を維持するということであれば、看護職員の

質を向上させるためにも、そういった枠をきっち

りとる必要があるのではないかなというふうに思

います。 

 処遇の面でも、一般会計でも言いましたが、ボ

ーナス的な給与の支給だとか、そういうものも含

めた体制づくりをする必要があると思いますが、

この点お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 現在、定数としましては既に御承知のとおり、

５０名の定員枠の中で、今、４７名という体制で

各部署に配置して、それぞれの業務を行っている

という中で、今お話にありましたとおり、介護施

設、老健ですとか、あるいは詰所のほうにおいて

も、看護職員の臨時任用の中で業務を進めさせて

いただいているというのが実態であります。 

 それで、特に、今、御指摘のあった部分の処遇

改善の部分という中で、正職の道、あるいは処遇

そもそもの質の向上だとか、そういう処遇に関す

る部分の御意見があったかと思いますが、何回か

お話ししているかと思いますが、まず国のほうの

動き、交付金としての処遇の部分が昨年２１年に

打ち出されておりますので、そういった中で、病

院単体ではなくて、町のほうとの、要するに職種

の共通性というものもございますので、そういっ

た観点から、双方、私どもも当然課題意識を持っ

ておりますが、町長部局とのほうともそこら辺の

処遇の仕方について、どのような方策がとれるの

かという部分を、ことしのテーマとして検討を進

めていこうということになっておりますので、そ

ういった中で、処遇のあり様について、この国の

交付金に限らず、必要であれば町独自の対応とし

てどういう処遇ができるのかということをテーマ

としておりますので、そんなようなことで御理解

をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上委員。 

○２番（村上和子君） 医師の確保ということで、

関連です。 

 今回、医大のほうに三好先生が帰られることに

なりまして、この先生は非常に患者さんにも評判

がよくて、非常に親切で、すごくよく診てくださ

るということで、この先生が行かれるということ

で、何か非常に不安を持っていらっしゃいまして、

今、大体見通しが立ったようなことを事務長のほ

うからおっしゃいましたけれども、また後任とし

て来られる先生ですね、何とかいい先生、いい先

生と言うとちょっとあれですけれども、何とかと
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思いまして、その辺どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ２番村上委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 ただいま具体的にお話にありました、肝臓疾患

に係る患者さんの部分でありますが、それにつき

ましては、第３内科として、内科自体に肝臓グル

ープだとか、そういうグループ制の中での研究や

ら診療を進めておりますので、三好先生が現実的

に患者さんを見ておられることを遮断するような

後任人事はできないということは、当然考慮して

いただいておりまして、具体的に確かに肝臓の部

分での頻度については減りますが、そういう患者

さんを見ていけるような出張の対応を、今回、医

局の非常勤出張派遣の中で組んでいただいており

ますので、何とかそういうような中で、患者さん

について引き続き見ていただけるような配慮がな

されたというふうに理解をしております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで、議案第１０号の質疑を終了いたします。 

 ここで、お諮りいたします。 

 予定にはなかったのですけれども、総括質疑を

受けたいと思います。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） さきに質問した質疑

に重複しない質問を受けたいと思いますので、質

疑がある方は挙手をお願いします。 

 ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 予算全般について、ちょ

っと質問させていただきたいと思います。 

 ほぼ昨年並みの予算ということでありますけれ

ども、各課においてはそれぞれ予算編成する上で

苦慮した部分、工夫している部分、いろいろな形

で提案されています。 

 そんな中で、今回の予算について、４月１日よ

り自治基本条例が制定されまして、この自治基本

条例に基づいて、この予算をどういう段階で、条

例の中で第３節に参画と協働という部分がありま

す。昨年、一昨年のまちづくりトークにおいても、

予算に参画できるのかという町民からの意見もあ

りました。そんな中で、この予算について、特に

新しい事案については、当然町民が参画した中で

協議をされなければならないというふうに考えて

おりますけれども、どのような運用を図ってきた

のかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ３番岩田委員の御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 この２２年度の予算案につきましては、おおむ

ね従来の方法で進めてきたところであります。 

 ただ、この間、いろいろな機会を通じまして意

見を寄せられてございますので、この議会を通じ

まして、もしくは住民会等を通じまして意見を寄

せられてますので、そういうものについては、参

酌できるものについては参酌をしたという経過も

ございますが、今、委員が言われるような、住民

の目で見えるような参画の中でこの予算案ができ

たかという問いだとすれば、そういう新しい手法

は講じられてきていないのが実態でございます。 

 ただ、今後におきましては、どういう形でそう

いう仕組みをつくればいいのかについては、大き

な課題だという認識を持っているところでありま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 第２９条には、町民が参

画できる仕組みを整えますというふうに書いてあ

ります。この点について、町はどのような方法で

こういう参画方法をとっていこうというふうに考

えているのか、ちょっとお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） ３番岩田委員の御質問

にお答えしますが、具体的に今細かくどういう形

でいくという確定的なプランはございません。プ

ラン２２でお示ししましたように、この行政組織

内部でも、そういう横断的な働きができるような

ことについては大きな課題でございますので、こ

の組織の中での協働という、そういう仕組みづく

りも含めていろいろな課題があるわけであります。 

 先ほども申し上げましたように、行政に参画い

ただく、そういう形づくりについては、いろいろ

な場面を通じてやらなければならないというふう

に認識してございますが、今も既にいろいろな、

町民ポストだとか、あと、パブコメだとか、いろ

いろな切り分けたメニューがございますが、それ

も広義な意味では住民が行政に参画する一つの形

態だというふうに認識してございますが、そうい

うものをもう少し高めるようなものは、積極的に

我々もいろいろ工夫発想して、仕組みづくりに反

映しなければならないと思いますが、いつだかも

申し上げましたように、これは条例ができて、あ

すから一気に皆さんが、私どもも含めて変わると

いう、そういうことは理想かと思いますけれども、

現実的ではございませんので、でき得る限りそう

いう形を皆さんに提供できるような、また提供を
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受ける方がそれを十分活用できるような、そうい

うことを考えると、少し時間をかけてやることも

重要だというふうに思います。 

 いずれにしましても、ある意味では急速にそう

いうものをつくって、強制するようなことでとら

れるようなことについては、差し控えたほうがい

いなというふうに認識は持ってございますが、個

々具体的なことについては、このプランでも示し

てございますように、十分組織の中でも議論し、

また、町民の皆さんとのそういう対話の場面の中

でも、いろいろな意見を吸収しながらやっていく

ことが、今求められているものというふうに認識

しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） 条例ができて既に１年が

たって、そのここの条例に掲げてあるように、町

の仕事の立案実施及び評価等のそれぞれの段階に

おいて町民が参画できる仕組みをつくると、こう

いうことで、町民にアピールするものが何もない

と。１年たってもそういったことで、これから考

えていくという状況でありまして、本来であれば、

条例ができたらすぐそれを進めるというものがう

かがえてもいいのですけれども、なかなかそうい

うものが見えてこないということで、町民からそ

いういう不満の声も出ています。そういったこと

で、この予算においても、本来もう少し事前に協

議されていれば、また変わった形になったかなと

いうふうな部分も見受けられるので、そういう部

分についてきちんと計画を示していただきたいと

いうふうに考えます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長。 

○副町長（田浦孝道君） 住民の方からそういう

御意見があることについては、我々の立場でもい

ろいろと感じとっているところでございますので、

そういう意見に対しては真摯に我々も努力するこ

とで、それにこたえていかなければならないとい

うふうに認識しているところであります。 

 また、自治基本条例についても、いろいろな御

議論の中で御決定いただいたわけでありますけれ

ども、たまたまこの基本条例については、最近こ

ういう基本条例というものが非常に多くなってご

ざいますが、今までの条例の中で町民の方々に何

かを給付する、もしくは何か負担を求める、そう

いう性格のものではないという意味合いからする

と、この基本条例については、できて即何かが具

体的に変わっていくということについては、お互

い目標にしなければなりませんけれども、先ほど

の発言の繰り返しになりますけれども、やはりこ

ういう理念、理想をしっかり共有できるように形

づけていくためには、一定程度時間をかけること

も必要だと思いますし、この基本条例だけでいろ

いろ細かな仕組みが運用できることではございま

せんので、これにまた枝葉をつけていろいろな仕

組みをつくっていく、この仕組みをまた条例化す

ることも一つでしょうし、そういう私どもは認識

をしてございますので、この理念、理想に沿うよ

うな形をとっていくための努力は、これから惜し

まずやっていくつもりでいますので、御理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田委員。 

○３番（岩田浩志君） この予算をつくられる上

でも、本当にそういうものが見えてこないという

中で、また今後においてもそういうペースでやっ

ていると、２年、３年たってもなかなかこれに沿

ったものにならないのかなというふうな感じさえ

受けます。やはり、しっかり町民にアピールする

上でも、こういうふうに変わったのだと、こうい

うふうにやっているのだというものを計画的に町

民に示した中で、この運用を図っていただきたい

というふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで、総括質疑を終わらせていただきます。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定を、事務局長から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 議案第１号から議案第１０号まで及び議案第２

０号並びに議案第２１号の審査意見案を作成する

ため、２分科会に分かれて各分科会ごとに意見の

取りまとめをお願いいたします。 

 分科会の構成と会場につきましては、第１分科

会は、議席番号１番から６番までの委員により第

２会議室で、第２分科会は、議席番号７番から１

２番までの委員により議員控室で行います。 

 意見の集約が終わり次第、各分科長は委員長ま

で意見書案の提出をお願いいたします。 

 ２分科会からの意見書案が委員長に提出された

段階で、正副委員長並びに各分科長は議長室にお

集まりをいただき、全体の審査意見書案の作成を

お願いいたします。 

 ３月２３日は、本委員会の最終日で、全体での

意見調整、意見書の提出、理事者の所信表明、各

議案ごとに討論と表決の順で進めてまいりたいと

思います。 
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 ３月２３日の開会は午前９時でございます。定

刻までに御参集くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 以上です。 

午後 １時２５分 散会  
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平成２２年上富良野町予算特別委員会会議録（第４号） 

 

平成２２年３月２３日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 １号 平成２２年度上富良野町一般会計予算 

議案第 ２号 平成２２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

議案第 ３号 平成２２年度上富良野町老人保健特別会計予算 

議案第 ４号 平成２２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 ５号 平成２２年度上富良野町介護保険特別会計予算 

議案第 ６号 平成２２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成２２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成２２年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ９号 平成２２年度上富良野町水道事業会計予算 

議案第１０号 平成２２年度上富良野町病院事業会計予算 

議案第２０号 上富良野町十勝岳地区振興基金の一部支消の件 

議案第２１号 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長            長谷川 徳 行 君   副 委 員 長            岩 田 浩 志 君                      

   委 員            岡 本 康 裕 君   委 員            村 上 和 子 君                      

   委 員            米 沢 義 英 君                     委 員            今 村 辰 義 君                      

   委 員            一 色 美 秀 君   委 員            岩 崎 治 男 君                      
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に

達しておりますので、これより予算特別委員会第

４日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程について、事務局長から説明を

いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につ

きましては、さきにお配りいたしました日程で進

めてまいりますので、御了承賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成２２

年度上富良野町各会計予算及び上富良野町十勝岳

地区振興基金の一部支消の件並びに上富良野町国

民健康保険財政調整基金の一部支消の件を、一括

して意見調整を行います。 

 予算特別委員会審査意見（案）を事務局長に朗

読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、予算特別

委員会審査意見（平成２２年度予算）（案）を朗

読をもって説明いたします。 

 〔一般会計〕 

 １、移住定住について。 

 移住定住が促進されるよう、情報発信の充実と

具体的な取り組みを図られたい。 

 ２、国際交流について。 

 派遣及び内容については、十分検討されたい。 

 ３、防災対策について。 

 ①自主防災組織の活性化と地域リーダーの養成

に努められたい。 

 ②災害弱者名簿・マップの作成など要援護者の

具体的な対策を図られたい。 

 ４、子育て支援について。 

 乳幼児医療と任意予防接種の無料化拡大を検討

されたい。 

 ５、産業振興について。 

 ①農商工業・観光の緊密な連携による地場産業

の育成と特産品の開発に努められたい。 

 ②商工会とかみふらの十勝岳観光協会の事業補

助については、十分協議し進められたい。 

 ６、公園緑地等の管理について。 

 住民会と十分協議して、協働で管理を進められ

たい。 

 ７、町道の維持管理について。 

 町道維持管理は現状を勘案して、計画的に整備

されたい。 

 ８、上富良野高等学校の支援について。 

 上富良野高等学校教育振興会補助金の有効活用

に努められたい。 

 ９、教職員住宅の環境整備について。 

 教職員住宅の借受者に対し、環境整備の指導を

して適切に管理されたい。 

 〔国民健康保険特別会計〕 

 国民健康保険税の収納率の向上に努められたい。 

 〔介護保険特別会計〕 

 住宅改修制度を町内業者に対し周知徹底された

い。 

 裏面をごらんください。 

 〔その他〕 

 １、組織機構について。 

 行政機能がさらに十分発揮されるよう、組織機

構の見直しをされたい。 

 ２、協働のまちづくりについて。 

 自治基本条例に基づき、町民が積極的に参画で

きる仕組みづくりに努められたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見

の調整を行います。 

 ただいま事務局長に朗読させました審査意見

（案）について、御意見があれば伺いたいと思い

ます。 

 項目が多数ございますので、各会計別に１項目

ずつ意見調整を行いたいと思います。 

 初めに、一般会計予算から意見調整を行います。 

 初めに、１番目、移住定住について、御意見は

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に２番目、国際交

流について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に３番目、防災対

策について。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に４番目、子育て

支援について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に５番目、産業振

興について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に６番目、公園緑

地等の管理ついて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） 次に７番目、町道の

維持管理について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に８番目、上富良

野高等学校の支援について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に９番目、教職員

住宅の環境整備について。 

 １０番和田委員。 

○１０番（和田明彦君） 借受者という余り難し

い言葉を使わないで、入居者でいいのではないか

と思うのですけれどもということで、ちょっと話

したのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） どうでしょうか、皆

さん。 

 職員住宅の借受者ではなくて、入居者にいたし

たいと思います。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か、一般会計について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） これで、一般会計予

算についての意見調整を終わります。 

 次に、国民健康保険特別会計予算についての意

見調整を行います。 

 国民健康保険特別会計について、御意見はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで国民健康保険特別会計予算についての意見

調整を終わります。 

 次に、介護保険特別会計予算についての意見調

整を行います。 

 ５番米沢委員。 

○５番（米沢義英君） 介護保険のところで、地

元の業者が受注の機会が少ないということであり

ました。 

 そこで、地元の業者に優先的に仕事が回るよう

にという形の文言に訂正していただきたいと思っ

ています。それと同時に、町自体がそういう指導

をさらに進められるようにという形の、何かそう

いう文言に変えていただければなというふうに思

いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、何かいい

文言ありますか。 

 暫時休憩いたしまして、分科長お願いいたしま

す。 

────────────────── 

午前 ９時０９分 休憩 

午前 ９時１４分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 それでは、介護保険特別会計の文言を、「住宅

改修は町内業者を活用されるよう図られたい」で

よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これで介護保険特別会計についての意見調整を終

わります。 

 次に、その他についての意見調整を行います。 

 その他の１、組織機構についてはどうですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、２番目の

協働のまちづくりについてはどうでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

その他についての意見調整を終わります。 

 お諮りいたします。 

 意見調整が終わりましたので、平成２２年度上

富良野町各会計予算及び上富良野町十勝岳地区振

興基金の一部支消の件並びに上富良野町国民健康

保険財政調整基金の一部支消の件についての審査

意見は、これで決定することに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、平成２２年度上富良野町各会計予算及

び上富良野町十勝岳地区振興基金の一部支消の件

並びに上富良野町国民健康保険財政調整基金の一

部支消の件に対する審査意見は、ただいまの調整

のとおりと決定いたしました。 

 これにて、全体での意見調整を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

─────────────────── 

午前 ９時１６分 休憩 

午前 ９時４１分 再開 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 理事者より、所信表明の申し出がございますの

で、発言を許します。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 御苦労さまです。 

 先ほど、長谷川予算特別委員長さんを初め、副

委員長さん並びに議長を交えまして、この間、予

算特別委員会で御審議賜りましたことを踏まえま
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して、審査意見をちょうだいいたしました。大変

皆さん方には長時間にわたり御審議をいただきま

したことを、まずもってお礼を申し上げたいと思

います。 

 賜りました御意見につきましては、それぞれ各

項目にわたりまして、大変適切な御意見というこ

とで承ったところでございます。それぞれのいた

だきまいした御意見一つ一つにつきまして、私も

気持ちを共感できるというような部分がたくさん

ございます。皆さん方から賜りました貴重な御意

見を呈しまして、これから行政運営に十分意を用

いますとともに、さらにこういったことを通じま

して、住民の生活向上につながるよう、今後も真

剣に取り組みを進めてまいりたいというふうに考

えております。大変貴重な御意見を賜りましたこ

とをお礼を申し上げまして、所信表明とさせてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、議案ごと

に討論を行い、採決をいたしたいと存じます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案ごとに討論を行い、起立により採

決をいたします。 

 これより、議案第１号平成２２年度上富良野町

一般会計予算及び議案第２０号上富良野町十勝岳

地区振興基金の一部支消の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 私は、一般会計予算に対

して、反対の討論をさせていただきます。 

 今、上富良野町においても構造不況の中で、町

民の生活も年ごとに厳しいという状況になってき

ています。町の人口も減少しつつあり、課税所得

では平成２１年度の７２億１,３００万円の課税所

得は、平成１１年度の９８億１,１００万円の課税

所得と比べて、約２５億８,１００万円の落ち込み、

給与所得では２３億７,０００万円の減、営業課税

所得では、平成２１年度の１億２,５００万円に対

して、平成１１年度では１億８,０００万円と５８

０万円の減、農業課税所得では、平成２１年度の

１億６,７００万円に対して、平成１１年度に対し

ては２億８,０００万円に対して１億１,０００万

円の減であり、暮らしが厳しい現状であることは

うかがえます。 

 また、上富良野町の資料でも、２００万円以下

の所得区分では、近年ふえる傾向があるという状

況を見ても、この現状からしてみても、町が今行

わなければならないのは、住民の暮らしと福祉を

守り、町の景気の浮上策につながるような予算編

成をどう行うかということが求められているので

はないでしょうか。 

 しかし、町の定住・移住対策では、ホームペー

ジ等の紹介はありますが、町内外の人たちが上富

良野町に住んでみたいと思わせるような、具体的

な誘導策は見られません。 

 また、経済の刺激策としても、住宅のリフォー

ムや環境設備に対する助成策などが、今、強く求

められているのではないでしょうか。 

 また、今回の予算編成の中には、前進面もあり

ます。障がい者施設に対する支援策や予算が盛り

込まれてはおりますが、また一方で、予防医療で

は新年度からヒブワクチン、おたふく風邪、水ぼ

うそう、インフルエンザワクチンの乳幼児に対す

る予算、予防接種の助成費が予算化されましたが、

任意接種ということなのでしょうか、その対象者

は所得の少ない世帯を対象としており、限定的な

ものであるということです。今求められているの

は、すべての乳幼児に対する医療費の助成策、こ

れが求められているのではないでしょうか。そう

いう意味では、こういった部分の内容を十分検討

することが求められているとも考えています。 

 また一方で、他の自治体では、小学校や中学校

卒業までの医療費の無料化を実施する自治体もふ

えてきており、そういう意味では、メリハリのあ

る予算づけが求められてはいますが、この点では

疑問を抱かざるを得ません。 

 今、後期高齢者の負担が引き上げられ、本当に

暮らしが大変だという声が聞こえます。ある人は、

一定の所得があったとしても、税の負担、教育費

の負担などで暮らし向きが大変だとも言います。

また、国民健康保険税の負担は、さらに大変だと

語ってくれています。いま一度、一般会計からの

繰り入れをふやし、軽減策を図るということが求

められています。そういう意味では、財政調整基

金の取り崩しなどを行えば、十分対応できるもの

もあるでしょう。 何よりも問題なのは、町が引

き続きコンパクトな行政の推進を追い求めている

ことであります。無駄なものの見直しは当然必要

でしょう。しかし、町の運営改善プランでは、今

後の取り組みの内容等について課題などが示され

てはいますが、しかし、予算配分方式が、結局は

特色のない予算編成となっている点に疑問を抱か

ざるを得ません。また、さらに具体的な今後のま

ちづくりに対する対策などがはっきり示されてい

ないという点も、残念でなりません。これでは、

職員の力を引き出すといっても、その力を引き出
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すこともできないのではないでしょうか。 

 今、住民の暮らしを守るための産業振興や特産

品の開発などなど、具体的な対策が求められてい

ると私は考えています。 

 以上の点から、私は、今一般会計に対する反対

討論とさせていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する

賛成討論の発言を許します。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 私は、平成２２年度上富

良野町一般会計予算に対して、賛成の立場から討

論をいたします。 

 今、日本は、世界一少子高齢化が進み、人口減

少時代を向かえております。国も地方も厳しい情

勢の中、新しい政権が誕生し、子ども手当や高校

就学支援金等を打ち出しましたが、巨額な財政不

足のため、１５歳以下の扶養控除廃止や１６歳か

ら１８歳の特定扶養控除の縮小など、また、所得

税は２０１１年、住民税は２０１２年度からの増

税の予定であり、ますます国民の負担増が求めら

れようとしております。 

 このような中で、上富良野町の平成２２年度予

算案が提案されたところでございますが、一般会

計においては、前年対比５.８％、３億８,１００

万円の減額で、６２億３,０００万円の予算案とな

っております。この要因としては、畜産担い手育

成総合整備事業の大型事業と償還金免除の繰上償

還が完了したことによるもので、実質的には前年

度当初より１.８％、１億９,０００万円の増額と

なっております。 

 予算案の内容を見ますと、厳しい雇用情勢を踏

まえ、国の緊急雇用対策を受け、失業された人へ

の緊急雇用創出事業、また、新卒業者の就職内定

率も極めて低い状況をかんがみ、町独自の考えで

役場臨時職員採用計画は、時代の要請をくみ取っ

ての予算化であり、努力の跡が見られました。 

 福祉計画については、今年度は障がいのある人

が自立した生活を営むことができる地域づくり、

ＮＰＯ法人による障がい者のための事業所への支

援と、また、子育ての支援につきましては、子供

サポーター、子育てサポートセンターを発足する

など、今後においても子供を安心して産み育てる

環境の整備の足跡が見える。 

 一方で、国際交流については、派遣についての

一考を要すると意見が多く出されました。 

 教育関係につきましては、新学習指導要領に伴

っての教育備品の購入のあり方、小学校低学年か

らの英語活動や中学生の武道の必修等においては、

真に児童生徒を考えたものとなるように、放課後

における子供たちの安心な居場所づくりとしての

放課後子どもプラン事業が、ことしは拡充される

予算が見込まれており、期待するところであるほ

か、地域エネルギービジョン策定、島津公園の大

型遊具、スロープ設置、公共施設の耐震診断、地

域住民活動の活性化などが盛り込まれているが、

人口減少時代における定住策の具現化に乏しく、

自衛隊現状維持等の動向による行動変化、プラン

２２策定による行財政改革、自治基本条例を生か

した協働のまちづくりなど、農業、商工、観光支

援につきましては、各団体等の連携を密にし、執

行されることを願うものである。 

 ことし限られた予算の中で、地域経済や雇用の

活性化、協働のまちづくりを生かした住民活動、

町民が参加しやすい仕組みづくりと財政を効果的

に生かし、今後、財政執行予算に当たりましては、

町民への適切な情報発信と受信に積極的に努め、

５１項目の資料に基づき審議し、審査意見書を付

し、これらの内容を十分踏まえ、行政執行される

ものと判断し、平成２２年度上富良野町一般会計

予算の賛成の討論といたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、本件に対する

反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号平成２２年度上富良野町

一般会計予算の件を、起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号上富良野町十勝岳地区振興

基金の一部支消の件を、起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成２２年度上富良野町国民

健康保険特別会計予算及び議案第２１号上富良野

町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件の討

論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号平成２２年度上富良野町

国民健康保険特別会計予算の件を、起立により採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号上富良野町国民健康保険財

政調整基金の一部支消の件を、起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成２２年度上富良野町老人

保健特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了します。 

 これより、議案第３号平成２２年度上富良野町

老人保健特別会計予算の件を、起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成２２年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第４号平成２２年度上富良野町

後期高齢者医療特別会計予算の件を、起立により

採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成２２年度上富良野町介護

保険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第５号平成２２年度上富良野町

介護保険特別会計予算の件を、起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成２２年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計予算の件の討論に入り

ます。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号平成２２年度上富良野町

ラベンダーハイツ事業特別会計予算の件を、起立

により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成２２年度上富良野町簡易

水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第７号平成２２年度上富良野町

簡易水道事業特別会計予算の件を、起立により採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成２２年度上富良野町公共

下水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 
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 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号平成２２年度上富良野町

公共下水道事業特別会計予算の件を、起立により

採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成２２年度上富良野町水道

事業会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第９号平成２２年度上富良野町

水道事業会計予算の件を、起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号平成２２年度上富良野町病

院事業会計予算の件の討論に入ります。 

 本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号平成２２年度上富良野

町病院事業会計予算の件を、起立により採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の予算審査報告書の内容については、

委員長及び副委員長に御一任願いたいと存じます。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の予算審査報告書の内容につ

いては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件

の審議は全部終了いたしました。 

 予算特別委員会の終わりに当たりまして、一言

ごあいさつ申し上げます。 

 総額１０３億円が、本委員会で無事承認されま

して、これから理事者のほうで、これを執行され

ることになります。この予算が、住民の生活や福

祉の向上に十分効果があるように、理事者のほう

では執行されたいと思います。 

 今後、私たちは、この予算の執行に対しまして、

議会の権能といたしましてチェックをしていく必

要があると思いますので、皆様方もこれから十分

なチェック機能を発揮されまして、御活躍を祈念

いたしたいと思います。 

 ４日間にわたりまして、大変皆様方に御迷惑を

かけました。皆様の温かい御支援によりまして、

４日間、無事審議が済みましたことにお礼を申し

上げたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 今後の日程について、事務局長より報告をいた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 あす３月２４日は、本定例会の最終日でござい

ます。開会は午前９時でございますので、定刻ま

でに御参集くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午前１０時０４分 閉会 
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